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条例  
 

 

 甲府市議会議会局設置条例をここに公布する。 

  令和２年３月４日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１号 

   甲府市議会議会局設置条例 

 甲府市議会事務局設置条例（昭和２８年５月条例第２３号）の全部を改正する。 

 （設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条第２項の規定により、 

甲府市議会に事務局として議会局を置く。 

（議会局の管理） 

第２条 議会局は、議長の管理に属し、甲府市議会に関する事務を処理する。 

 （組織等） 

第３条 議会局に局長、書記その他の職員を置く。 

第４条 議会局の職員は、議長がこれを任免する。 

第５条 局長は、議長の命を受け、議会局の事務を掌理し、配置職員を指揮監督す 

る。 

第６条 書記は、上司の指揮を受け、議会の事務に従事する。 

 （職員の給与） 

第７条 局長、書記及びその他の職員の給与に関しては、甲府市職員給与条例（昭 

和２４年６月条例第２１号）を準用する。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、議会局の事務分掌その他必要な事項につい 

ては、議長が別にこれを定める。 
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２ 議長の定めないものについては、甲府市職員に対するそれぞれの規定を準用す 

る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （甲府市議会委員会条例の一部改正） 

２ 甲府市議会委員会条例（平成３年６月条例第１３号）の一部を次のように改正 

する。 

 第２条第２項総務委員会第６号中「議会事務局」を「議会局」に改める。 
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 甲府市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布す

る。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２号 

甲府市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例 

目次 

 第１章 総則（第１条～第３条） 

 第２章 基本方針（第４条） 

 第３章 設備及び運営に関する基準（第５条～第３２条） 

 附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下「法」とい

う。）第６８条の５第１項の規定に基づき、法第２条第３項第８号に規定する生

計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所そ

の他の施設を利用させる事業を行う施設（以下「無料低額宿泊所」という。）の

設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条  この条例における用語の意義は、この条例に定めるもののほか、法の定め

るところによる。 

（無料低額宿泊所の範囲） 

第３条 無料低額宿泊所は、次の各号に掲げる事項を満たすものとする。ただし、

他の法令により必要な規制が行われている等事業の主たる目的が、生計困難者の

ために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設

を利用させるものでないことが明らかである場合は、この限りでない。 
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⑴ 次に掲げるいずれかの事項を満たすものであること。 

ア  入居の対象者を生計困難者に限定していること（明示的に限定していない

場合であっても、生計困難者に限定して入居を勧誘していると認められる場

合を含む。）。 

イ  入居者の総数に占める生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第

１項に規定する被保護者（以下「被保護者」という。）の数の割合がおおむ

ね５０パーセント以上であり、かつ、居室の利用に係る契約が建物の賃貸借

契約以外の契約であること。 

ウ  入居者の総数に占める被保護者の数の割合がおおむね５０パーセント以上

であり、かつ、利用料（居室使用料及び共益費を除く。）を受領してサービ

スを提供していること（サービスを提供する事業者が人的関係、資本関係等

において当該施設と密接な関係を有する場合を含む。）。 

⑵ 居室使用料が無料又は生活保護法第８条に規定する厚生労働大臣の定める基

準（同法第１１条第１項第３号に規定する住宅扶助に係るものに限る。）に基

づく額以下であること。 

第２章  基本方針 

第４条  無料低額宿泊所は、入居者が地域において自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう、現に住居を求めている生計困難者につき、無料又は低

額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、その有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるよう必要なサービスを適切かつ効果的に行うも

のでなければならない。 

２  無料低額宿泊所は、入居者の意思及び人格を尊重して、常に当該入居者の立場

に立ったサービスの提供に努めなければならない。 

３  無料低額宿泊所は、基本的に一時的な居住の場であることに鑑み、入居者の心

身の状況、その置かれている環境等に照らし、当該入居者が独立して日常生活を

営むことができるか常に把握しなければならない。 

４  無料低額宿泊所は、独立して日常生活を営むことができると認められる入居者

に対し、当該入居者の希望、退居後に置かれることとなる環境等を勘案し、当該

入居者の円滑な退居のための必要な援助に努めなければならない。 

５  無料低額宿泊所は、地域との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町
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村（特別区を含む。以下同じ。）、生計困難者の福祉を増進することを目的とす

る事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連

携に努めなければならない。 

第３章  設備及び運営に関する基準 

（配置、構造及び設備の一般原則） 

第５条  無料低額宿泊所の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入居者の保

健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。 

（設備の専用） 

第６条  無料低額宿泊所の設備は、専ら当該無料低額宿泊所の用に供するものでな

ければならない。ただし、入居者に提供するサービスに支障がない場合は、この

限りでない。 

（職員等の資格要件） 

第７条  無料低額宿泊所の長（以下「施設長」という。）は、法第１９条第１項各

号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業等に２年以上従事した者又はこ

れらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 

２  無料低額宿泊所は、当該無料低額宿泊所の職員（施設長を除く。）が、できる

限り法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者とするよう努めるものとす

る。 

３  無料低額宿泊所の職員（施設長を含む。第２１条を除き、以下同じ。）その他

の無料低額宿泊所の運営に携わる者は、甲府市暴力団排除条例（平成２４年３月

条例第２号）第２条第３号に規定する暴力団員等であってはならない。 

（運営規程） 

第８条  無料低額宿泊所は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規

程（以下「運営規程」という。）を定めなければならない。 

⑴  施設の目的及び運営の方針 

⑵  職員の職種、員数及び職務の内容 

⑶  入居定員 

⑷  入居者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額 

⑸  施設の利用に当たっての留意事項 

⑹  非常災害対策 
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⑺  その他施設の運営に関する重要事項 

２  無料低額宿泊所は、前項に規定する運営規程を定め、又は変更したときは、市

長に届け出なければならない。 

（非常災害対策） 

第９条  無料低額宿泊所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設け

るとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への

通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。 

２ 前項の非常災害に関する具体的計画の作成に当たっては、無料低額宿泊所の立

地状況等を勘案し、発生することが予想される非常災害の種類に応じたものとし

なければならない。 

３  無料低額宿泊所は、非常災害に備えるため、少なくとも１年に１回以上、定期

的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 

４ 前項の訓練は、地域住民及び消防団その他の関係機関と連携して行うよう努め

なければならない。 

５ 無料低額宿泊所は、非常災害の際に、利用者、職員等が必要とする飲料水、食

糧、日用品その他の物資及び防災に関する資機材の備蓄、整備及び点検を行うよ

う努めなければならない。 

（記録の整備） 

第１０条  無料低額宿泊所は、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しなけれ

ばならない。 

２  無料低額宿泊所は、入居者に提供するサービスの状況に関する次の各号に掲げ

る記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。 

⑴  提供した具体的なサービスの内容等の記録 

⑵  第３０条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

⑶  第３２条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置につい

ての記録 

（規模） 

第１１条  無料低額宿泊所は、５人以上の人員を入居させることができる規模を有

するものでなければならない。 

（設備の基準） 
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第１２条  無料低額宿泊所の建物は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の

規定を遵守するものでなければならない。 

２  無料低額宿泊所の建物は、消防法（昭和２３年法律第１８６号）の規定を遵守

するものでなければならない。 

３  前項の規定にかかわらず、無料低額宿泊所は、消火器の設置及び自動火災報知

設備等の防火に係る設備の整備に努めなければならない。 

４  無料低額宿泊所には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、法第

６２条第１項に規定する社会福祉施設その他の施設の設備を利用することによ

り、当該無料低額宿泊所の効果的な運営を期待することができる場合であって、

入居者に提供するサービスに支障がないときは、設備の一部を設けないことがで

きる。 

⑴  居室 

⑵  炊事設備 

⑶  洗面所 

⑷  便所 

⑸  浴室 

⑹  洗濯室又は洗濯場 

５  無料低額宿泊所には、必要に応じ、次に掲げる設備その他の施設の円滑な運営

に資する設備を設けなければならない。 

⑴  共用室 

⑵  相談室 

⑶  食堂 

６  第４項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 

⑴  居室 

ア  一の居室の定員は、１人とすること。ただし、入居者がその者と生計を一

にする配偶者その他の親族と同居する等、２人以上で入居させることがサー

ビスの提供上必要と認められる場合は、この限りでない。 

イ  地階に設けてはならないこと。 

ウ  一の居室の床面積（収納設備等を除く。）は、７．４３平方メートル以上

とすること。 

- 11 -



 

エ  居室の扉は、堅固なものとし、居室ごとに設けること。 

オ  出入口は、屋外、廊下又は広間のいずれかに直接面して設けること。 

カ  各居室の間仕切壁は、堅固なものとし、天井まで達していること。 

⑵  炊事設備  火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 

⑶  洗面所  入居定員に適したものを設けること。 

⑷  便所  入居定員に適したものを設けること。 

⑸  浴室 

ア  入居定員に適したものを設けること。 

イ  浴槽を設けること。 

⑹  洗濯室又は洗濯場  入居定員に適したものを設けること。 

（職員配置の基準） 

第１３条  無料低額宿泊所に置くべき職員の員数は、入居者の数及び提供するサー

ビスの内容に応じた適当数とし、そのうち１人は施設長としなければならない。 

２  当該無料低額宿泊所が生活保護法第３０条第１項ただし書に規定する日常生活

支援住居施設（以下「日常生活支援住居施設」という。）に該当する場合は、前

項の規定にかかわらず、日常生活支援住居施設としての職員配置の要件を満たさ

なければならない。 

（入居申込者に対する説明、契約等） 

第１４条  無料低額宿泊所は、居室の利用その他のサービスの提供の開始に際して

は、あらかじめ、入居申込者に対し、運営規程の概要、職員の勤務体制、当該サ

ービスの内容及び費用その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められ

る重要事項を記した文書を交付して説明を行うとともに、居室の利用に係る契約

とそれ以外のサービスの提供に係る契約をそれぞれ文書により締結しなければな

らない。 

２  無料低額宿泊所は、前項の契約又は当該契約の更新において、契約期間（１年

以内のものに限る。ただし、居室の利用に係る契約については、建物の賃貸借契

約（借地借家法（平成３年法律第９０号）第３８条の規定による定期建物賃貸借

を除く。）の場合は、１年とする。）及び解約に関する事項を定めなければなら

ない。 

３  無料低額宿泊所は、前項の契約期間の満了前に、あらかじめ入居者の意向を確
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認するとともに、法第１４条の規定に基づき都道府県又は市町村が設置する福祉

に関する事務所（以下「福祉事務所」という。）等都道府県又は市町村の関係機

関と、当該入居者が継続して無料低額宿泊所を利用する必要性について協議しな

ければならない。 

４  無料低額宿泊所は、第２項の解約に関する事項において、入居者の権利を不当

に狭めるような条件を定めてはならない。 

５  無料低額宿泊所は、第２項の解約に関する事項において、入居者が解約を申し

入れたときは、速やかに当該契約を終了する旨を定めなければならない。 

６  無料低額宿泊所は、第１項の契約又は当該契約の更新において、入居申込者に

対し、保証人を立てさせてはならない。 

７  無料低額宿泊所は、入居申込者からの申出があった場合には、第１項の規定に

よる文書の交付に代えて、第１０項で定めるところにより、当該入居申込者の承

諾を得て、当該文書に記すべき重要事項及び第２項の事項（以下この条において

「重要事項等」という。）を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方

法」という。）により提供することができる。この場合において、当該無料低額

宿泊所は、当該文書を交付したものとみなす。 

⑴  電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア  無料低額宿泊所の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同

じ。）と入居申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通

じて重要事項等を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルに記録する方法 

イ  無料低額宿泊所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され

た重要事項等を電気通信回線を通じて入居申込者の閲覧に供し、当該入居申

込者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項等を記録

する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出を

する場合にあっては、無料低額宿泊所の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイルにその旨を記録する方法） 

⑵  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の

事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに重要事
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項等を記録したものを交付する方法 

８  前項に掲げる方法は、入居申込者がファイルに記録された事項を出力すること

により文書を作成することができるものでなければならない。 

９  第７項第１号の電子情報処理組織とは、無料低額宿泊所の使用に係る電子計算

機と入居申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処

理組織をいう。 

１０ 無料低額宿泊所は、電磁的方法により重要事項等を提供しようとするとき

は、あらかじめ、当該入居申込者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種

類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

⑴  第７項各号に規定する方法のうち無料低額宿泊所が使用するもの 

⑵  ファイルへの記録の方式 

１１  前項の規定による承諾を得た無料低額宿泊所は、当該入居申込者から文書又

は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、

当該入居申込者に対し、重要事項等の提供を電磁的方法によってしてはならな

い。ただし、当該入居申込者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限

りでない。 

（入退居） 

第１５条 無料低額宿泊所は、入居予定者の入居に際しては、その者の心身の状

況、生活の状況等の把握に努めなければならない。 

２  無料低額宿泊所は、入居者の心身の状況、入居中に提供することができるサー

ビスの内容等に照らし、無料低額宿泊所において日常生活を営むことが困難とな

ったと認められる入居者に対し、その者の希望、その者が退居後に置かれること

となる環境等を勘案し、その者の状態に適合するサービスに関する情報の提供を

行うとともに、適切な他のサービスを受けることができるよう必要な援助に努め

なければならない。 

３  無料低額宿泊所は、入居者の退居に係る援助に際しては、福祉事務所等都道府

県又は市町村の関係機関、相談等の支援を行う保健医療サービス又は福祉サービ

スを提供する者等との密接な連携に努めなければならない。 

（利用料の受領） 

第１６条  無料低額宿泊所は、入居者から利用料として、次に掲げる費用（第７号
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については、当該無料低額宿泊所が日常生活支援住居施設である場合に限る。）

を受領することができる。 

⑴  食事の提供に要する費用 

⑵  居室使用料 

⑶  共益費 

⑷  光熱水費 

⑸  日用品費 

⑹  基本サービス費 

⑺  入居者が選定する日常生活上の支援に関するサービスの提供に要する費用 

２  前項各号に掲げる利用料の基準は、次のとおりとする。 

⑴  食事の提供に要する費用  食材費及び調理等に関する費用に相当する金額と

すること。 

⑵  居室使用料 

ア  当該無料低額宿泊所の整備に要した費用、修繕費、管理事務費、地代に相

当する額等を基礎として合理的に算定された金額とすること。 

イ  アに規定する金額以外に、敷金、権利金、謝金等の金品を受領しないこ

と。 

⑶  共益費  共用部分の清掃、備品の整備等の共用部分の維持管理に要する費用

に相当する金額とすること。 

⑷  光熱水費  居室及び共用部分に係る光熱水費に相当する金額とすること。 

⑸  日用品費 入居者本人が使用する日用品の購入費に相当する金額とするこ

と。 

⑹  基本サービス費  入居者の状況把握等の業務に係る人件費、事務費等に相当

する金額とすること。 

⑺  入居者が選定する日常生活上の支援に関するサービスの提供に要する費用 

ア  人件費、事務費等（前号の基本サービス費に係るものを除く。）に相当す

る金額とすること。 

イ  日常生活支援住居施設として受領する委託費を除くこと。 

（サービス提供の方針） 

第１７条  無料低額宿泊所は、入居者の健康保持に努めるほか、当該入居者が安心
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して生き生きと明るく生活できるよう、その心身の状況や希望に応じたサービス

の提供を行うとともに、生きがいをもって生活できるようにするための機会を適

切に提供しなければならない。 

２  無料低額宿泊所は、入居者にとって当該無料低額宿泊所全体が一つの住居であ

ることに鑑み、入居者が共用部分を円滑に使用できるよう配慮した運営を行わな

ければならない。 

３  無料低額宿泊所は、入居者のプライバシーの確保に配慮した運営を行わなけれ

ばならない。 

４  無料低額宿泊所の職員は、入居者に対するサービスの提供に当たっては、懇切

丁寧に行うことを旨とし、当該入居者に対し、サービスの提供を行う上で必要な

事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。 

（食事） 

第１８条  無料低額宿泊所は、入居者に食事を提供する場合、量及び栄養並びに当

該入居者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければ

ならない。 

（入浴） 

第１９条  無料低額宿泊所は、入居者に対し１日に１回の頻度で入浴の機会を提供

しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、あらかじめ、当

該入居者に対し当該事情の説明を行うことにより、１週間に３回以上の頻度とす

ることができる。 

（状況把握） 

第２０条  無料低額宿泊所は、原則として１日に１回以上、入居者に対し居室への

訪問等の方法による状況把握を行わなければならない。 

（施設長の責務） 

第２１条  施設長は、無料低額宿泊所の職員の管理、入退居に係る調整、業務の実

施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２  施設長は、職員にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うもの

とする。 

（職員の責務） 

第２２条  無料低額宿泊所の職員は、入居者からの相談に応じるとともに、適切な
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助言及び必要な支援を行わなければならない。 

（勤務体制の確保等） 

第２３条  無料低額宿泊所は、入居者に対し、適切なサービスを提供できるよう、

職員の勤務体制を整備しなければならない。 

２  無料低額宿泊所は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保し

なければならない。 

３  無料低額宿泊所は、職員の処遇について、労働に関する法令の規定を遵守する

とともに、職員の待遇の向上に努めなければならない。 

（定員の遵守） 

第２４条  無料低額宿泊所は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはなら

ない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（衛生管理等） 

第２５条  無料低額宿泊所は、入居者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水

について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならな

い。 

２  無料低額宿泊所は、当該無料低額宿泊所において感染症、食中毒又は害虫が発

生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（日常生活に係る金銭管理） 

第２６条  入居者の金銭の管理は、当該入居者本人が行うことを原則とする。ただ

し、金銭の適切な管理を行うことに支障がある入居者であって、無料低額宿泊所

による金銭の管理を希望するものに対し、次に掲げるところにより無料低額宿泊

所が日常生活に係る金銭を管理することを妨げない。 

⑴  成年後見制度その他の金銭の管理に係る制度をできる限り活用すること。 

⑵  無料低額宿泊所が管理する金銭は、当該入居者に係る金銭及びこれに準ずる

もの（これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「金銭等」

という。）であって、日常生活を営むために必要な金額に限ること。 

⑶  金銭等を無料低額宿泊所が有する他の財産と区分すること。 

⑷  金銭等は当該入居者の意思を尊重して管理すること。 

⑸  第１４条第１項に規定する契約とは別に、当該入居者の日常生活に係る金銭

等の管理に係る事項のみを内容とする契約を締結すること。 
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⑹  金銭等の出納を行う場合は、無料低額宿泊所の職員が２人以上で確認を行う

等の適切な体制を整備すること。 

⑺  入居者ごとに金銭等の収支の状況を明らかにする帳簿を整備するとともに、

収支の記録について定期的に入居者本人に報告を行うこと。 

⑻  当該入居者が退居する場合には、速やかに、管理する金銭等を当該入居者に

返還すること。 

⑼  金銭等の詳細な管理方法、入居者本人に対する収支の記録の報告方法等につ

いて管理規程を定めること。 

⑽  前号の管理規程を定め、又は変更したときは、市長に届け出ること。 

⑾  当該入居者が被保護者である場合は、当該入居者の金銭等の管理に係る契約

の締結時又は変更時には、福祉事務所にその旨の報告を行うこと。 

⑿  金銭等の管理の状況について、市からの求めに応じて速やかに報告できる体

制を整えておくこと。 

（掲示及び公表） 

第２７条  無料低額宿泊所は、入居者の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の

勤務体制その他入居者のサービスの選択に資すると認められる事項を掲示しなけ

ればならない。 

２  無料低額宿泊所は、運営規程を公表するとともに、毎会計年度終了後３月以内

に、貸借対照表、損益計算書等の収支の状況に係る書類を公表しなければならな

い。 

（秘密保持等） 

第２８条  無料低額宿泊所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入居

者の秘密を漏らしてはならない。 

２  無料低額宿泊所は、当該無料低額宿泊所の職員であった者が、正当な理由がな

く、その業務上知り得た入居者の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講

じなければならない。 

（広告） 

第２９条  無料低額宿泊所は、当該無料低額宿泊所について広告をする場合は、そ

の内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 

（苦情への対応） 
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第３０条  無料低額宿泊所は、その提供したサービスに関する入居者の苦情に迅速

かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な

措置を講じなければならない。 

２  無料低額宿泊所は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録

しなければならない。 

３  無料低額宿泊所は、その提供したサービスに関し、市から指導又は助言を受け

た場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４  無料低額宿泊所は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市長

に報告しなければならない。 

５  無料低額宿泊所は、法第８３条に規定する運営適正化委員会が行う法第８５条

第１項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。 

（地域との連携） 

第３１条  無料低額宿泊所は、当該無料低額宿泊所の運営に当たっては、地域住民

等に対して事前に当該運営の内容の説明を行うよう努めるとともに、地域住民等

との連携及び協力を行うこと等により地域との交流を図るよう努めなければなら

ない。 

（事故発生時の対応） 

第３２条  無料低額宿泊所は、入居者に対するサービスの提供により事故が発生し

た場合は、速やかに当該入居者の家族、市等に連絡を行うとともに、必要な措置

を講じなければならない。 

２  無料低額宿泊所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記

録しなければならない。 

３  無料低額宿泊所は、入居者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発

生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

附  則 

（施行期日） 

１  この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（居室に関する経過措置） 

２  この条例の施行の際現に生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立

支援法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第４４号）第５条の規定による

- 19 -



 

改正前の法第６９条第１項の規定による届出がされている無料低額宿泊所の事業

の用に供している建物（基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の施

行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。）については、第１２

条第６項第１号ア及びエからカまでの規定は、この条例の施行後３年間は、適用

しない。 
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 甲府市地域包括支援センター運営協議会条例をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第３号 

   甲府市地域包括支援センター運営協議会条例 

（設置） 

第１条 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４６第１項に規定す

る地域包括支援センター（以下「センター」という。）の適切な運営を確保する

ため、甲府市地域包括支援センター運営協議会（以下「運営協議会」という。）

を置く。 

（所掌事項） 

第２条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

⑴ センターの設置等に係る次に掲げる事項の承認に関すること。 

ア センターの担当する圏域の設定 

イ センターの設置、変更及び廃止 

ウ センターの業務を委託する法人の選定及び変更 

エ センターの業務を委託された法人による介護予防・日常生活支援総合事業

及び予防給付に係る事業の実施 

オ センターが第１号介護予防支援事業及び指定介護予防支援の業務の一部を

委託できる指定居宅介護支援事業所の選定 

カ その他運営協議会がセンターの中立性及び公正性を確保する観点から必要

であると判断した事項 

⑵ センターの行う業務に係る方針に関すること。 

⑶ センターの運営に係る評価に関すること。 

⑷ センターの職員の確保に関すること。 

⑸ 地域包括支援体制に係る次に掲げる事項に関すること。 
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ア 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築 

イ 地域包括支援ネットワークを支える地域の社会的資源の開発 

ウ その他地域包括支援体制に関し、運営協議会が必要と判断した事項 

（組織） 

第３条 運営協議会は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は、医療関係団体、介護事業者、本市が行う介護保険の被保険者、権利擁

護等の相談を担う関係団体等の代表者又は職員、学識経験者その他適当と認める

者のうちから、市長が委嘱する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 運営協議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第６条 運営協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

（意見の聴取等） 

第７条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に

出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。 

（庶務） 

第８条 運営協議会の庶務は、福祉保健部において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会

長が運営協議会に諮って定める。 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日に従前の甲府市地域包 

括支援センター運営協議会の委員に委嘱されている者は、施行日に第３条第２項

の規定により甲府市地域包括支援センター運営協議会の委員として委嘱されたも

のとみなし、その任期は、第４条第１項の規定にかかわらず、令和３年３月３１

日までとする。 

 （特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年 

１０月条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

別表中２０の７の項の次に次の１項を加える。 

２０の８ 甲府市地域包括支援センター

運営協議会 

会長 日額 ８，９００円 

委員 日額 ８，２００円 
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 甲府市子ども未来応援条例をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第４号 

甲府市子ども未来応援条例 

目次 

 前文 

第１章 総則（第１条～第３条） 

第２章 市の責務と子ども応援者の役割（第４条～第１０条） 

第３章 子ども未来応援施策の推進  

第１節 子どもが地域で育つ拠点づくり（第１１条～第１３条） 

 第２節 子どもが健やかに成長できる体制づくり（第１４条・第１５条） 

 第３節 子どもが未来を築く機会づくり（第１６条～第１８条） 

第４節 推進体制（第１９条・第２０条） 

第４章 子どもの相談・救済と権利支援体制の整備（第２１条～第２８条） 

第５章 雑則（第２９条・第３０条） 

附則 

子どもは、自ら夢や希望に向かい、勇気を持って挑戦することを通じ、たくまし

さや優しさを養うとともに、多様な人々とかかわりを持ちながら、自分を大切にす

る心や他の人を尊重する心を育み、社会の一員として個性豊かに成長していくこと

が大切であります。 

私たちは、子どもが健やかに育つために、子どもの権利を尊重し、互いに連携・

協働しながら、子どもの年齢や成長過程に応じた子ども自身の成長を応援してまい

ります。 

この美しい自然に恵まれ、連綿と続く歴史や文化が培われ発展した魅力あふれる

まち甲府を、子どもの権利を守り、全ての子どもが今を幸せに過ごし、夢や希望の
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実現に向け挑戦できる、こどもが輝くまちとするため、この条例を制定します。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、子どもがいきいきと自分らしく健やかに成長し、社会の一員

として自立することを応援するための基本理念を定め、市の責務並びに保護者、

市民、育ち学ぶ施設の関係者、事業者、地域団体及び子ども応援団体（以下「子

ども応援者」と総称する。）の役割を明らかにするとともに、子どもに関わる全

ての大人が連携・協働することにより、子どもの育ちを支える取組を推進し、未

来を担っていく子どもの成長を応援する社会の実現を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 子ども 市内に在住、在学、在勤その他市内で活動をする１８歳未満の全て

の者（これらの者と同等にこの条例が適用されることがふさわしいと認められ

る者を含む。）をいう。 

⑵ 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する

ものをいう。 

⑶ 市民 市内に在住、在学、在勤その他市内で活動をする個人をいう。 

⑷ 育ち学ぶ施設 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定する児童福

祉施設、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する学校その他子ども

が育ち、学び、活動するために利用する施設をいう。 

⑸ 事業者 市内で商業、工業その他の事業を営む個人又は法人その他の団体を

いう。 

⑹ 地域団体 自治会、ボランティア団体、特定非営利法人その他市内で活動を

行う団体をいう。 

⑺ 子ども応援団体 子どもの育ちに関する活動を行う団体をいう。 

⑻ 子ども未来応援施策 市と子ども応援者が連携・協働し実施する子どもの育

ちに関する施策をいう。 

（基本理念） 

第３条 子どもが健やかに成長し、自立するための応援は、次に掲げる事項を基本
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理念として推進されなければならない。 

⑴ 子どもの権利を尊重し、子どもの年齢及び成長過程に応じた意見に耳を傾

け、子どもにとっての最善の利益について考慮すること。 

⑵ 子ども一人ひとりが夢や希望を持ち、様々な体験や学習を通じて、未来を築

いていくために必要な社会性や自立心、たくましさや優しさを養うことができ

るよう取り組むこと。 

⑶ 市及び子ども応援者がそれぞれの責務又は役割を認識し、主体的に取り組む

とともに、相互に連携・協働して行うこと。 

第２章 市の責務と子ども応援者の役割 

（市の責務） 

第４条 市は、基本理念に基づき、子どもの育ちに関する施策を策定し、及び実施

する責務を有する。 

（保護者の役割） 

第５条 保護者は、子どもの養育及び発達についての第一義的責任を有することを

自覚し、子どもが健やかに育つ家庭環境を整えるとともに、子どもが社会の一員

として必要な規範意識を身に付けることができるよう努めるものとする。 

（市民の役割） 

第６条 市民は、地域が子どもの豊かな人間性及び社会性を養う場であることを認

識し、子どもが安心して遊び、学ぶことを通じて、健やかに成長できるよう、良

好な地域社会の形成に努めるものとする。 

（育ち学ぶ施設の関係者の役割） 

第７条 育ち学ぶ施設の関係者は、育ち学ぶ施設が子どもの健やかな成長にとって

重要な役割を果たすことを認識し、子ども自らが課題を見つけ、学び、判断し、

及び行動する力を身に付けることができるよう努めるものとする。 

（事業者の役割） 

第８条 事業者は、社会的な影響力及び責任を認識し、市及び子ども応援者が実施

する職場体験活動その他の子どもの育ちに関する活動に協力するよう努めるもの

とする。 

（地域団体の役割） 

第９条 地域団体は、地域のつながりを活かしながら、子どもの育成のために相互
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に協力し、子どもの健やかな育ちに関する活動の推進に努めるものとする。 

（子ども応援団体の役割） 

第１０条 子ども応援団体は、その専門的な知識及び経験を活かし、子どもの育ち

に関する活動を積極的に行うよう努めるものとする。 

第３章 子ども未来応援施策の推進 

第１節 子どもが地域で育つ拠点づくり 

 （居場所の整備及び施設の充実） 

第１１条 市は、子どもが安心して過ごすことができるよう、子どもの学習、相

談、交流等に必要な居場所を整備するものとする。 

２ 市は、子どもの成長における様々な段階及び状況に応じた必要な施設の充実に

努めるものとする。 

（子育ち応援者の育成等） 

第１２条 市は、子どもの育ちを応援する担い手となる者（この条において「子育

ち応援者」という。）の育成に努めるものとする。     

２ 市は、子ども未来応援施策を実施するため、子育ち応援者に係る登録制度を構

築するものとする。 

３ 市は、子育ち応援者が子どもの育ちに関する活動を継続的かつ安定的に実施で

きるよう、子ども応援団体の設立を支援するものとする。 

 （子ども応援団体への支援） 

第１３条 市は、子ども応援団体が行う子どもの育ちに関する活動を支援するた

め、情報の提供、相互の交流の機会の提供、人材の育成その他の必要な施策を推

進するものとする。 

 第２節 子どもが健やかに成長できる体制づくり 

（子どもの権利の侵害等への対応） 

第１４条 市は、いじめ、虐待、体罰その他身体的及び精神的な暴力の防止と早期

発見に努めるとともに、子ども応援者及び関係機関と連携し、子どもの権利の侵

害からの救済に取り組むものとする。 

２ 市は、子どもが安心して過ごし、学び、健やかに育つよう、子どもの貧困問題

に総合的に取り組むものとする。 

（子どもの心身の健康づくり） 
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第１５条 市は、子どもの心身の健康の維持及び増進が図られるよう、推進体制を

整備するものとする。 

２ 市は、子ども自ら遊びかつ学ぶことができるよう、遊びの中で体を動かし多様

な動きを身に付けていく運動遊びができる場の創出に努めるものとする。 

３ 市は、子どもが様々な経験を通じて、食に関する知識と食を選択する力を習得

し、健全な食生活を実践することができるよう、食生活への関心と意識の醸成に

取り組むものとする。 

第３節 子どもが未来を築く機会づくり 

（意見表明及び社会参加の促進）  

第１６条 市は、子どもが社会の一員として自分の意見を表明し、社会に参加する

機会及び仕組みを設けるものとする。 

２ 市は、子どもの意見表明及び社会参加を促進するため、子どもの意見を尊重

し、主体的な活動を支援するものとする。 

３ 市は、子どもが地域社会の中で健やかに育つことができるよう、子どもと地域

住民との交流を促進するとともに、地域の行事等に参加する機会の充実に努める

ものとする。 

（甲府の歴史・文化の体験） 

第１７条 市は、子どもの郷土を愛する心が育まれるよう、甲府の歴史、文化、伝

統及び自然に触れ親しむ体験の機会の提供に努めるものとする。 

（未来への挑戦） 

第１８条 市は、未来を託す人材を育成するため、夢を持つことの素晴らしさ、大

切さを伝える機会の創出に努めるものとする。 

第４節 推進体制 

第１９条 市は、第１１条から前条までに定める施策を推進するに当たっては、子

ども応援者との連携・協働の下に、子ども及び子どもを取り巻く環境の実情に合

わせて実施するものとする。 

第２０条 市は、子ども未来応援施策を推進するため、必要に応じて、本市の施策

と連携・協働する者（次項において「子ども応援委員」という。）の意見聴取に

努めるものとする。 

２ 市は、子ども未来応援施策の実施に向けた仕組みを構築するとともに、子ども
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応援委員が相互に連携し、当該施策を実施することができるよう、子ども応援会

議（子ども応援委員で構成する会議をいう。）を設置する。 

３ 市は、子ども未来応援施策を推進するために必要な行政体制を整備する。 

第４章 子どもの相談・救済と権利支援体制の整備 

（相談体制の充実） 

第２１条 市は、子ども及び子ども応援者が、いじめ、虐待、体罰その他身体的及

び精神的な暴力について安心して相談できる体制の充実に努めるものとする。 

２ 市は、前項の相談を受けたときは、速やかに応ずるとともに、その相談の内容

に応じた必要な支援を行うものとする。この場合において、継続して支援が必要

なときは、次条に規定する甲府市子どもの権利擁護委員に報告するものとする。 

（子どもの権利擁護委員の設置） 

第２２条 市は、子どもの権利の侵害について、速やかに救済することを目的に、

市長の附属機関として甲府市子どもの権利擁護委員（以下「権利擁護委員」とい

う。）を設置する。 

２ 権利擁護委員の定数は、３人以内とする。  

３ 権利擁護委員は、人格が優れ、子どもの権利について見識のある者のうちから

市長が委嘱する。 

４ 権利擁護委員の任期は、３年とし、再任されることができる。ただし、補欠の

権利擁護委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 市は、権利擁護委員の仕事を補佐するため、相談及び調査の専門員を設置す

る。 

（権利擁護委員の職務） 

第２３条 権利擁護委員の職務は、次のとおりとする。 

⑴ 子どもの権利の侵害に関する相談に応じ、必要な助言や支援を行うこと。 

⑵ 子どもの権利の侵害に関する救済の申立てを受け、又は必要があるときは、

自らの判断で、子どもの権利の救済及び回復に向けて調査、調整、勧告、是正

要請及び意見表明を行うこと。 

⑶ 前号の勧告、是正要請又は意見表明（以下「勧告等」という。）を受けて採

られた措置の報告を求め、その状況を確認すること。 

（勧告等に対する措置） 
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第２４条 市は、勧告等を受けたときは、これを尊重し、必要な措置を講ずるもの

とする。 

２ 市以外の者は、勧告等を受けたときは、これを尊重し、必要な措置を講ずるよ

う努めるものとする。 

 （見守り等の支援） 

第２５条 権利擁護委員は、子どもの権利の侵害を救済するための勧告等を行った

後も、必要に応じて、子ども応援者及び関係機関と連携・協働し、子どもの見守

り等の支援を行うものとする。 

（独立性の確保と活動への協力） 

第２６条 市は、権利擁護委員の独立性を尊重し、その活動を支援する。 

２ 子ども応援者は、子どもの権利について必要な理解を深め、権利擁護委員の活

動に協力するよう努めるものとする。 

（公表） 

第２７条 権利擁護委員は、必要と認めるときは、子どもの権利の侵害を救済する

ための勧告等及びこれらに対する措置の報告等の内容を公表することができる。 

２ 権利擁護委員は、毎年その活動状況を市長に報告するとともに、公表するもの

とする。 

（子どもの権利等の普及） 

第２８条 市は、児童の権利に関する条約（平成６年条約第２号）に規定する子ど

もの権利及びこの条例について、子どもにもわかるよう、その普及に努めるもの

とする。 

第５章 雑則 

（財政上の措置） 

第２９条 市は、子どもの育ちに関する施策を推進するために必要な財政上の措置

を講ずるよう努めるものとする。 

（委任） 

第３０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 
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１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４章及び次項の規定は、公布

の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。 

 （特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年 

１０月条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

別表中２０の８の項の次に次の１項を加える。 

２０の９ 子どもの権利擁護委員  日額 １２，０００円 
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 甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条

例をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第５号 

   甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例 

 甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年１２月

条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第４条の２を削る。 

別表第１中８の項を削り、９の項を８の項とし、１０の項を９の項とし、１１の 

項を１０の項とする。                                   

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

１ 市長 生活に困窮する外国人に対す 

る生活保護の措置に関する事 

務であって規則で定めるもの 

医療保険各法又は高齢者の医療の

確保に関する法律（昭和５７年法

律第８０号）による医療に関する

給付の支給又は保険料の徴収に関

する情報であって規則で定めるも

の 

  児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）による小児慢性特定疾
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病医療費、療育の給付に関する情

報であって規則で定めるもの 

  母子及び父子並びに寡婦福祉法

（昭和３９年法律第１２９号）に

よる給付金の支給又は資金の貸付

けに関する情報であって規則で定

めるもの 

  難病の患者に対する医療等に関す

る法律（平成２６年法律第５０

号）による特定医療費の支給に関

する情報であって規則で定めるも

の 

  生活保護法（昭和２５年法律第

１４４号）による保護の実施又は

就労自立給付金の支給に関する情

報（以下「生活保護関係情報」と

いう。）であって規則で定めるも

の 

  児童扶養手当法（昭和３６年法律

第２３８号）による児童扶養手当

の支給に関する情報（以下「児童

扶養手当関係情報」という。）で

あって規則で定めるもの 

  特別児童扶養手当等の支給に関す

る法律（昭和３９年法律第１３４

号）による特別児童扶養手当、障

害児福祉手当若しくは特別障害者

手当又は国民年金法等の一部を改

正する法律（昭和６０年法律第
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３４号）附則第９７条第１項の福

祉手当の支給に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

  地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）その他の地方税に関す

る法律に基づく条例の規定により

算定した税額又はその算定の基礎

となる事項に関する情報（以下

「地方税関係情報」という。）で

あって規則で定めるもの 

  母子保健法（昭和４０年法律第

１４１号）による養育医療の給付

又は養育医療に要する費用の支給

に関する情報であって規則で定め

るもの 

  児童手当法（昭和４６年法律第

７３号）による児童手当又は特例

給付の支給に関する情報であって

規則で定めるもの 

  介護保険法（平成９年法律第 

１２３号）による保険給付の支

給、地域支援事業の実施又は保険

料の徴収に関する情報であって規

則で定めるもの 

  障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号）による

自立支援給付の支給に関する情報

（以下「自立支援給付関係情報」
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という。）であって規則で定める

もの 

  中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第

３０号）による永住帰国旅費、自

立支度金、一時金、一時帰国旅費

又は中国残留邦人等支援給付等の

支給に関する情報（以下「中国残

留邦人等支援給付等関係情報」と

いう。）であって規則で定めるも

の 

２ 市長 助産手当に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

地方税関係情報、生活保護関係情

報又は生活に困窮する外国人に対

する生活保護の措置に関する情報

（以下「外国人生活保護関係情

報」という。）であって規則で定 

めるもの 

  住民基本台帳法（昭和４２年法律

第８１号）第７条第４号に規定す

る事項（以下「住民票関係情報」

という。）であって規則で定める

もの 

３ 市長 すこやか子育て医療費の助成

に関する事務であって規則で

定めるもの 

住民票関係情報、生活保護関係情

報又は外国人生活保護関係情報で

あって規則で定めるもの 

甲府市ひとり親家庭等医療費の助

成に関する情報であって規則で定
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めるもの 

４ 市長 ひとり親家庭等医療費の助成

に関する事務であって規則で

定めるもの 

地方税関係情報、住民票関係情

報、生活保護関係情報又は外国人

生活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

５ 市長 ひとり親家庭等小中学校入進

学祝金の支給に関する事務で

あって規則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関係情

報、生活保護関係情報又は外国人

生活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

６ 市長 社会福祉法人等による介護保

険サービス利用者負担の軽減

に関する事務であって規則で

定めるもの 

生活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

外国人生活保護関係情報であって

規則で定めるもの 

地方税関係情報又は住民票関係情

報であって規則で定めるもの 

７ 市長 市営住宅及び上九一色定住促

進住宅の管理に関する事務

（法別表第１の１９の項に掲

げる事務を除く。）であって

規則で定めるもの 

身体障害者福祉法（昭和２４年法

律第２８３号）による身体障害者

手帳、精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律（昭和２５年法律

第１２３号）による精神障害者保

健福祉手帳又は知的障害者福祉法

（昭和３５年法律第３７号）によ

る知的障害者に関する情報（以下

「障害者関係情報」という。）で

あって規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規則で

定めるもの 

外国人生活保護関係情報であって

規則で定めるもの 
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地方税関係情報又は住民票関係情

報であって規則で定めるもの 

８ 市長 保育所利用者負担額の減額又

は免除に関する事務であって

規則で定めるもの 

障害者関係情報であって規則で定

めるもの 

 地方税関係情報又は住民票関係情

報であって規則で定めるもの 

 生活保護関係情報、外国人生活保

護関係情報又は中国残留邦人等支

援給付等関係情報であって規則で

定めるもの 

  特別児童扶養手当等の支給に関す

る法律による特別児童扶養手当の

支給に関する情報であって規則で

定めるもの 

９ 市長 
 

不妊治療費用の助成に関する

事務であって規則で定めるも

の 

地方税関係情報又は住民票関係情

報であって規則で定めるもの 

１０ 市長 法別表第２の第２欄に掲げる

事務のうち第４欄において生

活保護関係情報を利用する事

務であって規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であって

規則で定めるもの 

別表第３中「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報」を 

「外国人生活保護関係情報」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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 甲府市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第６号 

   甲府市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

 甲府市職員の服務の宣誓に関する条例（昭和２６年２月条例第９号）の一部を次

のように改正する。 

 第２条に次の１項を加える。 

２ 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓に

ついては、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができ

る。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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 甲府市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改

正する条例をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第７号 

   甲府市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部 

   を改正する条例 

 甲府市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４２

年１２月条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 第５条に次の１号を加える。 

 ⑸ 給料を支給される職員 法第２条第４項に規定する平均給与額の例により実  

  施機関が市長と協議して定める額 

   附 則 

 （施行期日） 

１  この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  この条例による改正後の第５条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した  

 事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。 
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甲府市古関・梯町簡易水道整備基金条例を廃止する条例をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第８号 

   甲府市古関・梯町簡易水道整備基金条例を廃止する条例 

 甲府市古関・梯町簡易水道整備基金条例（平成１７年１２月条例第６５号）は、

廃止する。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の際、この条例による廃止前の甲府市古関・梯町簡易水道整備 

基金条例の規定による基金に属する現金は、甲府市古関・梯町簡易水道事業特別

会計に帰属する。 
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甲府市印鑑条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第９号 

   甲府市印鑑条例の一部を改正する条例 

 甲府市印鑑条例（昭和５６年１２月条例第４６号）の一部を次のように改正す

る。  

第２条第２項第２号を次のように改める。 

⑵ 意思能力を有しない者（前号に掲げる者を除く。） 

 附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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甲府市自転車駐車場条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１０号 

   甲府市自転車駐車場条例の一部を改正する条例 

 甲府市自転車駐車場条例（平成１９年９月条例第２８号）の一部を次のように改

正する。 

別表中「。ただし、自転車の駐車区域にあっては、午前１時から午前５時までの

間は、自転車を入場し、又は出場することができない。」を削る。 

附  則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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甲府市市民センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１１号 

   甲府市市民センター条例の一部を改正する条例 

 甲府市市民センター条例（昭和５６年３月条例第１２号）の一部を次のように改

正する。 

 別表中「４００円」を「４３０円」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和２年５月１日から施行する。 
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甲府市敬老条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１２号 

   甲府市敬老条例の一部を改正する条例 

 甲府市敬老条例（昭和３５年７月条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第１項第３号を削る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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甲府市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１３号 

   甲府市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 甲府市国民健康保険条例（昭和３４年３月条例第９号）の一部を次のように改正

する。 

 第２８条中「医療費支払いの円滑化と」を削る。 

 第２９条第１項を次のように改める。 

  各会計年度において、国民健康保険事業特別会計歳入歳出に決算剰余金を生じ 

たときは、当該剰余金のうち２分の１を下らない額を基金として積み立てるもの

とする。 

第２９条第２項中「、基金の積立限度額の範囲内で」を削る。 

第３３条第１号を次のように改める。 

⑴ 法第７５条の７第２項の規定による国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用の不足等、国民健康保険事業の財源に不足を生じたとき。 

   附 則 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の甲府市国民健康保険条例の規定は、令和２年度以後の 

会計年度に係る基金の積立てについて適用し、令和元年度までの会計年度に係る

基金の積立てについては、なお従前の例による。 
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甲府市国民健康保険直営診療所条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１４号 

   甲府市国民健康保険直営診療所条例の一部を改正する条例 

 甲府市国民健康保険直営診療所条例（昭和３０年３月条例第１２号）の一部を次

のように改正する。 

 第３条第２号及び第３号を削り、同条第４号中「前３号」を「前号」に改め、同

号を同条第２号とする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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甲府市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１５号 

   甲府市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

 甲府市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年３月条例第１３号）の一部

を次のように改正する。 

第１５条第３項を次のように改める。 

３ 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第

１３条、第１４条第１項及び第１６条並びに令第８条、第９条及び第１２条の規

定によるものとする。 

附  則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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 甲府市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１６号 

   甲府市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例 

 甲府市食品衛生法施行条例（平成３０年１２月条例第３６号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第３条を削り、第４条を第３条とする。 

 別表第１及び別表第２を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正前の甲府市食品衛生法施行条例（以下「旧条例」とい

う。）第３条、別表第１及び別表第２の規定は、令和３年５月３１日までの間、

なおその効力を有する。この場合において、旧条例第３条中「法第５０条第２

項」とあるのは「食品衛生法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第４６

号）第１条の規定による改正前の食品衛生法第５０条第２項」と、同条第１号中

「別表第１」とあるのは「甲府市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例（令

和２年３月条例第１６号）による改正前の甲府市食品衛生法施行条例（次号にお

いて「旧条例」という。）別表第１」と、同条第２号中「別表第２」とあるのは

「旧条例別表第２」とする。 
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甲府市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１７号 

   甲府市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 甲府市動物の愛護及び管理に関する条例（平成３０年１２月条例第６０号）の一

部を次のように改正する。 

 目次中「第２２条」を「第２１条の２・第２２条」に改める。 

第１１条中「第１２条第１項第３号」を「第１２条第１項第４号」に改める。 

 第２１条第１項中「犬の飼い主」を「飼い主」に、「犬が」を「動物が」に改め

る。 

 第６章中第２２条の前に次の１条を加える。 

 （動物愛護管理員） 

第２１条の２ 市長は、法第３７条の３第１項の規定により、動物の愛護及び管理 

に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員を置く。 

   附 則 

 この条例は、令和２年６月１日から施行する。 
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甲府市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１８号 

   甲府市手数料条例の一部を改正する条例 

 甲府市手数料条例（平成１２年３月条例第９号）の一部を次のように改正する。 

別表第４１号ア（ウ）中「合計額」を「合計額。ただし、市長が別に定める簡易な評

価方法により建築物のエネルギー消費性能の評価をする場合は、 a に定める金額と

する（イ（ウ）において同じ。）。」に改める。 

別表第４２号ア中「合計額」を「合計額。ただし、市長が別に定める簡易な評価

方法により建築物のエネルギー消費性能の評価をする場合は、前号ア（ア）又は（イ）に定

める手数料の金額に２分の１を乗じて得た金額とする（同号イにおいて同

じ。）。」に改める。 

別表第４７号中「につき」を「ごとに」に、「額）」を「額）を合算した額」に

改め、同号ア（イ）中「金額」を「金額。ただし、当該申請に係る住宅が建築物エネル

ギー消費性能基準等を定める省令第１２条第２項第２号に掲げる住宅に該当する場

合にあっては、当該申請に係る住宅の共用部分の床面積は、当該申請に係る床面積

に算入しない（イ（イ）において同じ。）。」に改める。 

別表第４８号を次のように改める。 

（４８）  建築物のエネルギー

消費性能の向上に関す

る法律第３１条第１項

の規定に基づく建築物

エネルギー消費性能向

上計画の変更の認定の

申請に対する審査 

変更の認定の申請に係る一の建築物ごとに、次に掲

げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

を合算した額 

ア 建築物エネルギー消費性能向上計画を変更して

新たに追加しようとする建築物 前項の規定によ

り算出した額 

イ その他の建築物 次に掲げる場合の区分に応
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 じ、それぞれ次に定める金額 

（ア） 申請に併せて適合証等を提出する場合 次に

掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

a  一戸建ての住宅（人の居住の用以外の用に

供する部分を有しないものに限る。以下この

号において同じ。） 前号ア（ア）に定める金額

の２分の１に相当する金額 

b  一戸建ての住宅以外の住宅 前号ア（イ）に掲

げる区分に応じ、それぞれ定める金額の２分

の１に相当する金額 

c  住宅の用途に供しない建築物 前号ア（ウ）に

掲げる区分に応じ、それぞれ定める金額の２

分の１に相当する金額 

d  複合建築物（住宅の用途に供する部分及び

それ以外の部分を有する建築物をいう。以下

この号において同じ。） 次に掲げる建築物

の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合

計額 

⒜ 住宅の用途に供する部分 前号ア（エ） a に

定める金額の２分の１に相当する金額 

⒝ ⒜に掲げる部分以外の部分  前号ア 

（エ） b に定める金額の２分の１に相当する金

額 

（イ） 申請に併せて適合証等を提出しない場合 次

に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

a  一戸建ての住宅 前号イ（ア）に掲げる区分に

応じ、それぞれ定める金額の２分の１に相当

する金額 

b  一戸建ての住宅以外の住宅 前号イ（イ）に掲 

げる区分に応じ、それぞれ定める金額の２分
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の１に相当する金額 

c  住宅の用途に供しない建築物 前号イ（ウ）に  

掲げる区分に応じ、それぞれ定める金額の２ 

分の１に相当する金額 

d  複合建築物 次に掲げる建築物の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額の合計額 

⒜ 住宅の用途に供する部分 前号イ（エ） a に 

定める金額の２分の１に相当する金額 

⒝ ⒜に掲げる部分以外の部分  前号イ 

（エ） b に定める金額の２分の１に相当する金

額 

別表第４９号ア（イ）中「金額」を「金額。ただし、建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第４条第３項第２号に掲げる数値を用いる場合にあっては、当該申

請に係る住宅の共用部分の床面積は、当該申請に係る床面積に算入しない（イ（イ） b

において同じ。）。」に改め、同号イ（ア） a 中「第１条第１項第２号イ⑵及び同号ロ

⑵」を「第１条第１項第２号イ⑵ (ⅰ)及び同号ロ⑵又は同号イ⑶及び同号ロ⑶」に改

め、同号イ（イ） a 中「第１条第１項第２号イ⑵及び同号ロ⑵」を「第１条第１項第２

号イ⑵ (ⅱ)及び同号ロ⑵又は同号イ⑶及び同号ロ⑶」に改める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る 

手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前

の例による。 
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甲府市中小企業振興融資条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第１９号 

甲府市中小企業振興融資条例の一部を改正する条例 

 甲府市中小企業振興融資条例（昭和５５年３月条例第１１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第１項に次の１号を加える。 

⑾ 女性おうえん資金 

第４条第１項中「第９号まで」の次に「及び第１１号」を加える。 

  附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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甲府市地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２０号 

   甲府市地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例 

甲府市地方卸売市場業務条例（平成２２年１２月条例第５３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

目次中「第５条」を「第５条の２」に、「第５７条」を「第５７条の２」に、

「卸売の業務に関する品質管理」を「業務に関する品質管理」に改める。 

第１条中「及び山梨県卸売市場条例（昭和４６年山梨県条例第４６号。以下「県

条例」という。）」を削る。 

第２条の見出し中「、位置及び面積」を「及び位置」に改め、同条中「、位置及

び面積」を「及び位置」に改め、「面積 １０６，３８９平方メートル」を削る。 

 第５条第２項中「卸売業者（法第５８条第１項の規定により山梨県知事の許可を 

受けて市場において卸売の業務を行う者をいう。以下同じ。）の行う」を削る。 

第１章中第５条の次に次の１条を加える。 

（開設者による差別的取扱いの禁止） 

第５条の２ 市長は、市場の業務の運営に関し、出荷者、卸売業者、仲卸業者その

他の市場において売買取引を行う者（以下「取引参加者」という。）に対し不当

に差別的な取扱いをしてはならない。 

第６条中「卸売業者」を「卸売業者（次条第１項の規定により市長の許可を受け 

て卸売の業務（卸売市場に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売 

のための販売の委託を受け、又は買い受けて、市場において卸売をする業務をい  

う。）を行う者をいう。以下同じ。）」に改める。 

第６条の次に次の１条を加える。 

（卸売業務の許可） 
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第６条の２ 卸売の業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならな  

 い。 

２ 前項の許可は、取扱品目の部類ごとに行う。 

３ 第１項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、許可申請書

を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、第１項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、同項の許可をしてはならない。 

⑴ 法人でないものであるとき。 

⑵ 法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はそ

の刑の執行を受けることがなくなった日から起算して３年を経過しないとき。 

⑶ 第１１条の２第１項若しくは第２項又は第６９条第１項の規定による許可の

取消しを受け、その取消しの日から起算して３年を経過しないとき。 

⑷ 業務を執行する役員が次のいずれかに該当するとき。 

ア 破産者で復権を得ないものであるとき。 

イ 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者

で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日

から起算して３年を経過しないものであるとき。 

ウ 第１１条の２第１項若しくは第２項又は第６９条第１項の規定により許可

の取消しを受けた法人のその取消しを受ける原因となった事項が発生した当

時現にその法人の業務を執行する役員として在任した者で、その取消しの日

から起算して３年を経過しないものであるとき。 

エ 甲府市暴力団排除条例（平成２４年３月条例第２号）第２条第３号に規定

する暴力団員等（以下「暴力団員等」という。）であるとき。 

⑸ 卸売業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有する者

でないと認めるとき。 

⑹ 市場の仲卸業者であるとき。 

⑺ その許可をすることによって卸売業者の数が前条の最高限度を超えることと

なるとき。 

第７条第１項中「山梨県知事から卸売の業務」を「市長から前条第１項」に改め

る。 

- 55 -



第８条第２項及び第３項並びに第９条第３項を削る。 

第１１条の次に次の４条を加える。 

（卸売業務の許可の取消し） 

第１１条の２ 市長は、卸売業者が第６条の２第４項第２号、第４号若しくは第６

号のいずれかに該当することとなったとき、又はその業務を適確に遂行するのに

必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、同条第１項の許可を取り消す

ものとする。 

２ 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消

すことができる。 

⑴ 正当な理由なく、第６条の２第１項の許可を受けた日から起算して１月以内

に、第７条第１項の保証金を預託しないとき、又は卸売の業務を開始しないと

き。 

⑵ 正当な理由なく、引き続き１月以上卸売の業務を休止したとき。 

⑶ 正当な理由なく、卸売の業務を遂行しないとき。 

３ 前項の規定により許可の取消しをしようとするときは、当該取消しの相手方に

対し、取消しの原因となった理由を通知するとともに、その者に意見を陳述する

機会を与えなければならない。 

（卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割） 

第１１条の３ 卸売業者が事業（市場における卸売の業務に係るものに限る。）の

譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長

の認可を受けたときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継する。 

２ 卸売業者である法人の合併の場合（卸売業者である法人と卸売業者でない法人 

 が合併して卸売業者である法人が存続する場合を除く。）又は分割の場合（市場 

における卸売の業務を承継させる場合に限る。）において当該合併又は分割につ

いて市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立さ 

  れた法人又は分割により当該業務を承継した法人は、卸売業者の地位を承継す 

 る。 

３ 第１項又は前項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより認可

申請書を市長に提出しなければならない。 

４ 第６条の２第４項の規定は第１項又は第２項の認可について準用する。この場 
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 合において、同条第４項中「第１項の許可」とあるのは「第１１条の３第１項又 

 は第２項の認可」と、「同項の許可」とあるのは「同条第１項又は第２項の認 

 可」と読み替えるものとする。 

５ 第１項又は第２項の規定による卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併

及び分割による地位の承継については、譲渡人又は合併若しくは分割前の法人が

第５９条第１項の規定により使用指定を受けていた市場施設の使用が認められた

ものと解してはならない。 

（名称変更等の届出） 

第１１条の４ 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定める

ところにより遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。 

⑴ 卸売の業務を開始し、休止し、若しくは再開し、又は廃止したとき。 

⑵ 定款、資本金又は出資金の額及び役員を変更したとき。 

２ 卸売業者が解散したときは、当該卸売業者の清算人は、規則で定めるところに

より遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。 

（事業報告書の提出等） 

第１１条の５ 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎事業年度の末日現在に

おいて作成した事業報告書をその日から起算して９０日以内に、市長に提出しな

ければならない。 

第１２条を次のように改める。 

（せり人の資格、届出等） 

第１２条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人は、せりを行うのに必要な経 

 験及び能力を有する者であって、次の各号に該当しないものでなければならな 

 い。 

⑴ 破産者で復権を得ないもの 

⑵ 禁錮以上の刑に処せられた者又は卸売市場法の規定に違反して罰金の刑に処

せられた者でその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなく  

なった日から起算して３年を経過しないもの 

⑶ 仲卸業者若しくは買受人又はこれらの者の役員若しくは使用人である者 

２ 卸売業者が市場において行う卸売のせり人は、規則で定めるところにより、市

長に届け出なければならない。 
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第１４条第４項第６号中「及び前号」を「、第５号及び第６号」に改め、同号を

同項第７号とし、同項第５号の次に次の１号を加える。 

⑹ 暴力団員等であるとき。 

第１４条第４項に次の１号を加える。 

⑻ その許可をすることによって仲卸業者の数が前条の最高限度を超えることと

なるとき。 

第１６条第２項中「第８条第２項及び第３項並びに」を削る。 

第１７条第１項中「若しくは第６号」を「、第６号若しくは第７号」に、「仲卸

しの」を「その」に改め、同条第２項第１号中「の通知」を削る。 

第２０条第１項中「遅滞なく」を「規則で定めるところにより遅滞なく」に改  

め、同項第３号中「資本金」を「定款、資本金」に改め、同条第２項中「遅滞な  

く」を「規則で定めるところにより遅滞なく」に改める。 

第２２条第４項に次の１号を加える。 

⑸ 暴力団員等であるとき。 

第２３条第１項及び第２項中「遅滞なく」を「規則で定めるところにより遅滞な

く」に改める。 

第２４条中「若しくは第３号」を「、第３号若しくは第５号」に改める。 

第２５条第４項に次の１号を加える。 

⑶ 暴力団員等であるとき。 

第２６条第３号中「前条第４項第１号」の次に「又は第３号」を加える。 

第２８条に次の１号を加える。 

⑹ 暴力団員等であるとき。 

第３０条第２項中「第８条第２項及び第３項並びに」を削る。 

第３１条第１項中「若しくは第５号」を「、第５号若しくは第６号」に改める。 

第３７条第１項中「法第５８条第１項の許可に係る」を「第３条に規定する」に

改める。 

第３８条を次のように改める。 

（卸売業者による差別的取扱いの禁止等） 

第３８条 卸売業者は、出荷者又は仲卸業者その他の買受人に対して不当に差別的

な取扱いをしてはならない。 
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２ 卸売業者は、市場における卸売のための委託の申込みがあった場合には、その

品質に問題がある等、正当な理由がなければその引受けを拒んではならない。 

第４０条及び第４１条を次のように改める。 

（卸売業者についての卸売の相手方としての買受け） 

第４０条 卸売業者（その役員及び使用人を含む。）は、卸売の相手方としての買

受けについては、仲卸業者及び売買参加者の買受けを不当に制限することとなら

ないようにしなければならない。 

第４１条 削除 

第４２条第２項中「県条例第１４条の規定による」を「規則で定めるところによ

り、市長に」に改める。 

第４８条の次に次の１条を加える。 

（卸売業者による売買取引の条件の公表） 

第４８条の２ 卸売業者は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その

他の適切な方法により、公表しなければならない。 

⑴ 営業日及び営業時間 

⑵ 取扱品目 

⑶ 生鮮食料品等の引渡しの方法 

⑷ 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する

費用の種類、内容及びその額 

⑸ 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法 

⑹ 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額 

第４９条の見出しを「（売買取引の結果等の公表）」に改め、同条第１項及び第

２項中「報告」を「報告するとともに、インターネットの利用その他の適切な方法

により公表」に改め、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を

加える。 

３ 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等があ

る場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額（第４８条の２第

４号及び第６号の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係る

ものに限る。）をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなけれ

ばならない。 
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第５０条第１項中「掲示」を「掲示するとともに、インターネットの利用その他

の適切な方法により公表」に改め、同条第２項中「卸売価格を」を「卸売価格をイ

ンターネットの利用その他の適切な方法により」に改め、同条に次の１項を加え  

る。 

３ 指定管理者は、売買取引の方法及び決済の方法について、インターネットの利

用その他の適切な方法により公表するものとする。 

第３章中第５７条の次に次の１条を加える。 

（決済の方法） 

第５７条の２ 市場における売買取引の決済は、第５１条から前条までに定めるも

ののほか、取引参加者当事者間で決定した支払方法により、取引参加者当事者間

で決定した支払期日までに行わなければならない。 

第４章を次のように改める。 

   第４章 業務に関する品質管理 

（物品の品質管理） 

第５８条 卸売業者、仲卸業者その他の市場関係事業者は、食品衛生法（昭和２２

年法律第２３３号）その他食品安全に関する法令に即した方法により、品質管理

を行わなければならない。 

第５９条第３項中「３０日」を「１月」に改める。 

第６５条第１項中「使用者」の次に「及び取引参加者」を、「使用料」の次に

「及び手数料」を加え、同条第６項中「使用料」の次に「及び手数料」を加える。 

第６９条第１項中「科し」の次に「、第６条の２第１項の許可を取り消し」を加

える。 

第７５条第２項を次のように改める。 

２ 市場取引委員会は、この条例に規定する開場の期日及び時間、卸売の業務に係

る売買取引及び決済の方法に関する事項、卸売の業務に係る物品の品質管理の方

法、卸売の業務を行う者に関する事項、買受人等関係事業者に関する事項、市場

内の秩序の保持及び衛生に関する事項の変更に関し、及び市場における公正かつ

効率的な売買取引の確保に資するため、市長に意見を述べることができる。 

第８４条第１項中「市場に」を「取引参加者及び市場に」に改め、同条第２項中

「市場入場者に対し」を「取引参加者及び市場入場者に対し、取引の制限」に改め
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る。 

別表中 

「 

指定駐車場料金 １区画につき ３，０００円 

                                  」 

「 

指定駐車場料金 １区画につき ３，０００円 

記章の交付に係る手数料 １件につき １，０００円 

                                  」 

改める。 

附 則 

この条例は、令和２年６月２１日から施行する。 

 

 

  

に  

を  
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甲府都市計画事業寿宝地区土地区画整理事業施行規程を廃止する条例をここに公

布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２１号 

   甲府都市計画事業寿宝地区土地区画整理事業施行規程を廃止する条例 

 甲府都市計画事業寿宝地区土地区画整理事業施行規程（昭和５９年１２月条例第

４４号）は、廃止する。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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甲府都市計画事業甲府駅周辺土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２２号 

甲府都市計画事業甲府駅周辺土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条 

例 

 甲府都市計画事業甲府駅周辺土地区画整理事業施行規程（平成２年１２月条例第

４４号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第３３条」を「第３２条」に改める。 

第１条中「第３条第３項」を「第３条第４項」に改める。 

第１５条第２項中「又は第３号」を削る。 

第２６条第１項中「年６パーセント」を「法第１０３条第４項の規定による公告

があった日の翌日における法定利率（分割徴収する場合にあっては、当該法定利率

以内で規則で定める率）」に改める。 

第３１条を削り、第３２条を第３１条とし、第３３条を第３２条とする。 

  附 則 

 この条例中第２６条第１項の改正規定は令和２年４月１日から、その他の改正規

定は公布の日から施行する。 
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甲府市市営住宅条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２３号 

   甲府市市営住宅条例の一部を改正する条例 

 甲府市市営住宅条例（平成９年９月条例第５４号）の一部を次のように改正す 

る。  

 第４３条第３項中「年５分の割合」を「法定利率」に改める。 

 別表の市営住宅の表に次のように加える。 

３０ 北新団地Ｃ    

 

北新一丁目６番 

 

高層耐火構造６階建 

１戸 ６５．６４㎡ 

３０戸 

   高層耐火構造６階建 

１戸 ５５．２０㎡ 

２９戸 

   高層耐火構造６階建 

１戸 ４１．０７㎡ 

１８戸 

 附 則 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第４３条第３項の規定は、この条例の施行の日以後に

到来した支払期に係る利息について適用し、同日前に到来した支払期に係る利息

については、なお従前の例による。 
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甲府市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２４号 

甲府市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例 

甲府市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（平成３０年１２月条例第６１  

号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項第２号中「第１０条第３項」を「第１０条第４項」に改める。 

 第６条第１項第８号中「から第３項まで」を「、第２項及び第４項」に改める。 

 第１０条第４項中「前３項」を「第１項、第２項及び前項」に改め、同項を同条

第５項とし、同条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 浄化槽保守点検業者は、前項により置くべき浄化槽管理士に浄化槽の保守点検 

の業務に関する規則で定める研修を第３条第２項の有効期間ごとに１回以上受け

させるとともに、自らが浄化槽管理士であるときは、当該研修を同項の有効期間

ごとに１回以上受けなければならない。 

 第１９条第１号中「第１０条第４項」を「第１０条第５項」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に第３条第１項の登録（同条第３項の登録の更新を含  

む。）を受けている者のうち、当該登録に係る有効期間の満了する日が令和４年

３月３１日までの者については、この条例の施行の日から当該登録に係る有効期

間の満了する日までの間は、この条例による改正後の第１０条第３項の規定は、

適用しない。 
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甲府市重度心身障害者医療費助成金支給条例の一部を改正する条例をここに公布

する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２５号 

   甲府市重度心身障害者医療費助成金支給条例の一部を改正する条例 

 甲府市重度心身障害者医療費助成金支給条例（昭和５２年９月条例第３０号）の

一部を次のように改正する。  

第６条の２第２号を次のように改める。 

⑵ 前号に掲げる者以外の者であって、次のいずれにも該当するもの 入院時の

食事療養標準負担額として負担すべき額の２分の１に相当する額 

ア 減額認定を受けている者 

イ 甲府市ひとり親家庭等医療費助成金支給条例（昭和５０年１２月条例第

４０号）第３条第１号又は第２号に該当する者 

ウ 甲府市ひとり親家庭等医療費助成金支給条例第７条第１項第１号に該当し

ない者 

 附 則 

１ この条例は、令和２年１１月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の甲府市重度心身障害者医療費助成金支給条例の規定

は、この条例の施行の日以後において受けた医療に係る医療費の助成について適

用し、同日の前日までに受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の

例による。 
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甲府市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２６号 

   甲府市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 甲府市国民健康保険条例（昭和３４年３月条例第９号）の一部を次のように改正 

する。 

 第１３条の２第１項各号列記以外の部分中「６１万円」を「６３万円」に改め、

同項第２号中「２８万円」を「２８万５，０００円」に改め、同項第３号中「５１

万円」を「５２万円」に改め、同条第４項中「６１万円」を「６３万円」に改め、  

同条第５項中「６１万円」を「６３万円」に、「１６万円」を「１７万円」に改め

る。 

 第１４条の５中「６１万円」を「６３万円」に改める。 

 第１４条の１０中「１６万円」を「１７万円」に改める。 

附 則 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の甲府市国民健康保険条例の規定は、令和２年度以後の 

年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従

前の例による。 
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 甲府市市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第２７号 

   甲府市市税条例等の一部を改正する条例 

 （甲府市市税条例の一部改正） 

第１条 甲府市市税条例（昭和２５年８月条例第２９号）の一部を次のように改正 

する。 

第２９条の４の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、

同条第１項第３号を削り、同項第４号を同項第３号とする。 

第２９条の５の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、

同条第１項中「若しくは単身児童扶養者である者」を削り、同項第３号を削り、

同項第４号を同項第３号とする。 

第３２条の１０第２項中「第６６条の７第４項及び第１０項」を「第６６条の

７第５項及び第１１項」に改める。 

第３６条第９項及び第１０項中「第３４９条の３第１２項」を「第３４９条の

３第１１項」に改める。 

第３７条の見出し及び同条第１項中「第３４９条の３第２８項」を「第３４９

条の３第２７項」に改め、同条第２項中「第３４９条の３第２９項」を「第 

３４９条の３第２８項」に改め、同条第３項中「第３４９条の３第３０項」を 

「第３４９条の３第２９項」に改める。 

第７３条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項（法第  

４６９条第１項第３号又は第４号に係る部分に限る。）」に、「第１６条の２の

３」を「第１６条の２の３第２項」に、「提出しない場合には、適用しない」を

「提出している場合に限り、適用する」に改め、同項を同条第３項とし、同条第

１項の次に次の１項を加える。 
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２ 前項（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の規定 

は、卸売販売業者等が、同条第１項第１号又は第２号に掲げる製造たばこの売

渡し又は消費等について、第７４条の２第１項又は第２項の規定による申告書

に前項（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の適用を

受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則第１６

条の２の３第１項に規定する書類を保存している場合に限り、適用する。 

第７４条の２第１項中「第７３条第２項」を「第７３条第３項」に改める。 

第１７１条第２項中「第３４９条の３第１０項から第１２項まで、第２２項か

ら第２４項まで、第２６項、第２８項から第３１項まで、第３３項又は第３４ 

項」を「第３４９条の３第９項から第１１項まで、第２１項から第２３項まで、

第２５項、第２７項から第３０項まで、第３２項又は第３３項」に改める。 

附則第５条中「又は法」を「又は」に改める。 

附則第５条の２第２項を削り、同条第３項中「附則第１５条第２項第６号」を

「附則第１５条第２項第５号」に改め、同項を同条第２項とし、同条第４項を同

条第３項とし、同条第５項中「附則第１５条第３３項第１号イ」を「附則第１５

条第３０項第１号イ」に改め、同項を同条第４項とし、同条第６項中「附則第 

１５条第３３項第１号ロ」を「附則第１５条第３０項第１号ロ」に改め、同項を

同条第５項とし、同条第７項を削り、同条第８項中「附則第１５条第３３項第１

号ニ」を「附則第１５条第３０項第１号ハ」に改め、同項を同条第６項とし、同

条第９項中「附則第１５条第３３項第１号ホ」を「附則第１５条第３０項第１号

ニ」に改め、同項を同条第７項とし、同条第１０項中「附則第１５条第３３項第

２号イ」を「附則第１５条第３０項第２号イ」に改め、同項を同条第８項とし、

同条第１１項中「附則第１５条第３３項第２号ロ」を「附則第１５条第３０項第

２号ロ」に改め、同項を同条第９項とし、同項の次に次の１項を加える。 

１０ 法附則第１５条第３０項第２号ハに規定する設備について同号に規定する

市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

附則第５条の２第１２項中「附則第１５条第３３項第３号イ」を「附則第１５

条第３０項第３号イ」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第１３項中「附則

第１５条第３３項第３号ロ」を「附則第１５条第３０項第３号ロ」に改め、同項

を同条第１２項とし、同条第１４項中「附則第１５条第３３項第３号ハ」を「附
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則第１５条第３０項第３号ハ」に改め、同項を同条第１３項とし、同条第１５項

中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５条第３８項」に改め、同項を同条第

１４項とし、同条第１６項中「附則第１５条第４７項」を「附則第１５条第４１

項」に改め、同項を同条第１５項とし、同条第１７項を同条第１６項とする。 

附則第６条の２の見出し中「平成３１年度」を「令和元年度」に改め、同条第

１項中「平成３１年度分」を「令和元年度分」に改め、同条第２項中「平成３１

年度適用土地又は平成３１年度類似適用土地」を「令和元年度適用土地又は令和

元年度類似適用土地」に改める。 

附則第７条、第８条及び第１１条第１項中「又は法」を「又は」に改める。 

附則第１３条、第１３条の２及び第１４条中「第１９項」を「第１８項」に、

「又は法」を「又は」に改める。 

附則第１５条中「第１９項、第２１項から第２５項まで、第２７項、第２８ 

項、第３２項、第３６項、第４０項、第４３項から第４５項」を「第２０項から

第２２項まで、第２４項、第２５項、第２９項、第３３項、第３７項から第３９

項まで、第４２項から第４４項」に改め、「から第５０項まで」を削り、「第 

３４項又は法」を「第３３項又は」に改める。 

附則第２０条第１項中「令和３年度」を「令和６年度」に改める。 

附則第２６条第１項及び第２項中「令和２年度」を「令和５年度」に改める。 

（甲府市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 甲府市市税条例の一部を改正する条例（令和元年５月条例第  号）の一部 

を次のように改正する。 

第３条のうち、甲府市市税条例第２０条第１項第２号の改正規定を削る。 

附則第１条第４号を次のように改める。 

⑷ 削除 

附則第１条第５号中「（前号に掲げる改正規定を除く。）」を削る。 

附則第２条第１項及び第３条第１項中「平成３１年度分」を「令和元年度分」

に改める。 

附則第４条を次のように改める。 

第４条 削除 

附 則 
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（施行期日） 

第１条 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の甲府市市税条例  

（以下「新条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、令和２年度

以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税

については、なお従前の例による。 

２ 新条例第２９条の４第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」と 

いう。）以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び

同条第２項に規定する申告書について適用する。 

３ 新条例第２９条の５第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法 

第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（同法第２０３条の  の規定の適用

を受けるものを除く。）について提出する新条例第２９条の５第１項に規定する

申告書について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分  

は、令和２年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの

固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に取得された地方税法等 

の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正前の地方

税法（次項において「旧法」という。）附則第１５条第２項に規定する施設又は

設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された旧法 

附則第１５条第３３項に規定する特定再生可能エネルギ－発電設備に対して課す

る固定資産税については、なお従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定は、令和２年度以後の年度分 

の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお

従前の例による。 

２ この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２ 
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年法律第  号）の施行の日の前日までの間における新条例附則第１５条の規定

の適用については、同条中「、第４２項から第４４項まで若しくは第４８項」と

あるのは「若しくは第４２項から第４４項まで」とする。 

（甲府市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第５条 甲府市市税条例の一部を改正する条例（平成２７年６月条例第２３号）の 

一部を次のように改正する。 

附則第５条第２項第３号中「平成３１年９月３０日」を「令和元年９月３０ 

日」に改め、同条第１３項中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１ 

日」に改め、同条第１４項の表第５項の項中「平成３１年１０月３１日」を「令

和元年１０月３１日」に改め、同表第６項の項中「平成３２年３月３１日」を 

「令和２年３月３１日」に改める。 

（甲府市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第６条 甲府市市税条例等の一部を改正する条例（平成２９年３月条例第５号）の 

一部を次のように改正する。 

附則第１条第２号中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」に改

める。 

附則第２条第１項中「３１年新条例」を「元年新条例」に改め、同条第２項中

「３１年新条例」を「元年新条例」に、「平成３２年度」を「令和２年度」に、

「平成３１年度分」を「令和元年度分」に改める。 

（甲府市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第７条 甲府市市税条例等の一部を改正する条例（平成２９年６月条例第２３号） 

の一部を次のように改正する。 

附則第１条第２号中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」に改

める。 

附則第２条第２項中「平成３１年度」を「令和元年度」に改める。 

（甲府市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第８条 甲府市市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年６月条例第２１号） 

の一部を次のように改正する。 

附則第１条第４号中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」に改

め、同条第５号中「平成３２年４月１日」を「令和２年４月１日」に改め、同条 
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第６号中「平成３２年１０月１日」を「令和２年１０月１日」に改め、同条第７

号中「平成３３年１月１日」を「令和３年１月１日」に改め、同条第８号中「平

成３３年１０月１日」を「令和３年１０月１日」に改め、同条第９号中「平成 

３４年１０月１日」を「令和４年１０月１日」に改める。 

附則第２条第１項中「平成３１年度」を「令和元年度」に改め、同条第２項中

「平成３３年度」を「令和３年度」に、「平成３２年度分」を「令和２年度分」

に改める。 

附則第５条中「平成３１年９月３０日」を「令和元年９月３０日」に改める。 

附則第７条第１項中「平成３２年１０月１日」を「令和２年１０月１日」に改 

め、同条第２項中「平成３２年１１月２日」を「令和２年１１月２日」に改め、

同条第３項中「平成３３年３月３１日」を「令和３年３月３１日」に改め、同条

第４項及び第５項中「３２年新条例」を「２年新条例」に改める。 

附則第９条第１項中「平成３３年１０月１日」を「令和３年１０月１日」に改 

め、同条第２項中「平成３３年１１月１日」を「令和３年１１月１日」に改め、

同条第３項中「平成３４年３月３１日」を「令和４年３月３１日」に改め、同条

第４項及び第５項中「３３年新条例」を「３年新条例」に改める。 

（甲府市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第９条 甲府市市税条例の一部を改正する条例（平成３１年３月条例第１６号）の 

一部を次のように改正する。 

  附則第１条中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」に改める。 

（甲府市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第１０条 甲府市市税条例等の一部を改正する条例（平成３１年３月条例第２２  

号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２条、第３条及び第４条中「平成３１年度」を「令和元年度」に改め 

る。 

附則第６条中「平成３１年度分」を「令和元年度分」に改める。 
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規則  
 

 

 甲府市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年３月４日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第３号 

   甲府市市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市市税条例施行規則（昭和２５年８月規則第１５号）の一部を次のように改

正する。 

別表第１の１の項中「第４５０条第２項」を「第４４８条第２項」に改め、同表

の２４の項中「第４５７条第１項」を「第４６３条の２５第１項」に改め、同表の

３８の項中「軽自動車税納税通知書」を「軽自動車税（種別割）納税通知書」に、

「第４４６条」を「第４６３条の１８」に改め、同表の３９の項中「軽自動車税減

免申請書」を「軽自動車税（種別割）減免申請書」に、「第４５４条」を「第

４６３条の２３」に改め、同項の次に次のように加える。 

３９の２ 

 

 

３９の３ 

 

 

軽自動車税（種別割）減免承認決

定通知書 

 

軽自動車税（種別割）減免不承認

決定通知書 

 

法第４６３条の２３ 

条例第６７条及び条例第６７

条の３ 

法第４６３条の２３ 

条例第６７条及び条例第６７

条の３ 

別表第１の４０の項中「軽自動車税減免事由消滅申告書」を「軽自動車税（種別

割）減免事由消滅申告書」に、「第４５４条」を「第４６３条の２３」に改め、同

項の次に次のように加える。 
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４０の２ 

 

軽自動車税（種別割）減免取消決

定通知書 

法第４６３条の２３ 

条例第６７条及び条例第６７

条の３ 

別表第１の５２の項中「、条例第４０条、条例第４１条及び条例第４１条の２」

を削る。 

 第２３号様式（その２）中「軽自動車税納税証明書」を「軽自動車税（種別割）

納税証明書」に改める。 

 第２３号様式（その３）中「軽自動車税納税証明書」を「軽自動車税（種別割）

納税証明書」に、「軽自動車税に」を「軽自動車税（種別割）に」に改める。 

 第２３号様式（その４）中「年度軽自動車税納税証明書（継続検査用）」を「年

度軽自動車税（種別割）納税証明書（継続検査用）」に改める。 

 第３８号様式（その１の１）中「軽自動車税納税通知書」を「軽自動車税（種別

割）納税通知書」に改める。 

第３８号様式（その１の２）中「軽自動車税納税証明書（継続検査用）」を「軽

自動車税（種別割）納税証明書（継続検査用）」に改める。 

第３８号様式（その２）中「軽自動車税納税通知書」を「軽自動車税（種別割）

納税通知書」に改める。 

第３９号様式（その１）中「軽自動車税減免申請書」を「軽自動車税（種別割）

減免申請書」に改め、「平成」を削り、「軽自動車税の」を「軽自動車税（種別

割）の」に改める。 

第３９号様式（その２）中「軽自動車税減免申請書」を「身体障がい者等軽自動

車税（種別割）減免申請書」に改め、「平成」を削り、「軽自動車税の」を「軽自

動車税（種別割）の」に改め、同様式の次に次の２様式を加える。 
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第３９号様式の２ 

第   号 

年 月 日 

 

様   

 

甲府市長        印 

                      

 

軽自動車税（種別割）減免承認決定通知書 

   年度軽自動車税（種別割）については、次のとおり減免を決定しましたので

通知します。 

 

税目 軽自動車税（種別割） 

通知書番号  

車両（標識）番号  

減免前税額  

減免額  

差引納付額  

継続検査用証明有効期限  

 

  

※減免の事由に変更があった場合や消滅した場合は、届出が必要となります。 
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第３９号様式の３ 

                               第   号 

                               年 月 日 

 

          様 

 

甲府市長        印 

 

 

        軽自動車税（種別割）減免不承認決定通知書 

年  月  日付けで申請のありました 年度軽自動車税（種別割）

の減免については、次の理由により不承認となりましたので通知します。 

 

 

車両（標識）番号 

 

理由 
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第４０号様式中「軽自動車税減免事由消滅申告書」を「軽自動車税（種別割）減

免事由消滅申告書」に、「軽自動車税の」を「軽自動車税（種別割）の」に改め、

同様式の次に次の１様式を加える。 

 

第４０号様式の２ 

                               第   号 

                               年 月 日 

 

          様 

 

甲府市長        印 

 

 

         軽自動車税（種別割）減免取消決定通知書 

年  月  日付け第   号で通知した   年度軽自動車税（種別

割）の減免については、次の理由により取り消しましたので通知します。 

 

 

車両（標識）番号 

 

理由 
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   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の甲府市市税条例施行規則の規定中軽自動車税の種別割 

に関する部分は、令和２年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用

し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。 
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甲府市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則をここに公布

する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第４号 

   甲府市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、甲府市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例（令和元年９月条例第１０号。以下「条例」という。）の規定に基づき、会計

年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。 

（フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級） 

第３条 条例第４条に規定するフルタイム会計年度任用職員の職務の級は、その者 

の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。 

（フルタイム会計年度任用職員となった者の号給） 

第４条 条例第５条に規定するフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、 

前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第１に定める職種別基準表 

（以下「職種別基準表」という。）の基礎号給欄に定められているときは当該号

給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者

に適用される区分が定められていないときは、任用の事情等を考慮して任命権者

が別に定める。 

２ 職種別基準表に定める基準と異なる経験年数（会計年度任用職員として条例第 

３条に掲げる同一の職種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。）を有するフ

ルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及
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び第６条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも

上位の号給とすることができる。 

３ 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別 

基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。 

（経験年数を有する者の号給） 

第５条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号 

給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を１２月で除

した数（１未満の端数があるときは、これを切り捨てた数）に当該各号に定める

数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第４条第１項の規定による号給の号

数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。 

⑴ 通常の勤務時間の１週間当たりの平均時間が２９時間以上である月からなる

経験年数 ４ 

⑵ 通常の勤務時間の１週間当たりの平均時間が２３時間１５分以上２９時間未

満である月からなる経験年数 ３ 

⑶ 通常の勤務時間の１週間当たりの平均時間が１５時間３０分以上２３時間

１５分未満である月からなる経験年数 ２ 

⑷ 通常の勤務時間の１週間当たりの平均時間が７時間４５分以上１５時間３０

分未満である月からなる経験年数 １ 

⑸ 通常の勤務時間の１週間当たりの平均時間が７時間４５分未満である月から

なる経験年数 零 

（特殊な経験等を有する者の号給） 

第６条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前 

条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員（以下「常勤の

職員」という。）及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるとき

は、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号給を

決定することができる。 

（号給に関する規定の適用除外） 

第７条 技能、労務等の職務に従事する職種として任用されたフルタイム会計年度

任用職員で、その任期が１月に満たないものについては、第５条及び前条の規定

は適用しない。 
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（フルタイム会計年度任用職員の給料の支給） 

第８条 条例第６条の規定により準用する甲府市職員給与条例（昭和２４年６月第 

２１号。以下「給与条例」という。）第１２条に規定する規則で定める期日は、

常勤の職員の例による。 

第９条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該 

当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。 

⑴ 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合 

⑵ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育

児休業法」という。）第２条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終

了により職務に復帰した場合 

⑶ 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合 

２ 月の１日から引き続いて休職にされ、育児休業法第２条の規定により育児休業 

をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰

した場合には、その月の給料をその際支給する。 

（フルタイム会計年度任用職員の地域手当） 

第１０条 条例第７条の規定により準用する給与条例第２４条の２に規定する地域 

手当の支給は、常勤の職員の例による。 

（フルタイム会計年度任用職員の通勤手当） 

第１１条 条例第８条の規定により準用する給与条例第２５条に規定する通勤手当 

を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関

し必要な事項については、常勤の職員の例による。 

（フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給） 

第１２条 条例第９条の規定により準用する給与条例第２８条に規定する時間外勤 

務手当、条例第１０条の規定により準用する給与条例第２９条に規定する休日勤

務手当及び条例第１２条の規定により準用する給与条例第３３条に規定する夜間

勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。 

（フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当） 

第１３条 条例第９条の規定により準用する給与条例第２８条第１項及び第２項に

規定する規則で定める割合、同項及び第５項に規定する規則で定める時間並びに

同項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。 
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（時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え） 

第１４条 条例第９条の規定により給与条例第２８条第１項、第２項、第５項及び 

第６項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の

表のとおりとする。 

読み替える条

例の規定 

読み替えられる字句 読み替える字句 

第２８条第２

項本文 

勤務時間条例第４条の２ 甲府市会計年度任用職員の勤

務時間、休暇等に関する規則

（令和２年３月規則第５号。

以下この条において「勤務時

間規則」という。）第６条 

勤務時間条例第３条第２項又

は第４条 

勤務時間規則第４条第２項及

び第５条 

第２８条第５  

項  

勤務時間条例第３条第１項、

第４条及び第４条の２ 

勤務時間規則第４条第１項、

第５条及び第６条 

（フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当） 

第１５条 条例第１０条の規定により準用する給与条例第２９条に規定する規則で 

定める日及び規則で定める割合については、常勤の職員の例による。 

（休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え） 

第１６条 条例第１０条の規定により給与条例第２９条の規定を準用する場合にお 

ける当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 

読み替える条

例の規定 

読み替えられる字句 読み替える字句 

第２９条 勤務時間条例第３条第１項又

は第４条 

甲府市会計年度任用職員の勤

務時間、休暇等に関する規則

（令和２年３月規則第５号。

以下この条において「勤務時

間規則」という。）第４条第

１項及び第５条 
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勤務時間条例第４条及び第４

条の２ 

勤務時間規則第５条及び第６ 

条  

（フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当） 

第１７条 条例第１１条の規定により準用する給与条例第３０条に規定する宿日直 

手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（平成７

年３月規則第４号）第５条第１項に掲げる勤務とし、給与条例第３０条に規定す

る規則で定める額は、常勤の職員の例による。 

（フルタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第１８条 条例第１４条の規定により準用する給与条例第４８条から第４８条の３ 

までに規定する期末手当を支給される職員の範囲（期末手当を支給される職員の

範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第２２条第１項において同じ。）、

期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項は、常

勤の職員の例による。 

（フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当） 

第１９条 条例第１６条第１項に規定する規則で定める額は、甲府市職員初任給調 

整手当支給規則（昭和３６年８月規則第３２号）第６条の規定を準用する。 

２ 条例第１６条第２項に規定する規則で定める必要な事項は、常勤の職員の例に 

よる。 

（パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬） 

第２０条 条例第２３条第２項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を 

受ける職員の例による。 

（パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬） 

第２１条 条例第２４条第２項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を 

受ける職員の例による。 

（パートタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第２２条 条例第２８条の規定により準用する給与条例第４８条から第４８条の３ 

までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末

手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

ただし、支給日は、別表第２の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ

支給日欄に定める日とし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定
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める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の

前日とする。 

２ 条例第２８条第１項に規定する当該パートタイム会計年度任用職員について定 

められた１週間の勤務時間が１５時間３０分未満の者の勤務時間が週によって異

なる場合には、１週間当たりの平均時間が１５時間３０分未満の者とする。 

（パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当に係る報酬） 

第２３条 甲府市職員特殊勤務手当支給規則（昭和３８年１０月規則第４９号）第 

３条、第４条第１項及び第５項の規定は、パートタイム会計年度任用職員に準用

する。ただし、第４条第１項第１号の規定については、別に定める。 

２ パートタイム会計年度任用職員に支給する特殊勤務手当の月額手当に相当する 

報酬は、甲府市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則（令和２年３

月規則第５号。以下「勤務時間規則」という。）第３条第２項の規定により定め

られたその者の勤務時間を、同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗

じて得た額とする。 

（パートタイム会計年度任用職員の初任給調整手当に相当する報酬） 

第２４条 条例第３０条第１項に規定する規則で定める額は、第１９条の規定を準 

用する。 

２ 条例第３０条第２項に規定する規則で定める必要な事項は、常勤の職員の例に 

よる。 

（パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給） 

第２５条 条例第３２条第１項に規定する規則で定める期日は、月額、日額及び時 

間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月

１０日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるとき

は、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日の

いずれにも該当しない日を支給日とする。 

第２６条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれか 

に該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。 

⑴ 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合 

⑵ 育児休業法第２条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により

職務に復帰した場合 
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⑶ 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合 

（パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給） 

第２７条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に 

係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日にお

いて支給することができないときは、その日の後において支給することができる

ものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合に

は、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものと

する。 

（パートタイム会計年度任用職員の勤務１時間当たりの報酬額の算出） 

第２８条 条例第３３条に規定する規則で定める額は、特殊勤務手当（月額で定め 

られているものに限る。）及び初任給調整手当とする。 

（パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償） 

第２９条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償として支給する額 

については、任用の事情等を考慮して任命権者が定める。 

（休暇時の報酬） 

第３０条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間 

規則第１３条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第１４条第１項に規定する有

給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定

められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。 

（委任） 

第３１条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に 

関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との権衡を考慮して、

任命権者が定める。 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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別表第１（第４条関係） 

職種別基準表 

ア 行政職給料表 

職種 基礎号給 上限 

職務の級 号給 職務の級 号給 

一般事務 １ １４ １ ２０ 

一般事務（市民部及び教育部併

任事務） 
１ ２３ １ ２７ 

特別支援教育支援員 １ １０ １ １６ 

司書 １ １５ １ ２１ 

小中学校職員 １ ２４ １ ３０ 

保育士、社会福祉士、臨床心理

士、スクールソーシャルワーカ

ー、本庁舎総合案内、消費生活

相談員等 

１ ２５ １ ３１ 

病棟事務補助員 １ １６ １ ２２ 

病棟クラーク １ ２２ １ ２６ 

外来請求指導員 １ ２３ １ ２８ 

保険請求指導員 １ ２５ １ ３０ 

保険請求点検指導員 １ ２８ １ ３４ 

学術調査指導員 １ ３２ １ ３９ 

学芸員 １ ３２ １ ３９ 

医事統括管理員 １ ３２ １ ３９ 

病院警備員 １ ３９ １ ３９ 

イ 医療職給料表⑴ 

職種 
基礎号給 上限 

職務の級 号給 職務の級 号給 

研修医 １ １ １ １ 

初級専攻医 １ ９ １ ９ 
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中級専攻医 １ １３ １ １３ 

上級専攻医 １ １７ １ １７ 

ウ 医療職給料表⑵ 

職種 
基礎号給 上限 

職務の級 号給 職務の級 号給 

保健師、助産師、看護師以外 ２ １ ２ ７ 

初級医療技術員（コメディカル） ２ １２ ２ １８ 

中級医療技術員（コメディカル） ２ １８ ２ ２４ 

上級医療技術員（コメディカル） ２ ２４ ２ ３１ 

エ 医療職給料表⑶ 

職種 
基礎号給 上限 

職務の級 号給 職務の級 号給 

准看護師 １ １ １ ７ 

看護師 ２ ５ ２ ９ 

保健師、助産師 ２ ９ ２ １５ 

オ 技能労務職給料表 

職種 
基礎号給 上限 

職務の級 号給 職務の級 号給 

技能職 １ ５ １ １３ 

調理師 １ １３ １ ２１ 

ごみ処理業務員 １ ２１ １ ２８ 

病棟クラーク補助員、施設管理員 １ ５ １ １３ 

看護助手 １ １１ １ ２１ 

高度看護助手 １ ２５ １ ３２ 

斎場作業員 ２ ３６ ２ ４３ 

別表第２（第２２条関係） 

基準日 支給日 

６月１日 ７月１０日 

１２月１日 １２月２０日 
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甲府市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第５号 

   甲府市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（昭和２６年８ 

月条例第２９号。以下「条例」という。）第１８条第２項の規定に基づき、地方

公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２２条の２第１

項に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）の勤務時

間、休暇等に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると 

ころによる。 

⑴ 任命権者 法第６条第１項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をい 

う。 

⑵ パートタイム会計年度任用職員 法第２２条の２第１項第１号に定める会計 

年度任用職員をいう。 

⑶ フルタイム会計年度任用職員 法第２２条の２第１項第２号に定める会計年 

度任用職員をいう。 

（１週間の勤務時間） 

第３条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、４週間を超 

えない期間につき１週間当たり３８時間４５分とする。 

２ パートタイム会計年度任用の勤務時間は、休憩時間を除き、４週間を超えない 

期間につき１週間当たり３８時間４５分に満たない範囲内で、任命権者が定め

る。 
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（週休日及び勤務時間の割振り） 

第４条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同 

じ。）とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員について

は、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの５日間において週休日を

設けることができる。 

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日間において、１日につき７時間４５ 

分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員に

ついては、１週間ごとの期間について、１日につき７時間４５分を超えない範囲

内で勤務時間を割り振るものとする。 

第５条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要 

のある会計年度任用職員については、前条第１項及び第２項の規定にかかわら

ず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。 

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合に 

は、４週間ごとの期間につき８日の週休日（パートタイム会計年度任用職員に

あっては、８日以上の週休日）を設けなければならない。ただし、職務の特殊性

又は当該公署の特殊の必要により、４週間ごとの期間につき８日（パートタイム

会計年度任用職員にあっては、８日以上）の週休日を設けることが困難である職

員について、市長と協議して、４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以

上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。 

３ 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員（以 

下「常勤職員」という。）の例による。 

（週休日の振替等） 

第６条 任命権者は、会計年度任用職員に第４条第１項又は前条の規定により週休 

日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第２

項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日（以下この条において「勤務

日」という。）を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤

務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤

務時間のうち４時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該４時間の勤務時間

を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。 

２ 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等につい 
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ては、常勤職員の例による。 

（休憩時間） 

第７条 条例第５条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。 

（正規の勤務時間以外の時間における勤務） 

第８条 任命権者は、市長（労働基準法（昭和２２年法律第４９号）別表第１第１ 

号から第１０号まで及び第１３号から第１５号までに掲げる事業にあっては労働

基準監督署長）の許可を受けて、第３条から第５条までに規定する勤務時間（以

下「正規の勤務時間」という。）以外の時間において会計年度任用職員に設備等

の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の職員の勤務時

間、休日、休暇等に関する規則（平成７年３月規則第４号。以下「勤務時間規

則」という。）第５条で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。 

２ 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間 

以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすること

を命ずることができる。 

（育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限） 

第９条 条例第７条の３の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について 

準用する。 

（休日） 

第１０条 条例第８条の規定は、会計年度任用職員について準用する。 

（休日の代休日） 

第１１条 任命権者は、会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律（昭和２３年 

法律第１７８号）による休日又は年末年始の休日（以下この項において「休日」

と総称する。）である第４条第２項、第４条の２又は第５条の規定により勤務時

間が割り振られた日（以下この項において「勤務日等」という。）に割り振られ

た勤務時間の全部（次項において「休日の全勤務時間」という。）について特に

勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日（以下この

条において「代休日」という。）として、当該休日後の勤務日等を指定すること

ができる。 

２ 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた 

休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務すること
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を命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。 

３ 第１項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定 

の手続等については、常勤職員の例による。 

（休暇の種類） 

第１２条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時

間とする。 

（年次休暇） 

第１３条 年次休暇は、１年度ごとにおける休暇とし、その日数は、１年度におい 

て、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数

とする。 

⑴ 次号及び第３号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 １週間

の勤務日の日数又は１年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第１の

任期の区分ごとに定める日数 

⑵ 任期の満了により退職した後に同一年度内においてさらに任用されたことに

より、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年

度任用職員（次号に掲げる会計年度任用職員を除く。） 当該任用又は更新よ

りも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められ

た任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数

（当該年度において前号又はこの号の規定により付与された年次休暇があると

きは、当該付与された日数を減じて得た日数） 

⑶ 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことによ

り、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 １週間の勤務日の日数又は１

年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第２の継続勤務期間の初日の

属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数（当該年度におい

てこの号の規定により付与された年次休暇があるときは、当該付与された日数

を減じて得た日数） 

２ 年次休暇の単位は、１日とする。ただし、特に必要があると認められるとき 

は、１時間を単位とすることができる。 

３ 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければなら 

ない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨
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げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 

４ １時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日１日当たり 

の勤務時間（その時間に１時間未満の端数があるときは、これを１時間に切り上

げた時間）をもって１日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパ

ートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日１日当たりの平均勤務時間（全

勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間（その時間に１

時間未満の端数を生じたときは、これを１時間に切り上げた時間）をいう。）を

もって１日とする。 

５ 年次休暇（この項の規定により繰り越されたものを除く。）は、２０日を限度 

として、翌年度（年度の途中に年次休暇が付与された者にあっては、翌々年度に

おけるその付与された月の前月まで）に繰り越すことができる。 

（特別休暇） 

第１４条 会計年度任用職員に別表第３の事由欄に掲げる事由がある場合には、同 

表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。 

２ 会計年度任用職員に別表第４の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期 

間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。 

３ 別表第４の第４号及び第５号の休暇（以下この条において「特定休暇」とい 

う。）の単位は、１日又は１時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使 

用しようとする場合において、当該残日数に１時間未満の端数があるときは、当

該残日数の全てを使用することができる。 

４ １日を単位とする特定休暇は、１回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤 

務しないときに使用するものとする。 

５ 前条第４項の規定は、１時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場 

合について準用する。 

（介護休暇） 

第１５条 条例第１６条第１項及び第２項の規定は、会計年度任用職員（同条第１ 

項に規定する申出の時点において、１週間の勤務日が３日以上とされている会計

年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職

員で１年間の勤務日が１２１日以上であるものであって、任命権者を同じくする

職（以下「特定職」という。）に引き続き在職した期間が１年以上であり、か
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つ、当該申出において、勤務時間規則第２７条第６項の規定の例により指定期間

の指定を希望する期間の初日から起算して９３日を経過する日から６月を経過す

る日までに、その任期（任期が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満

了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限

る。）の介護休暇について準用する。この場合において、条例第１６条第１項中

「６月」とあるのは「９３日」と読み替えるものとする。 

２ 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。 

（介護時間） 

第１６条 条例第１６条の２第１項及び第２項の規定は、会計年度任用職員（初め 

てこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、１週間の勤務日が３日

以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められ

ている会計年度任用職員で１年間の勤務日が１２１日以上であるものであり、か

つ、１日につき定められた勤務時間が６時間１５分以上である勤務日があるもの

であって、特定職に引き続き在職した期間が１年以上であるものに限る。）の介

護時間について準用する。この場合において、条例第１６条の２第２項中「２時

間」とあるのは「２時間（当該会計年度任用職員について１日につき定められた

勤務時間から５時間４５分を減じた時間が２時間を下回る場合は、当該減じた時

間）」と読み替えるものとする。 

２ 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。 

（休暇の承認等） 

第１７条 特別休暇（別表第４の第１号及び第２号を除く。）の承認及び休暇の請 

求等の手続については、常勤職員の例による。 

（市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等） 

第１８条 第１２条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市 

長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤の職員との権

衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。 

（その他の事項） 

第１９条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇 

等に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 
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 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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別表第１（第１３条関係） 

１週間の勤務日の日数 ５日以上 ４日 ３日 ２日 １日 

１年間の勤務日の日数 ２１７日

以上 

１６９日

から２１６

日まで 

１２１日

から１６８

日まで 

７３日か

ら１２０

日まで 

４８日か

ら７２日

まで 

任期 ６月を超え

１年以下 

１０日 ７日 ５日 ３日 １日 

５月を超え

６月以下 

７日 ５日 ４日 ２日 １日 

４月を超え

５月以下 

５日 ３日 ２日 １日 １日 

３月を超え

４月以下 

３日 ２日 １日 １日 ０日 

２月を超え

３月以下 

２日 １日 １日 ０日 ０日 

１月を超え

２月以下 

１日 ０日 ０日 ０日 ０日 

備考 この表において、この表の「５日以上」には、１週間の勤務日が４日以下

で１週間の勤務時間が２９時間以上を含むものとする。 
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別表第２（第１３条関係） 

１週間の勤務日の

日数 

５日以上 ４日 ３日 ２日 １日 

１年間の勤務日の

日数 

２１７日

以上 

１６９日

から２１６

日まで 

１２１日

から１６８

日まで 

７３日か

ら１２０

日まで 

４８日か

ら７２日

まで 

継続勤務

期間の初

日の属す

る年度か

ら現年度

までの年

度数 

１年度 １１日 ８日 ６日 ４日 ２日 

２年度 １２日 ９日 ６日 ４日 ２日 

３年度 １４日 １０日 ８日 ５日 ２日 

４年度 １６日 １２日 ９日 ６日 ３日 

５年度 １８日 １３日 １０日 ６日 ３日 

６年度

以上 

２０日 １５日 １１日 ７日 ３日 

備考 この表において、この表の「５日以上」には、１週間の勤務日が４日以下

で１週間の勤務時間が２９時間以上を含むものとする。 
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別表第３（第１４条関係）  

事由 期間 

⑴ 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定 

人、参考人等として国会、裁判所、地方公共

団体の議会その他の官公署へ出頭する場合

で、その勤務しないことがやむを得ないと認

められるとき。 

必要と認められる期間 

⑵ 会計年度任用職員が選挙権その他公民と 

しての権利を行使する場合で、その勤務しな

いことがやむを得ないと認められるとき。 

同上 

⑶ 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚

式、旅行その他の結婚に伴い必要と認めら

れる行事等のため勤務しないことが相当で

あると認められるとき。 

５日の範囲内の期間 

⑷ 会計年度任用職員の親族（別表第５の親族

欄に掲げる親族に限る。）が死亡した場合

で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の

親族の死亡に伴い必要と認められる行事等の

ため勤務しないことが相当であると認められ

るとき。 

親族に応じ同表の日数欄に掲げ

る連続する日数（葬儀のため遠

隔の地に赴く場合にあっては、

往復に要する日数を加えた日

数）の範囲内の期間 

⑸ 地震、水害、火災その他の災害により会計

年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊し

た場合で、会計年度任用職員が当該住居の復

旧作業等のため勤務しないことが相当でると

認められる場合 

連続７日の範囲内の期間 

⑹ 地震、水害、火災その他の災害又は交通機 

関の事故等により会計年度任用職員が出勤す

ることが著しく困難であると認められる場合 

必要と認められる期間 
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⑺ 地震、水害、火災その他の災害又は交通機 

関の事故等に際して、会計年度任用職員が退

勤途上における身体の危険を回避するため勤

務しないことがやむを得ないと認められる場

合 

同上 

⑻ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医 

療に関する法律(平成１０年法律第１１４

号 ) の規定による交通の制限又は遮断、入院

の勧告等により、その出勤することが著しく

困難であると認められる場合 

必要と認められる期間 

⑼ 会計年度任用職員（６月以上の任期が定め 

られている者又は６月以上継続勤務している

者（週以外の期間によって勤務日が定められ

ている者で１年間の勤務日が１２０日以下で

あるものを除く。）に限る。）が夏季におけ

る盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進

又は家庭生活の充実のため勤務しないことが

相当であると認められる場合 

１の年度（４月１日から翌年の

３月３１日までをいう。以下同

じ。）の６月から９月までの期

間内における勤務時間が定めら

れた日のうち、原則として連続

する３日の範囲内で別に定める

期間 
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別表第４（第１４条関係）    

事由 期間 

⑴ ６週間（多胎妊娠の場合にあ 

っては、１４週間）以内に出産

する予定である女性の会計年度

任用職員が申し出た場合 

出産の日までの申し出た期間 

⑵ 女性の会計年度任用職員が出 

産した場合 

出産の日の翌日から８週間を経過する日までの

期間 ( 産後６週間を経過した女性の会計年度任

用職員が就業を申し出た場合において医師が支

障がないと認めた業務に就く期間を除く。 )  

⑶ 生後１年に達しない子（勤務 

時間条例第８条の２第１項に規

定する子をいう。以下同じ。）

を育てる会計年度任用職員が、

その子の保育のために必要と認

められる授乳等を行う場合 

１日２回それぞれ３０分以内の期間（男性の会

計年度任用職員にあっては、その子の当該会計

年度任用職員以外の親（当該子について民

法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２

第１項の規定により特別養子縁組の成立につい

て家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家

事審判事件が裁判所に係属している場合に限

る。）であって当該子を現に監護するもの又は

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第

２７条第１項第３号の規定により当該子を委託

されている同法第６条の４第２号に規定する養

子縁組里親である者若しくは同条第１号に規定

する養育里親である者（同法第２７条第４項に

規定する者の意に反するため、同項の規定によ

り、同法第６条の４第２号に規定する養子縁組

里親として委託することができない者に限

る。）を含む。）が当該会計年度任用職員がこ

の号の休暇を使用しようとする日におけるこの

号の休暇（これに相当する休暇を含む。）を承
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認され、又は労働基準法（昭和２２年法律第

４９号）第６７条の規定により同日における育

児時間を請求した場合は、１日２回それぞれ

３０分から当該承認又は請求に係る各回ごとの

期間を差し引いた期間を超えない期間） 

⑷ 小学校就学の始期に達するま 

での子（配偶者の子を含む。以

下この号において同じ。）を養

育する会計年度任用職員（１週

間の勤務日が３日以上とされて

いる者又は週以外の期間によっ

て勤務日が定められている者で

１年間の勤務日が１２１日以上

であるものであって、６月以上

継続勤務しているものに限

る。）が、その子の看護（負傷

し、若しくは疾病にかかったそ

の子の世話又は疾病の予防を図

るためにその子に予防接種又は

健康診断を受けさせる世話を行

うことをいう。）のため勤務し

ないことが相当であると認めら

れる場合 

１の年度において５日（その養育する小学校就

学の始期に達するまでの子が２人以上の場合に

あっては、１０日）（勤務日ごとの勤務時間の

時間数が同一でない会計年度任用職員にあって

は、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める

時間）の範囲内の期間 

⑸ 要介護者（勤務時間条例第 

１５条第１項に規定する日常生

活を営むのに支障がある者をい

う。以下同じ。）の介護又は世

話（要介護者の通院等の付添

い、要介護者が介護サービスの

提供を受けるために必要な手続

１の年度において５日（要介護者が２人以上の

場合にあっては、１０日）（勤務日ごとの勤務

時間の時間数が同一でない会計年度任用職員に

あっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の

定める時間）の範囲内の期間 
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きの代行その他の要介護者の必

要な世話をいう。）を行う会計

年度任用職員（１週間の勤務日

が３日以上とされている者又は

週以外の期間によって勤務日が

定められている者で１年間の勤

務日が１２１日以上であるもの

であって、６月以上継続勤務し

ているもの）が、当該世話を行

うため勤務しないことが相当で

あると認められる場合 

⑹ 女性の会計年度任用職員が生 

理日における就業が著しく困難

なため勤務しないことがやむを

得ないと認められる場合 

必要と認められる期間 

⑺ 女性の会計年度任用職員が母 

子保健法（昭和４０年法律第

１４１号）の規定による保健指

導又は健康診査に基づく指導事

項を守るため勤務しないことが

やむを得ないと認められる場合 

必要と認められる期間 

⑻ 会計年度任用職員が公務上の 

負傷又は疾病のため療養する必

要があり、その勤務しないこと

がやむを得ないと認められる場

合 

必要と認められる期間 

⑼ 会計年度任用職員（６月以上

の任期が定められている者又

は６月以上継続勤務している

者（週以外の期間によって勤

１の年度において別表第６の定める期間 
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務日が定められている者で１

年間の勤務日が４７日以下で

あるものを除く。）に限

る。）が負傷又は疾病のため

療養する必要があり、その勤

務しないことがやむを得ない

と認められる場合（前２号に

掲げる場合を除く。） 

⑽ 会計年度任用職員が骨髄移 

植のための骨髄若しくは末梢血

幹細胞移植のための末梢血幹細

胞の提供希望者としてその登録

を実施する者に対して登録の申

出を行い、又は配偶者、父母、

子及び兄弟姉妹以外の者に、骨

髄移植のため骨髄若しくは末梢

血幹細胞移植のため末梢血幹細

胞を提供する場合で、当該申出

又は提供に伴い必要な検査、入

院等のため勤務しないことがや

むを得ないと認められるとき。 

必要と認められる期間 
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別表第５ 

親族 日数 

配偶者 １０日 

父母 ７日 

子 ５日 

祖父母 

３日（会計年度任用職員が代襲相続し、

かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっ

ては、７日） 

孫 １日 

兄弟姉妹 ３日 

おじ又はおば １日 

父母の配偶者又は配偶者の父母 
３日（会計年度任用職員と生計を一にし

ていた場合にあっては、７日） 

子の配偶者又は配偶者の子 
１日（会計年度任用職員と生計を一にし

ていた場合にあっては、５日） 

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父

母 １日（会計年度任用職員と生計を一にし

ていた場合にあっては、３日） 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄

弟姉妹 

おじ又はおばの配偶者 １日 
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別表第６ 

１週間の勤

務日の日数 

５日以上 ４日 ３日 ２日 １日 

１年間の勤

務日の日数 

２１７日

以上 

１６９日か

ら２１６日

まで 

１２１日か

ら１６８日

まで 

７３日か

ら１２０

日まで 

４８日か

ら７２日

まで 

日数 １０日 ７日 ５日 ３日 １日 

備考 この表の「５日以上」には、１週間の勤務日が４日以下で１週間の勤務時 

間が２９時間以上を含むものとする。 
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職員の条件付採用の期間の延長に関する規則をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第６号 

   職員の条件付採用の期間の延長に関する規則 

（目的） 

第１条 この規則は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条及び第

２２条の２第７項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な

事項を定めることを目的とする。 

（条件付採用の期間の延長） 

第２条 職員が条件付採用の期間の開始後６月間において実際に勤務した日数が  

９０日に満たない場合においては、その日数が９０日に達するまでその条件付採

用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後１年を超え

ることとなる場合においては、この限りでない。 

２  地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対する前項の

規定の適用については、同項中「６月間」とあるのは「１月間」と、「９０日」

とあるのは「１５日」と、「条件付採用の期間の開始後１年」とあるのは「当該

職員の任期」とする。 

（委任） 

第３条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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営利企業への従事等の制限に関する規則をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第７号 

   営利企業への従事等の制限に関する規則 

（目的） 

第１条 この規則は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）第３８条第１項の規定に基づき、職員の同項に規定する営利企業への従事

等の制限に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（許可を受けるべき地位） 

第２条 法第３８条第１項の規定により、職員が、任命権者の許可を受けなければ

兼ねてはならない地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれら

に準ずるものとする。 

（許可の基準） 

第３条  任命権者は、職員が法第３８条第１項及び前条に定める地位を兼ね、若し

くは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業又は事務に従事することの許可の

申請をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、許可をするこ

とができる。 

⑴ 職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合 

⑵ 企業、事業又は事務が職員の勤務する機関に密接な関係にあって利害関係の

生ずるおそれがある場合 

⑶ 企業、事業又は事務の性質上、これに従事することが公務員として適当でな

いと認めた場合 

（許可の取消し） 

第４条 任命権者は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の事由によ

り同条の基準に反すると認められる場合は、その許可を取り消すものとする。 

- 107 -



（その他） 

第５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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 甲府市簡易水道等事業の財務に関する特例を定める規則をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第８号 

甲府市簡易水道等事業の財務に関する特例を定める規則 

目次 

第１章 総則（第１条～第４条） 

第２章 決定書及び帳簿並びに勘定科目 

第１節 決定書（第５条～第９条） 

第２節 帳簿（第１０条～第１２条） 

第３節 勘定科目（第１３条） 

第３章 金銭会計 

第１節 通則（第１４条～第１９条） 

第２節 収入（第２０条～第２８条） 

第３節 支出（第２９条～第４７条） 

第４節 振替（第４８条） 

第５節 前受金及び預り金（第４９条～第５１条） 

第４章 指定金融機関（第５２条～第６１条） 

第５章 たな卸資産会計 

第１節 通則（第６２条・第６３条） 

第２節 準備計画（第６４条～第６６条） 

第３節 出納及び保管（第６７条～第７６条） 

第４節 たな卸（第７７条・第７８条） 

第６章 たな卸資産以外の物品（第７９条～第８３条） 

第７章 固定資産会計 

第１節 通則（第８４条～第８６条） 
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第２節 取得（第８７条～第９４条） 

第３節 管理及び処分（第９５条～第９８条） 

第４節 減価償却（第９９条～第１０２条） 

第８章 引当金（第１０３条～第１０７条） 

第９章 リース会計（第１０８条～第１１１条） 

第１０章 予算（第１１２条～第１１８条） 

第１１章 決算（第１１９条～第１２２条） 

第１２章 雑則（第１２３条～第１２５条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規則は、簡易水道等事業（以下「簡水事業」という。）の財務に関し

て、甲府市財務規則（昭和６２年１月規則第１号）の特例を定め、会計及び財務

に関する基準並びに手続について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（企業出納員等） 

第２条 簡水事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業

出納員、現金取扱員及び物品取扱員を置く。 

２ 企業出納員は、業務総室総務課長（以下「総務課長」という。）をもってこれ

にあて、甲府市簡易水道等事業者甲府市長（以下「簡水事業者」という。）の命

を受けて、簡水事業に係る金銭（以下「公金」という。）及び物品の出納その他

の会計事務をつかさどり、次に掲げる事項については、あらかじめ簡水事業者の

委任を受け、自己の名と責任においてその事務を処理するものとする。 

⑴ 簡易水道等料金及びその他収入金（以下「水道料金等」という。）を収納す

ること。 

⑵ 諸支出金の支払をすること。 

⑶ 簡水事業者名義の預金から、支払のための小切手を振り出すこと。 

⑷ 預金と現金を組み替え、保管すること。 

⑸ 預金種目を組み替えること。 

⑹ 指定金融機関の間で預金を振り替えること。 

⑺ 有価証券の出納及び保管をすること。 
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⑻ 貯蔵品の出納及び保管をすること。 

３ 簡水事業企業出納員を兼務する上下水道局企業出納員は、簡水事業の水道料金

等の徴収事務を処理するものとする。 

４ 企業出納員としての総務課長に事故があるとき又は欠けたときは、業務総室経

営企画課長がその職務を代理する。 

５ 現金取扱員は、簡水事業者が命ずるものとする。 

６ 前項の規定に係わらず、市長の事務部局に勤務する職員で簡水料金等を取り扱

う職員は、その職にある間、辞令を用いないで上下水道局職員に併任され、現金

取扱員に任命されたものとする。 

７ 現金取扱員は、上司の命を受けて、次に掲げる限度内で現金の出納に関する事

務を行う。ただし、簡水事業者が必要と認めたときは、これを超えて取り扱うこ

とができる。 

⑴ 簡水料金等 １日 １２０万円 

⑵ その他の現金 １件 ４０万円 

８ 物品取扱員は、上司の命を受け、その主管に属する物品の出納及び保管に関す

る事務を行う。 

（金銭その他の資産の取扱注意義務） 

第３条 企業出納員、現金取扱員及び物品取扱員は善良なる管理者の注意をもっ

て、金銭その他その所管に属する資産を取り扱わなければならない。 

（出納取扱金融機関等） 

第４条 簡水事業の業務に係る公金の出納事務の一部については、企業出納員が行

うもののほか、これを簡水事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意

を得て指定した金融機関（以下「指定金融機関」という。）に行わせるものとす

る。 

２ 前項のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを甲府市簡易水道等

事業出納取扱金融機関（以下「出納取扱金融機関」という。）と、収納事務の一

部を取り扱わせるものを甲府市簡易水道等事業収納取扱金融機関（以下「収納取

扱金融機関」という。）とする。 

３ 簡水事業者は、指定金融機関と公金の出納及び預金に関する契約を締結する。 
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第２章 決定書及び帳簿並びに勘定科目 

１節 決定書 

（決定書による表示） 

第５条 簡水事業に係る取引は、すべて証拠書類に基づいて発行する決定書をもっ

て表示する。 

（決定書の種類） 

第６条 決定書の種類は、収入決定書、支出決定書及び振替決定書とする。 

（決定書の発行及び記入） 

第７条 決定書は、取引発生の事実に基づいて発行し、記帳はその決定書により行

うものとする。 

２ 決定書は１科目又は１件ごとに作成するものとする。 

３ 過誤又はその他の理由により、決定書を取消し、又は訂正する場合は、取消又

は訂正の決定書を発行しなければならない。 

（決定書の整理） 

第８条 決定書は、その種類毎に一括して総勘定元帳に整理するものとする。 

（証拠書類の整理） 

第９条 この会計の経理は、別に定める勘定科目表の区分により整理し、日計表及

び取引に関する証拠となるべき書類はそれぞれ日付によって編集し、保存しなけ

ればならない。 

第２節 帳簿 

（帳簿の種類） 

第１０条 簡水事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の主要

帳簿を備える。 

⑴ 総勘定元帳 

⑵ 現金預金出納簿 

⑶ 収入予算整理簿 

⑷ 支出予算整理簿 

２ 前項の主要帳簿は、決定書を基に作成するものとする。 

３ 第１項に定める主要帳簿以外に備える帳簿は、次のとおりとする。 

⑴ 前受金整理簿 
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⑵ 預り金整理簿 

⑶ 保管有価証券整理簿 

⑷ 貯蔵品元帳 

⑸ 公債台帳 

⑹ 固定資産台帳 

⑺ 資金前渡整理簿 

⑻ 備品出納簿 

⑼ 建設工事台帳 

⑽ 支払小切手整理簿 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、必要に応じ別に補助帳簿を設けることが

できる。 

（帳簿の記載） 

第１１条 帳簿の記載は、次に掲げるところによる。 

⑴ 記帳は、決定書又は証拠となるべき書類により正確、かつ、明瞭に記載しな

ければならない。 

⑵ 誤記された事項の訂正は、訂正前の記載の判読を妨げないように朱線２本を

引き、記帳担当者の訂正印を押して正当な記帳をする。 

⑶ 毎月末に月計及び累計を付けるものとする。ただし、帳簿の種類等により、

これを必要としないものについては、この限りでない。 

（帳簿の照合） 

第１２条 相互に関係ある帳簿は、随時照合しなければならない。 

第３節 勘定科目 

第１３条 簡水事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分

して行うものとする。 

２ 前項に規定する勘定科目の区分は、簡水事業については別表第１に定めるとこ

ろによる。 

第３章 金銭会計 

第１節 通則 

（金銭の範囲） 

第１４条 この規則において金銭とは、現金、預金及びこれに代わるべき有価証券
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をいう。 

２ 前項の有価証券の種類は、簡水事業者が別に定める。 

（金銭の出納） 

第１５条 金銭の出納は、証拠書類を添付した収入決定書又は支出決定書により、

簡水事業者の決定を受けたものでなければ、これをすることができない。 

（金銭の保管） 

第１６条 金銭は、手許に保管する必要があるもののほか、簡水事業者の指定する

金融機関に預け入れ、又は保護預りにより保管しなければならない。 

２ 簡水事業者は、自ら保管する現金のうち現金取扱員につり銭等に必要な額を保

管させることができる。ただし、この保管現金は、第２条第７項に定める現金取

扱員の現金出納限度額に含まれるものとする。 

（現金・預金の在高照合） 

第１７条 現金は、毎日その在高を帳簿と照合しなければならない。 

２ 預金及び貯金は、毎月末現在にて指定金融機関の通帳又は現在高証明書により 

帳簿と照合しなければならない。 

（収支金日月報） 

第１８条 企業出納員は、毎日の金銭出納を現金預金出納簿に整理し、現金預金収

支日計表を作成するとともに、毎月末に現金預金収支月計表を作成しなければな

らない。 

（消費税及び地方消費税の整理） 

第１９条 地方公営企業法施行規則（昭和２７年総理府令第７３号。以下「則」と

いう。）第１９条及び第２０条に規定する消費税及び地方消費税の整理について

は、仮払消費税勘定及び地方消費税勘定又は仮受消費税勘定及び地方消費税勘定

をもって整理するものとする。 

第２節 収入 

（収入調定） 

第２０条 収入を調定しようとするときは、その根拠、所属年度、収入科目、金額

及び納入者を明らかにした収入調定書を作成し、簡水事業者の決定を受けなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定により収入調定を行ったときは、振替決定書を発行し、企業出納員
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に送付しなければならない。ただし、調定と同時に収納が行われる場合には、振

替決定書の発行を省略し、収入決定書を発行することができる。 

（納入通知書の発送） 

第２１条 前条の規定により、収入を調定したときは、納期の定めのあるものは納

期の１０日前までに、随時の収入はその都度、納入義務者に対して納入通知書を

発送しなければならない。ただし、口座振替による納付の方法、口頭によって納

入の通知をする場合は、この限りでない。 

（証券による納付） 

第２２条 納入義務者は、水道料金等の収入金の納付について、地方公営企業法施

行令（昭和２７年政令第４０３号。以下「令」という。）第２１条の３の規定に

より、同令に規定する証券をもって代用することができる。 

２ 令第２１条の３第１項第２号に規定する地方債及びその利札については、簡水

事業者が別に定める。 

（口座振替による納付） 

第２３条 指定金融機関に預金口座を設けている納入義務者は、当該金融機関に請

求し、口座振替の方法により納付することができる。 

（領収書の交付） 

第２４条 企業出納員、現金取扱員、指定金融機関は、水道料金等を納入通知書に

より収納したときは、所定の領収書に領収印を押し、直ちに納付者に対して領収

書を交付しなければならない。 

２ 前項の領収書には、それぞれ次の表の当該右欄に掲げる形式の印影を使用しな

ければならない。 

１  企業出納員が使用する

領収印 

 

注 １ 寸法は直径２５ｍｍとする。 

２ インキ色は、藍色とする。 
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２  現金取扱員が使用する

領収印 

 

注 １ 寸法は直径２４ｍｍとする。 

２ 現金取扱員の後に番号を付す。 

３ インキ色は、朱色とする。 

３  出納取扱金融機関が使

用する領収印 

金融機関の届出により簡水事業者が認めた領収印 

４  収納取扱金融機関が使

用する領収印 

３ 第１項の規定にかかわらず、第２３条の規定により納付した者に対しては、口

座振替済通知書をもって領収書に代えることができるものとする。ただし、納付

者が預金通帳により納付を確認できる場合は、口座振替済通知書の交付を省略す

ることができる。 

（収納金の取扱い） 

第２５条 現金取扱員は、水道料金等を収納したときは当該収納金を、その日のう

ちにその内訳を示す書類を添えて、企業出納員に引き継がなければならない。た

だし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。 

２ 前項の規定によるほか、現金取扱員は、収納金をその日のうちに指定金融機関

に払い込み、その領収書と内訳を示す書類により企業出納員に引き継ぐことがで

きる。 

３ 企業出納員は、第１項の規定により現金取扱員から引継を受けた収納金及び自

から収納した収納金を、その日のうちに指定金融機関に預け入れなければならな

い。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日預け入れることができる。 

（収入決定書の発行） 

第２６条 企業出納員は、収納を証する書類に基づいて収入決定書を発行し、現金

預金出納簿に登載しなければならない。 

（過誤納金の還付） 
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第２７条 収納金のうち、調定等の誤りにより過納又は誤納となったものがある場

合は、過誤の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付先を明らかに

した書類を添えて簡水事業者の決定を受け、納入者にその旨を通知しなければな

らない。 

２ 第３０条及び第４７条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。 

（不納欠損） 

第２８条 法令若しくは条例又は議会の議決によって、債権を放棄し、又は時効等

により債権が消滅した場合は、当該債権に係る調定の年月日、金額、収入科目、

調定後の経緯等を記載した書類によって簡水事業者に報告するとともに、振替決

定書を発行しなければならない。 

第３節 支出 

（支出の手続） 

第２９条 契約その他支出の原因となるべき行為については、あらかじめ所定の書

類により、簡水事業者の決定を受けなければならない。 

２ 支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替決定書（現金

の支払を伴う支出にあっては支出決定書）を発行し、当該書類を添えて簡水事業

者の決定を受けなければならない。ただし、単価契約その他一の契約により支払

が数度にわたる場合は、その都度支出に関する原契約を添付することを省略し、

原契約の契約番号等の記載によってこれに代えることができる。 

（支出決定書の発行） 

第３０条 支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に

関し証拠となるべき書類に基づいて、支出決定書を発行しなければならない。 

２ 支出決定書は、債権者及び勘定科目ごとに、調製し、債権者の請求書その他証

拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させ

ることが困難な場合には、支払調書等をもってこれに代えることができる。 

３ ２人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日等

が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出決定書を発行す

ることができる。この場合においては、債権者毎にその支払額を明らかにした内

訳書を添えなければならない。 

４ 数葉をもって１通とする請求書には、債権者に割印をさせなければならない。
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この場合において、請求書が２通以上あるときは、支出決定書にその通数を記載

しなければならない。 

（資金前渡） 

第３１条 令第２１条の５第１項第１５号の規定による資金前渡をすることのでき

る経費は、次に掲げるものとする。 

⑴ 郵便料 

⑵ 講習会、研修会等出席者負担金 

⑶ 交際費 

⑷ 広告料 

⑸ 補償及び賠償金 

⑹ 借地料及び用地買収費 

⑺ 損害保険の保険料 

⑻ 自動車重量税等公課費 

⑼ 検査等手数料 

⑽ 有料道路通行料及び駐車料 

⑾ 勤務中の公用車の事故による修繕料 

⑿ 職員の出張先における電話料 

２ 簡水事業者は、資金前渡職員を指定したときは、企業出納員に通知するものと

する。 

３ 企業出納員は、資金前渡職員に資金の前渡をしたとき及び第３５条の規定によ

る精算があったときは、資金前渡整理簿に記帳し、資金前渡職員が行う資金前渡

の受払の状況を明らかにしなければならない。 

（前渡資金の保管） 

第３２条 資金前渡職員は、その前渡金を確実な金融機関に預け入れなければなら

ない。ただし、即時支払を要するものについては、この限りでない。 

２ 前項の前渡金に利子を生じた場合は、精算の際収入の手続をしなければならな

い。 

（前渡資金出納簿） 

第３３条 資金前渡職員は、前渡資金出納簿を備えて出納の都度これを整理しなけ

ればならない。 
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（前渡資金の支払） 

第３４条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、証拠となるべ

き書類を調査し、適正であると認めたときは、その支払をし、領収書を徴さなけ

ればならない。 

２ 資金前渡職員は、前項の規定にかかわらず、その性質上債権者から領収書を徴

することが不適当又は著しく困難なものについては、担当課長（資金前渡職員が

課長の場合は、担当部長とする。）の承認を受けた支払証明書をもって領収書に

代えることができる。 

（前渡資金の精算） 

第３５条 資金前渡職員は、その前渡を受けた資金を次に掲げる区分により精算し

なければならない。 

⑴ 毎月必要とする前渡金にあっては、振替決定書及び資金前渡精算書を作成

し、証書類を添えて翌月５日までに企業出納員を経由し、簡水事業者の決定を

受けなければならない。 

⑵ 前号に該当しない前渡金にあっては、その用務終了後５日以内に前号に準じ

て精算しなければならない。 

２ 前渡金の精算残金は、精算と同時に収入決定書により返納しなければならな

い。ただし、前項第１号の規定に該当するものについては、これを翌月に繰越す

ことができる。 

３ 第１項の精算を終了しないものは、同一の経費で資金前渡を受けることができ

ない。ただし、簡水事業者が特別の理由があると認めたときは、この限りでな 

い。 

（資金前渡職員の引継ぎ） 

第３６条 資金前渡職員が、配置換え又は退職した場合は、３日以内に引継ぎをし

なければならない。 

２ 資金前渡職員が、死亡その他の事故によって、自ら引継ぎをすることができな

い場合は、簡水事業者の命じた職員において、引継ぎの手続をしなければならな

い。 

（前渡資金の検査等） 

第３７条 企業出納員は、資金前渡職員に対し、資金の出納状況について検査し、
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又は必要な報告をさせることができる。 

２ 企業出納員は、資金の使途がその交付目的と相違すると認めたときは、精算の

更正又は返納させることができる。 

（概算払） 

第３８条 令第２１条の６第５号の規定により概算払をすることのできる経費は、

損害賠償に係る内払金とする。 

２ 概算払をした経費について、その精算が終了しないときは、同一の事件につい

て重ねて概算払をすることができない。ただし、簡水事業者が特別の理由がある

と認めたときは、この限りでない。 

（概算払の精算） 

第３９条 概算払を行ったときは、その用件終了後５日以内に振替決定書及び精算

の事実を明らかにした書類を作成し、証書類を添え企業出納員を経由し、管理者

の決定を受けなければならない。ただし、損害賠償に係る内払金については、当

該賠償額の確定した後に係る支出決定書をもって精算したものとみなし、旅費に

ついては、出張復命書兼旅費概算払精算書により精算するものとする。 

２ 精算残金があるときは、精算と同時に収入決定書により返納しなければならな

い。 

（前金払） 

第４０条 令第２１条の７第８号の規定により前金払をすることができる経費は、

次に掲げるものとする。 

⑴ 保険料 

⑵ 公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２

条第４項に規定する保証事業会社により同条第２項に規定する前払金の保証が

された工事等に要する経費 

（前金払の精算） 

第４１条 前条の規定により前金払を行ったときは、当該前金払をした事件に係る 

役務の提供等が完了したときに振替決定書及び精算の事実を明らかにした書類を

添え、企業出納員を経由し、簡水事業者の決定を受けなければならない。ただ

し、建設工事等に係る前金払の精算にあっては、当該建設工事等の完成後に係る

支出決定書をもって精算したものとみなす。 

- 120 -



（隔地払） 

第４２条 簡水事業者は、隔地の債権者に支払をするため必要のあるときは、令第

２１条の９の規定により隔地払をすることができる。 

（口座振替の方法による支出） 

第４３条 企業出納員は、債権者からの申出により令第２１条の１０に規定する口

座振替の方法により支出しようとするときは、出納取扱金融機関に、振替先、振

替金額を通知したうえ「口座振替」の表示をした小切手を振出し、債権者に口座

振替通知書を送付しなければならない。 

２ 出納取扱金融機関は、前項の規定により口座振替を行った場合、翌日までに振

替済報告書を企業出納員に提出しなければならない。 

（支出の方法） 

第４４条 企業出納員は、支出命令を受けたときは、支出決定書及び関係書類を審

査しなければならない。 

２ 企業出納員は、現金で支払をするほか、令第２１条の１２及び第２１条の１３

の規定により出納取扱金融機関を支払人とする小切手を振出して支出を行うもの

とする。 

（小切手の取扱い） 

第４５条 簡水事業者の振り出す小切手は、原則として持参人払式小切手とする。

ただし、受取人が特に申出た場合は、この限りでない。 

２ 小切手の券面金額は訂正してはならない。 

３ 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に

２線を引きその上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正

した文字の数を記載して、小切手の振り出しに使用する印を押さなければならな

い。 

４ 書換等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「書

換」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。 

（小切手の整理） 

第４６条 企業出納員は毎月末現在における支払小切手未払高を、簡水事業者に報

告しなければならない。 

２ 企業出納員は、振出した小切手が１年を経過し出納取扱金融機関から支払を拒
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否された場合は、直ちにその旨を簡水事業者に報告しなければならない。 

（領収書等の徴収） 

第４７条 企業出納員は、現金若しくは小切手により支払をしたときは、債権者の

領収書を受け取らなければならない。 

２ 企業出納員は、隔地払若しくは口座振替により支払をした場合は、出納取扱金

融機関の送金済報告書若しくは振替済報告書を受け取らなければならない。この

場合送金済報告書及び振替済報告書をもって債権者の領収書に代えて処理するこ

とができる。 

３ 領収書等に用いる印鑑を持参していないとき、又はやむを得ない事由があり企

業出納員が認めたものについては、自署及びぼ印をもってこれに代えることがで 

きる。なお署名のみを習慣とする外国人等にあっては、自署で足りるものとす

る。 

第４節 振替 

（振替による経理） 

第４８条 各担当者は、主管事項について科目振替の事由が発生したときは、直ち

に振替決定書を作成し、簡水事業者の決定を受けなければならない。 

２ 貯蔵品を庫入又は庫出するときも、前項に準ずる。 

第５節 前受金及び預り金 

（前受金の整理区分） 

第４９条 前受金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。 

⑴ 営業前受金 

⑵ 営業外前受金 

⑶ その他前受金 

（預り金の整理区分） 

第５０条 預り金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。 

⑴ 預り保証金 

⑵ 預り諸税金 

⑶ 預り有価証券 

⑷ その他預り金（仮受消費税等） 

（預り金等の受入及び還付） 
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第５１条 第２４条及び第２５条の規定は、預り金等を受けた場合に準用する。 

２ 企業出納員は、預り金及び前受金の受入れ還付については、所要の決定書に基

づき、所定の帳簿に記載して整理しなければならない。 

第４章 指定金融機関 

（指定金融機関の名称） 

第５２条 第４条第２項の規定による出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の名

称は、別表第２及び別表第３のとおりとする。 

（指定金融機関との契約等） 

第５３条 本章に定めるもののほか、指定金融機関の事務取扱、預金の種類及び利

子並びに担保その他については、簡水事業の事務を委任された甲府市上下水道事

業管理者が市長の同意を得て指定した金融機関との契約で定める。 

 （出納事務の取扱い） 

第５４条 指定金融機関が公金の出納事務の一部を取り扱う場合には、令第２２条

の３及び第２２条の４その他関係条項の規定に従って行わなければならない。 

（収支の拒否） 

第５５条 指定金融機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該収入又は

支出を拒み、その事実を企業出納員に報告しなければならない。 

⑴ 納入通知書が所定の様式と異なるとき。 

⑵ 納入通知書の金額が改ざんされたもの及び氏名等の訂正について所定の処置

がされていないものであるとき。 

⑶ 小切手の金額が改ざんされたもの及び記載事項の訂正について所定の処置が

されていないものであるとき。 

⑷ その他収支に関して疑義のあるものであるとき。 

（出納日報等の送付） 

第５６条 出納取扱金融機関は、水道料金等の収納、小切手等による支払状況並び

に現金出納及び残高を記載した出納日計表を作成し、収支を証する納入済報告書

等を添えて、毎日企業出納員に送付しなければならない。 

２ 収納取扱金融機関は、水道料金等の収納をしたとき及びこの収納金を出納取扱

金融機関の上下水道局の預金口座に振り替えたときは、甲府市水道料金等納入済

報告書を作成し、収納を証する納入済通知書等を添えて、その都度企業出納員に
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送付しなければならない。 

（残高証明の提出） 

第５７条 出納取扱金融機関は、毎月末簡水事業の預金口座の残高証明を企業出納

員に提出しなければならない。 

（印鑑の通知及び届出） 

第５８条 企業出納員は、指定金融機関に対し、納入通知書及び小切手に使用する

印鑑をあらかじめ通知するものとする。 

２ 指定金融機関は、簡水事業に関する現金出納に際し使用する印鑑をあらかじめ

企業出納員に届出なければならない。 

３ 前２項の規定は、それぞれの印鑑を変更した場合に準用する。 

（出納取扱時間） 

第５９条 指定金融機関の簡水事業の業務に関する公金の事務取扱時間はその金融

機関の営業時間とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。 

（帳簿及び証拠書類の保存） 

第６０条 指定金融機関における簡水事業の公金に関する帳簿及び証拠書類は、事

業年度経過後５年間これを保存しなければならない。 

（事務検査） 

第６１条 令第２２条の５に規定する指定金融機関に対する検査は、毎年１０月に

行うほか、必要に応じ随時行うものとする。 

第５章 たな卸資産会計 

第１節 通則 

（たな卸資産の範囲） 

第６２条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをい

う。 

⑴ 消耗品 その形状品質が１回又は短期間の使用により消耗され又は備品等の

構成部分となる物品 

⑵ 消耗工具・器具及び備品 工事・工作又は事務用に使用された工具・器具及

び備品であって固定資産に属さないもの 

⑶ 原材料 工事及び工作に使用され、又は建物構築物等の構成部分となるもの 

⑷ 量水器 給水量を測定するメーター及びボックス 
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（整理区分） 

第６３条 たな卸資産は、次に掲げる区分により整理する。 

⑴  購入品 上下水道局外から購入したもの及び材料を支給して製作させたもの 

⑵  製作品 上下水道局内で製作してたな卸資産に振替えたもの 

⑶ 再用品 一旦使用したもの若しくは所定の用途を失ったもののうち修理等に

より再び使用できるもの 

⑷ 不用品 再使用のできないもの 

第２節 準備計画 

（一定量の貯蔵） 

第６４条 企業出納員は、業務の執行上必要なたな卸資産を常に一定量貯蔵し、整

理しておかなければならない。 

２ 前項の貯蔵量は、最少の貯蔵をもって最大の効果を上げるものでなければなら

ない。 

（準備要求） 

第６５条 各担当者は、毎事業年度を四半期に分けて予算に基づく事項ごとに所要

資材の品名、数量及び所要時期等を記載した貯蔵品準備要求書を作成し、次の期

限までに企業出納員に送付しなければならない。ただし、特にやむを得ない事情

のある場合は、この限りでない。 

⑴ 第１四半期 ４月から６月まで ２月末日 

⑵ 第２四半期 ７月から９月まで ５月末日 

⑶ 第３四半期 １０月から１２月まで ８月末日 

⑷ 第４四半期 １月から３月まで １１月末日 

（退蔵品の発生防止） 

第６６条 企業出納員は、退蔵になるおそれのあるものについては、担当者と協議

のうえ、優先使用その他の処置を講じ、退蔵の防止に努めなければならない。 

第３節 出納及び保管 

（購入の手続） 

第６７条 企業出納員は、貯蔵品準備要求その他をもととした準備計画に基づき、

予算に定めるたな卸資産購入限度額の範囲内において、必要に応じ、次に掲げる

事項を記載した文書によって、簡水事業者の決定を経てたな卸資産の購入請求を
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行うものとする。 

⑴ 購入しようとする品目及び数量 

⑵ 購入しようとする事由 

⑶ 予定価格及び単価 

⑷ その他必要と認められる事項 

２ たな卸資産は、原則として貯蔵品勘定で購入するものとする。ただし、特に必

要とする場合は、直接科目にて購入することができる。 

（検収） 

第６８条 たな卸資産を購入又は修理したとき、あらかじめ任命された検査員は、

契約に定めた場所において、仕様書・図書・見本その他関係書類と照合し検査を

行い、納品書を徴さなければならない。 

２ 前項の検査の結果、不合格のものがあった場合は、直ちに納入者に通知し、必

要な処置を講じなければならない。 

（受入れ） 

第６９条 企業出納員は、たな卸資産を受入れる場合、購入又は製作によって取得

したものは購入又は製作に要した価額、その他のたな卸資産については、適正な

見積価額により受入伝票を発行し、決定を受けたのち貯蔵品出納簿に記載しなけ

ればならない。 

（払出し） 

第７０条 企業出納員は、たな卸資産を払出そうとする場合、品目・数量・払出価

額・勘定科目及び予算科目等所要事項を記載した払出伝票を発行し、決定を受け

たのち貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。 

２ 前項の払出価額は、先入先出法によるものとする。 

（払出し品の戻入れ） 

第７１条 企業出納員は、払出し材料等に残品が生じた場合は、現品及び受入票を

確認のうえ、第６９条の規定に準じて受入れをしなければならない。 

（流用の禁止） 

第７２条 払出しをしたたな卸資産又は撤去品等は、返納又は受入れの手続を経な

いで他の目的にこれを流用してはならない。 

（発生品） 
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第７３条 企業出納員は、第６２条に掲げる物品で、簡水事業の資産として計上さ

れていないものを新たに発見した場合、これを再使用できるものと、不用又は使

用に堪えなくなったものとに区分し、第６９条の規定により庫入れしなければな

らない。 

２ 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品が生じた場合に準用する。 

（不用品の処分） 

第７４条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなっ

たものを不用品として整理し、簡水事業者の決定を経てこれを売却しなければな

らない。ただし、売却してもその価額が売却に要する費用の額に達しないもの、

又は買受人のないもの、その他売却することが不適当と認められるものについて

は、これを廃棄することができる。 

（たな卸資産の保管） 

第７５条 たな卸資産は、原則として上下水道局の倉庫に保管しなければならな

い。ただし、特別な理由がある場合は、企業出納員の指定する場所に保管するこ

とができる。 

２ たな卸資産の保管責任は、現品の引渡しを受けたときに始まり、現品を引渡し

たときに終了する。 

（事故報告） 

第７６条 企業出納員は、自己の保管又は監督に属するたな卸資産について、天災

その他により物品が滅失又は損傷を受けた場合、速やかにその原因及び状況を調

査して事故報告書を作成し、簡水事業者に報告しなければならない。 

第４節 たな卸 

（実地たな卸） 

第７７条 企業出納員は、毎事業年度１回以上現品検査を行い、その結果に基づい

てたな卸明細表を作成し、簡水事業者に報告しなければならない。 

２ たな卸の実施に当っては、あらかじめ簡水事業者の任命した当該たな卸資産の

受払及び保管に直接関係のない職員が立ち会うものとする。 

３ たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、前条の規定に準じ第

１項のたな卸明細表にあわせて簡水事業者に報告しなければならない。 

（たな卸修正） 
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第７８条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高が、たな卸資産の

現在高と一致しないときは、たな卸明細表に基づき振替伝票を発行してこれを修

正しなければならない。 

第６章 たな卸資産以外の物品 

（直購入） 

第７９条 第６２条に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの、又は

第９４条の規定に基づき、建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する

予定のものは、簡水事業者の決定を経て直接当該科目の支出として購入すること

ができる。 

２ 前項の規定により購入された物品のうち、工事精算等により材料に残品を生じ

た場合は、第７１条の規定に準ずる。 

（物品の管理） 

第８０条 各担当課長及び物品取扱員は、第６２条に規定する物品のうち、たな卸

資産勘定から払出されたもの又は前条第１項の規定により直接当該科目の支出と

して購入されたもの（以下本章においてあわせて「物品」という。）を適正に管

理しなければならない。 

２ 物品取扱員は、所要の帳簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しな

ければならない。 

（事故報告） 

第８１条 各担当課長及び物品取扱員は、自己の管理する物品が天災その他の事由

により、滅失し、又は損傷を受けた場合は、第７６条の規定に準じて、簡水事業

者に報告しなければならない。 

（不用品の戻入れ） 

第８２条 各担当課長は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったもの

を、第７１条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。 

（監督） 

第８３条 各担当課長は、物品の出納保管に関し物品取扱員を監督することができ

る。 

第７章 固定資産会計 

第１節 通則 
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（固定資産の範囲） 

第８４条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。 

⑴ 有形固定資産 

ア 土地 

イ 建物 

ウ 構築物 

エ 機械及び装置 

オ 車両及び運搬具 

カ 工具、器具及び備品（耐用年数１年以上かつ取得価格１０万円以上のもの

に限る。） 

キ リース資産（ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である

資産であって、当該リース物件がアからカまでに掲げるものである場合に限

る。） 

ク 建設仮勘定（イからカまでに掲げる資産であって、事業の用に供するもの

を建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した

材料をいう。） 

ケ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの 

⑵ 無形固定資産 

ア 水利権 

イ 借地権 

ウ 地上権 

エ 特許権 

オ 施設利用権 

カ リース資産（ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である

資産であって、当該リース物件がイからオまでに掲げるものである場合に限

る。） 

キ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの 

⑶ 投資その他の資産 

ア 投資有価証券（１年内（当該事業年度の末日の翌日から起算して１年以内

の日をいう。）に満期の到来する有価証券を除く。） 
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イ 出資金 

ウ 長期貸付金 

エ 基金 

オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの 

カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資  

 産 

（維持管理） 

第８５条 各担当課長は、その主管に属する固定資産が常に最良の状態において使

用に供されるよう留意し、適正なる管理をしなければならない。 

（登記登録） 

第８６条 固定資産を取得したとき、その固定資産が登記登録を要するものは、法

令の定めるところに従って遅滞なくその手続をしなければならない。 

２ 前項に定める登記登録を要する固定資産の対価は、登記登録完了後でなければ

支払うことができない。ただし、簡水事業者が必要と認めたときは、この限りで

ない。 

第２節 取得 

（取得価格） 

第８７条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。 

⑴ 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額 

⑵ 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は

製作に要した直接及び間接の費用の合計額 

⑶ 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前２号に掲げる固定資産で 

あって取得価額の不明なものについては、公正な評価額 

（購入） 

第８８条 固定資産を購入しようとするときは、第６７条の規定に準じて、簡水事

業者の決定を受けなければならない。 

（交換） 

第８９条 固定資産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に

よって、簡水事業者の決定を受けなければならない。 

⑴ 交換しようとする固定資産の名称、種類及び明細 
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⑵ 相手方の住所及び氏名 

⑶ 交換しようとする事由 

⑷ 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期 

⑸ 交換の期日その他所要事項を記載した契約書案 

⑹ その他必要と認められる事項 

（無償譲受け） 

第９０条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載し

た文書によって、簡水事業者の決定を受けなければならない。 

⑴ 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類 

⑵ 譲り受けようとする事由及び条件 

⑶ 見積価額（無形固定資産を除く。） 

⑷ 相手方の承諾書又は申請書若しくは寄附申込書 

⑸ その他必要と認められる事項 

（建設工事等） 

第９１条 建設（改良及び増設を含む。以下同じ。）工事を施行しようとするとき

は、次に掲げる事項を記載した文書によって、簡水事業者の決定を受けなければ

ならない。 

⑴ 建設工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類 

⑵ 工事を必要とする事由 

⑶ 設計書・仕様書及び図面 

⑷ 工事の方法及び期間 

⑸ 予定価額及び支出予算科目 

⑹ その他必要と認められる事項 

（工事の精算） 

第９２条 建設工事等が完成したときは、速やかに工事費の精算書及び完成図を作

成し、簡水事業者に提出しなければならない。 

２ 前項による精算が行われたときは、その精算書に基づき、あらかじめ定められ

た基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産の各科目に振り替え

なければならない。 

３ 完成した建設工事は、建設工事台帳に記載し、工事別に整理するものとする。 
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（未完成工事） 

第９３条 年度末において、未完成の工事がある場合は、未完成工事報告書を作成

し、翌年度の４月１０日までに簡水事業者に提出しなければならない。 

（建設仮勘定） 

第９４条 建設工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて

経理するものとする。 

２ 前項の工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行わなければなら

ない。 

３ 第９２条の規定は、前項の場合に準用する。 

第３節 管理及び処分 

（固定資産台帳の整備） 

第９５条 企業出納員は、固定資産の得失及び現況等を明らかにした固定資産台帳

を整備し、少なくとも年１回、固定資産の実態と照合し、その一致を確認しなけ

ればならない。 

（事故報告） 

第９６条 各担当課長は、その管理に属する固定資産が天災その他の事由により滅

失し、又は損傷を受けた場合は、第７６条の規定に準じて簡水事業者に報告しな

ければならない。 

（固定資産の用途廃止） 

第９７条 固定資産が損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用

することができなくなったものについては、簡水事業者の決定を経て用途の廃止

をすることができる。この場合において、直ちに次条に規定する売却等を行うも

ののほか、第６９条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。 

２ 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用す

る。 

（売却等） 

第９８条 前条の規定によって、用途が廃止された固定資産を売却し、撤去し、又

は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書により簡水事業者の

決定を受けなければならない。 

⑴ 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類、所在地等 
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⑵ 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由 

⑶ 予定価額 

⑷ その他必要と認められる事項 

２ 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由

により買受人がない場合、又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合

に限るものとする。 

３ 固定資産が滅失し、又は第１項の規定により売却、撤去若しくは廃棄された場

合は、その都度その割合に応じて帳簿価額を減額しなければならない。 

第４節 減価償却 

（減価償却） 

第９９条 固定資産のうち土地、建設仮勘定を除く資産は、これを償却資産とし、

毎年度減価償却を行うものとする。 

（減価償却の方法） 

第１００条 償却資産は、取得又は固定資産へ編入の翌年から定額法により減価償

却を行うものとし、原則として個別償却とする。 

２ 第１０２条に規定する取替資産については、資産の価額が１００分の５０に達

するまで定額法により減価償却を行うものとする。 

（残存価額） 

第１０１条 償却資産の残存価額は、有形固定資産については１００分の５に相当

する金額とし、無形固定資産については、零とする。 

２ 有形固定資産について残存価額に達した後において、則第１５条第３項の規定 

により帳簿価額が１円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじ

め、その旨及びその年数について簡水事業者の決裁を受けなければならない。 

（取替資産） 

第１０２条 償却資産のうち、量水器を取替資産とする。 

２ 取替資産を取替えた場合は、その取替に要した費用を経費に計上し、原則とし

て固定資産の異動整理を行わないものとする。 

第８章 引当金 

（退職給付引当金の計上方法） 

第１０３条 退職給付引当金の計上は、簡便法（当該事業年度の末日において全企
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業職員（同日における退職者を除く。）が自己の都合により退職するものと仮定

した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。）によるものとする。 

（賞与・法定福利費引当金の計上方法） 

第１０４条 賞与・法定福利費引当金の計上は、事業年度末に在籍する職員に対し

て支給が見込まれる期末手当・勤勉手当のうち、当事業年度の負担に属する支給

対象期間相当分とする。 

（貸倒引当金の計上方法） 

第１０５条 貸倒引当金の計上は、過去３年間の未収金及び当該未収金に係る不納

欠損額の実績をもとに貸倒率を算定し、事業年度末未収金に貸倒率を乗じて算出

したものとする。 

（修繕引当金の計上方法） 

第１０６条 修繕引当金の計上は、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由

で行われなかった場合において、事業の継続に不可欠な場合等、修繕の必要性が

当該事業年度において確実に見込まれるものとする。 

（特別修繕引当金の計上方法） 

第１０７条 特別修繕引当金の計上は、数事業年度ごと定期的に行われ、法令上の

義務付けがある等修繕費の発生が合理的に見込まれるものとする。 

第９章 リース会計 

（所有権移転ファイナンス・リース取引） 

第１０８条 所有権移転ファイナンス・リース取引（ファイナンス・リース取引の

うち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると

認められるものをいう。）については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計 

処理を行うものとする。ただし、次のいずれかの事項に該当するときは、則第

５５条第３号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行

うものとする。 

⑴ 購入時に費用処理するもの 

⑵ リース期間が１年以内のとき 

２ 前項の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うとき

は、則第４２条第１号の規定による注記を要しないものとする。 

（所有権移転外ファイナンス・リース取引） 
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第１０９条 所有権移転外ファイナンス・リース取引（ファイナンス・リース取引

のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転する

と認められないものをいう。）については、則第５５条第２号の規定により、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。 

２ 次の各号のいずれかの事項に該当するときは、則第４２条第１号の規定による

注記を要しないものとする。 

⑴ 購入時に費用処理するもの 

⑵ リース期間が１年以内のとき 

⑶ リース料総額が３００万円以下のもの 

（オペレーティング・リース取引） 

第１１０条 オペレーティング・リース取引（ファイナンス・リース取引以外のリ

ース取引をいう。）については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理

を行うものとする。 

２ 次の各号のいずれかの事項に該当するときは、則第４２条第２号の規定による

注記を要しないものとする。 

⑴ リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除するこ

とができるもの。 

⑵ 購入時に費用処理するもの 

⑶ リース期間が１年以内のとき 

⑷ 事前解約予告期間のもの 

⑸ リース料総額が３００万円以下のもの 

（リース会計に係る特例） 

第１１１条 則第５５条第１号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

て会計処理を行うものとする。 

第１０章 予算 

（予算原案作成方針） 

第１１２条 予算原案作成に当たっては、１０月末日までに翌年度予算原案作成方

針を立案し、簡水事業者の決定を受けなければならない。 

（予算要求書の提出） 

第１１３条 各課長は、前条の予算原案作成方針にのっとり、毎年度１１月末日ま
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でに担当する予算科目に従い予算要求書を作成し、担当課長に提出しなければな

らない。 

（予算原案等の提出） 

第１１４条 担当課長は、予算要求書を審査し、予算原案及び予算に関する説明書

並びに参考資料を作成して、簡水事業者に提出するものとする。なお、予算に関

する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものと

する。 

（予算の執行） 

第１１５条 各課長は、簡水事業の適切な経営を図るため、議決を経た予算に基づ

いてその執行計画を作成し、簡水事業者の決定を経て能率的に執行するものとす

る。 

（流用及び予備費使用の手続） 

第１１６条 予算の流用若しくは充用して使用しようとする場合は、所要の書類に

より簡水事業者の決定を受けなければならない。 

（予算超過の支出） 

第１１７条 地方公営企業法 ( 昭和２７年法律第２９２号。以下「法」という。 )

第２４条第３項の規定に基づき、予算超過の支出をしようとするときは、その経

費の名称及び金額等、所要事項を記載した文書により簡水事業者の決定を受けな

ければならない。 

２ 現金の支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出する場合

は、前項に準ずる。 

（予算の繰越） 

第１１８条 予算に定める建設又は改良に要する経費のうち、翌年度に繰り越して

使用する金額については、繰越計算書を作成して翌年度５月１０日までに簡水事

業者に提出しなければならない。 

２ 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の

行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務の生じなかったものについて翌

年度に繰り越して使用する必要がある場合、及び継続費について翌年後に逓次繰

り越して使用する場合に準用する。 

第１１章 決算 
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（決算資料の提出） 

第１１９条 各担当課長は、毎事業年度終了後２０日以内に決算に必要な資料を簡

水事業者に提出しなければならない。 

（決算整理） 

第１２０条 決算に当たっては、次に掲げる事項につき、振替により整理しなけれ

ばならない。 

⑴ 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正 

⑵ 固定資産の減価償却 

⑶ 繰延収益の償却 

⑷ 資産の評価 

⑸ 引当金の計上 

⑹ 未払費用等の経過勘定に関する整理 

⑺ 損益勘定の年度末整理 

（帳簿の締切） 

第１２１条 前条の規定により決算整理を行った後は、各帳票の勘定の締切りを行

わなければならない。 

（決算報告書等の提出） 

第１２２条 担当課長は、毎事業年度５月２０日までに次に掲げる書類を作成して

簡水事業者に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成

は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。 

⑴ 決算報告書 

⑵ 損益計算書 

⑶ 貸借対照表 

⑷ 剰余金計算書又は欠損金計算書 

⑸ 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書 

⑹ 事業報告書 

⑺ キャッシュ・フロー計算書 

⑻ 収益費用明細書 

⑼ 固定資産明細書 

⑽ 企業債明細書 
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⑾ 継続費精算報告書 

２ 前項に規定する書類の提出に当たっては、証書類及び調書等、必要な附属書類

をあわせて提出しなければならない。 

第１２章 雑則 

（計理状況の報告等） 

第１２３条 企業出納員は毎月末日、予算執行に関する月次試算表及び資金予算表

を作成し、翌月２０日までに簡水事業者に提出しなければならない。 

（諸様式） 

第１２４条 この規則に掲げる必要な帳簿、伝票、その他諸様式は、甲府市上下水

道局会計規程等附属諸様式を定める規程（昭和２８年１１月管理規程第１０号）

の水道事業における経理及び出納並びに契約に係る諸様式を準用する。 

２ この規則に定めるもののほか、財務に関する事項については、甲府市財務規則

を適用する。 

（賠償責任を有する職員の指定） 

第１２５条 法第３４条の規定による支出負担行為等の行為をする権限を有する職

員の事務を直接補助する職員の範囲は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、同表

右欄に定めるとおりとする。 

１ 支出負担行為及び簡水事業者の支出命令 部長・室長・課長 

２ 簡水事業者の支出命令が法令又は予算に違反

していないこと及び支出に係る債務が確定して

いることの確認 

経理係長 

３ 支出又は支払 企業出納員・経営企画課

の職員 

４ 契約の適切な履行を確保するため又はその給

付の完了の確認をするため必要な監督又は検査 

その監督又は検査を命ぜ

られたもの 

附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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別表第１（第１３条関係） 

簡易水道等事業勘定科目表 

収益勘定 

款  項  目 節 （科目区分の説明） 

簡易水

道等事

業収益 

    

 営業収益   主たる営業活動から生ずる収益 

 給水収益  水道料金 

 給水収益  

受託工事

収益 

 給水装置の新設又は修繕等の工事受 

託による収益 

 給水工事収益  

修繕工事収益  

給水工事手数

料 

 

その他営

業収益 

  

 材料売却収益 給水装置の新設又は修繕等に使用 

する器具、材料の販売代金 

手数料 証明手数料、材料検査手数料等 

雑収益 上記以外の営業収益 

営 業 外

収 益  

  金融及び販売活動に伴う収益、そ 

の他主たる営業活動以外から生ず 

る収益 

 受取利息

及び配当

金 

  

 預金利息  
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基金利息  

貸付金利息  

有価証券利息  

配当金  

他会計補

助金  

 収益的支出を負担することを目的 

とする他会計からの繰入金で返済 

を要しないもの 

 他会計補助金  

補助金   

 その他補助金  

長期前受

金戻入 

 則第２１条第２項又は第３項の規定 

により償却した長期前受金の額のう 

ち営業外収益として整理するもの 

 受贈財産評価

額長期前受金

戻入 

 

工事負担金長

期前受金戻入 

 

国庫補助金長

期前受金戻入 

 

一般会計補助

金長期前受金

戻入 

 

加入金長期前

受金戻入 

 

雑収益   

 賃貸料  

不用品売却収

益 

不用品の売却代金 

有価証券売却有価証券の売却代金 
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収益 

その他雑収益  

消費税及

び地方消

費税還付

金 

 納税計算による消費税及び地方消 

費税の還付金 

 消費税及び地

方消費税還付

金 

 

特 別 利

益  

  当年度の経常的利益から除外すべ 

き利益 

 固定資産

売却益 

 固定資産の売却価額が当該固定資 

産の売却時の帳簿価額を超える金額 

 固定資産売却

益 

 

過年度損

益修正益 

 前年度以前の損益の修正で利益の 

性質を有するもの 

 過年度損益修

正益 

 

その他特

別利益 

  

 その他特別利

益 

 

費用勘定 

款 項 目 節 （科目区分の説明） 

簡易水道

等事業費

用 

    

 営業費用   主たる営業活動から生ずる費用 
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 原水及び

浄水費 

 水源かん養及び原水の取入れ並び 

に原水の沪過、滅菌に係る設備の 

維持及び作業に要する費用 

 給料 職員の本給 

手当 職員の扶養、期末、勤勉、時間外 

勤務及び特殊勤務等の諸手当 

賞与引当金繰入

額 

賞与引当金として計上するための 

繰入額 

賃金 臨時職員及び人夫の賃金 

報酬 臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等 

に対する報酬 

法定福利費 事業主負担の健康保険料、厚生年 

金保険料、労働保険及び労務災害 

補償費等 

法定福利費引当 

金繰入額 

法定福利費引当金として計上する 

ための繰入額 

旅費 旅費に関する規定等に基づいて職 

員等に支給する旅費 

報償費 報償金、奨励金等 

被服費 被服貸与規定に基づいて職員に貸 

与する被服の購入費 

備消品費 事務及び工事用消耗品費並びに耐 

用年数１年未満又は取得価額１０ 

万円未満の器具、備品費 

燃料費 工事用、自動車用及び採暖用燃料費 

光熱水費 電気料金、ガス料金等 

印刷製本費 文書、図面、帳簿等の印刷費及び 

伝票、帳簿等の製本費 

通信運搬費 はがき、郵便切手、電信電話料、 

電話加入移転架設料、乗車船券 
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類、運送料等 

委託料 委託に要する費用 

手数料 公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等 

賃借料 借地料、借家料、自動車借上料等 

修繕費 有形固定資産等の維持修繕に要す 

る工事請負等の費用 

修繕引当金繰入

額 

修繕引当金として計上するための 

繰入額 

特別修繕引当金 

繰入額 

特別修繕引当金として計上するた 

めの繰入額 

路面復旧費 道路の修復費 

動力費 機械装置等の運転に必要な電力料 

及び燃料費 

薬品費 原水の沈でん及び浄水の滅菌に要 

する薬品費 

材料費 有形固定資産等の維持修繕に要す 

る諸材料費 

補償金 補償金、賠償金、見舞金等 

負担金 他会計等への事務負担金 

補助交付金 合併処理浄化槽等の維持管理に係 

る補助費 

受水費 他団体から供給を受ける原水及び 

浄水の受水に要する費用 

会費負担金 関係団体の会費負担金 

保険料 事業用財産に対する損害保険料 

公課費 自動車重量税 

ダム管理費 荒川ダムに係る事業費 

基金事業 水源かん養林の維持及び作業に要 

する費用 

雑費  
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配水費  配水池、配水管その他浄水の配水 

に係る設備の維持及び作業に要す 

る費用 

 給料  

手当  

賞与引当金繰入

額 

 

賃金  

報酬  

法定福利費  

法定福利費引当 

金繰入額 

 

旅費  

報償費  

被服費  

備消品費  

燃料費  

光熱水費  

印刷製本費  

通信運搬費  

委託料  

手数料  

賃借料  

修繕費  

修繕引当金繰入

額 

 

特別修繕引当金 

繰入額 

 

路面復旧費  

動力費  
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薬品費  

材料費  

補償金  

会費負担金  

保険料  

公課費  

負担金  

雑費  

給水費  給水装置に附属する量水器その他 

の設備の維持及び修繕に要する費用 

 給料  

手当  

賞与引当金繰入

額 

 

賃金  

報酬  

法定福利費  

法定福利費引当 

金繰入額 

 

旅費  

報償費  

被服費  

備消品費  

燃料費  

光熱水費  

印刷製本費  

通信運搬費  

委託料  

手数料  

賃借料  
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修繕費  

修繕引当金繰入

額 

 

特別修繕引当金繰

入額 

 

路面復旧費  

材料費  

補償金  

保険料  

公課費  

雑費  

受託工事

費 

 給水装置の新設又は修繕等の受託 

工事に要する費用 

 給料  

手当  

賞与引当金繰入

額 

 

賃金  

報酬  

法定福利費  

法定福利費引当金

繰入額 

 

旅費  

報償費  

被服費  

備消品費  

燃料費  

光熱水費  

印刷製本費  

通信運搬費  
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委託料  

手数料  

賃借料  

修繕費  

修繕引当金繰入

額 

 

特別修繕引当金 

繰入額 

 

工事請負費 受託工事に係る工事費 

路面復旧費  

材料費  

補償金  

保険料  

公課費  

雑費  

業務費  検針、料金調定、集金等に要する 

費用 

 給料  

手当  

賞与引当金繰入

額 

 

賃金  

報酬  

法定福利費  

法定福利費引当 

金繰入額 

 

旅費  

報償費  

被服費  

備消品費  
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燃料費  

光熱水費  

印刷製本費  

通信運搬費  

委託料  

手数料  

賃借料  

修繕費  

修繕引当金繰入

額 

 

特別修繕引当金 

繰入額 

 

保険料  

公課費  

雑費  

総係費  事業活動の全般に関連する費用 

 給料  

手当  

賞与引当金繰入額  

賃金  

報酬  

法定福利費  

法定福利費引当 

金繰入額 

 

旅費  

退職給付費 退職給付引当金として計上するた 

めの繰入額及び退職手当の支払に 

当たって不足が生じた場合の当該 

不足額 

報償費  
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被服費  

備消品費  

燃料費  

光熱水費  

印刷製本費  

通信運搬費  

広告料 広告、宣伝に要する費用 

委託料  

手数料  

賃借料  

修繕費  

修繕引当金繰入

額 

 

特別修繕引当金 

繰入額 

 

補償金  

研修費 職員の研修に要する費用 

食糧費 会議のための茶菓、弁当代等 

交際費 簡水事業者交際費 

厚生費 医務、衛生、保健、文化、体育、 

慰安等に要する費用 

補助及び交付金  

会費負担金  

保険料  

公課費  

負担金  

貸倒引当金繰入

額 

貸倒引当金として計上するための 

繰入額 

雑費  

減価償却 則第１３条、第１５条又は第１６ 
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費 条の規定による償却額 

 有形固定資産減 

価償却費 

建物、構築物、機械及び装置、車 

両運搬具、工具、器具及び備品、 

リース資産等（耐用年数１年未満 

又は取得価額１０万円未満のもの 

を除く。）の償却額 

無形固定資産減 

価償却費 

水利権、借地権、地上権、特許権、 

施設利用権及びリース資産の償却額 

資産減耗

費 

  

 固定資産除却費 有形固定資産の除却損又は廃棄損 

及び撤去費 

たな卸資産減耗

費 

たな卸資産の毀損、変質又は滅失 

による除却費及び低価法による評 

価損 

その他営

業費用 

 上記以外の営業費用 

 材料売却原価 給水装置用の販売器具、材料等の 

原価 

雑支出  

営業外費

用 

  金融及び財務活動に伴う費用、そ 

の他主たる営業活動に係る費用以 

外の費用 

 支払利息   

 企業債利息 企業債に対する利息 

借入金利息 他会計借入金、一時借入金等に対 

する利息 

雑支出   

 不用品売却原価 売却した不用品の原価 

その他雑支出  

- 150 -



消費税及

び地方消

費税 

 消費税及び地方消費税納付額 

 消費税及び地方 

消費税 

 

特別損失   当年度の経常費用から除外すべき 

損失 

 固定資産

売却損 

 固定資産の売却価額が当該固定資 

産の売却時に帳簿価額に不足する額 

 固定資産売却損  

減損損失  事業年度の末日において予測する 

ことができない減損が生じたもの 

又は減損損失を認識すべきものの 

当該生じた減損による損失又は認 

識すべき減損損失の額 

 減損損失  

災害によ

る損失 

 災害による巨額の臨時損失 

 災害による損失  

過年度損

益修正損 

 前年度以前の損益の修正で損失の 

性質を有するもの 

 過年度損益修正損  

その他特

別損失 

  

 その他特別損失  

予備費    

 予備費   

 予備費  
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整理勘定 

款 項 目 節 （科目区分の説明） 

資本的支出     

 建設改良費    

 施設費  建設又は改良工事及び資産の取得 

に係る経費 

 給料  

手当  

賞与引当金繰入額  

賃金  

報酬  

法定福利費  

法定福利費引当 

金繰入額 

 

旅費  

報償費  

被服費  

備消品費  

燃料費  

光熱水費  

印刷製本費  

通信運搬費  

委託料  

手数料  

賃借料  

修繕費  

工事請負費 有形固定資産の建設又は改良のた 

め支出した工事費 

路面復旧費  
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材料費  

補償金  

固定資産購入費  

負担金  

補助交付金  

会費負担金  

保険料  

公課費  

雑費  

拡張費   

 給料  

手当  

賞与引当金繰入額  

賃金  

報酬  

法定福利費  

法定福利費引当 

金繰入額 

 

旅費  

報償費  

被服費  

備消品費  

燃料費  

光熱水費  

印刷製本費  

通信運搬費  

委託料  

手数料  

賃借料  

修繕費  
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工事請負費  

路面復旧費  

材料費  

補償金  

固定資産購入費  

負担金  

補助交付金  

会費負担金  

保険料  

公課費  

雑費  

資産勘定 

款 項 目 節 （科目区分の説明） 

固定資産     

 有形固定

資産 

  土地、建物、構築物、機械、器具 

及び備品等（耐用年数１年未満又 

は取得価格が１０万円未満のもの 

を除き、将来営業の用に供する目 

的をもって所有する資産、例えば 

遊休施設、未稼働設備を含む。） 

 土地  事業用敷地及び公舎敷地、運動場 

等の経営附属用土地等であり、土 

地の取得に関して要した費用、買 

収費、買収手数料、整地費（建物 

又は構築物に直接関係あるものを 

除く。）及び測量費の合計額 

 事務所用地 本庁舎用地等もっぱら事務所のた 

めに用いる土地 

施設用地 浄水場用地等施設のために用いる 
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土地（施設に附属する事務所の用 

地を含む。） 

その他の土地  

建物  事務所、作業場、倉庫、車庫のほ 

か公舎その他経営附属用建物及び 

建物と一体をなす暖房、照明、通 

風等の附属設備、買収建物を使用 

するために要した模様替、改造等 

の費用及び建物に直接関係ある整 

地費を含む。 

 事務所用建物 本庁舎、営業所等もっぱら事務所 

の用に供されている建物 

施設用建物 取水、貯水、浄水、配水等の作業 

施設の用に供されている建物 

その他建物  

建物減価

償却累計

額 

  

 事務所用建物減 

価償却累計額 

 

施設用建物減価 

償却累計額 

 

その他建物減価 

償却累計額 

 

構築物  貯水池、浄水池、トンネルその他 

土地に定着する土地施設又は工作物 

 原水及び浄水設

備 

取水から沈でん、沪過を経て、浄 

水を終わるまでの作業用設備 

送配水及び給水 

設備 

浄水の送配給水設備 

- 155 -



その他構築物  

構築物減

価償却累

計額 

  

 原水及び浄水設 

備減価償却累計

額 

 

配水及び給水設 

備減価償却累計

額 

 

その他構築物減 

価償却累計額 

 

機械及び

装置 

 機械、装置及びコンベヤ等の運搬 

設備並びにこれらの附属品 

 電気設備 電動機、変圧器等及び所内配電設 

備（建物に含むものを除く。） 

内燃設備 自家発電のための内燃設備 

ポンプ設備 ポンプ及びこれに直結し、分離し 

難い電動機等の電気設備 

塩素滅菌設備 塩素投入装置等塩素滅菌のための 

設備 

量水器 直接需要者の用に供している量水 

用計器 

その他機械装置  

機械及び

装置減価

償却累計

額 

  

 電気設備減価償 

却累計額 
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内燃設備減価償 

却累計額 

 

ポンプ設備減価 

償却累計額 

 

塩素滅菌装置減 

価償却累計額 

 

量水器減価償却 

累計額 

 

その他機械設備 

減価償却累計額 

 

車両運搬具  自動車、その他陸上運搬具 

 車両運搬具  

車両運搬

具減価償

却累計額 

  

 車両運搬具減価 

償却累計額 

 

工具、器

具及び備

品 

 機械及び装置の附属設備に含まれ 

ない器具及び電話設備、金庫、タ 

イプライター、机等の備品で耐用 

年数１年以上であり、かつ、取得 

価額が１０万円以上のもの 

 工具、器具及び 

備品 

 

工具、器

具及び備

品減価償

却累計額 

  

 工具、器具及び 

備品減価償却累 
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計額 

リース資

産 

 有形固定資産（建設仮勘定を除 

く。）に係るファイナンス・リー 

ス取引におけるリース資産 

 所有権移転リー 

ス資産 

 

所有権移転外リ 

ース資産 

 

リース資

産減価償

却累計額 

  

 所有権移転リー 

ス資産減価償却 

累計額 

 

所有権移転外リ 

ース資産減価償 

却累計額 

 

建設仮勘

定 

 有形固定資産の建設又は改良のた 

め支出した建設改良費（前払金等 

を含む。） 

 建設仮勘定  

その他有

形固定資

産 

 上記以外の有形固定資産 

 その他有形固定 

資産 

 

その他有

形固定資

産減価償

却累計額 
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 その他有形固定 

資産減価償却累 

計額 

 

無形固定

資産 

  有償取得した水利権、借地権、地 

上権、特許権、施設利用権 

 水利権  河川法（昭和３９年法律第１６７

号）第２３条から第２８条までに規 

定する権利 

 水利権  

借地権  土地の上に設定された民法（明治 

２９年法律第８９号）第６０１条に 

規定する権利 

 借地権  

地上権  民法第２６５条に規定する権利 

 地上権  

特許権  特許法（昭和３４年法律第１２１

号）第２９条に規定する権利 

 特許権  

施設利用

権 

 電気ガス供給施設利用権（電気事 

業者又はガス事業者に対して電気 

又はガスの供給施設を設けるため 

に要する費用を負担し、その施設 

を利用して電気又はガスの供給を 

受ける権利）等 

 施設利用権  

リース資

産 

 無形固定資産（営業権を除く。） 

に係るファイナンス・リース取引 

におけるリース資産 

 所有権移転リー 

ス資産 
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所有権移転外リ 

ース資産 

 

投資その

他の資産 

   

 投資有価

証券 

 金融商品取引法（昭和２３年法律 

第２５号）第２条に規定する有価 

証券で投資の目的を持って所有す 

るもの 

 地方債  

国債  

株式  

社債  

その他有価証券  

出資金   

 出資金  

長期貸付

金 

 返済期日が貸借対照表から起算し 

て１年以上のもの 

 一般貸付金 他会計に対する長期貸付金以外の 

もの 

他会計貸付金 他会計への長期貸付金 

貸倒引当

金 

 長期貸付金の回収不能による損失 

に備えるために引き当てるもの 

基金  基金設置条例に基づき特定預金等 

の形態で保有するもの 

 水源涵養林保護 

基金 

水源涵養林保護育成事業を推進す 

るための基金 

その他投

資 

 上記以外の投資の性質を有するも 

の 

 その他投資  

流動資産     
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 現金・預

金 

  現金、当座預金、支払期限の到来 

した公社債の利札、小切手、郵便 

為替証書、郵便振替貯金証書等 

 現金   

 現金  

預金  貸借対照表日から起算して１年以 

内に期限が到来する定期預金、普 

通預金等 

 預金  

未収金    

 営業未収金  営業活動に係る収益の未収入額 

 未収給水益 水道料金の未収入額 

未収受託工事収益 受託工事代金の未収入額 

その他営業未収金 有料修理金、手数料等の未収入額 

営業外未

収金 

  

 未収受取利息 預金、貸付金利息等の未収入額 

未収消費税及び 

地方消費税還付

金 

 

その他営業外未 

収金 

不用品売却代金、賃借料等の未収 

入額 

その他未

収金 

 固定資産売却代金等上記以外の未 

収金 

 その他未収金  

貸倒引当

金 

  未収金の回収不能による損失に備 

えるために引き当てるもの 

 貸倒引当金   

 貸倒引当金  

有価証券   一時的所有を目的とする有価証券 

- 161 -



（差入保証金の代用として提供さ 

れたもので短期間内に返却される 

ものを除く。） 

有価証券   

 有価証券  

貯蔵品   いまだに使用に供されていない材 

料並びに耐用年数１年未満又は取 

得価額が１０万円未満の工具、器 

具及び備品（固定資産の建設、改 

良に使用するため取得されたもの 

で建設仮勘定に属するものを除 

く。） 

原材料  金属材料等 

 原材料  

貯蔵量水器  貯蔵中の量水器 

 貯蔵量水器  

消耗工

具、器具 

及び備

品、消耗

品 

 耐用年数１年未満又は取得価額が 

１０万円未満の工具、器具及び備 

品、文具、用紙等の事務用品等 

その他貯

蔵品 

 廃材、用途廃止の機械器具等上記 

以外の貯蔵品 

 その他貯蔵品  

短期貸付金    

 一般短期

貸付金 

 他会計以外に対する短期貸付金 

 一般短期貸付金  

他会計貸

付金 

 他会計に対する短期貸付金 
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  他会計貸付金  

貸倒引当金   短期貸付金の回収不能による損失 

に備えるため引き当てるもの 

 貸倒引当金   

  貸倒引当金  

前払費用   前払賃借料、前払利息等一定の契 

約に従い、継続的に役務の提供を 

受ける場合、いまだ提供をされて 

いない役務に対して支払われた対 

価で貸借対象表日から起算して１ 

年以内に費用となるもの 

 前払費用   

 前払費用  

前払金   物品等の購入、工事の請負等に際 

して前払された金額で前払費用に 

属しないもの 

営業前払金   

営業外前

払金 

  

その他前

払金 

  

前払消費

税及び地

方消費税 

  

その他流

動資産 

   

 保管有価

証券 

 差入保証金の代用として提供を受 

けた有価証券で短期間内に返却す 

る見込みのもの 

仮払消費  
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税及び地

方消費税 

特定収入

仮払消費

税及び地

方消費税 

  

その他雑

流動資産 

 上記以外の流動資産 

資本勘定 

款 項 目 節 （科目区分の説明） 

資本金     

 資本金    

 固有資本金  企業開始の時（地方公営企業法 

（昭和２７年法律第２９２号）適 

用の時）における引継資本金の額 

 固有資本金  

出資金  他会計からの出資金の額 

 出資金  

組入資本金  剰余金から資本金に組み入れた額 

 組入資本金  

剰余金     

 資本剰余金    

 再評価積

立金 

 令附則第１１項及び第１２項の規定に

より資産の再評価を行った場合におけ

る再評価価額から再評価以前の帳簿価

額を控除した額 

 再評価積立金  

受贈財産

評価額 

 償却資産以外の固定資産の贈与を 

受けた財産の評価額 
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 受贈財産評価額  

寄附金  償却資産以外の固定資産の取得又 

は改良に充てた寄附金 

 寄附金  

工事負担

金 

 

 

償却資産以外の固定資産の取得又 

は改良に充てた工事負担金 

 工事負担金  

建設改良

補助金 

 償却資産以外の固定資産の取得又 

は改良に充てた補助金 

 国庫補助金  

一般会計補助金  

加入金  償却資産以外の固定資産の取得又 

は改良に充てた加入金 

 加入金  

保険差益  固定資産の帳簿価額と当該固定資 

産の滅失により保険契約に基づい 

て受け取った保険金との差額 

 保険差益  

その他資

本剰余金 

 上記以外の資本剰余金 

 その他資本剰余金  

利益剰余金    

 減債積立

金 

 企業債の償還に充てるために積み 

立てた額 

 減債積立金  

利益積立金  欠損金をうめるために積み立てた額 

 利益積立金  

建設改良

積立金 

 建設又は改良のために積み立てた額 

 建設改良積立金  
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当年度未

処分利益

剰 余 金

（当年度

未処理欠

損金） 

 当年度末における繰越利益剰余金 

（繰越欠損金）の額に当年度の純 

利益（純損失）の金額を加減した 

額 

 繰越利益剰余金 

年度末残高（繰 

越欠損金年度末 

残高） 

前年度未処分利益剰余金（前年度 

未処理欠損金）の額から前年度利 

益剰余金処分額（前年度欠損金処 

理額）を控除して得た繰越利益剰 

余金（繰越欠損金）の額 

当年度純利益 

（当年度純損失） 

当年度の損益取引の結果発生した 

純利益（純損失額） 

未処分利

益剰余金 

  

 その他未処分利 

益剰余金変動額 

 

負債勘定 

款 項 目 節 （科目区分の説明） 

固定負債     

 企業債    

 建設改良

費等の財

源に充て

るための

企業債 

 建設改良費等（建設若しくは改良 

に要する経費又は地方債に関する 

省令（平成１８年総務省令第５４ 

号）第１２条に規定する公営企業 

の建設又は改良に要する経費に準 

ずる経費をいう。以下同じ。）の 

財源に充てるために発行する企業 

債（１年内に償還期限の到来する 
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ものを除く。） 

その他の

企業債 

 建設改良費等以外の財源に充てる 

ために発行する企業債（１年内に 

償還期限の到来するものを除く。） 

他会計借

入金 

   

 建設改良

費等の財

源に充て

るための

長期借入

金 

 建設改良費等の財源に充てるため 

に他の会計から繰り入れた借入金 

（１年内に返済期限の到来するも 

のを除く。） 

その他の

長期借入

金 

 建設改良費等以外の財源に充てる 

ために他の会計から繰り入れた借 

入金（１年内に返済期限の到来す 

るものを除く。） 

リース債

務 

  ファイナンス・リース取引におけ 

るリース債務（１年内に支払期限 

の到来するものを除く。） 

 リース債

務 

  

引当金    

 退職給付

引当金 

 将来生ずることが予想される職員 

に対する退職手当の支払に充てる 

ための引当額（１年内に使用され 

る見込みのものを除く。） 

 退職給付引当金  

特別修繕

引当金 

 数事業年度ごとに定期的に行われ 

る特別の大修繕に備えて計上する 

引当金（１年内に使用される見込 
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みのものを除く。） 

 特別修繕引当金  

その他固

定負債 

 上記以外の固定負債 

 その他固定負債  

流動負債     

 一時借入

金 

  借入金等で貸借対照表日から起算 

して１年内に返還又は支払を要す 

るもの 

企業債    

 建設改良

費等の財

源に充て

るための

企業債 

 １年内に償還期限の到来する建設 

改良費等の財源に充てるために発 

行する企業債 

その他の

企業債 

 １年内に償還期限の到来する建設 

改良費等以外の財源に充てるため 

に発行する企業債 

他会計借

入金 

   

 建設改良

費等の財

源に充て

るための

長期借入

金 

 １年内に返済期限の到来する建設 

改良費等の財源に充てるために他 

の会計から繰り入れた借入金 

その他の

長期借入

金 

 １年内に返済期限の到来する建設 

改良費等以外の財源に充てるため 

に他の会計から繰り入れた借入金 

リース債  １年内に支払期限の到来するファ 
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務 イナンス・リース取引におけるリ 

ース債務 

 リース債務   

未払金   特定の契約等によりすでに確定し 

ている短期的債務でまだその支払 

を終らないもの（未払費用に属す 

るものを除く。） 

 営業未払

金 

 営業活動に係る通常の取引により 

発生する未払金 

営業外未

払金 

  

 未払消費税及び 

地方消費税 

 

その他営業外未 

払金 

 

その他未

払金 

 固定資産等購入代金の未払額、償 

還期限経過後の企業債の未償還額 

等上記以外の未払金 

 その他未払金  

未払費用   未払利息、未払賃借料等一定の契 

約に従い、継続的に役務の提供を 

受ける場合、すでに提供を受けた 

役務の対価の未払額 

 未払費用   

 未払費用  

前受金    

 営業前受

金 

 前受水道料金、前受受託工事代金 

等主たる営業活動に係る収益の前 

受金 

 営業前受金  
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営業外前

受金 

 前受利息、前受賃貸料等金融及び 

財務活動に伴う収益その他主たる 

営業活動以外から生ずる収益の前 

受金 

 営業外前受金  

その他前

受金 

 固定資産売却代金等上記以外の収 

入の前受額 

 その他前受金  

引当金    

 賞与引当

金 

 翌事業年度に支払う賞与のうち、 

当年度負担相当額を見積もり計上 

する引当金 

法定福利

引当金 

  

修繕引当

金 

 企業の所有する設備等について、 

毎事業年度行われる通常の修繕が 

何らかの理由で行われなかった場 

合において、その修繕に備えて計 

上する引当金 

特別修繕

引当金 

 数事業年度ごとに定期的に行われ 

る特別の大修繕に備えて計上する 

引当金のうち１年内に使用される 

見込みのもの（企業会計の取扱い 

上は、１年内の使用額を正確に算 

定できないため、特別修繕引当金 

全額を固定負債に計上することが 

通例であることから、地方公営企 

業においても同様の取扱いをする 

こととして差し支えないものであ 

ること。） 
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その他流

動負債 

  預り金、預り有価証券等上記以外 

の流動負債 

 仮受消費

税及び地

方消費税 

  

繰延収益     

 長期前受

金 

  償却資産の取得又は改良に充てる 

ための補助金、負担金その他これ 

らに類するものの交付を受けた場 

合におけるその交付を受けた金額 

に相当する額及び償却資産の取得 

又は改良に充てるために起こした 

企業債の元金の償還に要する資金 

に充てるため一般会計又は他の特 

別会計から繰入れを行った場合に 

おけるその繰入金の額 

 長期前受金   

 再評価積立金長 

期前受金 

 

受贈財産評価額 

長期前受金 

 

寄附金長期前受金  

工事負担金長期 

前受金 

 

国庫補助金長期 

前受金 

 

一般会計補助金 

長期前受金 

 

加入金長期前受金  

長期前受   
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金収益化

累計額 

 長期前受

金収益化

累計額 

  

 再評価積立金長 

期前受金収益化累

計額 

 

受贈財産評価額 

長期前受金収益 

化累計額 

 

寄附金長期前受 

金収益化累計額 

 

工事負担金長期 

前受金収益化累 

計額 

 

国庫補助金長期 

前受金収益化累 

計額 

 

一般会計補助金 

長期前受金収益 

化累計額 

 

加入金長期前受 

金収益化累計額 
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別表第２（第５２条関係） 

甲府市簡易水道等事業出納取扱金融機関 

株式会社 山梨中央銀行 

別表第３（第５２条関係） 

甲府市簡易水道等事業収納取扱金融機関 

株式会社 三井住友銀行 

株式会社 りそな銀行 

甲府信用金庫 

山梨信用金庫 

中央労働金庫 

山梨県民信用組合 

山梨県信用農業協同組合連合会 

笛吹農業協同組合 

山梨みらい農業協同組合 

株式会社ゆうちょ銀行（口座振替に限る。） 
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 甲府市事務分掌規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第９号 

   甲府市事務分掌規則等の一部を改正する規則 

 （甲府市事務分掌規則の一部改正） 

第１条 甲府市事務分掌規則（平成８年３月規則第１０号）の一部を次のように改 

 正する。 

  第３条第１項ただし書を次のように改める。 

   ただし、健康支援センター（保健所を含む。）及び健康長寿室（保健所を含

む。）に置く課及び係等は、保健所に置かれた課及び係等とし、健康支援セン

ターに置く課及び係等は、健康長寿室に置かれた課及び係等とする。 

  第３条第１項の表市長直轄組織、市長室の項中  

 「 

シティプロモーション課 広報係、プロモーション推進係 

                             」 

 「 

国際交流課 国際交流係 

                             」 

 の次に次のように加える。 

第３条第１項の表市長直轄組織、危機管理室、防災企画課の項中「防災係」を

「防災企画係」に改め、同表市長直轄組織、危機管理室、防災指導課の項中「指

導係」を「地域防災係」に改め、同表総務部、行政管理室、職員課の項中「人材

育成係」を「人材育成係、研修係」に改め、同表総務部、行政管理室、事務効率

情報戦略室 情報発信課 広報係、プロモーション推進係、移住定住係 

記念事業課 記念事業係 

を 

に改め、同項  

- 174 -



課の項を次のように改める。 

業務管理課 事務管理係、組織係 

第３条第１項の表企画部、企画総室、国際交流課の項を削り、同表企画部、企

画経営室、財政課の項中「計画調整係」を「主計係」に改め、同項の次に次のよ

うに加える。 

連携推進課      自治体連携係、公民連携係 

第３条第１項の表企画部、記念事業室の項を削り、同表市民部、市民協働室、

協働推進課の項中「、協働推進係」を削り、同項の次に次のように加える。 

協働支援課 地域連携係 

第３条第１項の表福祉保健部（福祉事務所）、福祉保健総室の項の次に次のよ

うに加える。 

健康長寿室（保健所

を含む。） 

健康政策課 健康生きがい係、医療介護支援係 

地域保健課 地域保健係、保健予防係、食育係 

第３条第１項の表福祉保健部（福祉事務所）、健康支援センター（保健所を含

む。）の項中 

 「 

健康政策課 庶務係、健康政策係 

健康増進課 保健係、食育係 

                            」 

 「 

精神保健課 精神保健係 

                            」 

表福祉保健部（福祉事務所）、長寿支援室の項を次のように改める。 

福祉支援室 生活福祉課 保護係、保護事務係、生活支援係 

高齢者福祉課 高齢者支援係、医療係 

介護保険課 経営係、保険給付係、滞納整理係、認

定係 

障がい福祉課 医療支援係、サービス支援係、相談支

援係 

第３条第１項の表子ども未来部（福祉事務所）、子ども未来総室、総務課の項

を 

に改め、同  
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の次に次のように加える。 

子ども応援課 子ども応援係、青少年係 

 第３条第１項の表子ども未来部（福祉事務所）、子ども未来総室、子ども支援

課の項を次のように改める。 

子育て支援課 子ども相談センター、子育て支援係 

第３条第１項の表産業部、産業総室、総務課の項中「庶務係」を「庶務係、ふ

るさと納税係」に改め、同表産業部、農林振興室、林政課の項中「、水源保全

係」を削る。 

第３条第１項の表まちづくり部の項を次のように改める。 

まちづくり

部 

まちづくり総室 総務課 庶務係 

住宅課 住宅係、経理係 

空き家対策課 空き家対策係 

まち開発室 都市計画課 計画係、指導係 

産業立地課 産業立地係 

区画整理課 換地補償係、工事係 

まち整備室 都市整備課 工事係、用地係 

公園緑地課 公園係、動物園整備係 

道路河川課 用地係、道路係、河川係 

地籍調査課 地籍係 

施設整備室 建築指導課 審査係、指導係 

建築営繕課 建築係、営繕係、設備係 

リニア交通室 リニア政策課 リニア政策係 

交通政策課 交通政策係 

第３条第２項中「健康支援センター」を「健康長寿室に置く課、健康支援セン

ター」に、「長寿支援室介護保険課及び介護予防課」を「福祉支援室介護保険

課」に、「子ども未来総室子ども支援課青少年係」を「子ども未来総室子ども応

援課青少年係」に改める。 

 第８条第６項の表を次のように改める。 

室等 担当課長 分掌事務 

市長室 市民の声担当課長 市政への苦情処理に関すること。 
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危機管理室 危機管理担当課長 危機管理対策の調査及び研究に関

すること。 

契約管財室 指導検査担当課長 工事検査に係る指導検査等業務に

関すること。 

公共施設マネジメン

ト担当課長 

ファシリティマネジメントの推進

に関すること。 

健康支援センター 感染症担当課長 感染症に係る高度な専門的事項に

関すること。 

産業総室 中心街再生担当課長 中心市街地の再生に関すること。 

まち開発室 地域デザイン担当課

長 

甲府市都市計画マスタープランの

地域別構想の策定及び推進に関す

ること。 

施設整備室 公共施設保全担当課

長 

市有施設の保全計画の策定及び推

進に関すること。 

 第１９条第２項中「福祉保健部健康支援センター健康増進課」を「福祉保健部

健康長寿室地域保健課」に改める。 

 第１９条の３及び第１９条の４中「福祉保健部健康支援センター健康政策課」

を「福祉保健部健康長寿室健康政策課」に改める。 

 第２０条中「福祉保健部健康支援センター医務感染症課」を「福祉保健部健康

支援センター生活衛生薬務課」に改める。 

 第２３条、第２３条の３及び第２３条の４中「福祉保健部長寿支援室高齢者福

祉課」を「福祉保健部福祉支援室高齢者福祉課」に改める。 

 第２５条の３第１項の表中「甲府市丸の内一丁目１８番１号」を「甲府市宝二

丁目８番１９号」に改め、同条第２項中「子ども未来部子ども未来総室子ども支

援課」を「子ども未来部子ども未来総室子ども応援課」に改める。 

 第３０条の２中「まちづくり部まち保全室公園緑地課」を「まちづくり部まち

整備室公園緑地課」に改める。 

 第３１条の見出しを「（道路公園等保全センター）」に改め、同条第１項中

「補修センター」を「道路公園等保全センター」に改め、同項の表を次のように

改める。 
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名称 位置 

甲府市道路公園等保全センター 甲府市上町６０１番地４ 

 第３１条第２項中「補修センター」を「道路公園等保全センター」に、「まち

づくり部まち保全室道路河川課」を「まちづくり部まち整備室道路河川課」に改

め、同項に次の１号を加える。 

⑹ 公園樹木、街路樹等の保全に関すること。 

 第３６条第２項第４号中「福祉保健部健康支援センター健康増進課長」を「福

祉保健部健康長寿室地域保健課長」に改め、同項第５号中「福祉保健部健康支援

センター医務感染症課感染症係長」を「福祉保健部健康支援センター生活衛生薬

務課生活衛生薬務係長」に改め、同項第６号中「子ども未来部子ども未来総室子

ども支援課長」を「子ども未来部子ども未来総室子ども応援課長」に改める。 

 第４４条の見出しを「（経営企画会議）」に改め、同条中「企画経営会議」を

「経営企画会議」に改め、同条第３項の表経営改革部会の項の次に次のように加

える。 

戦略推進部会 重点施策等に関する事項 

 第４６条第２項中「市長室長」の次に「、情報戦略室長、危機管理室長」を加

える。 

 別表第１市長直轄組織、市長室、秘書課の項に次の２号を加える。 

⑺ 市長室内の文書の総括指導に関すること。 

⑻ 市長室内の庶務に関すること。 

別表第１市長直轄組織、市長室、秘書課の項の次に次のように加える。 

国際交流課 ⑴ 国際交流の推進に関すること。 

⑵ 東京オリンピック・パラリンピックに関すること。 

別表第１市長直轄組織、市長室、シティプロモーション課の項を削り、同表市

長直轄組織、市長室の項の次に次のように加える。 

情報戦略室 情報発信課 ⑴ 広報に関すること。 

⑵ 広報刊行物の発行及び各種広報媒体の活用に

関すること。 

⑶ 市勢情報の調整及び分析に関すること。 

⑷ 市の情報発信の調整に関すること。 
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⑸ 報道機関との連絡調整に関すること。 

⑹ 移住定住に係る情報発信に関すること。 

⑺ 情報戦略室内の文書の総括指導に関すること。 

⑻ 情報戦略室内の庶務に関すること。 

記念事業課 ⑴ 記念事業の企画及び調整に関すること。 

⑵ 記念事業の実行委員会の運営及び記念事業の

推進に関すること。 

別表第１市長直轄組織、危機管理室、危機管理課の項第４号及び第５号中「市

長直轄組織」を「危機管理室」に改め、同表総務部、行政管理室、職員課の項第

８号中「企画経営会議人創り改革部会」を「経営企画会議人創り改革部会」に改

め、同表総務部、行政管理室、事務効率課の項を次のように改める。 

業務管理課 ⑴ 事務改善に関すること。 

⑵ 帳票の管理に関すること。 

⑶ 内部統制に関すること。 

⑷ 組織の総合管理並びに職員の定数管理に関すること。 

⑸ 市の委員会、委員に係る市長の権限に属する事務に関す

ること（組織に関するものに限る。）。 

⑹ 経営企画会議業務改革部会に関すること。 

⑺ 事務室の配置に関すること。 

別表第１企画部、企画総室、総務課の項第１号中「企画経営会議」を「経営企

画会議」に改め、同項第３号中「ふるさと納税」を「中核市」に改め、同表企画

部、企画総室、企画課及び国際交流課の項を次のように改める。 

企画課 ⑴ 市政の基本方針に関すること。 

⑵ 政策形成並びに政策課題の調査及び研究並びに特命事項

に関すること。 

⑶ 国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）に基づく市

町村計画に関すること。 

⑷ 公共用地の取得及び処分の調整に関すること。 

⑸ 地方分権に関すること。 

⑹ 自治基本条例に関すること。 
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⑺ 人口減少対策に関すること。 

⑻ 中心市街地の活性化に関すること。 

⑼ 南部及び北部中山間地域の振興に関すること。 

⑽ リゾート計画に関すること。 

⑾ 過疎地域自立促進計画に関すること。 

⑿ 編入合併地域に係るサービスの調整及び当該地域の振興

に関すること。 

⒀ 経営企画会議戦略推進部会に関すること。 

⒁ 総合調整及び部間調整に関すること。 

別表第１企画部、企画経営室、行政経営課の項第３号中「外部評価」を「行政

評価」に改め、同項第５号中「企画経営会議経営改革部会」を「経営企画会議経

営改革部会」に改め、同項に次の１号を加える。 

⑹ 総合計画に関すること。 

別表第１企画部、企画経営室、財政課の項第１１号から第１４号までを削り、

同項の次に次のように加える。 

連携推進課 
⑴ 広域行政に関すること。 

⑵ 市町村合併に関すること。 

⑶ 自治体連携に関すること。 

⑷ 公民連携に関すること。 

別表第１企画部、記念事業室の項を削り、同表市民部、市民協働室、協働推進

課の項の次に次のように加える。 

協働支援課 ⑴ 市民団体等の交流・連携に関すること。 

⑵ 地域支援拠点の運営に関すること。 

⑶ 協働を推進するための支援に関すること。 

別表第１福祉保健部（福祉事務所）、福祉保健総室、総務課の項中第７号を削

り、第８号を第７号とし、第９号を第８号とする。 

別表第１福祉保健部（福祉事務所）、福祉保健総室の項の次に次のように加え

る。 

健康長寿室 健康政策課 ⑴ 保健所及び保健センター業務の調整に関する 

こと。 
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⑵ 保健所運営協議会に関すること。 

⑶ 健康都市構想に関すること。 

⑷ 保健計画の策定に関すること。 

⑸ 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関 

すること。 

⑹ 保健師の現任教育に関すること。 

⑺ 健康の杜センターに関すること。 

⑻ いきいきプラザに関すること。 

⑼ 墓地及び埋火葬に関すること。 

⑽ 公衆衛生の普及及び向上に関すること。 

⑾ 継続看護の推進に関すること。 

⑿ 医師の臨床研修に関すること。 

⒀ 保健師の統括に係る支援に関すること。 

⒁ 地域包括支援体制に関すること。 

⒂ 介護予防・生活支援体制の推進に関すること。 

⒃ 包括的支援事業に関すること。 

⒄ 地域包括支援センターの運営に関すること。 

⒅ 地域包括支援センター運営協議会に関するこ

と。 

⒆ 在宅医療及び介護連携に関すること。 

⒇ 認知症の高齢者に関すること。 

（２１） 簡易水道等事業に関すること。 

地域保健課 ⑴ 保健計画の推進に関すること（母子保健課が 

所管するものを除く。）。 

⑵ 食育推進計画に関すること。 

⑶ 食育基本法（平成１７年法律第６３号）によ 

る地域の食育に関すること（母子保健課が所管

するものを除く。）。 

⑷ 健康増進法（平成１４年法律第１０３号）に 
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関すること（母子保健課が所管するものを除

く。）。 

⑸ 地域保健法（昭和２２年法律第１０１号）に 

よる地域保健事業に関すること（母子保健課が

所管するものを除く。）。 

⑹ 健康づくり及びその推進に関すること（母子 

保健課が所管するものを除く。）。 

⑺ 保健センターに関すること。 

⑻ 結核検診に関すること。 

⑼ 難病及び特定疾病対策に関すること。 

⑽ 歯科保健に関すること。 

⑾ 特定保健指導の支援に関すること。 

⑿ 介護保険事業の技術援助に関すること。 

⒀ 高齢者の虐待に関すること。 

⒁ 栄養士及び看護師等実習の指導に関すること。 

⒂ 地域担当保健師に関すること。 

別表第１福祉保健部（福祉事務所）、健康支援センター（保健所）、健康政策

課の項を次のように改める。 

精神保健課 ⑴ 精神保健に関すること。 

⑵ 自殺対策に関すること。 

別表第１福祉保健部（福祉事務所）、健康支援センター（保健所）、健康増進

課の項を削り、同表福祉保健部（福祉事務所）、健康支援センター（保健所）、

医務感染症課の項中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第４号とし、

第６号中「許認可」を「許可」に、「監視指導」を「監視指導等」に改め、同号

を同項第５号とし、同項第７号中「登録衛生検査所」を「衛生検査所」に改め、

同号を同項第６号とし、第８号から第１４号までを１号ずつ繰り上げ、同項第

１５号を削り、同表福祉保健部（福祉事務所）、健康支援センター（保健所）、

生活衛生薬務課の項第１７号中「簡易水道等事業」を「斎場」に改め、同号の次

に次の１号を加える。 
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⒅ 健康増進法（平成１４年法律第１０３号）に関すること（地域保健課及び

母子保健課が所管するものを除く。）。 

別表第１福祉保健部（福祉事務所）、長寿支援室の項を次のように改める。 

福祉支援室 生活福祉課 ⑴ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に

よる保護の措置に関すること。 

⑵ 光風寮に関すること。 

⑶ 行旅病人及び行旅死亡人並びにこれらに準ず

る者の取扱いに関すること。 

⑷ ホームレスに関すること。 

⑸ 引揚者等に関すること。 

⑹ 法外扶助に関すること。 

⑺ 災害援護に関すること。 

⑻ 医療券交付及び統計に関すること。 

⑼ 災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付

けに関すること。 

⑽ 中国残留邦人等への支援に関すること。 

⑾ 生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第

１０５号）による支援に関すること。 

⑿ 保護施設に関すること。 

⒀ 指定医療機関等に関すること。 

⒁ 無料低額診療事業等に関すること。 

高齢者福祉

課 

⑴ 在宅高齢者に関すること。 

⑵ 高齢者の生きがい対策に関すること。 

⑶ 福祉センターに関すること。 

⑷ 上九の湯ふれあいセンターに関すること。 

⑸ 老人デイサービスセンターに関すること。 

⑹ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）に

よる福祉の措置に関すること。 

⑺ 老人福祉施設に関すること。 
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⑻ 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７

年法律第８０号。以下「高齢者医療確保法」と

いう。）による保健事業に関すること。 

⑼ 後期高齢者医療制度に関すること。 

⑽ 健康保険法等の一部を改正する法律（平成

１８年法律第８３号）附則第３２条の規定によ

りなお従前の例によるとされた同法第７条の規

定による改正前の老人保健法（昭和５７年法律

第８０号。以下「改正前老人保健法」とい

う。）による保健事業（医療に限る。）に関す

ること。 

⑾ 高齢者保健福祉計画の推進に関すること。 

⑿ 成年後見制度に関すること。 

介護保険課 ⑴ 介護保険事業の企画及び運営に関すること。 

⑵ 介護保険市民運営協議会に関すること。 

⑶ 介護保健サービスに関すること。 

⑷ 被保険者の資格に関すること。 

⑸ 介護保険料の賦課、徴収及び滞納処分に関す

ること。 

⑹ 保険給付に関すること。 

⑺ 介護認定審査会に関すること。 

⑻ 要介護及び要支援認定に関すること。 

⑼ 後期高齢者医療保険料の徴収及び滞納処分に

関すること。 

⑽ 福祉総合相談に関すること。 

⑾ 第１号事業支給費の支給に関すること。 

障がい福祉

課 

⑴ 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保

健福祉手帳に関すること。 

⑵ 障害福祉サービスに関すること。 
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⑶ 在宅障害児（者）に関すること。 

⑷ 自立支援医療に関すること。 

⑸ 重度心身障害者医療費の助成に関すること。 

⑹ 障害者センターに関すること。 

⑺ 障害者の社会参加促進に関すること。 

⑻ 心身障害児（者）に係る手当に関すること。 

⑼ 補装具費の給付に関すること。 

⑽ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（平成１７年法律第１２３

号）による地域生活支援事業に関すること。 

⑾ 社会福祉事業団に関すること。 

⑿ 障害者計画及び障害福祉計画並びに障害児福

祉計画の推進に関すること。 

⒀ 戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭和２７年法

律第１２７号）に関すること。 

⒁ 発達障害児（者）に関すること。 

⒂ 身体障害者相談員及び知的障害者相談員に関

すること。 

別表第１子ども未来部（福祉事務所）、子ども未来総室、子ども支援課の項を

次のように改める。 

子ども応援課 ⑴ 子ども施策の調査研究に関すること。 

⑵ 子ども未来応援条例に関すること。 

⑶ 青少年の健全育成に関すること。 

⑷ 青少年育成センターの運営に関すること。 

⑸ チビッコ広場の管理に関すること。 

子育て支援課 ⑴ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の規定による

児童相談、要保護児童の保護等に関すること。 

⑵ 次世代育成支援行動計画に関すること。 

⑶ 児童虐待防止に関すること。 
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⑷ 子育てお助け隊派遣事業に関すること。 

⑸ 児童手当及び助産手当に関すること。 

⑹ 児童扶養手当に関すること。 

⑺ 小児及びひとり親家庭の医療費の助成に関すること。 

⑻ 母子、寡婦家庭及び父子家庭の福祉に関すること。 

⑼ 子どもの貧困対策に関すること。 

⑽ 幼児教育諸団体との連絡調整に関すること。 

⑾ 幼児教育センターの運営管理に関すること。 

⑿ ファミリー・サポート・センターに関すること。 

別表第１子ども未来部（福祉事務所）、子ども未来総室、母子保健課の項中

「健康増進課」を「地域保健課」に改め、同表産業部、産業総室、総務課の項中

第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

⑵  ふるさと納税に関すること。 

別表第１産業部、農林振興室、林政課の項に次の３号を加える。 

⒃ 創作の森おびなの管理に関すること。 

⒄ 地域おこし協力隊に関すること。 

⒅ 帯名山高原牧場に関すること。 

別表第１まちづくり部の項を次のように改める。 

まちづ

くり部 

まちづ

くり総

室 

総務課 ⑴ 水防本部の庶務に関すること。 

⑵ 部内の文書の総括指導に関すること。 

⑶ 部内の庶務に関すること。 

住宅課 ⑴ 市営住宅の入退去及び使用料に関すること。 

⑵ 市営住宅の建設計画に関すること。 

⑶ 住宅対策に関すること。 

⑷ 定住促進住宅に関すること。 

空き家

対策課 

⑴ 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 

２６年法律第１２７号）に関すること（各所管

に係る事項を除く。）。  

⑵ 甲府市空家等対策計画の推進に関すること。 

⑶ 空き家バンク事業に関すること。 
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まち開

発室 

都市計

画課 

⑴ 都市計画に関すること。 

⑵ 都市計画審議会に関すること。 

⑶ 都市計画関係諸団体に関すること。 

⑷ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第 

５３条に基づく許可等に関すること。 

⑸ 風致地区に関すること。 

⑹ 地区計画に関すること。 

⑺ 景観計画に関すること。 

⑻ 駐車場法（昭和３２年法律第１０６号）に基 

づく路外駐車場設置に関すること。 

⑼ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に 

関する法律（平成１８年法律第９１号）に基づ

く特定路外駐車場の設置に関すること。 

⑽ 国土利用計画法に基づく土地取引の届出の事 

務に関すること。 

⑾ 地価公示法（昭和４４年法律第４９号）に基 

づく業務に関すること。 

⑿ 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７ 

年法律第６６号）に基づく土地先買制度に関す

ること。 

⒀ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９ 

号）第７６条に基づく許可業務に関すること。 

⒁ 都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第 

７条の９第１項に係る認可事務並びに同法第

６０条第１項並びに第６６条第１項及び第８項

の許可事務に関すること。 

⒂ 中心市街地定住促進に係る住宅取得及び住宅 

改修の支援に関すること。 

⒃ 街づくり研究会活動に関すること。 
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⒄ 刑務所跡地に関すること。 

⒅ 都市計画法に基づく開発行為等の許可、認 

可、現地確認及び完了検査に関すること。 

⒆ 開発審査会に関すること。 

⒇ 甲府市宅地開発事業の基準に関すること。 

（２１） その他開発行為に関すること。 

（２２） 被災宅地危険度判定に関すること。 

（２３） 市街地再開発事業の設立及び施行の指導並び

に助成に関すること。 

（２４） 屋外広告物に関すること。 

（２５） 公共団体施行の土地区画整理事業（甲府駅周

辺土地区画整理事業を除く。）に関すること。 

（２６） 組合及び個人等が施行する土地区画整理事業 

に関すること。 

（２７） 立地適正化計画に関すること。 

産業立

地課 

⑴ 企業誘致に関すること。 

⑵ 大規模集客施設等に関すること。 

⑶ 工業立地法（昭和３４年法律第２４号）に関 

すること。 

区画整

理課 

⑴ 甲府駅周辺土地区画整理事業に関すること。 

⑵ 甲府駅周辺土地区画整理審議会に関するこ 

と。 

⑶ 甲府駅周辺拠点形成事業に関すること。 

まち整

備室 

  

都市整

備課 

⑴ 都市計画事業に係る道路及び公園の設計、工 

事の施工及び用地の取得並びにこれらに伴う物

件等の補償に関すること。 

⑵ 市道（地域整備事業を含む。）の新設、拡幅 

及び改良の事業に係る設計、工事の施工及び用

地の取得並びにこれらに伴う物件等の補償に関
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すること。 

⑶ 土地開発公社に関すること。 

⑷ 教育財産（土地に限る。）の取得に関するこ 

と。 

公園緑

地課 

⑴ 緑化の推進及び樹木等の保存に関すること。 

⑵ 緑化推進協議会に関すること。 

⑶ 緑化推進用苗木及び花きの購入契約並びに検 

収に関すること。 

⑷ 病虫害駆除対策に関すること。 

⑸ 都市公園の設置及び管理に関すること。 

⑹ 公共緑化樹木の維持に関すること。 

⑺ つつじが崎霊園の運営管理に関すること。 

道路河

川課 

⑴ 道路の維持、修繕に関すること。 

⑵ 市道に係る承認、規制等に関すること。 

⑶ 市道、橋りょう及び舗装補修工事に関するこ 

と。 

⑷ 河川、生活関連水路に関すること。 

⑸ 河川関係団体に関すること。 

⑹ 工事に伴う補償に関すること。 

⑺ 市道認定、廃止及び変更に関すること。 

⑻ 市道台帳（図面を含む。）の整備及び保管に 

関すること。 

⑼ 市道及び法定外公共物の境界査定に関するこ 

と。 

⑽ 都市計画法の開発許可制度に基づく協議に関 

すること。 

⑾ 市道（補助事業に係るものを除く。）用地の 

調査、測量、取得及び登記に関すること。 

⑿ 市道及び法定外公共物の占用の許可並びに占 
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用料の収納整理に関すること。 

⒀ 法定外公共物に係る国有財産の譲与に関する 

こと。 

⒁ 法定外公共物の用途廃止、寄附受納及び交換 

に関すること。 

⒂ 河川に係る国有水面の付け替え、廃止及び占 

用の副申に関すること。 

⒃ 水防に関すること。 

地籍調

査課 

⑴ 地籍調査事業に関すること。 

⑵ 地籍調査推進委員会に関すること。 

⑶ 地籍図及び地籍簿の保管、閲覧及び修正に関 

すること。 

施設整

備室 

建築指

導課 

⑴ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に 

基づく建築確認処分及び建築統計に関するこ

と。 

⑵ 建築基準法に基づく許可、認定等に関するこ 

と。 

⑶ 建築基準法に基づく指定確認検査機関の報告 

及び事務処理に関すること。 

⑷ 建築基準法に基づく相談、指導、道路位置指 

定、定期報告、建築協定等に関すること。 

⑸ 建築審査会に関すること。 

⑹ 住宅金融支援機構からの受託業務に関するこ 

と。 

⑺ 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成 

７年法律第１２３号）に関すること。 

⑻ 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号） 

に基づく優良住宅新築及び優良宅地造成の認定

に関すること。 
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⑼ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に 

関する法律に関すること（都市計画課の業務に

属するものを除く。）。  

⑽ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法 

律（平成１２年法律第１０４号）に関するこ

と。 

⑾ エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭 

和５４年法律第４９号）に関すること。 

⑿ 被災建築物応急危険度判定に関すること。 

⒀ マンションの建替えの円滑化等に関する法律 

（平成１４年法律第７８号）に関すること。 

⒁ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平 

成２０年法律第８７号）に関すること。 

⒂ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成 

２４年法律第８４号）に関すること。 

⒃ 住宅リフォームに関すること。 

建築営

繕課 

⑴ 学校建築工事及び敷地造成工事に関するこ 

と。 

⑵ 市有施設工事及び敷地造成工事に関するこ 

と。 

⑶ 市有施設の維持修繕に関すること。 

リニア

交通室 

リニア

政策課 

⑴ リニア中央新幹線を活かしたまちづくりに関 

すること。 

⑵ リニア中央新幹線事業に関すること。 

交通政

策課 

⑴ 公共交通体系基本構想に関すること。 

⑵ 赤字路線バス対策等に関すること。 

⑶ 総合交通体系に関すること。 

⑷ 鉄道対策に関すること。 

（甲府市都市公園条例施行規則の一部改正） 
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第２条 甲府市都市公園条例施行規則（昭和３５年１１月規則第４４号）の一部を 

次のように改正する。 

 第７条第１号中「まちづくり部まち保全室公園緑地課」を「まちづくり部まち

整備室公園緑地課」に改める。 

（甲府市役所庁中管理規則の一部改正） 

第３条 甲府市役所庁中管理規則（昭和３７年１１月規則第５０号）の一部を次の 

ように改正する。 

 第２条を次のように改める。 

 （用語の定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 庁舎 本庁舎、西庁舎、南庁舎、南庁舎別館、支所及び出張所（これらの 

附属施設を含む。）並びに環境センター管理棟 

⑵ 庁中 本庁舎、西庁舎、南庁舎、南庁舎別館、支所及び出張所（これらの 

附属施設及び敷地を含む。）並びに環境センター管理棟 

 別表中「議会事務局議会事務総室総務課長」を「議会局議会総室総務課長」に

改める。 

 （甲府市職員特殊勤務手当支給規則の一部改正） 

第４条 甲府市職員特殊勤務手当支給規則（昭和３８年１０月規則第４９号）の一 

部を次のように改正する。 

 第３条第１項中「議会事務局長」を「議会局長」に改める。 

 （甲府市公印規則の一部改正） 

第５条 甲府市公印規則（昭和４４年８月規則第４９号）の一部を次のように改正 

する。 

  別表第１一般公印の表中「福祉保健部健康支援センター健康政策課長」を「福 

祉保健部健康長寿室健康政策課長」に、「まちづくり部まち保全室公園緑地課

長」を「まちづくり部まち整備室公園緑地課長」に、「まちづくり部まち整備室

建築指導課長」を「まちづくり部施設整備室建築指導課長」に、「まちづくり部

まち整備室都市計画課長」を「まちづくり部まち開発室都市計画課長」に改め

る。 
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別表第１専用公印の表中「まちづくり部まち保全室道路河川課長」を「まちづ

くり部まち整備室道路河川課長」に、「まちづくり部まち整備室建築指導課長」

を「まちづくり部施設整備室建築指導課長」に、「まちづくり部まち整備室都市

計画課長」を「まちづくり部まち開発室都市計画課長」に、「福祉保健部長寿支

援室障がい福祉課長」を「福祉保健部福祉支援室障がい福祉課長」に、「福祉保

健部健康支援センター健康増進課長」を「福祉保健部健康支援センター地域保健

課長」に、「子ども未来部子ども未来総室子ども支援課長」を「子ども未来部子

ども未来総室子育て支援課長」に、「福祉保健部健康支援センター健康政策課

長」を「福祉保健部健康長寿室健康政策課長」に改める。 

（甲府市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則の一部改

正） 

第６条 甲府市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱規則（昭和 

４７年２月規則第５号）の一部を次のように改正する。 

 別表中「議会事務局長」を「議会局長」に改める。 

（甲府市青少年育成センター規則の一部改正） 

第７条 甲府市青少年育成センター規則（昭和４７年１２月規則第５１号）の一部 

を次のように改正する。 

 第７条第２項中「子ども未来部子ども未来総室子ども支援課長」を「子ども未

来部子ども未来総室子ども応援課長」に改める。 

（市長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任する規則の一部改正） 

第８条 市長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任する規則（昭和４９年３ 

月規則第１８号）の一部を次のように改正する。 

 第３条（見出しを含む。）中「議会事務局長」を「議会局長」に改める。 

（甲府市職員被服貸与規則の一部改正） 

第９条 甲府市職員被服貸与規則（昭和４９年７月規則第４９号）の一部を次のよ 

うに改正する。 

別表の 1 事務職員（市立甲府病院に勤務する職員を除く。）の表３の項中 

 

夏作業服（上下） ３夏 １ 連絡所及び計量検査所に勤務

する職員に限る。 冬作業服（上下） ３冬 １ 

「 

」 

 

- 193 -



ゴム長靴又は安全靴 ４年 １ 

防寒服（上） ４冬 １ 

雨衣（上下） ４年 １ 

                                   」 

 

夏作業服（上下） ３夏 １ 連絡所及び計量検査所に勤務

する職員に限る。 冬作業服（上下） ３冬 １ 

ゴム長靴又は安全靴 ４年 １ 

防寒服（上） ４冬 １ 

雨衣（上下） ４年 １ 

夏作業服（上下） ３夏 １ 廃棄物対策課に勤務する職員

に限る。 冬作業服（上下） ３冬 １ 

ゴム長靴又は安全靴 ４年 １ 

帽子 ４年 １ 

防寒服（上） ４冬 １ 

雨衣（上下） ４年 １ 

 

改め、同表に次のように加える。 

１２ 武田氏館跡

歴史館業務

に従事する

職員 

制服（上） １年 １  

夏作業服（上下） ３夏 １ 

冬作業服（上下） ３冬 １ 

防寒服（コート） ３冬 １ 

別表の２技術職員（市立甲府病院に勤務する職員を除く。）の表５の項中「健

康増進課」を「地域保健課」に改める。 

別表の３技能労務職員（市立甲府病院に勤務する職員を除く。）の表１の項中 

「補修センターに勤務する職員」を「道路公園等保全センターに勤務する職員

（公園緑地課の業務を行う職員を除く。）」に改め、同表３の項中「議会事務

局」を「議会局」に改め、同表４の項中「交通安全指導員」を「交通安全指導業

務に従事する技能労務職員」に改め、同表５の項中「斎場作業員」を「斎場作業

に従事する技能労務職員」に改める。 

 

「 

に  

を 

」 
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（甲府市財務規則の一部改正） 

第１０条 甲府市財務規則（昭和６２年１月規則第１号）の一部を次のように改正 

 する。 

 第３条第３号中「議会事務局長」を「議会局長」に改める。 

 第９２条第２項の表中「市民総室総務課長」を「市民総室総務課長、消費生活

課長」に改める。 

 第９３条の表中「議会事務局総務課長」を「議会局総務課長」に改める。 

第１２５条第１項第１号イ中「古関・梯町簡易水道事業費」及び「簡易水道等

事業費」を削り、同項第３号中「古関・梯町簡易水道整備基金」を削る。 

（甲府市立保育所設置及び管理条例施行規則の一部改正） 

第１１条 甲府市立保育所設置及び管理条例施行規則（昭和６２年３月規則第１５ 

号）の一部を次のように改正する。 

  第５条中「子ども未来部子ども未来総室子ども支援課長」を「子ども未来部子 

ども未来総室子育て支援課長」に改める。 

 （甲府市職員安全衛生管理規則の一部改正） 

第１２条 甲府市職員安全衛生管理規則（平成３年３月規則第１９号）の一部を次 

のように改正する。 

  第７条中「福祉保健部健康支援センター健康政策課長」を「福祉保健部健康長 

寿室健康政策課長」に改める。 

 第１１条の２第１項中「補修センター」を「道路公園等保全センター」に改め

る。 

 第２２条第３項中「福祉保健部健康支援センター健康政策課」を「福祉保健部

健康長寿室健康政策課」に改める。 

（甲府市職員職務分類基準規則の一部改正） 

第１３条 甲府市職員職務分類基準規則（平成２８年３月規則第１８号）の一部を 

次のように改正する。 

 別表中「議会事務局長」を「議会局長」に、「議会事務局議会事務総室長」を

「議会局議会総室長」に改める。 

（甲府市職員の退職管理に関する条例施行規則の一部改正） 

第１４条 甲府市職員の退職管理に関する条例施行規則（平成２８年３月規則第 
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３３号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第１号中「事務局長」を「局長」に改める。 

 第１３条第２号中「甲府市議会事務局事務分掌規程」を「甲府市議会局事務分

掌規程」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日の前日において、次の表の左欄に掲げる部・室・課に勤務 

を命ぜられていた課配属職員（課長を除く。）は、別に辞令を発せられない限 

り、この規則の施行の日をもって同表右欄に掲げる部・室・課に勤務を命ぜられ

たものとする。 

市長直轄

組織 

市長室 シティプロモ

ーション課 

市長直轄

組織 

情報戦略室 情報発信課 

総務部 行政管理室 事務効率課 総務部 行政管理室 業務管理課 

企画部 

 

企画総室 国際交流課 市長直轄

組織 

市長室 国際交流課 

福祉保健

部 

 

健康支援セ

ンター 

 

健康政策課 福祉保健

部 

 

健康長寿室 

 

健康政策課 

健康増進課 地域保健課 

健康長寿室 

 

生活福祉課 福祉支援室 

 

生活福祉課 

高齢者福祉課 高齢者福祉課 

介護保険課 介護保険課 

障がい福祉課 障がい福祉課 

子ども未

来部 

子ども未来

総室 

子ども支援課 子ども未

来部 

子ども未来

総室 

子育て支援課 

まちづく

り部 

まちづくり

総室 

産業立地課 まちづく

り部 

まち開発室 産業立地課 

まち整備室 

 

都市計画課 都市計画課 

区画整理課 区画整理課 

建築指導課 施設整備室 建築指導課 

まち保全室 公園緑地課 まち整備室 公園緑地課 

道路河川課 道路河川課 
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地籍調査課 地籍調査課 

建築営繕課 施設整備室 建築営繕課 
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 甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則をここに公

布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１０号 

   甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則 

 甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則（平成２７

年１２月規則第３３号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の 

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例（平成２７年１２月条例第３０号。以下「条例」という。）の施行に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

（個人番号の利用に係る事務） 

第２条 条例別表第１第１項の規則で定める事務は、次のとおりとする。 

⑴ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１９条第１項の保護の実施に準

じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務 

⑵ 生活保護法第２４条第１項の保護の開始若しくは同条第９項の保護の変更に

準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の変更の申請の受理、その申請

に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 

⑶ 生活保護法第２５条第１項の職権による保護に準じて行う生活に困窮する外

国人に対する保護の開始又は同条第２項の職権による保護の変更に準じて行う

生活に困窮する外国人に対する保護の変更に関する事務 

- 198 -



 

⑷ 生活保護法第２６条の保護の停止又は廃止に準じて行う生活に困窮する外国

人に対する保護の停止又は廃止に関する事務 

⑸ 生活保護法第５５条の４第１項の就労自立給付金の支給に準じて行う生活に

困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る

事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 

⑹ 生活保護法第６３条の保護に要する費用の返還に準じて行う生活に困窮する

外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務 

⑺ 生活保護法第７７条第１項又は第７８条第１項から第３項までの徴収金の徴

収（同法第７８条の２第１項又は第２項の徴収金の徴収を含む。）に準じて行

う生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収に関する事務 

２ 条例別表第１第２項の規則で定める事務は、甲府市助産手当支給条例（昭和 

４６年３月条例第１３号）の規定による助産手当の支給に関する事務とする。 

３ 条例別表第１第３項の規則で定める事務は、甲府市すこやか子育て医療費助成 

金支給条例（昭和４７年１０月条例第２９号）の規定による医療費の助成金の支

給に関する事務とする。 

４ 条例別表第１第４項の規則で定める事務は、甲府市ひとり親家庭等医療費助成 

金支給条例（昭和５０年１２月条例第４０号）の規定による医療費の助成金の支

給に関する事務とする。 

５ 条例別表第１第５項の規則で定める事務は、小中学校に入進学する児童が属す 

るひとり親家庭及び父母のない児童を監護する家庭に対する入進学祝金の支給に

関する事務とする。 

６ 条例別表第１第６項の規則で定める事務は、介護保険法（平成９年法律第 

１２３号）第１８条の保険給付に係るサービスを利用する低所得で生計困難な者

及び生活保護受給者に対する利用者負担額の軽減を行っている社会福祉法人等に

対する助成に関する事務とする。 

７ 条例別表第１第７項の規則で定める事務は、甲府市市営住宅条例（平成９年９ 

月条例第５４号）に規定する市営住宅及び甲府市上九一色定住促進住宅条例（平

成１７年１２月条例第７３号）に規定する定住促進住宅の管理に関する事務とす

る。 

８ 条例別表第１第８項の規則で定める事務は、甲府市特定教育・保育施設及び特 

- 199 -



 

定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例（平成２７年３月条例第３号）の

規定による利用者負担額の減額又は免除に関する事務とする。 

９ 条例別表第１第９項の規則で定める事務は、不妊治療を行っている夫婦に対す 

る治療費用の助成に関する事務とする。 

１０ 条例別表第１第１０項の規則で定める事務は、教育基本法（平成１８年法律 

第１２０号）第４条第３項及び学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１９条

の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童及び生徒に対す

る就学援助に関する事務とする。 

（個人番号等の利用に係る事務及び情報） 

第３条 条例別表第２第１項の規則で定める事務は、前条第１項に掲げる事務とす 

る。 

２ 条例別表第２第１項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。 

⑴ 生活保護法第６条第２項の要保護者又は同条第１項の被保護者であった者

（以下この項及び第１２条第２号において「要保護者等」という。）に係る医

療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）

による保険給付の支給に関する情報 

⑵ 要保護者等に係る児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１９条の２第

１項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第２０条第１項の療育の給付の支

給に関する情報 

⑶ 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９

号）第３１条（第３１条の１０において読み替えて準用する場合を含む。）の

給付金の支給又は同法第１３条第１項、第３１条の６第１項、第３２条第１

項、附則第３条若しくは第６条の資金の貸付けに関する情報 

⑷ 要保護者等に係る難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律 

第５０号）第５条第１項の特定医療費の支給に関する情報 

⑸ 要保護者等に係る生活保護法第１９条第１項の保護の実施、同法第２４条第

１項の保護の開始若しくは同条第９項の保護の変更、同法第２５条第１項の職

権による保護の開始若しくは同条第２項の職権による保護の変更若しくは同法 

第２６条の保護の停止若しくは廃止に関する情報（以下「生活保護実施関係情 

報」という。）又は同法第５５条の４第１項の就労自立給付金の支給に関する 
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情報 

⑹ 要保護者等に係る児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第４条第１

項の児童扶養手当の支給に関する情報 

⑺ 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律

第１３４号）第３条第１項の特別児童扶養手当、同法第１７条の障害児福祉手

当、同法第２６条の２の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法

律（昭和６０年法律第３４号）附則第９７条第１項の福祉手当の支給に関する

情報 

⑻ 要保護者等に係る道府県民税（都が地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第１条第２項の規定によって課する都民税を含む。以下同じ。）又は市町村民

税（特別区が同項の規定によって課する特別区民税を含む。以下同じ。）に関

する情報 

⑼ 要保護者等に係る母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第２０条第１項

の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報 

⑽ 要保護者等に係る児童手当法（昭和４６年法律第７３号）第８条第１項（同

法附則第２条第３項において準用する場合を含む。）の児童手当又は特例給付

（同法附則第２条第１項の給付をいう。）の支給に関する情報 

⑾ 要保護者等に係る介護保険法第１８条第１号の介護給付、同条第２号の予防

給付又は同条第３号の市町村特別給付の支給に関する情報 

⑿ 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２３号）第６条の自立支援給付の支給に関する情報 

⒀ 要保護者等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第１項若しくは同条第３項の支援給付の支給の実施又は中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を

改正する法律（平成１９年法律第１２７号）附則第４条第１項の支援給付の支

給の実施に関する情報（以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」とい

う。） 

第４条 条例別表第２第２項の規則で定める事務は、第２条第２項に掲げる事務と 

する。 
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２ 条例別表第２第２項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。 

⑴ 前項の事務に係る申請を行う者及び当該申請を行う者と同一の世帯に属する

者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報（以下「地方税関係情報」と

いう。） 

⑵ 前項の事務に係る申請を行う者及び当該申請を行う者と同一の世帯に属する

者に係る住民票に記載された住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第７

条第４号に規定する事項に関する情報（以下「住民票関係情報」という。） 

⑶ 前項の事務に係る申請を行う者及び当該申請を行う者と同一の世帯に属する

者に係る生活保護実施関係情報又は生活に困窮する外国人に係る生活保護法第

１９条第１項に準じて行う保護の実施、同法第２４条第１項に準じて行う保護

の開始若しくは同条第９項に準じて行う保護の変更、同法第２５条第１項に準

じて行う職権による保護の開始若しくは同条第２項に準じて行う職権による保

護の変更若しくは同法第２６条に準じて行う保護の停止若しくは廃止に関する

情報（以下「外国人生活保護実施関係情報」という。） 

第５条 条例別表第２第３項の規則で定める事務は、第２条第３項に掲げる事務と 

する。 

２ 条例別表第２第３項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。 

⑴ 前項の事務に係る助成に係る小児及び保護者の住民票関係情報に関する情報 

⑵ 前項の事務に係る申請を行う者及び当該申請を行う者と同一の世帯に属する 

者に係る生活保護実施関係情報又は外国人生活保護実施関係情報 

⑶ 前項の事務に係る申請を行う者に係る甲府市ひとり親家庭等医療費助成金支

給条例（昭和５０年１２月条例第４０号）による支給に関する情報 

第６条 条例別表第２第４項の規則で定める事務は、第２条第４項に掲げる事務と 

する。 

２ 条例別表第２第４項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。 

⑴ 前項の事務に係る助成に係るひとり親家庭等の父若しくは母に係る道府県民

税に関する情報又はひとり親家庭等の父若しくは母及び児童若しくは父母のい

ない児童に係る住民票に記載された住民票関係情報及び地方税関係情報 

⑵ 前項の事務に係る申請を行う者及び当該申請を行う者と同一の世帯に属する

者に係る生活保護実施関係情報又は外国人生活保護実施関係情報 
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第７条 条例別表第２第５項の規則で定める事務は、第２条第５項に掲げる事務と 

する。 

２ 条例別表第２第５項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。 

⑴ 前項の事務に係る祝金の支給に係るひとり親家庭等の世帯の道府県民税に関

する情報又はひとり親家庭等に属する児童若しくは父母のない児童に係る住民

票に記載された住民票関係情報又は地方税関係情報 

⑵ 前項の事務に係る申請を行う者及び当該申請を行う者と同一の世帯に属する

者に係る生活保護実施関係情報又は外国人生活保護実施関係情報 

第８条 条例別表第２第６項の規則で定める事務は、第２条第６項に掲げる事務と 

する。 

２ 条例別表第２第６項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。 

⑴ 前項の事務に係る申請を行う者に係る生活保護実施関係情報又は外国人生活

保護実施関係情報 

⑵ 前項の事務に係る申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る市

町村民税に関する情報又は住民票に記載された住民票関係情報 

第９条 条例別表第２第７項の規則で定める事務は、第２条第７項に掲げる事務と 

する。 

２ 条例別表第２第７項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。 

⑴ 市営住宅（第２条第７項に規定する定住促進住宅を含む。）の入居者又は同

居者（以下この項及び第１２条第４号において「市営住宅入居者等」とい

う。）に係る身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項

の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 

⑵ 市営住宅入居者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和

２５年法律第１２３号）第４５条第１項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び

その障害の程度に関する情報 

⑶ 市営住宅入居者等に係る生活保護実施関係情報又は外国人生活保護実施関係

情報 

⑷ 市営住宅入居者等に係る道府県民税若しくは市町村民税に関する情報又は住

民票に記載された住民票関係情報 

第１０条 条例別表第２第８項の規則で定める事務は、第２条第８項に掲げる事務 
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とする。 

２ 条例別表第２第８項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。 

⑴ 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第１９条第１項各号に掲

げる小学校就学前子ども（以下「小学校就学前子ども」という。）又は当該小

学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第２１条の５の３

第１項の障害児通所給付費、同法第２１条の５の４第１項の特例障害児通所給

付費又は同法第２１条の５の１２第１項の高額障害児通所給付費の支給に関す

る情報 

⑵ 小学校就学前子どもの保護者若しくは扶養義務者又はその世帯員に係る道府

県民税又は市町村民税に関する情報 

⑶ 小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に

係る住民票に記載された住民票関係情報 

⑷ 小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に

係る身体障害者福祉法第１５条第１項の身体障害者手帳の交付に関する情報 

⑸ 小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に

係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第１項の精神障害者保

健福祉手帳の交付に関する情報 

⑹ 小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に

係る生活保護実施関係情報又は外国人生活保護実施関係情報 

⑺ 小学校就学前子どもを監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第４条第１

項の児童扶養手当の支給に関する情報 

⑻ 小学校就学前子ども又は当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者に

係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報 

⑼ 小学校就学前子どもの扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する

法律第３条第１項の特別児童扶養手当の支給に関する情報 

第１１条 条例別表第２第９項の規則で定める事務は、第２条第９項に掲げる事務 

とする。 

２ 条例別表第２第９項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。 

⑴ 前項の事務に係る助成を受けようとする者に係る市町村民税に関する情報 

⑵ 前項の事務に係る助成を受けようとする者に係る住民票関係情報 
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第１２条 条例別表第２第１０項の規則で定める事務及び情報は、次のとおりとす 

る。 

⑴ 児童福祉法第２１条の５の３第１項の障害児通所給付費、同法第２１条の５

の４第１項の特例障害児通所給付費、同法第２１条の５の１２第１項の高額障

害児通所給付費、同法第２１条の５の２８第１項の肢体不自由児通所医療費、

同法第２４条の２６第１項の障害児相談支援給付費又は同法第２４条の２７第

１項の特例障害児相談支援給付費、同法第２１条の５の８第２項の通所給付決

定の変更、同法第２１条の６の障害福祉サービスの提供、同法第５６条第２項

又は第３項の費用の徴収に関する事務 当該事務に係る申請、変更又はサービ

スの提供に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る

外国人生活保護実施関係情報 

⑵ 生活保護法第１９条第１項の保護の実施、同法第２４条第１項の保護の開始

若しくは同条第９項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実について

の審査又はその申請に対する応答、同法第２５条第１項の職権による保護の開

始又は同条第２項の職権による保護の変更、同法第２６条の保護の停止又は廃

止、同法第５５条の４第１項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請

に係る事実についての審査又はその申請に対する応答、同法第６３条の保護に

要する費用の返還、同法第７７条第１項又は第７８条第１項から第３項までの

徴収金の徴収（同法第７８条の２第１項又は第２項の徴収金の徴収を含む。）

に関する事務 要保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報又は生活保護法

第５５条の４第１項の就労自立給付金の支給に関する外国人生活保護実施関係

情報 

⑶ 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による

地方税の課税標準の更正若しくは決定、税額の更正若しくは決定、納税の告

知、督促、滞納処分その他の地方税の賦課徴収に関する事務又は地方税に関す

る調査（犯則事件の調査を含む。）に関する事務 納税義務者に係る外国人生

活保護実施関係情報 

⑷ 公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）第１６条第１項若しくは第２８条

第２項の収入の申告の受理又はその申告に係る事実についての審査又はその申

告に対する応答、同法第１６条第４項（同法第２８条第３項及び第２９条第８
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項において準用する場合を含む。）の家賃若しくは金銭若しくは同法第１８条

第２項の敷金の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はそ

の申請に対する応答、同法第１８条第１項の敷金の徴収、同法第１９条（同法

第２８条第３項及び第２９条第８項において準用する場合を含む。）の家賃、

敷金若しくは金銭の徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審

査又はその申請に対する応答、同法第２５条第１項の入居の申込みの受理又は

その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答、同法第

２７条第５項若しくは第６項の事業主体の承認の申請の受理又はその申請に係

る事実についての審査又はその申請に対する応答、同法第２９条第１項又は第

３２条第１項の明渡しの請求、同法第２９条第５項の家賃の決定又は同条第６

項の金銭の徴収、同法第２９条第７項の期限の延長の申出の受理又はその申出

に係る事実についての審査又はその申出に対する応答、同法第３０条第１項の

あっせん等、同法第３４条の収入状況の報告の請求等、同法第４８条の条例で

定める事項に関する事務 市営住宅入居者等に係る外国人生活保護実施関係情

報 

⑸ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１０条の４又は第１１条の福祉

の措置の実施、同法第２１条の費用の支弁又は同法第２８条第１項の費用の徴

収に関する事務 当該事務に係る措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る

外国人生活保護実施関係情報 

⑹ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第１７条第１項、同法第３１条の７第１項若

しくは第３３条第１項の便宜の供与の申請の受理又はその申請に係る事実につ

いての審査又はその申請に対する応答に関する事務 当該事務に係る申請を行

う者に係る外国人生活保護実施関係情報 

⑺ 母子保健法第１０条の保健指導の実施又は保健指導を受けることの勧奨、同

法第１１条の新生児の訪問指導の実施、同法第１２条第１項の健康診査の実施

又は同法第１３条の健康診査の実施若しくは健康診査を受けることの勧奨、同

法第１５条の妊娠の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査、同法

第１６条第１項の母子健康手帳の交付、同法第１７条第１項の妊産婦の訪問指

導の実施又は診察を受けることの勧奨、同法第１８条の低体重児の届出の受理

又はその届出に係る事実についての審査、同法第１９条第１項の未熟児の訪問
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指導の実施、同法第２０条第１項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用

の支給、同法第２１条の４第１項の費用の徴収、同法第２２条第２項の母子健

康包括支援センターの事業の実施に関する事務 母子保健法第２０条の措置

に係る未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関

係情報 

⑻ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（以下この号において「中国残留邦人等

支援法」という。）第１４条第１項若しくは第３項の支援給付若しくは同法第

１５条第１項の配偶者支援金の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（以下こ

の号において「平成１９年改正法」という。）附則第４条第１項の支援給付の

支給の実施、中国残留邦人等支援法第１４条第４項（同法第１５条第３項及び

平成１９年改正法附則第４条第２項において準用する場合を含む。以下この号

において同じ。）の規定によりその例によることとされる生活保護法第２４条

第１項の保護の開始若しくは同条第９項の保護の変更の申請の受理、その申請

に係る事実についての審査又はその申請に対する応答、中国残留邦人等支援法

第１４条第４項の規定によりその例によることとされる生活保護法第２５条第

１項の職権による保護の開始又は同条第２項の職権による保護の変更、中国残

留邦人等支援法第１４条第４項の規定によりその例によることとされる生活保

護法第２６条の保護の停止又は廃止、中国残留邦人等支援法第１４条第４項の

規定によりその例によることとされる生活保護法第６３条の費用の返還、中国

残留邦人等支援法第１４条第４項の規定によりその例によることとされる生活

保護法第７７条第１項又は第７８条第１項から第３項までの徴収金の徴収（同

法第７８条の２第１項又は第２項の徴収金の徴収を含む。）に関する事務 要

支援者等に係る外国人生活保護実施関係情報又は生活保護法第５５条の４第１

項の就労自立給付金の支給に関する外国人生活保護実施関係情報 

⑼ 介護保険法による被保険者に係る届出の受理又はその届出に係る事実につい

ての審査又はその届出に対する応答、同法第１８条第１号の介護給付又は同条

第２号の予防給付又は同条第３号の市町村特別給付の支給、同法による被保険

者証又は認定証（前述に掲げるものを除く。）、同法第２７条第１項の要介護
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認定、同法第２８条第２項の要介護更新認定若しくは同法第２９条第１項の要

介護状態区分の変更の認定の申請の受理又はその申請に係る事実についての審

査又はその申請に対する応答、同法第３２条第１項の要支援認定、同法第３３

条第２項の要支援更新認定若しくは同法第３３条の２第１項の要支援状態区分

の変更の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請

に対する応答、同法第３７条第２項の介護給付等対象サービスの種類の指定の

変更申請の受理又はその申請に係る事実についての審査又はその申請に対する

応答、同法第５０条の居宅介護サービス費等の額の特例若しくは同法第６０条

の介護予防サービス費等の額の特例の申請の受理又はその申請に係る事実につ

いての審査又はその申請に対する応答、同法第６６条の保険料滞納者に係る支

払方法の変更、同法第６７条又は第６８条の保険給付の支払いの一時差止め、

同法第６９条の保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例、同法

第１２９条第１項の保険料の徴収又は同条第２項の保険料の賦課に関する事務 

当該事務に係る申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報 

⑽ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下この号

において「障害者支援法」という。）第６条の自立支援給付の支給、障害者支

援法第２４条第２項の支給決定の変更、障害者支援法第５１条の９第２項の地

域相談支援給付決定の変更、障害者支援法第５６条第２項の支給認定の変更、

障害者支援法第７７条又は第７８条の地域生活支援事業の実施に関する事務 

当該事務に係る申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者

又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する

者に係る外国人生活保護実施関係情報 

⑾ 子ども・子育て支援法第１６条の資料の提供等の求め、同法第２０条第１項

の支給認定若しくは同法第２３条第１項の支給認定の変更の認定の申請の受理

又はその申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答、同法によ

る支給認定証、同法第２２条若しくは子ども・子育て支援法施行規則（平成２

６年内閣府令第４４号）第１５条第１項の届出の受理又はその届出に係る事実

についての審査又はその届出に対する応答、同法第２３条第４項の職権による

支給認定の変更の認定、同法第２４条第１項の支給認定の取消し、同法第３０

条の５第１項の施設等利用給付認定若しくは同法第３０条の８第１項の施設等
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利用給付認定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はそ

の申請に対する応答、同法第３０条の５第７項の規定により教育・保育給付認

定保護者が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に係る事実についての

審査、同法第３０条の７若しくは子ども・子育て支援法施行規則第２８条の

１２第１項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に

対する応答、同法第３０条の８第４項の職権による施設等利用給付認定の変更

の認定、同法第３０条の９第１項の施設等利用給付認定の取消し、同法第５９

条の地域子ども・子育て支援事業に関する事務 当該事務に係る認定申請を行

う者に係る外国人生活保護実施関係情報 

⑿ 予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第５条第１項又は第６条第１項若し

くは第３項の予防接種の実施、同法第５条第１項又は第６条第１項の予防接種

の実施の指示、同法第６条第３項の予防接種の実施に必要な協力、同法第１５

条第１項の給付の支給の請求の受理又はその請求に係る事実についての審査又

はその請求に対する応答、同法第１５条第１項の給付の支給を受ける権利に係

る届出等（届出又は申出をいう。以下この号において同じ。）の受理又はその

届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答、同法第２８条

の実費の徴収に関する事務 当該事務に係る予防接種の対象者に係る外国人生

活保護実施関係情報 

⒀ 身体障害者福祉法第１８条第１項の障害福祉サービスの提供又は同条第２項

の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 当該事務に係る障害福祉

サービスの提供又は障害者支援施設等への入所等の措置を受ける者に係る外国

人生活保護実施関係情報 

⒁ 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）による被保険者に係る申請等

（申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。）の受理、その申請

等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答、被保険者証、被保

険者資格証明書、高齢受給者証、食事療養標準負担額減額認定証、生活療養標

準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・

標準負担額減額認定証又は特別療養証明書、保険給付の支給、同法第４４条第

１項の一部負担金に係る措置、同法第６３条の２の一時差止め、同法第７６条
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第１項の保険料の徴収又は同条第２項の保険料の賦課に関する事務 当該事務

に係る外国人生活保護実施関係情報 

⒂ 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の４の障害福祉サー

ビスの提供又は同法第１６条第１項の障害者支援施設等への入所等の措置に関

する事務 当該事務に係る障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への

入所等の措置を受ける者に係る外国人生活保護実施関係情報 

⒃ 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）第５条

第１項の特定医療費の請求の受理、同法第６条第１項の支給認定の申請の受

理、医療受給者証の返納又は変更申請、再交付申請の受理、同法第１０条第２

項の支給認定の変更申請の受理に関する事務 当該事務に係る外国人生活保護

実施関係情報 

（特定個人情報の提供に係る事務及び情報） 

第１３条 条例別表第３第１項の規則で定める事務は、学校保健安全法（昭和３３ 

年法律第５６号 ) 第２４条の援助の対象となる者の認定に関する事務とする。 

２ 条例別表第３第１項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。 

⑴ 学校保健安全法第２４条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者

（以下この項において「保護者等」という。）に係る住民票に記載された住民

票関係情報 

⑵ 保護者等に係る地方税関係情報 

⑶ 保護者等に係る生活保護実施関係情報又は外国人生活保護実施関係情報 

第１４条 条例別表第３第２項の規則で定める事務は、第２条第１項に掲げる事務 

とする。 

２ 条例別表第３第２項の規則で定める情報は、学校保健安全法第２４条の援助の 

対象となる者の認定に関する情報とする。 

   附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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 甲府市臨時的任用職員に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１１号 

   甲府市臨時的任用職員に関する規則の一部を改正する規則 

 甲府市臨時的任用職員に関する規則（昭和３６年６月規則第２０号）の一部を次

のように改正する。 

 第１条中「第２２条第５項」を「第２２条の３第４項」に改める。 

 第２条中「次の各号に掲げる場合においては」を「常時勤務を要する職に欠員を

生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは」に改め、同条第１号

及び第２号中「場合」を「とき」に改める。 

 第７条を次のように改める。 

 （給料等） 

第７条 職員には、所定の勤務時間による勤務に対し、その者の職務と責任に応じ 

て、給料を支給する。 

２ 前項の給料の月額は、甲府市職員給与条例（昭和２４年６月条例第２１号）及 

び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４３年

３月条例第１号）に基づく給料表に規定する給料表に基づき、算定する。 

３ 職員には、常勤職員の例により、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、 

時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、災害派遣手当（武

力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。）、

特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当及び初任給調整手当を支給する。 

４ 前３項に規定するもののほか、給料等の支給に関し必要な事項は、別に定め 

る。 

 第８条中「忌引」の次に「、父母の祭日休暇」を、「産前産後休暇」の次に「、

男性職員の育児参加休暇」を加え、「及び短期の介護休暇」を「、短期の介護休
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暇、ボランティア休暇、介護休暇及び介護時間」に改める。 

 別表を削る。 

 第１号様式中「賃金」を「給料」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１２号 

   職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（平成７年３月規則第４号）の一部

を次のように改正する。 

第４条第２項中「場合には、週休日の振替・代休日の指定簿（第１号様式）」を

「ときは、職員の勤務状況等を管理する電子計算機システム（以下「庶務事務シス

テム」という。）（庶務事務システムにより難い場合にあっては、週休日の振替・

代休日の指定簿（第１号様式））」に改める。 

第１２条中「休暇等届簿（第２号様式）に記載して」を「、庶務事務システム

（庶務事務システムにより難い場合にあっては、休暇等届簿（第２号様式））によ

り」に改める。 

第１３条第４項中「記載して」の次に「（庶務事務システムによる場合を除

く。）」を加える。 

第１５条第４項、第１６条第６項、第１７条第３項、第１８条第３項、第１８条

の２第３項、第１９条第２項及び第２１条中「第１３条第４項」を「第１２条」に

改める。 

第２３条第２項中「記載して」の次に「（庶務事務システムによる場合を除

く。）」を加える。 

第２３条の２第５項、第２３条の３第５項、第２３条の４第５項、第２４条第４

項、第２５条及び第２６条第３項中「第１３条第４項」を「第１２条」に改める。 

第２７条第６項中「休暇等届簿」の次に「（庶務事務システムによる場合を除

く。）」を加える。 
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第２７条の２第５項及び第２８条第２項中「記載して」の次に「（庶務事務シス

テムによる場合を除く。）」を加える。 

第２９条中「休暇等届簿にその内容を」を「、その内容について庶務事務システ

ムに記録し、又は休暇等届簿に」に改める。 

附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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 甲府市職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１３号 

   甲府市職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則 

 甲府市職員の育児休業等に関する規則（平成４年３月規則第１２号）の一部を次

のように改正する。 

 第２条の次に次の３条を加える。 

（条例第２条第４号ア（ウ）の市長が定める非常勤職員） 

第２条の２ 条例第２条第４号ア（ウ）の市長が定める非常勤職員は、１週間の勤務日

が３日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定めら

れている非常勤職員で１年間の勤務日が１２１日以上である非常勤職員とする

。 

（条例第２条の３第３号イの規則で定める場合） 

第２条の３ 条例第２条の３第３号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合と 

し、同号イに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求が

あった時点において判明している事情に基づき行うものとする。 

⑴  条例第２条の３第３号イに規定する当該子について、保育所等における保育

の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の１歳到達日後の期間につい

て、当面その実施が行われない場合 

⑵ 常態として条例第２条の３第３号イに規定する当該子を養育している当該子

の親（当該子について民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項

の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求

に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって当該子を

現に監護するもの又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１

項第３号の規定により当該子を委託されている同法第６条の４第２号に規定す
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る養子縁組里親である者若しくは同条第１号に規定する養育里親である者（児

童の親その他の同法第２７条第４項に規定する者の意に反するため、同項の規

定により、同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親として委託すること

ができない者に限る。）を含む。以下この号において同じ。）である配偶者

（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）

であって当該子の１歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予

定であったものが次のいずれかに該当した場合 

ア 死亡した場合 

イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育すること

が困難な状態になった場合 

ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居

しないこととなった場合 

エ ８週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産する予定であ

る場合又は産後８週間を経過しない場合 

（条例第２条の４第２号の規則で定める場合） 

第２条の４ 前条の規定は、条例第２条の４第２号の規則で定める場合について準

用する。この場合において、前条中「 1 歳到達日」とあるのは、「１歳６箇月

到達日」と読み替えるものとする。 

 第３条中「第３条第４号」を「第３条第５号」に改める。 

第３条の２第１項中「請求は」の次に「、条例第３条第８号に掲げる事情に該当

して育児休業の承認を請求する場合を除き」を、「１月」の次に「（条例第２条の

３第３号に掲げる場合又は第２条の４の規定に該当する場合にあっては、２週

間）」を加え、同条第２項に次のただし書を加える。 

 ただし、非常勤職員が条例第３条第８号に掲げる事情に該当して育児休業の承

認を請求した場合は、この限りでない。 

第５条第１項第４号中「民法(明治２９年法律第８９号)」を「民法」に改め

る。 

第９条の２中「第５条の２第１項」を「第５条の３第１項」に改める。 

第２号様式を次のように改める。 
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第２号様式（第３条の２関係） 

育 児 休 業 承 認 請 求 書 

 （あて先）任命権者            請求年月日  年   月  日 

 

請求者 所 属           

                  補 職 名                     

職員番号           

次のとおり育児休業の承認を請求します。     氏 名          ㊞ 

1 請求に係る子 

氏   名  

続 柄 等  

生 年 月 日 年  月  日生 

2 請求の内容 

 □ 育児休業        □ 育児休業期間の延長 

 □ 再度の育児休業     □ 再度の育児休業期間の延長 
(再度の育児休業、再度の育児休業の期間の延長、非常勤職員の1歳6か月までの子

の育児休業又は非常勤職員の2歳までの子の育児休業が必要な事情を記入) 

3 請求期間 年  月  日 から   年  月  日 まで 

4 既に育児休業

をした期間 

年  月  日 から   年  月  日 まで 

年  月  日 から   年  月  日 まで 

5 配偶者 
氏名  

育児休業の期間 年  月  日から  年  月  日まで 

6 備考   

① この請求書(非常勤職員の任期の更新等に伴う再度の育児休業及び育児休業の期間の延

長に係るものを除く。)には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄等及び生年月日を証

明する書類(医師又は助産師が発行する出生(産)証明書、母子健康手帳の出生届出済証明

書、官公署が発行する出生届受理証明書などのいずれか)を添付すること(写しでも可)。 

② 子の出生前に請求する場合は、「3 請求期間」欄は出産予定日以後の期間とし、「1 請

求に係る子」欄の記入及び証明書類の添付は、出生後、速やかに行うこと。 

③ 「2 請求の内容」欄の「1 歳 6 か月までの子の育児休業」とは、条例第 2 条の 3 第 3

号に掲げる場合に該当してする育児休業をいい、「2 歳までの子の育児休業」とは、条例

第 2条の 4 第 2号の規定に該当してする育児休業をいう(⑤において同じ。)。 

④ 非常勤職員の任期の更新等に伴う再度の育児休業をしようとする場合は、所属、職、氏

名、「3 請求期間」欄及び「4 既に育児休業をした期間」欄のみを記入すること。 

⑤ 「5 配偶者」欄は、非常勤職員が 1歳 2か月までの子の育児休業(条例第 2条の 3第 2

号に掲げる場合に該当してする育児休業をいう。)、1 歳 6か月までの子の育児休業又は 2

歳までの子の育児休業をしようとする場合に記入すること。 

⑥ 「6 備考」欄には、（ア）請求に係る子以外に３歳に満たない子を養育する場合（当該

請求に係る子の出生の日から５７日間に、職員（当該期間内に産後休暇により勤務しなか

った職員を除く。）が当該請求に係る子について最初の育児休業をする場合を除く。）にお

いては、その氏名、請求者との続柄等及び生年月日、（イ）請求に係る子が養子の場合に

おいては、養子縁組の効力が生じた日、（ウ）請求に係る子以外の子について現に育児休

業の承認を受けている場合においては、その旨並びに当該承認に係る子の氏名及び当該承

認の請求に係る期間等について記入すること。 

⑦ 該当する□にはレ印を記入すること。 

主  管  部 

決  定  欄 

職  員  課 

決  定  欄 
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附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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 甲府市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１４号 

   甲府市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則 

甲府市職員給与条例施行規則（昭和２７年３月規則第７号）の一部を次のように

改正する。 

 第７条の次に次の１条を加える。 

（行政職給料表の８級の職員に相当する職員） 

第７条の２ 条例第２１条第１項の規則で定める職員は、条例別表第４医療職給料

表⑴の適用を受ける職員でその職務の級が４級であるものとする。 

第１３条第１項中「超過勤務命令簿（第３号様式）に所要事項を記入し」を

「、職員の勤務状況等を管理する電子計算機システム（以下「庶務事務システム」

という。）により」に、「に提出し、」を「から超過勤務」に改め、同項に次のた

だし書を加える。 

ただし、庶務事務システムにより難い場合には、超過勤務命令簿（第３号様

式）によるものとする。 

第１３条第２項中「前項」を「前項ただし書」に改め、同条に次の１項を加え

る。 

３ 命令権者は、超過勤務を命じたときは、当該勤務について事後に確認しなけれ 

ばならない。 

第２４条の３第１項第１号中「１００分の１１７．５以上１００分の１９５以 

下」を「１００分の１１５以上１００分の１９０以下」に、「１００分の 

１４１．５以上１００分の２３５以下」を「１００分の１３９以上１００分の

２３０以下」に改め、同項第２号中「１００分の１０６以上１００分の１１７．５

未満」を「１００分の１０３．５以上１００分の１１５未満」に、「１００分の
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１２７以上１００分の１４１．５未満」を「１００分の１２４．５以上１００分の

１３９未満」に改め、同項第３号中「１００分の９４．５」を「１００分の９２」

に、「１００分の１１４．５」を「１００分の１１２」に改め、同項第４号中

「１００分の９４．５」を「１００分の９２」に、「１００分の１１４．５」を

「１００分の１１２」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

（勤勉手当の成績率の経過措置） 

２ 当分の間、この規則による改正後の甲府市職員給与条例施行規則（以下「新規

則」という。）第２４条の３の規定による勤勉手当の成績率については、同条の

規定にかかわらず、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第

１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により

採用された職員以外の職員にあっては、１００分の１９０（新規則第１７条の２

に規定する特定幹部職員にあっては、１００分の２３０）の範囲内で、任命権者

が定めるものとする。 
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 甲府市職員住居手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１５号 

   甲府市職員住居手当支給規則の一部を改正する規則 

甲府市職員住居手当支給規則（昭和４９年１２月規則第７５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

本則に次の１条を加える。 

（令和３年４月１日における届出の特例） 

第９条 令和３年３月３１日において甲府市職員給与条例及び甲府市一般職の任期

付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例（令和元年１２

月条例第３７号）附則第５項の規定による住居手当を支給されている職員であっ

て、同年４月１日においても引き続き当該住居手当に係る住居を借り受け、家賃

を支払っているもののうち、同日に条例第２４条の３第１項に該当することとな

るものについては、令和２年３月３１日に 

おいて支給されていた住居手当に係る第３条第１項の規定により行われた届出

（附則第７項において準用する第３条第１項の規定による届け出が行われた場合

には、当該届出）を令和３年４月１日において支給されることとなる住居手当に

係る同項の規定により行われた届出とみなす。 

 附則第２項の次に次の５項を加える。 

３ 甲府市職員給与条例及び甲府市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関 

する条例の一部を改正する条例（令和元年１２月条例第３７号。以下「令和元年

改正条例」という。）附則第５項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とす

る。 

⑴ 令和２年３月３１日においても令和元年改正条例第２条の規定による改正前 

の条例（以下この項から第５項までにおいて「改正前条例」という。）第２４
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条の３第１項に該当していた職員であって、改正前の第２４条の３の規定を適

用するとしたならば同条第１項に該当しないこととなる職員 

⑵ 令和元年改正条例附則第５項に規定する旧手当額が２，０００円以下となる 

職員 

⑶ 前２号に掲げる職員に準ずる職員として任命権者が認める職員 

４ 令和元年改正条例附則第５項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、当該各号に定める額を基礎として改正前条例第２４条の３第２項の規

定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。 

⑴ 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた令和元年改正条例附則第 

５項の規定による住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額（以下この

号及び次号において「旧家賃月額」という。）より高い場合 旧家賃月額 

⑵ 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合 変更後の家賃の月額 

５ 任命権者（その委任を受けた者を含む。）は、令和２年３月３１日に改正前条

例第２４条の３の規定により支給されていた住居手当に係る事実（令和２年３月

２日から令和２年４月１日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変

更を含む。）を確認し、当該住居手当を受けていた職員が令和元年改正条例附則

第５項の職員たる要件を具備する場合は、令和２年４月１日において支給すべき

同条の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。 

６ 令和元年改正条例附則第５項の規定による住居手当の支給は、令和２年４月か

ら開始し、職員が同項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月（その日が月

の初日であるときは、その日の属する月の前月）又は令和３年３月のいずれか早

い月をもって終わる。 

７ 第３条から第７条まで（第６条第１項及び同条第３項を除く。）の規定は、令

和元年改正条例附則第５項の規定による住居手当の支給について準用する。この

場合において、第３条第１項中「新たに条例第２４条の３第１項の職員たる要件

を具備するに至った職員は、当該要件を具備していること」とあるのは「甲府市

職員給与条例及び甲府市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

の一部を改正する条例（令和元年１２月条例第３７号）附則第５項の規定による

住居手当を受けている職員は、その居住する住宅、家賃の額等に変更があった場

合には、当該変更に係る事実」と、「ならない。住居手当を受けている職員の居
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住する住宅、家賃の額等に変更があつた場についても、同様とする」とあるのは

「ならない」と、第４条第１項中「決定し、又は改定」とあるのは「改定」と、

同条第２項中「前項」とあるのは「附則第５項又は前項」と読み替えるものとす

る。 

   附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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 甲府市職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１６号 

   甲府市職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則 

甲府市職員特殊勤務手当支給規則（昭和３８年１０月規則第４９号）の一部を次

のように改正する。 

第５条中「特殊勤務服務簿（第３号様式）に所要事項を記載し」を「職員の勤務

状況等を管理する電子計算機システム（以下「庶務事務システム」という。）によ

り」に改め、同条に次のただし書を加える。 

ただし、庶務事務システムにより難い場合には、特殊勤務服務簿（第３号様 

式）によるものとする。 

附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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 甲府市物品管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１７号 

   甲府市物品管理規則の一部を改正する規則 

 甲府市物品管理規則（昭和６２年１月規則第２号）の一部を次のように改正す

る。 

 目次中「第３９条・第４０条」を「第３９条～第４１条」に改める。 

 第２４条を次のように改める。 

第２４条 削除 

 本則に次の１条を加える。 

 （物品管理システム） 

第４１条 この規則の規定により行う物品の管理に関する事務については、物品管 

理システム（物品の管理に関する事務を電子計算組織によって情報処理するシス

テムをいう。以下同じ。）により処理するものとする。ただし、物品管理システ

ムにより難い場合は、この限りでない。 

２ この規則の規定により作成することとされている帳票及び帳簿については、物 

品管理システムにより作成する磁気的記録をもって代えることができる。 

第８号様式を次のように改める。 

第８号様式 削除 

  附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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 甲府市自動車臨時運行許可に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１８号 

   甲府市自動車臨時運行許可に関する規則の一部を改正する規則 

甲府市自動車臨時運行許可に関する規則（平成５年６月規則第３５号）の一部を

次のように改正する。 

 第１号様式を次のように改める。 

第１号様式（第２条関係） 

  

 

（表面） 
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   附 則 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要

の調整をして使用することができる。 

 

 

 

 

 

（裏面） 
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 甲府市契約規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第１９号 

   甲府市契約規則の一部を改正する規則 

 甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）の一部を次のように改正す 

る。 

 第２９条第２項第９号を次のように改める。 

 ⑼ 契約不適合責任 

 第３４条に次の１項を加える。 

２ 前項第１号及び第２号による保証は、次に掲げる者による契約の解除の場合に 

ついても保証するものでなければならない。 

⑴ 契約者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 

１６年法律第７５号）の規定により選任された破産管財人 

⑵ 契約者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平 

成１４年法律第１５４号）の規定により選任された管財人 

⑶ 契約者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平 

成１１年法律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

 第４０条に次の２項を加える。 

３ 契約者が前払金の使用や部分払等によってもなお契約の目的物に係る工事の施 

工に必要な資金が不足することを疎明したときは、市長は、特段の理由がある場

合を除き、契約者の請負代金債権の譲渡について、第１項ただし書の承諾をしな

ければならない。 

４ 契約者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代 

金債権の譲渡により得た資金を契約の目的物に係る工事の施工以外に使用しては

ならず、また、その使途を疎明する書類を市長に提出しなければならない。 
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 第４１条を次のように改める。 

（市長の損害賠償請求等） 

第４１条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって 

生じた損害の賠償を請求することができる。 

⑴ 工期内に工事を完成することができないとき。 

⑵ 契約目的物に契約不適合があるとき。 

⑶ 第４２条又は第４２条の２の規定により、契約目的物の完成後にこの契約が

解除されたとき。 

⑷ 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務

の履行が不能であるとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、契約者は、 

請負代金額の１０分の１に相当する額を違約金として市長の指定する期間内に支

払わなければならない。 

⑴ 第４２条又は第４２条の２の規定により契約目的物の完成前にこの契約が解 

除されたとき。 

⑵ 契約目的物の完成前に、契約者がその債務の履行を拒否し、又は契約者の責

めに帰すべき事由によって契約者の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合 

とみなす。 

⑴ 契約者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法の規定に

より選任された破産管財人 

⑵ 契約者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法の規

定により選任された管財人 

⑶ 契約者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法の規

定により選任された再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に掲げる場合（前項の規定により第２項第２号に該 

当する場合とみなされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照ら

して契約者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第１項

及び第２項の規定は適用しない。 

５ 第１項第１号の場合においては、市長は、請負代金額から出来形部分に相応す 
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る請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等

に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づき財務大

臣が決定する率（以下「法定率」という。）を乗じて計算した額を請求するもの

とする。 

６ 第２項の場合（第４２条の２第９号及び第１１号の規定により、この契約が解 

除された場合を除く。）において、第３４条又は第３４条の２の規定により契約

保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市長は、当該

契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 

第４１条の次に次の１条を加える。 

（契約者の損害賠償請求等） 

第４１条の２ 契約者は、市長が次の各号のいずれかに該当する場合は、これに 

よって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場

合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして市長の責に帰することができない

事由によるものであるときは、この限りでない。 

⑴ 第４４条又は第４４条の２の規定によりこの契約が解除されたとき。 

⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の  

履行が不能であるとき。 

２ 第４９条第２項（第７９条において準用する場合を含む。）の規定による請負 

代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数

に応じ、法定率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを市長に請求することが

できる。 

 第４２条を次のように改める。 

（市長の催告による解除権） 

第４２条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を 

定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除すること

ができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が当該請負契約

及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

⑴ 第４０条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提

出したとき。 

⑵ 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても契約の履行に着手 
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しないとき。 

⑶ 契約期限内に完成しないとき又は契約期限経過後相当の期間内に契約の履行

を完成する見込みがないと認められるとき。 

⑷ 第５９条に掲げる者を設置しなかったとき。 

⑸ 正当な理由なく、第５０条第１項の履行の追完がなされないとき。 

⑹ 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。 

 第４２条の次に次の２条を加える。 

（市長の催告によらない解除権） 

第４２条の２ 市長は、前条の規定にかかわらず、契約者が次の各号のいずれかに 

該当するときは、直ちに契約を解除することができる。 

⑴ 第４０条第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 

⑵ 第４０条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外

に使用したとき。 

⑶ 契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 

⑷ 引き渡された契約の目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が 

目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができ

ないものであるとき。 

⑸ 契約者が契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した 

とき。 

⑹ 契約者の債務の一部の履行が不能である場合又は契約者がその債務の一部の

履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは当

該請負契約をした目的を達することができないとき。 

⑺ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間

内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、契

約者が履行をしないでその時期を経過したとき。 

⑻ 前各号に掲げる場合のほか、契約者がその債務の履行をせず、市長が前条の

催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないこ

とが明らかであるとき。 

⑼ 暴力団（甲府市暴力団排除条例（平成２４年３月条例第２号）第２条第１号

に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員等（同条
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例第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下この条において同じ。）が

経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 

⑽ 第４４条又は第４４条の２の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 

⑾ 契約者（契約者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以

下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（契約者が個人である場合にはその者を、契約者が法人である場合

にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務

所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員等であると認め

られるとき。 

イ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認

められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供

与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは

関与していると認められるとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有してい

ると認められるとき。 

カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方

がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締

結したと認められるとき。 

キ 契約者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原

材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（カに該当する場合を

除く。）に、市長が契約者に対して当該契約の解除を求め、契約者がこれに

従わなかったとき。 

（市長の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第４２条の３ 第４２条各号又は前条各号に定める場合が市長の責めに帰すべき事 

由によるものであるときは、市長は、前２条の規定による契約の解除をすること

ができない。 

 第４３条及び第４４条を次のように改める。 

- 232 -



（市長の任意解除権） 

第４３条 市長は、契約の履行が完成するまでの間は、第４２条又は第４２条の２ 

の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 

２ 市長は、前項の規定により契約を解除した場合において、契約者に損害を及ぼ 

したときは、その損害を賠償しなければならない。 

（契約者の催告による解除権） 

第４４条 契約者は、市長が契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行 

の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。た

だし、その期間を経過した時における債務の不履行が契約及び取引上の社会通念

に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

 第４４条の次に次の２条を加える。 

（契約者の催告によらない解除権） 

第４４条の２ 契約者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解 

除することができる。 

⑴ 第６５条第４項の規定により設計図書を変更したため契約金額が３分の２以

上減少したとき。 

⑵ 第６６条第１項の規定による工事の施行の中止期間が工期の１０分の５ ( 工

期の１０分の５が６月を超えるときは、６月 ) を超えたとき。ただし、中止が

工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後３月

を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 

（契約者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第４４条の３ 第４４条又は前条各号に定める場合が契約者の責めに帰すべき事由 

によるものであるときは、契約者は、前２条の規定による契約の解除をすること

ができない。 

 第４５条を次のように改める。 

（解除に伴う措置） 

第４５条 市長は、契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分 

を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡 

しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部 

分に相応する契約金額を契約者に支払わなければならない。 
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２ 第６４条第２項の規定は、前項の検査について準用する。 

３ 第１項の場合において、第７５条の規定による前払金又は中間前払金があった 

ときは、当該前払金及び中間前払金の額（第７８条の規定による部分払をしてい

るときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した

額）を第１項の出来形部分に相応する契約金額から控除する。この場合におい

て、受領済みの前払金及び中間前払金の額になお余剰があるときは、契約者は、

解除が第４２条若しくは第４２条の２の規定により市長が行ったものであるとき

又は第３４条第２項各号に掲げる者が行ったものであるときにあっては、その余

剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、法定

率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第４３条、第４４条又は第

４４条の２の規定によるときにあっては、その余剰額を市長に返還しなければな

らない。 

４ 契約者は、契約が工事の完成前に解除された場合において、第６３条の規定に 

よる貸与品があるときは、これを市長に返還しなければならない。この場合にお

いて、当該貸与品が契約者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品

を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなけ

ればならない。 

５ 契約者は、契約が工事の完成前に解除された場合において、第６３条の規定に 

よる支給材料があるときは、第１項の出来形部分の検査に合格した部分に使用さ

れているものを除き、これを市長に返還しなければならない。この場合におい

て、当該支給材料が契約者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したと

き、又は工事の出来形検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品

を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなけ

ればならない。 

６ 契約者は、契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に契約 

者の所有又は管理に属する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請

負人の所有又は管理に属するこれらの物件及び貸与品又は支給材料のうち前２項

の規定により市長に返還しないものを含む。）があるときは、契約者は、当該物 

件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、市長に明け渡さな 

ければならない。 
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７ 前項の場合において、契約者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤 

去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、市長は、契

約者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うこ

とができる。この場合において、契約者は、市長の処分又は修復若しくは取片付

けについて異議を申し出ることができないとともに、市長の処分又は修復若しく

は取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

８ 第４項前段及び第５項前段に規定する契約者のとるべき措置の期限、方法等に 

ついては、契約の解除が第４２条若しくは第４２条の２の規定による市長の解除

権の行使であるとき又は第３４条第２項各号に掲げる者による解除権の行使であ

るときは市長が定め、第４３条の規定による市長の解除権の行使であるとき又は

第４４条若しくは第４４条の２の規定による契約者の解除権の行使であるときは

当事者が協議して定めるものとし、第４項後段、第５項後段及び第６項に規定す

る契約者のとるべき措置の期限、方法等については、当事者が協議して定めるも

のとする。 

９ 工事の完成後に契約が解除された場合において、解除に伴い生じる事項の処理 

については、当事者が民法（明治２９年法律第８９号）の規定に従って協議して

決める。 

 第５０条を次のように改める。 

（契約不適合責任） 

第５０条 市長は、引き渡された契約目的物が種類又は品質に関して契約の内容に 

適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、契約者に対し、

目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。た

だし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市長は、履行の追完を請求

することができない。 

２ 前項の場合において、契約者は、市長に不相当な負担を課するものでないとき 

は、市長が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、市長が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、そ 

の期間内に履行の追完がないときは、市長は、その不適合の程度に応じて代金の 

減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、 

催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 
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⑴ 履行の追完が不能であるとき。 

⑵ 契約者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

⑶ 契約目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間 

内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、契

約者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 

⑷ 前３号に掲げる場合のほか、市長がこの項の規定による催告をしても履行の 

追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 

４ 市長は、引き渡された契約目的物に関し、第４７条第５項又は第６項（第７９ 

条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡し（以下こ

の条において単に「引渡し」という。）を受けた日から２年以内でなければ、契

約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又

は契約の解除（以下この条において「請求等」という。）をすることができな

い。 

５ 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの 

時、市長が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、契約者は、その責

任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった

契約不適合については、引渡しを受けた日から１年が経過する日まで請求等をす

ることができる。 

６ 前２項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠 

等当該請求等の根拠を示して、契約者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げ

ることで行う。 

７ 市長が第４項又は第５項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以 

下この項及び第１０項において「契約不適合責任期間」という。）内に契約不適

合を知り、その旨を契約者に通知した場合において、市長が通知から１年が経過

する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期

間内に請求等をしたものとみなす。 

８ 市長は、第４項又は第５項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる 

契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められ

る請求等をすることができる。 

９ 前各項の規定は、契約不適合が契約者の故意又は重過失により生じたものであ 
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るときには適用せず、契約不適合に関する契約者の責任については、民法の定め

るところによる。 

１０ 民法第６３７条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しな 

い。 

１１ 市長は、契約目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、 

第４項の規定にかかわらず、その旨を直ちに契約者に通知しなければ、当該契約

不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、契約者がその契約不適合

があることを知っていたときは、この限りでない。 

１２ 契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号） 

第９４条第１項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令（平成１２年政令第６４号）第５条

に定める部分の契約不適合（構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除

く。）について請求等を行うことのできる期間は、１０年とする。この場合にお

いて、前各項の規定は、適用しない。 

１３ 引き渡された契約目的物の契約不適合が支給材料の性質又は市長若しくは監 

督員の指図により生じたものであるときは、市長は当該契約不適合を理由とし

て、請求等をすることができない。ただし、契約者がその材料又は指図が不適当

であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 

 第６３条第８項中「貸与品に」の次に「種類、品質又は数量に関し請負契約の内

容に適合しないこと（」を加え、同項中「かくれたかし」を「ものに限る。）等」

に改める。 

 第８２条を次のように改める。 

（公共工事履行保証証券による保証の請求） 

第８２条 第３４条第１項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共 

工事履行保証証券による保証が付された場合において、請負者が第４２条各号又

は第４２条の２各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該公共工事履行保

証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成さ

せるよう請求することができる。 

２ 請負者は、前項の規定により保証人が選定し市長が適当と認めた建設業者（以 

下この条において「代替履行業者」という。）から市長に対して、この契約に基 
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づく次の各号に定める請負者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合

には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。 

⑴ 請負代金債権（前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る

請負代金として契約者に既に支払われたものを除く。） 

⑶ 工事完成債務 

⑷ 契約不適合を保証する債務（請負者が施工した出来形部分の契約不適合に係 

るものを除く。） 

⑸ 解除権 

⑹ その他この契約に係る一切の権利及び義務（第７０条の規定により請負者が 

施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。） 

３ 市長は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項 

各号に規定する請負者の権利及び義務を承継することを承諾する。 

４ 第１項の規定による市長の請求があった場合において、当該公共工事履行保証 

証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づ

いて市長に対して請負者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務

（当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。）は、当該保証金の額を

限度として、消滅する。 

 第８８条中「第８２条」を「第８３条」に改める。 

 第９３条第２項中「かし」を「契約不適合」に改める。 

 第２号様式、第５号様式、第６号様式その１、第６号様式その２、第７号様式そ

の１から第７号様式その３まで及び第８号様式その１から第９号様式その１までを

次のように改める。 
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第２号様式（第１２条関係） 
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第５号様式（第２４条関係） 
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第６号様式その１（第２９条関係） 
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第６号様式その２（第２９条関係） 
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第７号様式その１（第３０条関係） 
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第７条様式その２（第３０条関係） 
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第７号様式その３（第３０条関係） 
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第８号様式その１（第３１条関係） 
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第８号様式その２（第３１条関係） 
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第９号様式その１（第３１条関係） 
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 第９号様式その２の次に次の１様式を加える。 

第９号様式その３（第３１条関係） 
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 第１２号様式その１及び第１２号様式その２を次のように改める。 

第１２号様式その１（第４７条関係） 
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第１２号様式その２（第４７条関係） 
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   附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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 児童福祉法に基づく費用の徴収に関する規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

  令和２年３月３０日 

  

  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

  

  

甲府市規則第２０号 

   児童福祉法に基づく費用の徴収に関する規則の一部を改正する規則 

 児童福祉法に基づく費用の徴収に関する規則（平成２８年３月規則第２６号）の

一部を次のように改正する。 

 別表第１中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第１（第４条関係） 

母子保護の実施に係る徴収額 

階層区分 定義   徴収月額 

Ａ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）によ

る被保護世帯（単給世帯を含む。）及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）による

支援給付受給世帯 

      ０円 

Ｂ Ａ階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税

世帯 

  １，１００円 

Ｃ Ａ階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税

世帯であって、その市町村民税の額が均等割の

額のみの世帯（所得割の額のない世帯） 

  ２，２００円 

Ｄ１ Ａ階層及びＣ階層を除

き、当該年度分の市町

村民税の課税世帯であ

９，０００円以下   ３，３００円 

Ｄ２ ９，００１円以上 

２７，０００円以下 

  ４，５００円 
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Ｄ ３ って、その市町村民税

所得割の額の区分が次

の区分に該当する世帯 

２７，００１円以上 

５７，０００円以下 

  ６，７００円 

Ｄ ４ ５７，００１円以上 

９３，０００円以下 

  ９，３００円 

Ｄ ５ ９３，００１円以上 

１７７，３００円以下 

 １４，５００円 

Ｄ ６ １７７，３０１円以上

２５８，１００円以下 

２０，６００円 

Ｄ ７ ２５８，１０１円以上

３４８，１００円以下 

支弁月額（その額

が２７，１００円

を超えるときは、

２７，１００円と

する。） 

Ｄ ８ ３４８，１０１円以上 

４５６，１００円以下 

支弁月額（その額

が３４，３００円

を超えるときは、

３４，３００円と

する。） 

Ｄ ９ ４５６，１０１円以上 

５８３，２００円以下 

支弁月額（その額

が４２，５００円

を超えるときは、

４２，５００円と

する。） 

Ｄ １０ ５８３，２０１円以上 

７０４，０００円以下 

支弁月額（その額

が５１，４００円

を超えるときは、

５１，４００円と

する。） 

Ｄ １１ ７０４，００１円以上 

８５２，０００円以下 

支弁月額（その額

が６１，２００円
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を超えるときは、

６１，２００円と

する。） 

Ｄ１２ ８５２，００１円以上 

１，０４４，０００円

以下 

支弁月額（その額

が７１，９００円

を超えるときは、

７１，９００円と

する。） 

Ｄ１３ １，０４４，００１円

以上 

１，２２５，５００円

以下 

支弁月額（その額

が８３，３００円

を超えるときは、

８３，３００円と

する。） 

Ｄ１４ １，２２５，５０１円

以上 

１，４２６，５００円

以下 

支弁月額（その額

が９５，６００円

を超えるときは、

９５，６００円と

する。） 

Ｄ１５ １，４２６，５０１円

以上 

全額徴収 

別表第１備考第２項中「Ｃ１階層」を「Ｃ階層」に、「Ｃ１及びＣ２階層」を

「Ｄ１～Ｄ１５階層」に、「第５条の４第６項」を「附則第５条の４第６項」に、

「第５条の４の２第５項」を「附則第５条の４の２第５項」に改める。 

別表第１備考第３項を削り、同表備考第４項を同表備考第３項とし、同表備考第

５項を同表備考第４項とする。 

別表第２中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第２（第４条関係） 

助産の実施に係る徴収額 

階層区分          定義   徴収金額 

Ａ 生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含       ０円 
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む。）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律による支援給付

受給世帯 

Ｂ Ａ階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税

世帯 

出産給付額に５分

の１を乗じて得た

額に２，２００円

を加えた額 

Ｃ Ａ階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税

世帯であって、その市町村民税の額が均等割の

額のみの世帯（所得割の額のない世帯） 

出産給付額に１０

分の３を乗じて得

た額に４，５００

円を加えた額 

Ｄ １ Ａ階層及びＣ階層を除

き、当該年度分の市町

村民税の課税世帯であ

って、その市町村民税

所得割の額の区分が次

の区分に該当する世帯 

９，０００円以下 出産給付額に２分

の１を乗じて得た

額に６，６００円

を加えた額 

Ｄ ２ ９，００１円以上 

１９，０００円以下 

出産給付額に２分

の１を乗じて得た

額に９，０００円

を加えた額 

別表第２備考第１項中「、「所得割の額」又は「所得税の額」を「又は「所得割

の額」に、「、所得割の額又は所得税の額」を「又は所得割の額」に改める。 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の児童福祉法に基づ

く費用の徴収に関する規則（以下「改正後の規則」という。）の規定は、令和元

年７月１日から適用する。 

２ 令和元年７月１日において現に母子生活支援施設に入所し、若しくは入居して

いる者（以下この項及び次項において「母子生活支援施設入所者等」という。）

に係る改正後の規則別表第１の規定の所得割の額の算定方法は、母子生活支援施

設入所者等又はその扶養義務者について、地方税法等の一部を改正する法律（平
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成２２年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方税法第２９２条第１項第

８号に規定する扶養親族（１６歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。）

及び同法第３１４条の２第１項第１１号に規定する特定扶養親族（１９歳未満の

者に限る。以下「特定扶養親族」という。）があるときは、同号に規定する額

（扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの（扶養親族に係る額に相当す

るものを除く。）に限る。）に同法第３１４条の３第１項に規定する率を乗じて

得た額を所得割の額から控除するものとする。 

３ 母子生活支援施設入所者等に係る措置費負担額であって、改正後の規則別表第

１の規定による措置費負担額がこの規則による改正前の児童福祉法に基づく費用

の徴収に関する規則（以下「改正前の規則」という。）別表第１の規定による措

置費負担額を超えることとなるものに係る当該措置費負担額については、附則第

１項の規定にかかわらず、改正前の規則別表第１の規定を適用する。ただし、改

正後の規則別表第１の規定による措置費負担額が改正前の規則別表第１の規定に

よる措置費負担額以下となることとなった月以後の月分（この規則の施行の日の

属する月の翌月以降の月分に限る。）の措置費負担額については、この限りでな

い。 

４ 令和元年７月１日からこの規則の施行の日の前日までの間に母子生活支援施設

に入所し、若しくは入居した者であって、改正後の規則別表第１の規定による措

置費負担額が改正前の規則別表第１の規定による措置費負担額を超えることとな

る月分があるものに係る令和元年７月１日からこの規則の施行の日の属する月の

末日までの間の措置費負担額（改正後の規則別表第１の規定による措置費負担額

が改正前の規則別表第１の規定による措置費負担額を超えることとなる月分に限

る。）については、附則第１項の規定にかかわらず、改正前の規則別表第１の規

定を適用する。 

５ 令和元年７月１日において現に助産施設に入所している者（以下この項及び次

項において「助産施設入所者」という。）に係る改正後の規則別表第２の規定の

所得割の額の算定方法は、助産施設入所者又はその扶養義務者について、扶養親

族及び特定扶養親族があるときは、地方税法等の一部を改正する法律（平成２２

年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方税法第３１４条の２第１項第

１１号に規定する額（扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの（扶養親
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族に係る額に相当するものを除く。）に限る。）に同法第３１４条の３第１項に

規定する率を乗じて得た額を所得割の額から控除するものとする。 

６ 助産施設入所者に係る措置費負担額であって、改正後の規則別表第２の規定に

よる措置費負担額が改正前の規則別表第２の規定による措置費負担額を超えるこ

ととなるものに係る当該措置費負担額については、附則第１項の規定にかかわら

ず、改正前の規則別表第２の規定を適用する。ただし、改正後の規則別表第２の

規定による措置費負担額が改正前の規則別表第２の規定による措置費負担額以下

となることとなった月以後の月分（この規則の施行の日の属する月の翌月以降の

月分に限る。）の措置費負担額については、この限りでない。 

７ 令和元年７月１日からこの規則の施行の日の前日までの間に助産施設に入所し

た者であって、改正後の規則別表第２の規定による措置費負担額が改正前の規則

別表第２の規定による措置費負担額を超えることとなる月分があるものに係る令

和元年７月１日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの間の措置費負担

額（改正後の規則別表第２の規定による措置費負担額が改正前の規則別表第２の

規定による措置費負担額を超えることとなる月分に限る。）については、附則第

１項の規定にかかわらず、改正前の規則別表第２の規定を適用する。 
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 甲府市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

  

  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

  

  

甲府市規則第２１号 

   甲府市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市国民健康保険条例施行規則（昭和３５年１１月規則第５２号）の一部を次

のように改正する。 

 第１４条第 1 項中「毎年４月１日」を「交付した日から２年以内」に改め、同条

第２項中「前項の規定にかかわらず」を削る。 

 第１６条の５及び第１６条の６を次のように改める。 

 （保険料の納入の通知） 

第１６条の５ 保険料の納入の通知は、甲府市国民健康保険料納入通知書（第４号 

様式の２）により行うものとする。 

 （保険料の仮徴収額等の通知） 

第１６条の６ 国民健康保険法第７６条の４において準用する介護保険法（平成９   

 年法律第１２３号）第１３６条第１項の規定による特別徴収対象被保険者に対す 

る通知は、国民健康保険料特別徴収仮徴収額通知書（第４号様式の３）により行

うものとする。 

２ 国民健康保険法第７６条の４において準用する介護保険法第１３８条第１項の 

規定による被保険者の資格喪失等に係る特別徴収対象被保険者に対する通知は、

国民健康保険料特別徴収仮徴収中止通知書（第４号様式の４）により行うものと

する。 

 第４号様式の２から第４号様式の４までを次のように改める。 
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第４号様式の２（第１６条の５関係） 
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第４号様式の３（第１６条の６関係） 

 

国民健康保険料 特別徴収仮徴収額通知書  

次のとおり決定しましたので通知します。  

- 261 -



第４号様式の４（第１６条の６関係） 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険料 特別徴収仮徴収中止通知書  

次のとおり中止しましたので通知します。  
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附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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甲府市災害救助条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２２号 

   甲府市災害救助条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市災害救助条例施行規則（昭和３６年８月規則第３９号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３条第１項の表１収容施設（応急仮設住宅を含む。）の供与の項及び同表２炊

出しその他による食品の給与及び飲料水の供給の項を次のように改める。 

１  収容施設

（応急仮設

住 宅 を 含

む。）の供

与 

⑴ 避難所 

ア 避難所は、災害により現に被害を受け、又は受けるおそれ

のある者に供与する。 

イ 避難所は、学校、公民館等既存の建物を利用して開設する

ことを原則とする。ただし、適当な建物が得難いときは、野

外に仮小屋を設置すること、天幕を設営することその他の適

切な方法により開設することができる。 

ウ 避難所を設置するために支出することができる費用は、避

難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗

器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入

費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費とし、１人１日当た

り３３０円以内の額とする。 

エ 福祉避難所(高齢者、障害者等（以下「高齢者等」とい

う。）であつて避難所での避難生活において特別な配慮を必

要とするものに供与する避難所をいう。)を設置した場合

は、ウの金額に当該地域において当該特別な配慮のために必

要な通常の実費を加算することができる。 
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オ 避難所での避難生活が長期にわたる場合等においては、避

難所で避難生活している者への健康上の配慮等により、ホテ

ル、旅館その他の宿泊施設の借上げを実施し、これを供与す

ることができる。 

カ 避難所を開設できる期間は、災害発生の日から７日以内と

する。 

⑵ 応急仮設住宅 

応急仮設住宅は、住家が全壊し、全焼し、又は流失したこと

により居住する住家がない者であって、自らの資力では住家を

得ることができないものに、建設し供与する住宅 ( 以下「建設

型応急住宅」という。 ) 、民間賃貸住宅を借り上げて供与する

住宅 ( 以下「賃貸型応急住宅」という。 ) その他の適切な方法

により供与する住宅とする。 

ア 建設型応急住宅 

(ア) 建設型応急住宅の設置に当たっては、原則として、公有

地を利用するものとする。ただし、適当な公有地を利用す

ることが困難な場合は、民有地を利用することができる。 

(イ)  建設型応急住宅の１戸当たりの規模は、応急救助の趣旨

を踏まえ、地域の実情、世帯構成等に応じて設定するもの

とし、その設置のために支出することができる費用は、設

置に係る原材料費、労務費、付帯設備工事費、輸送費、建

築事務費等の一切の経費として、５，７１４，０００円以

内の額とする。 

(ウ) 建設型応急住宅を同一敷地内又は近接する地域内におお

むね５０戸以上設置した場合にあっては居住者の集会等に

利用するための施設を設置することができ、建設型応急住

宅を同一敷地内又は近接する地域内に５０戸未満設置した

場合にあっては戸数に応じた居住者の集会等に利用するた

めの小規模な施設を設置することができる。 

(エ) 福祉仮設住宅 ( 老人居宅介護等事業等を利用しやすい構
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造及び設備を有し、高齢者等であって日常の生活上特別な

配慮を要する複数のものに供与する施設をいう。 ) を建設

型応急住宅として設置することができる。 

(オ) 建設型応急住宅は、災害発生の日から２０日以内に着工

し、速やかに設置するものとする。 

(カ) 建設型応急住宅を供与することができる期間は、建設型

応急住宅の建築工事が完了した日から建築基準法(昭和

２５年法律第２０１号 ) 第８５条第３項又は第４項に規定

する期限までとする。 

(キ) 建設型応急住宅の供与の終了に伴う建設型応急住宅の解

体撤去及び土地の原状回復のために支出することができる

費用は、当該地域における実費とする。 

イ 賃貸型応急住宅 

(ア) 賃貸型応急住宅の１戸当たりの規模は、世帯の人数に応

じてアの(イ) に定める規模に準ずるものとし、その借上げの

ために支出することができる費用は、家賃、共益費、敷

金、礼金、仲介手数料、火災保険料その他の民間賃貸住宅

の貸主又は仲介業者との契約に不可欠な費用とし、その額

は、地域の実情に応じた額とする。 

(イ)  賃貸型応急住宅は、災害発生の日から速やかに民間賃貸

住宅を借り上げ、提供するものとする。 

(ウ) 賃貸型応急住宅を供与することができる期間は、借上げ

の日からアの(カ) に規定する期限までとする。 

２  炊出しそ

の他による

食品の給与

及び飲料水

の供給 

⑴ 炊出しその他による食品の給与 

ア 炊出しその他による食品の給与は、避難所に避難している

者又は住家に被害を受け、若しくは災害により現に炊事ので

きない者に対して行う。 

イ 炊出しその他による食品の給与は、被災者が直ちに食する

ことができる現物によるものとする。 

ウ 炊出しその他による食品の給与を実施するため支出できる
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費用は、主食、副食及び燃料等の経費とし、１人１日当たり

１，１６０円以内の額とする。 

エ 炊出しその他による食品の給与を実施できる期間は、災害

発生の日から７日以内とする。 

⑵ 飲料水の供給 

ア 飲料水の供給は、災害のため現に飲料水を得ることができ

ない者に対して行う。 

イ 飲料水の供給を実施するため支出できる費用は、水の購入

費のほか、給水及び浄水に必要な機械・器具の借上費、修繕

費及び燃料費並びに薬品及び資材費とし、その実費とする。 

⑶ 飲料水の供給を実施できる期間は、災害発生の日から７日以

内とする。 

 第３条第１項の表３被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与の項の⑴中「 

により」を「 、全島避難等により」に、「日用品」を「生活必需品」に、「き損

し」を「損傷等したことにより使用することができず」に、「、これを行う」を

「行う」に改め、同項の⑵中「これを行う」を「行う」に改め、同項の⑶中「の範

囲内」を「以内」に改め、同項の⑶のアの表中 

「 

 

 

                               」 

「 

 

 

                               」 

同項の⑶のイの表中 

「 

 

 

                               」 

17,300円 22,300円 32,800円 39,300円 49,800円  7,300円 

28,600円 37,000円 51,600円 60,400円 75,900円 10,400円 

 

18,800円 24,200円 35,800円 42,800円 54,200円  7,900円 

31,200円 40,400円 56,200円 65,700円 82,700円 11,400円 

 

を  

に改め、 

１戸   ２８．０

０㎡ 

05,600円 07,600円 11,400円 13,800円 17,500円 2,400 円 

09,100円 12,000円 16,900円 20,000円 25,400円 3,300 円 

 

を  

）  

）  
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「 

 

 

                            」 

同項に次のように加える。 

⑷ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与を実施することができる期間は、

災害発生の日から１０日以内とする。 

 第３条第１項の表４災害にかかった住宅の応急修理の項を次のように改める。  

４  災害にか

かった住宅

の応急修理 

⑴ 住宅の応急修理は、災害のため、住家が半壊、半焼若しく

はこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修

理をすることができない者又は大規模な補修を行わなければ

居住することが困難である程度に住家が半壊した者に対して

行う。 

⑵ 住宅の応急修理の規模は、居室、炊事場、便所等日常生活

に欠くことのできない部分とし、その修理のため支出できる

費用は、１世帯当たり次に掲げる額以内とする。 

ア 半壊又は半焼した世帯 １世帯当たり５９５，０００円 

イ 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世

帯 １世帯当たり３００，０００円 

⑶ 住宅の応急修理は、災害発生の日から１箇月以内に完了し

なければならない。 

 第３条第１項の表５学用品の給与の項の⑴中「学用品を喪失し、又はき損し」を

「喪失し、又は損傷等したことにより学用品を使用することができず」に、「特別

支援学校の小学部児童」を「義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部の

児童」に改め、「中学校生徒（」の次に「義務教育学校の後期課程、」を、「高等

学校（定時制の課程及び通信制の課程を含む。）」の次に「、義務教育学校の後期

課程」を加え、「、これを行う」を「行う」に改め、同項の⑵中「これを行う」を

「行う」に改め、同項の⑶中「額の範囲内」を「額以内」に改め、同項の⑶のイの

(ア)中「４，１００円」を「４，５００円」に改め、同項の⑶のイの (イ) 中

「４，４００円」を「４，８００円」に改め、同項の⑶のイの (ウ) 中「４，８００

06,100円 8,300 円 12,400円 15,100円 19,000円 2,600 円 

10,000円 13,000円 18,400円 21,900円 27,600円 3,600 円 

 

に改め、 

１戸    ２

８．００㎡ 
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円」を「５，２００円」に改め、同項に次のように加える。 

⑷ 学用品を給与することができる期間は、災害発生の日から教科書については１

箇月以内、その他の学用品については１５日以内とする。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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 甲府市医療法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２３号 

   甲府市医療法施行細則の一部を改正する規則 

 甲府市医療法施行細則（平成３１年３月規則第１９号）の一部を次のように改正

する。 

 第１号様式中 

 

 １８ その他の設備 

医局       ㎡ 看護師事務室       ㎡ 

事務室       ㎡ 待合室       ㎡ 

       ㎡        ㎡ 

 

 

 １８ その他の設備 

医局       ㎡ 看護師事務室       ㎡ 

事務室       ㎡ 待合室       ㎡ 

       ㎡        ㎡ 

 １９ 地域で不足する外来医療機能 

不足する外来医療機能※ 合意について 

 受諾・拒否 

 受諾・拒否 

  ※山梨県外来医療計画において二次医療圏ごとに定めた「地域で不足する 

   外来医療機能」を記載すること。 

  

「  

」  

「  

を

木

造

セ

メ

ン

ト

瓦

葺

平

屋

建  

１

戸    

２

８

．

０

０

㎡  

に  
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拒否の理由 

 

 

改める。 

 第６号様式中 

 

２０ 防火設備及び消火設備 

防火設備 消火設備 その他 

   

 ２１ 添付書類 

 

 

２０ 防火設備及び消火設備 

防火設備 消火設備 その他 

   

２１ 地域で不足する外来医療機能 

不足する外来医療機能※ 合意について 

 受諾・拒否 

 受諾・拒否 

  ※山梨県外来医療計画において二次医療圏ごとに定めた「地域で不足する 

   外来医療機能」を記載すること。 

 拒否の理由 

 

 ２２ 添付書類 

 

改める。 

」  

「  

」  

を

木

造

セ

メ

ン

ト

瓦

葺

平

屋

建  

１

戸    

２

８

．

０

０

㎡  

「  

」  

に  
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   附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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甲府市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２４号 

   甲府市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則（昭和４９年３月規則第１４

号）の一部を次のように改正する。 

第１５条第２項第２号中「若しくは」を「又は」に改め、同項に次の１号を加え

る。 

⑶  借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する

書類 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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 甲府市斎場条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２５号 

   甲府市斎場条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市斎場条例施行規則（昭和３４年４月規則第７号）の一部を次のように改正 

する。 

 第１号様式及び第２号様式中「６，０００円」を「１０，０００円」に、

「３，６００円」を「６，０００円」に、「２，７００円」を「４，５００円」

に、「２，４００円」を「４，０００円」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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 甲府市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２６号 

   甲府市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部を改正する規

則 

 甲府市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則（平成３１年３月規則第

１号）の一部を次のように改正する。 

 第１１条を第１２条とし、第１０条を第１１条とし、第９条を第１０条とし、第

８条中「第１０条第３項」を「第１０条第４項」に改め、同条を第９条とし、第７

条の次に次の１条を加える。 

 （研修） 

第８条 条例第１０条第３項の規則で定める研修は、別に市長が指定する者が、浄 

化槽の保守点検に必要な最新の知識及び技能の習得を目的として、次に掲げる事

項について行うものとする。 

⑴ 浄化槽行政に関すること。 

⑵ 浄化槽の構造及び機能に関すること。 

⑶ 浄化槽の保守点検及び清掃等に関すること。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市内における浄化槽を取り巻く状況に関するこ 

と。 

 第１号様式中 

「 

３ 浄化槽管理士の氏名、その者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番 

号及びその者が置かれる営業所の名称  

 」 

を 
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「 

３ 浄化槽管理士の氏名、その者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番 

号及びその者が置かれる営業所の名称 

 ４ 更新の登録にあっては、浄化槽管理士が研修を受講した年月日 

                                   」 

改める。 

 第１１号様式中「第９条」を「第１０条」に改める。 

第１２号様式中「第１０条」を「第１１条」に改める。 

第１３号様式中「第１１条」を「第１２条」に改める。 

  附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 

に 
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 甲府市中小企業振興融資条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２７号 

   甲府市中小企業振興融資条例施行規則の一部を改正する規則 

 甲府市中小企業振興融資条例施行規則（昭和５５年３月規則第２１号）の一部を

次のように改正する。 

 第３条に次の１号を加える。 

 ⑾ 女性おうえん資金 女性の創業者に融資する運転資金又は設備資金とする。 

 第６条第３号中「第５号まで」の次に「及び第１１号」を加える。 

別表第１中 

「 

運転資金

（為替変

動対策） 

２，０００

万円以内 

 ７ 年 以

内  

１２月据置 

７２回元金均等償還 

運転資金

（不況対

策） 

                            」 

「 

運転資金

（為替変

動対策） 

２，０００

万円以内 

 ７ 年 以

内  

１２月据置 

７２回元金均等償還 

運転資金

（不況対

策） 

２４月据置 

７２回元金均等償還 

                            」 

 

を  

に 、  
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「                                     

 

 

                                      

 

 

                                      

                                    」  

「                                     

 

 

 

 

 

 

                                            

改める。 

 第１号様式中 

「 

□ 小規模企業者小口資金 

 

□ 中小企業経営改善資金 

□ 創業支援資金 

□ 中小企業事業転換資金 

□ 地場産業振興資金 

□ 大規模小売店舗等進出対策資金 

□ 特別経営安定資金 

□ 連鎖倒産防止対策 

□ 不況対策 

□ 為替変動対策 

□ 災害復旧対策資金 

□ 季節資金 

□ 協同組合育成資金 

                                   」 

女 性 お

う え ん

資 金  

女 性 の

創 業 者  

運転資金 １，０００

万円以内 

 ５ 年 以

内  

６月据置 

５４回元金均等償還 

設備資金 １，５００

万円以内 

１ ０ 年

以 内  

１２月据置 

１０８回元金均等償還 

小 規 模

企 業 者

小 口 資

金  

小 規 模

企 業 者  

普通資金

（運転資

金） 

１，２５０

万円以内  

 ５ 年 以

内  

６月据置  

５４回元金均等償還  

普通資金

（設備資

金） 

１，２５０

万円以内  

７ 年 以

内  

６月据置  

７８回元金均等償還  

緊急資金 ５０万円以

内  

１ 年 以

内  

２月据置  

１０回元金均等償還  

 

を  

小 規 模

企 業 者

小 口 資

金  

小 規 模

企 業 者  

普通資金

（運転資

金） 

１，２５０

万円以内  

 ５ 年 以

内  

６月据置  

５４回元金均等償還  

普通資金

（設備資

金） 

１，２５０

万円以内  

７ 年 以

内  

６月据置  

７８回元金均等償還  

緊急資金 ５０万円以

内  

１ 年 以

内  

２月据置  

１０回元金均等償還  

 

」  

に  

を  

- 278 -



「 

□ 小規模企業者小口資金 

□ 中小企業経営改善資金 

□ 創業支援資金 

□ 女性おうえん資金 

□ 中小企業事業転換資金 

□ 地場産業振興資金 

□ 大規模小売店舗等進出対策資金 

□ 特別経営安定資金 

□ 連鎖倒産防止対策 

□ 不況対策 

□ 為替変動対策 

□ 災害復旧対策資金 

□ 季節資金 

□ 協同組合育成資金 

                                   」 

改める。 

第３号様式中 

「 

□ 中小企業経営改善資金     □ 特別経営安定資金 

□ 創業支援資金          □ 連鎖倒産防止対策 

                  □ 不況対策 

□ 中小企業事業転換資金      □ 為替変動対策 

□ 地場産業振興資金       □ 災害復旧対策資金 

□ 大規模小売店舗等進出対策資金 □ 季節資金 

                 □ 協同組合育成資金 

                 □ 小規模企業者小口資金 

                                   」 

「 

□ 中小企業経営改善資金     □ 特別経営安定資金 

□ 創業支援資金          □ 連鎖倒産防止対策 

□ 女性おうえん資金        □ 不況対策 

□ 中小企業事業転換資金      □ 為替変動対策 

□ 地場産業振興資金       □ 災害復旧対策資金 

□ 大規模小売店舗等進出対策資金 □ 季節資金 

                 □ 協同組合育成資金 

                 □ 小規模企業者小口資金 

                                   」 

改める。 

に  

を  

に  
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 第５号様式中 

「 

□ 中小企業経営改善資金   □ 災害復旧対策資金 

□ 創業支援資金        

□ 協同組合育成資金 

□ 中小企業事業転換資金   □ 小規模企業者小口資金 

□ 地場産業振興資金 

□ 大規模小売店舗等進出対策資金 

                                   」 

「 

□ 中小企業経営改善資金     □ 大規模小売店舗等進出対策資金 

□ 創業支援資金         □ 災害復旧対策資金 

□ 女性おうえん資金       □ 協同組合育成資金 

□ 中小企業事業転換資金     □ 小規模企業者小口資金 

□ 地場産業振興資金        

                                   」 

改める。 

  附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

を  

に  
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甲府市地方卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２８号 

甲府市地方卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則 

甲府市地方卸売市場業務条例施行規則（平成２３年３月規則第３号）の一部を次

のように改正する。 

目次中「第４条」を「第３条の２」に、「第４章 卸売の業務に関する品質管理

（第６８条）」を「第４章 削除」に改める。 

第２章第１節中第４条の前に次の２条を加える。 

（卸売業務の許可申請） 

第３条の２ 条例第６条の２第３項の許可申請書は、卸売業務許可申請書（第１号

様式）とする。 

２ 前項の卸売業務許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

ア 定款 

イ 設立に係る登記事項証明書 

ウ 貸借対照表及び損益計算書 

エ 卸売の業務を開始しようとする日の属する年度及びその翌年度における当

該業務に係る事業計画書 

オ 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額

を記載した書面 

カ 役員名簿 

キ 業務を執行する役員に関する市区町村長の発行する身分証明書並びに当該

法人の代表者の履歴書、写真（正面向き、上半身、脱帽、縦５センチメート

ル、横５センチメートル）及び印鑑証明書 

ク 条例第６条の２第４項第２号、第３号及び第４号に掲げる者に該当しない
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ことを誓約する書面 

ケ その他市長が必要と認める書類 

（許可証の交付） 

第３条の３ 市長は、条例第６条の２第１項の許可をしたときは、卸売業務許可証

（第２号様式）を交付する。 

２ 前項の許可に際しては、取扱品目の部類その他必要な事項を指定する。 

第４条中「第８条第１項」を「第８条」に改め、「青果部、水産物部とも」を削

る。 

第５条から第１１条までを次のように改める。 

（事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割の認可申請） 

第５条 条例第１１条の３第３項の認可申請書は、その申請が同条第１項の認可に

係るものであるときは卸売業務の譲渡・譲受認可申請書（第３号様式）とし、そ

の申請が同条第２項の合併の認可に係るものであるときは卸売業者合併認可申請

書（第３号様式の２）とし、その申請が同項の分割の認可に係るものであるとき

は卸売業者分割認可申請書（第３号様式の３）とする。 

２ 前項の認可申請書の添付書類については、第３条の２第２項の規定を準用す

る。この場合において、当該認可の申請が、事業の譲渡し及び譲受けの認可に係

るものであるときは同項各号列記以外の部分中「次に掲げる書類」とあるのは

「次に掲げる書類並びに譲渡し及び譲受けに係る契約書の写し」と、事業の合併

の認可に係るものであるときは同項各号列記以外の部分中「次に掲げる書類」と

あるのは「次に掲げる書類及び合併に係る契約書の写し」と、事業の分割の認可

に係るものであるときは同項各号列記以外の部分中「次に掲げる書類」とあるの

は「次に掲げる書類及び分割に係る計画書又は契約書の写し」と読み替えるもの

とする。 

（卸売業務の不適格事実の生じた場合の届出） 

第６条 卸売業者は、条例第６条の２第４項第２号、第４号及び第６号のいずれか

に該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければなら

ない。 

（名称変更等の届出） 

第７条 条例第１１条の４第１項の規定による届出は、卸売業者の名称等変更届出
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書（第３号様式の４）により行うものとする。この場合において、当該届出が同

項第２号に係るものであるときは、同号の規定による変更の内容を証明する書類

を添付しなければならない。 

２ 条例第１１条の４第２項の規定による届出は、卸売業者の解散届出書（第３号

様式の５）により行うものとする。 

（卸売業者の定款変更等の届出） 

第８条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を

市長に届け出なければならない。 

⑴ 定款を変更したとき。 

⑵ 業務を執行する役員に変更があったとき。 

⑶ 資本金又は出資の額に変更があったとき。 

⑷ 総会の決議があったとき。 

（残高試算表の提出） 

第９条 卸売業者は、毎月２０日までに、前月末現在の残高試算表を作成し、市長

に提出しなければならない。 

（事業報告書の提出等） 

第１０条 条例第１１条の５の事業報告書は、卸売市場法施行規則（昭和４６年農

林省令第５２号）第２１条に定めるとおりとする。 

２ 卸売業者がその定款変更後又はその株主若しくは出資者若しくは組合員に異動

があった後に前項の事業報告書を提出する場合は、当該事業報告書に当該変更後

の株主又は出資者若しくは組合員の名簿を添付しなければならない。 

３ 卸売業者は、第１項の事業報告書に係る閲覧の申出があった場合には、貸借対

照表及び損益計算書について、次の各号に掲げる正当な理由がある場合を除き閲

覧させなければならない。 

⑴ 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと

認められる者から閲覧の申出がなされた場合 

⑵ 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的

以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合 

⑶ 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合 

４ 前項の閲覧は、インターネットの利用、事務所における備置きその他の適切な
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方法によりさせなければならない。 

（せり人の届出等） 

第１１条 条例第１２条第２項の規定による届出は、せり人選任届出書（第３号様

式の６）により行うものとする。 

２ 前項の届出をする場合には、届出書に次の各号に掲げる事項を記載した当該せ

り人の履歴書を添付しなければならない。 

⑴ 現住所 

⑵ 氏名並びに年齢及び生年月日 

⑶ 義務教育終了後の学歴 

⑷ 生鮮食料品等の流通業務に従事した職歴 

⑸ 条例第１２条第１項各号に該当しない旨の誓約 

３ 卸売業者は、せり人が条例第１２条第１項第１号から第３号までのいずれかに

該当することとなったとき、又はせり人にせりを行わせなくなったときは、せり

人解任届出書（第３号様式の７）を市長に届け出なければならない。 

第２章第１節中第１１条の次に次の１条を加える。 

（せり人章の交付） 

第１１条の２ 市長は、条例第１２条第２項の届出があったときは、せり人章（第

３号様式の８）を交付する。 

２ せり人は、卸売のせりに従事するときは、せり人章を着用しなければならな

い。 

第１２条第２項第１号キ中「及び第５号」を「、第５号及び第６号」に改め、同

項第２号ア中「又は規約」を削り、同号イ中「登記事項証明書」を「設立に係る登

記事項証明書」に改め、同号クを次のように改める。 

ク 条例第１４条第４項第２号、第３号、第５号、第６号及び第７号に掲げる

者に該当しないことを誓約する書面 

第１８条中「又は第６号」を「、第６号又は第７号」に改める。 

第２１条中「第５条、第８条及び第１０条」を「第８条及び第９条」に改める。 

第２２条第２項第１号オ及び同項第２号キ中「及び第３号」を「、第３号及び第

５号」に改める。 

第２４条中「又は第３号」を「、第３号又は第５号」に改める。 
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第２７条に次の１項を加える。 

２ 買出人は、市場内で買出しを行うときは、買出人章を着用しなければならな

い。 

第２８条を次のように改める。 

（関連事業の種類及びその数） 

第２８条 条例第２７条第１項の規則で定める業務は、冷蔵庫業とし、当該業務を

営む者の数は、１とする。 

第２９条第２項中「及び第５号」」を「、第５号及び第６号」」に、「及び第３

号」を「、第３号及び第６号」に、「及び第６号（同項」を「、第６号及び第７

号」に、「及び第５号（同条」を「、第５号及び第６号」に改める。 

第３２条中「又は第５号」を「、第５号又は第６号」に改める。 

第３５条を次のように改める。 

第３５条 削除 

第４９条の次に次の１条を加える。 

（受託契約約款の届出） 

第４９条の２ 条例第４２条第２項の規定による届出は、受託契約約款（変更）届

出書（第２７号様式の２）に受託契約約款の写しを添付して行わなければならな

い。約款の内容に変更を生じたときも、同様とする。 

第６０条及び第６１条を次のように改める。 

（卸売予定数量等の報告） 

第６０条 条例第４９条第１項の規定による報告及び公表は、卸売のための販売開

始時刻３０分前までに行わなければならない。 

２ 前項の報告は、卸売予定数量等報告書（第３５号様式）により行うものとす

る。 

３ 条例第４９条第２項の規定による報告及び公表は、卸売をした日の翌日までに

行わなければならない。 

４ 前項の報告は、売上高日報（第３６号様式）により行うものとする。 

５ 第３項の報告において、市長の指定する物品については、その物品の販売終了

後直ちに、指定物品卸売価格報告書（第３７号様式）により行うものとする。 

６ 条例第４９条第４項の規定による報告は、月間市況等報告書（第３８号様
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式）、業種別売上高日計表（第３９号様式）、産地別・品目別日計表（第４０号

様式）、売上高日計表（第４１号様式）により行わなければならない。この場合

において、業種別売上高日計表、産地別・品目別日計表及び売上高日計表につい

ては、それぞれの様式を記録した電磁的記録により行うものとする。 

（卸売予定数量等の公表） 

第６１条 条例第５０条第１項の規定による公表は、報告のあった日のうちに行う

ものとする。 

２ 条例第５０条第２項の規定による公表は、報告のあった日のうちに行うものと

する。 

第４章を次のように改める。 

   第４章 削除 

第６８条 削除 

第７６条の見出しを「（使用料等）」に改める。 

第７８条第２項中「使用料の額」を「手数料の納付期限、使用料の額」に改め

る。 

第８８条に次の１項を加える。 

３ 卸売業者は、せり人の解任を届け出たときは、遅滞なく、せり人章を市長に返

還しなければならない。 

第８９条を次のように改める。 

（記章の再交付） 

第８９条 卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は買出人が交付された記章を紛失

し、又は毀損したときは、市長に申請して再交付を受けなければならない。 

２ 第７６条の規定は、前項の手数料について準用する。この場合において、別表

中「交付」とあるのは「再交付」と読み替えるものとする。 

別表中 

「 

指定駐車場料金 

 

市場内使用者 １区画につき １，５００円 

市場外使用者 １区画につき ２，５００円 

                                    」 

「 

を 
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指定駐車場料金 

 

市場内使用者 １区画につき ２，０００円 

市場外使用者 １区画につき ３，０００円 

記章の交付に係る手数料 １件につき １，０００円 

                                    」 

改める。

に 
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第１号様式から第３号様式を次のように改める。 

第１号様式(第３条の２関係) 

 

卸売業務許可申請書 

 

年  月  日  

 (あて先)甲府市長 

 

所在地               

名称及び代表者の氏名        

㊞  

 

 甲府市地方卸売市場業務条例第６条の２第１項の規定により卸売の業務の許可を受けた

いので、関係書類を添えて、次のとおり提出します。 

所 在 地   

ふ り が な 

代 表 者 名 

 

ふ り が な 

商 号 
  

企 業 形 態 
１ 合名   ２ 合資   ３ 合同   ４ 株式 

５ その他(       ) 

資 本 金 円 出 資 金 円 

役 員 

役職名 氏名 生年月日 住所 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

取扱品目の部類

及 び 取 扱 品 目 
部   

  

- 288 -



 

第２号様式(第３条の３関係) 

 

  

 

  

    

 

甲府市指令市場第     号  

 

卸売業務許可証 

 

 

 

 

 

 

 

   商号 

 

 

   氏名又は名称 

 

 

   許可番号     第       号 

 

 

 

 甲府市地方卸売市場        部において卸売の業務を行うことを許可します。 

 

 

 

 

          年  月  日 

 

 

 

 

甲府市長          印  
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第３号様式(第５条関係) 

 

卸売業務の譲渡・譲受認可申請書 

 

年  月  日  

 (あて先)甲府市長 

 

譲渡人 甲府市地方卸売市場   部卸売業者  

名称及び代表者の氏名         

㊞  

(許可第   号) 

譲受人 住所                 

名称及び代表者の氏名         

㊞  

 

 

 甲府市地方卸売市場業務条例第１１条の３第１項の規定により卸売業者の事業の譲渡し

及び譲受けの認可を受けたいので、関係書類を添えて、次のとおり提出します。 

譲渡する取扱品目の部類   

譲渡・譲受予定年月日   

譲渡・譲受を必要とする

理 由 
  

備 考   

注 この申請書は、２部提出すること。 

 

条件 
甲府市指令市場第   号  

年  月  日  

 上記申請のとおり認可します。 

 

甲府市長          印  
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第３号様式の次に次の７様式を加える。 

第３号様式の２(第５条関係) 

 

卸売業者合併認可申請書 

 

年  月  日  

 (あて先)甲府市長 

 

甲府市地方卸売市場   部卸売業者  

名称及び代表者の氏名        

㊞  

(許可第   号)   

甲府市地方卸売市場   部卸売業者  

名称及び代表者の氏名        

㊞  

(許可第   号)   

 

 甲府市地方卸売市場業務条例第１１条の３第２項の規定により卸売業者の事業の合併に

ついて認可を受けたいので、関係書類を添えて、次のとおり提出します。 

 

１ 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の名称及び代表者氏名 

 

 

２ 合併の方法及び条件 

 

 

３ 合併の予定年月日 

 

 

４ 合併を必要とする理由 

 

 

注 この申請書は、２部提出すること。 

条件 
甲府市指令市場第   号  

年  月  日  

 上記申請のとおり認可します。 

 

甲府市長          印  
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第３号様式の３(第５条関係) 

 

卸売業者分割認可申請書 

 

年  月  日  

 (あて先)甲府市長 

 

甲府市地方卸売市場   部卸売業者  

名称及び代表者の氏名        

㊞  

(許可第   号)   

 

 

 甲府市地方卸売市場業務条例第１１条の３第２項の規定により卸売業者の事業の分割に

ついて認可を受けたいので、関係書類を添えて、次のとおり提出します。 

 

１ 分割により市場における卸売の業務を承継する法人の名称及び代表者氏名 

 

 

２ 分割により承継させる取扱品目 

 

 

３ 分割の方法及び条件 

 

 

４ 分割の予定年月日 

 

 

５ 分割を必要とする理由 

 

 

注 この申請書は、２部提出すること。 

 

 

条件 
甲府市指令市場第   号  

年  月  日  

 上記申請のとおり認可します。 

 

甲府市長          印  
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第３号様式の４(第７条関係) 

 

卸売業者の名称等変更届出書 

 

年  月  日  

 (あて先)甲府市長 

 

所在地               

名称及び代表者の氏名        

㊞  

 

 甲府市地方卸売市場業務条例第１１条の４第１項の規定により、関係書類を添えて、次

のとおり届け出ます。 

業

務 

１ 開始 

２ 休止 

３ 再開 

４ 廃止 

年  月  日 

理由 

  新 旧 

ふ り が な 

名 称 
    

所 在 地     

ふ り が な 

商 号 
    

代 表 者     

資本金又は出資

金 
    

役 員 

役 職 名 氏名 役 職 名 氏名 

        

        

        

        

        

        

注１ 該当する事項のみを記入すること。  
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第３号様式の５(第７条関係) 

 

卸売業者の解散届出書 

 

年  月  日  

 

 (あて先)甲府市長 

 

所在地             

名称及び代表者の氏名      

㊞  

 

当該卸売業者との関係      

（          ）    

 

 甲府市地方卸売市場業務条例第１１条の４第２項の規定により、卸売業者が解散したの

で、関係書類を添えて、次のとおり届け出ます。 

 １ 名称及び代表者の氏名 

 

 

 ２ 主たる事務所の所在地 

 

 

 ３ 死亡又は解散の年月日 

 

 

 ４ 解散の理由  
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第３号様式の６(第１１条関係) 

 

せり人選任届出書 

 

年  月  日  

 

 (あて先)甲府市長 

 

所在地             

名称及び代表者の氏名      

㊞  

 

 甲府市地方卸売市場業務条例第１２条第２項の規定により、せり人を定めたので、関係

書類を添えて、次のとおり届け出ます。 

 

１ せり人の氏名および年齢 

 

 

２ せり人が卸売のせりに従事を開始する年月日 

 

 

３ せり人に定めた者が卸売のためのせり以外の業務を兼ねるものであるときはその業務

の内容  
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第３号様式の７(第１１条関係) 

 

せり人解任届出書 

 

年  月  日  

 

 (あて先)甲府市長 

 

所在地             

名称及び代表者の氏名      

㊞  

 

 甲府市地方卸売市場業務条例施行規則第１１条第３項の規定により、せり人を解任した

ので、次のとおり届け出ます。 

 

１ せりを行わせなくなった者の氏名および年齢 

 

 

２ せりを行わせなくなった年月日 

 

 

３ せりを行わせなくなった理由  
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第３号様式の８(第１１条の２関係) 

        せり人章 

 
備考１ 材質 プラスチック(厚さ３ミリメートル) 

  ２ 地色 シルバー 

  ３ 市章、文字、数字及び氏名の表示色 市長が別に定める。 

  ４ 文字 青果部を「青果」、水産物部を「水産」と表示する。  
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第１４号様式を次のように改める。 

第１４号様式(第２２条関係) 

 

売買参加者承認申請書 

年  月  日  

 (あて先)甲府市長 

住所                  

商号                  

氏名               ㊞  

  (法人にあっては、所在地、商号、

名称及び代表者の氏名) 

  

 

 甲府市地方卸売市場業務条例第２２条第１項の規定により売買参加者の承認を受けたい

ので、関係書類を添えて、次のとおり提出します。 

営

業

所 

ふりがな 

氏名又は名称 

(法 人 で あ る と

きは代表者名) (個人であるとき)    年  月  日生 

住所又は所在地   

ふりがな 

商号 
  

企業形態 
１ 合名 ２ 合資 ３ 合同 ４ 株式 ５ 個人 

６ その他(     ) 

資本金 円 出資金 円 

業種 
一般小売店 スーパーマーケット 生協 給食、外食納入業者 

加工業者 他市場卸売業者 その他（      ） 

役員 

役職名 氏名 生年月日 住所 

        

        

        

        

        

取扱品目の部類及び取扱品目 部    

常 時 売

買 に 参

加 す る

者 

氏名       

生年月日       

住所       

役職名       

申請者との続柄       

注１ 申請者が個人であるときは、資本金、出資金及び役員の欄は記入しないこと。 

 ２ 支店で申請するときは、氏名又は名称の欄に、その支店名及び支店長名を記入する

こと。  
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第２７号様式の次に次の１様式を加える。 

第２７号様式の２(第４９条の２関係) 

 

受託契約約款（変更）届出書 

 

年  月  日  

 (あて先)甲府市長 

 

所在地               

名称及び代表者の氏名        

㊞  

 

 

 甲府市地方卸売市場業務条例第４２条第２項の規定により、受託契約約款を定めた(変更

した)ので、関係書類を添えて、次のとおり届け出ます。 

 

１ 受託契約約款を定めた(変更した)理由 

 

 

２ 定めた(変更した)受託契約約款に有効期限がある場合にはその期間および有効期限を

定めた理由 
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第３７号様式中「第６０条第２項ただし書き」を「第６０条第５項」に改める。 

第３８号様式、第３９号様式及び第４０号様式中「第４９条第３項」を「第４９

条第４項」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、令和２年６月２１日から施行する。ただし、別表中指定駐車場料

金の改正規定は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について

適用する。 
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 甲府都市計画事業寿宝地区土地区画整理事業清算金徴収交付規則を廃止する規則

をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２９号 

   甲府都市計画事業寿宝地区土地区画整理事業清算金徴収交付規則を廃止する

規則 

 甲府都市計画事業寿宝地区土地区画整理事業清算金徴収交付規則（平成１７年３

月規則第１号）は、廃止する。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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 甲府市市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第３０号 

   甲府市市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則 

甲府市市営住宅条例施行規則（平成９年１０月規則第３５号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第６条第５項に次の１号を加える。 

⑶ 家賃等債務保証業者（賃貸住宅の賃借人の家賃の支払等に係る債務を保証す

ることを業として行う者をいう。）との間で締結した、当該者が入居しようと

する市営住宅の家賃の支払等に係る債務の保証に係る契約を証する書面を提出

できるもの 

第３号様式（その１）及び第３号様式（その２）中「年５分の割合」を「法定利

率」に、「債務を」を「債務 円を限度として」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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 甲府市市営住宅使用料等納入奨励金交付規則を廃止する規則をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第３１号 

   甲府市市営住宅使用料等納入奨励金交付規則を廃止する規則 

甲府市市営住宅使用料等納入奨励金交付規則（昭和２５年７月規則第１０号）

は、廃止する。 

   附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

- 303 -



 甲府市財務規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年３月３１日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第３２号 

   甲府市財務規則の一部を改正する規則 

 甲府市財務規則（昭和６２年１月規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 第１２５条第１項第３号に次のように加える。 

森林環境譲与税基金 

 第２６号様式（その１）、第３２号様式、第３９号様式、第４０号様式、第４２

号様式の２、第４３号様式、第４５号様式及び第６０号様式の２を次のように改め

る。 

第２６号様式（その１）（第４６条関係） 
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第３２号様式（第５６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３９号様式（第６２条関係） 
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第４０号様式（第６３条関係） 
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第４２号様式の２（第６３条関係） 
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第４３号様式（第６５条関係） 
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第４５号様式（第６５条関係） 
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第６０号様式の２（第９５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

- 310 -



規程  
甲府市規程第１号 

 甲府市事案決定規程等の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和２年３月３０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

   甲府市事案決定規程等の一部を改正する規程 

 （甲府市事案決定規程の一部改正） 

第１条 甲府市事案決定規程（昭和４８年４月規程第１号）の一部を次のように改

正する。  

  第４条第１項ただし書中「市長直轄組織に係る副市長の決定すべき共通決定事

案及び市長室に係る部長」を「市長室及び情報戦略室に係る部長の決定すべき共

通決定事案並びに市長直轄組織に係る副市長」に改め、同条第２項ただし書中

「市長直轄組織に係る副市長の決定すべき個別決定事案及び市長室に係る部長」

を「市長室及び情報戦略室に係る部長の決定すべき個別決定事案並びに市長直轄

組織に係る副市長」に改める。 

別表第２市長直轄組織、市長室、秘書の表の次に次のように加える。   

国 際 交 流   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  国 際 交 流 の 推 進 に

関 す る 事 項  

     

⑴  国 際 交 流 の 推 進

に 関 す る こ と 。  

 
重 要  一 般 的  軽 易  

 

⑵  東 京 オ リ ン ピ ッ

ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ

ク に 関 す る こ と 。  

 同 上  同 上  同 上  

 

    情報戦略室 

情 報 発 信   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   
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１  市 勢 情 報 の 調 整 及

び 分 析 に 関 す る 事 項  

     

⑴  市 勢 情 報 の 調 整

及 び 分 析 に 関 す る

こ と 。  

 

 

 

 ○    

 

２  広 報 活 動 に 関 す る

事 項  

     

⑴  広 報 誌 等 刊 行 物

の 企 画 、 編 集 及 び  

発 行 に 関 す る こ 

と 。  

重 要   一 般 的  軽 易  

 

⑵  テ レ ビ 放 送 の 企

画 制 作 に 関 す る こ

と 。  

 

 同 上    同 上  同 上  

 

⑶  ラ ジ オ 放 送 原 稿

の 作 成 に 関 す る こ

と 。  

 

 

 

 ○   

 

⑷  新 聞 広 告 の 企 画

に 関 す る こ と 。  
 重 要   一 般 的  軽 易  

 

⑸  ホ ー ム ペ ー ジ の  

発 信 に 関 す る こ 

と 。  

    

 ○   

 

⑹  広 報 連 絡 主 任 に

関 す る こ と 。  

   
 ○   

 

３  市 の 情 報 発 信 の 調

整 に 関 す る 事 項  

     

⑴  市 の 情 報 発 信 の  

調 整 に 関 す る こ 

と 。  

    

 ○   

 

⑵  報 道 機 関 と の 連

絡 調 整 に 関 す る こ

と 。  

    

 ○   

 

 

記 念 事 業   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   
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１  記 念 事 業 の 企 画 等

に 関 す る 事 項  

     

⑴  記 念 事 業 の 企 画

及 び 調 整 に 関 す る

こ と 。  

 

重 要  一 般 的  軽 易  

 

２  記 念 事 業 の 実 行 委

員 会 等 に 関 す る 事 項  

     

⑴  記 念 事 業 の 実 行

委 員 会 の 運 営 及 び

記 念 事 業 の 推 進 に

関 す る こ と 。  

 重 要  一 般 的  軽 易  

 

別表第２市長直轄組織、市長室、シティプロモーションの表を削る。 

別表第２総務部、行政管理室、職員の表第１項第１号中「臨時職員」を「臨時

的任用職員」に改め、同項第２号中「非常勤の嘱託員」を「特別職非常勤職員及

び会計年度任用職員」に改め、同表第６項第１号中「企画経営会議」を「経営企

画会議」に改める。 

別表第２総務部、行政管理室、事務効率の表中「事務効率」を「業務管理」に

改め、同表第３項第５号中「企画経営会議」を「経営企画会議」に改める。 

別表第２企画部、企画総室、総務の表第１項第１号中「企画経営会議」を「経

営企画会議」に改める。 

別表第２企画部、企画総室、企画の表第１項に次のように加える。 

⑵  経 営 企 画 会 議 戦

略 推 進 部 会 の 庶 務

に 関 す る こ と 。  

 

  ○   

 

別表第２企画部、企画総室、企画の表中第２項及び第３項を削り、第４項を第

２項とし、第５項を第３項とし、同表第６項中「中心市街地活性化基本計画」を

「中心市街地の活性化」に改め、同項第１号中「計画」を「中心市街地活性化」

に改め、同項を同表第４項とし、同表第７項中第３号を削り、第４号を第３号と

し、同項を同表第５項とし、同表中第８項を第６項とし、第９項を第７項とし、

同表に次のように加える。 

８  企 画 調 整 に 関 す る

事 項  

     

⑴  総 合 調 整 に 関 す   ○      
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る こ と 。  

別表第２企画部、企画総室、国際交流の表を削る。 

別表第２企画部、企画経営室、行政経営の表第１項第２号を削り、同項第３号

中「企画経営会議」を「経営企画会議」に改め、同号を同項第２号とし、同表に

次のように加える。 

２  行 政 評 価 に 関 す る

事 項  

     

⑴  行 政 評 価 に 関 す

る こ と 。  
  ○     

 

別表第２企画部、企画経営室、財政の表第８項及び第９項を削り、同表の次に

次のように加える。 

連 携 推 進   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  広 域 行 政 に 関 す る

事 項  

     

⑴  広 域 行 政 に 関 す

る こ と 。  

 
重 要  一 般 的  軽 易  

 

⑵  自 治 体 連 携 に 関

す る こ と 。  

 
同 上  同 上  同 上  

 

２  市 町 村 合 併 に 関 す

る 事 項  

     

⑴  市 町 村 合 併 に 関

す る こ と 。  
  ○     

 

３  公 民 連 携 に 関 す る

事 項  

     

⑴  公 民 連 携 に 関 す

る こ と 。  

 
重 要  一 般 的  軽 易  

 

別表第２企画部、記念事業室の表を削る。 

別表第２市民部、市民協働室、協働推進の表の次に次のように加える。 

協 働 支 援   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  協 働 支 援 に 関 す る

事 項  

     

⑴  市 民 団 体 等 の 交  重 要  一 般 的  軽 易   
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流 ・ 連 携 に 関 す る

こ と 。  

⑵  地 域 支 援 拠 点 の

運営 に 関 す る こ

と 。  

 

同 上  同 上  同 上  

 

⑶  協 働 を 推 進 す る

た め の 支 援 に 関 す

る こ と 。  

 

同 上  同 上  同 上  

 

別表第２福祉保健部、健康支援センターの表中「健康支援センター」を「健康

長寿室」に改める。 

別表第２福祉保健部、健康支援センター、健康政策の表に次のように加える。 

１ ０  地 域 支 援 事 業 に

関 す る 事 項  

 
 

 
 

 

⑴  地 域 支 援 事 業 に

関 す る こ と 。  

 
重 要  一 般 的  軽 易  

 

１ １  地 域 包 括 支 援 セ

ン タ ー 運 営 協 議 会 に

関 す る 事 項  

 

 

 

 

 

⑴  地 域 包 括 支 援 セ

ン タ ー 運 営 協 議 会

の 運 営 に 関 す る こ

と 。  

 

重 要  一 般 的  軽 易  

 

別表第２福祉保健部、健康支援センター、健康増進の表中 

 

 

 

第１１項を第９項とし、第１２項を第１０項とし、同表の次に次のように加え

る。 

  健康支援センター 

精 神 保 健   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  精 神 保 健 に 関 す る

事 項  

     

⑴  精 神 保 健 に 関 す   
重 要  一 般 的   

健康増進 

 

を

木

造

セ

メ

ン

ト

瓦

葺

平

屋

建  

１

戸    

「  

」  

地域保健 

 

「  

」  

に改め、第９項及び第１０項を削り、 

- 315 -



る こ と 。  

２  自 殺 対 策 に 関 す る

事 項  

 
   

 

⑴  自 殺 対 策 に 関 す

る こ と 。  

 
 重 要  一 般 的  

 

別表第２福祉保健部、健康支援センター、医務感染症の表を次のように改め

る。 

医 務 感 染 症   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  地 域 医 療 に 関 す る

事 項  

     

⑴  地 域 医 療 セ ン タ

ー の 管 理 に 関 す る

こ と 。  

 

 重 要  一 般 的  

 

⑵  救 急 医 療 に 関 す

る こ と 。  

 
 同 上  同 上  

 

⑶  災 害 時 医 療 に 関

す る こ と 。  

 
 同 上  同 上  

 

⑷  医 療 機 関 等 の 許

可 及 び 届 出 並 び に

監 視 指 導 等 に 関 す

る こ と 。  

 

 同 上  同 上  

 

⑸  衛 生 検 査 所 に 関

す る こ と 。  

 
 同 上  同 上  

 

⑹  死 体 の 解 剖 及 び

保 存 の 許 可 等 に 関

す る こ と 。  

 

 同 上  同 上  

 

⑺  移 植 医 療 に 関 す

る こ と 。  

 
 同 上  同 上  

 

⑻  医 師 、 歯 科 医 師

そ の 他 の 医 療 関 係

者 に 関 す る こ と 。  

 

 同 上  同 上  

 

⑼  調 理 師 及 び 製 菓

衛 生 師 に 関 す る こ

と 。  

 

 同 上  同 上  

 

２  感 染 症 に 関 す る 事      
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項  

⑴  予 防 接 種 に 関 す

る こ と 。  

 
   ○   

 

⑵  感 染 症 に 関 す る

こ と 。  

 
 重 要  一 般 的  

 

⑶  感 染 症 審 査 協 議

会 に 関 す る こ と 。  

 
 同 上  同 上  

 

別表第２福祉保健部、健康支援センター、生活衛生薬務の表に次のように加え

る。 

５  斎 場 に 関 す る 事 項       

⑴  斎 場 の 管 理 運 営

に 関 す る こ と 。  

 
   ○   

 

⑵  胞 衣 産 汚 物 の 処

理 に 関 す る こ と 。  

 
  ○   

 

別表第２福祉保健部、長寿支援室の表中「長寿支援室」を「福祉支援室」に改

める。 

別表第２福祉保健部、長寿支援室、介護予防の表を削る。 

別表第２子ども未来部、子ども未来総室、総務の表の次に次のように加える。 

子 ど も 応 援   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  子 ど も 施 策 に 関 す

る 事 項  

     

⑴  子 ど も 施 策 の 調

査 研 究 に 関 す る こ

と 。  

 

重 要  一 般 的  軽 易  

 

２  子 ど も 未 来 応 援 条

例 に 関 す る 事 項  

 
 

 
 

 

⑴  子 ど も 未 来 応 援

条例 に 関 す る こ

と 。  

 

重 要  一 般 的  軽 易  

 

３  青 少 年 の 育 成 補 導

に 関 す る 事 項  

 
 

 
 

 

⑴  青 少 年 健 全 育 成

計画 に 関 す る こ

と 。  

 

  ○    
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⑵  青 少 年 育 成 団 体

の 指 導 に 関 す る こ

と 。  

 

   ○   

 

⑶  青 少 年 関 係 機 関

及 び 団 体 と の 連 絡

に 関 す る こ と 。  

 

   ○   

 

⑷  青 少 年 対 策 の 広

報 に 関 す る こ と 。  

 
   ○   

 

⑸  青 少 年 総 合 対 策

本 部 及 び 青 少 年 問

題 協 議 会 の 庶 務 に

関 す る こ と 。  

 

   ○   

 

⑹  青 少 年 育 成 セ ン

タ ー の 運 営 に 関 す

る こ と 。  

 

  ○    

 

⑺  チ ビ ッ コ 広 場 の

管理 に 関 す る こ

と 。  

 

   ○   

 

別表第２子ども未来部、子ども未来総室、子ども支援の表中「子ども支援」を

「子育て支援」に改め、第８項を削り、第９項を第８項とする。 

別表第２産業部、農林振興室、林政の表第４項に次のように加える。 

⑾  創 作 の 森 お び な

の 管 理 に 関 す る こ

と 。  

 

同 上  同 上  同 上  

 

別表第２まちづくり部、まちづくり総室、産業立地の表を削る。 

別表第２まちづくり部、まち整備室の表中「まち整備室」を「まち開発室」に

改める。 

別表第２まちづくり部、まち整備室、都市整備及び建築指導の表を次のように

改める。 

産 業 立 地   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  産 業 立 地 に 関 す る

事 項  

     

⑴  企 業 誘 致 に 関 す  重 要  一 般 的    
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る こ と 。  

⑵  大 規 模 集 客 施 設

等 に 関 す る こ と 。  

 
同 上  同 上   

 

⑶  工 業 立 地 法 （ 昭

和３ ４ 年 法 律 第

２ ４ 号 ） に 関 す る

こ と 。  

 

同 上  同 上   

 

別表第２まちづくり部、まち保全室の表中「まち保全室」を「まち整備室」に

改める。 

別表第２まちづくり部、まち保全室、公園緑地の表の前に次のように加える。 

都 市 整 備   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  用 地 取 得 に 関 す る

事 項  

     

⑴  用 地 取 得 の 事 前

確認 に 関 す る こ

と 。  

 

軽 易  

 

 

 

⑵  土 地 収 用 法 （ 昭

和２ ６ 年 法 律 第

２ １ ９ 号 ） に よ る

対 象 事 業 に 関 す る

こ と 。  

 

同 上  

 

 

 

２  公 園 事 業 及 び 街 路

事 業 に 関 す る 事 項  

     

⑴  公 園 事 業 及 び 街

路 事 業 に 係 る 用 地

取得 に 関 す る こ

と 。  

 

2,000 万 円

以 上 5,000

万 円 未 満  

200 万 円 以

上 2,000 万

円 未 満  

200 万 円 未

満  

 

⑵  公 園 事 業 及 び 街

路 事 業 に 係 る 移 転

補償 に 関 す る こ

と 。  

 

同 上  同 上  同 上  

 

３  土 地 買 収 に 関 す る

事 項  

 
 

 
 

 

⑴  買 収 依 頼 書 を 受

理 す る こ と 。  

      
 ○   
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４  土 地 の 引 継 ぎ に 関

す る 事 項  

 
 

 
 

 

⑴  土 地 の 引 継 ぎ に

関 す る こ と 。  

  
 ○   

  
 

 

⑵  登 記 関 係 書 類 の

引 継 ぎ に 関 す る こ

と 。  

      

 ○   

 

５  土 地 開 発 公 社 に 関

す る 事 項  

 
 

 
 

 

⑴  土 地 開 発 公 社 の

事 業 委 託 及 び 調 整

に 関 す る こ と 。  

  

 ○   

  

 

 

６  道 路 の 新 設 改 良 事

業 に 関 す る 事 項  

 
 

 
 

 

⑴  新 設 改 良 事 業 の

実 施 箇 所 を 計 画 す

る こ と 。  

    

 ○   

 

⑵  補 助 対 象 事 業 に

係 る 市 道 用 地 取 得

の 事 前 確 認 に 関 す

る こ と 。  

 

重 要  軽 易   

 

⑶  補 助 対 象 に 係 る

市 道 用 地 取 得 に 関

す る こ と 。  

 2,000 万 円

以 上 5,000

万 円 未 満  

200 万 円 以

上 2,000 万

円 未 満  

200 万 円 未

満  

 

⑷  補 助 対 象 に 係 る

市 道 の 移 転 補 償 に

関 す る こ と 。  

 

同 上  同 上  同 上  

 

⑸  補 助 対 象 に 係 る

市 道 の 登 記 に 関 す

る こ と 。  

   

 ○   

 

７  橋 り ょ う の 新 設 改

良 事 業 に 関 す る 事 項  

 
 

 
 

 

⑴  新 設 改 良 事 業 の

実 施 箇 所 を 計 画 す

る こ と 。  

   

 ○   

 

８  道 路 の 舗 装 事 業 に

関 す る 事 項  

 
 

 
 

 

⑴  舗 装 事 業 の 実 施     ○    
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箇 所 を 計 画 す る こ

と 。  

９  租 税 特 別 措 置 法 

（ 昭 和 ３ ２ 年 法 律 第

２ ６ 号 ） に 係 る 税 務

署 と の 事 前 協 議 等 に

関 す る 事 項  

 

 

 

 

 

⑴  譲 渡 所 得 等 の 課

税 の 特 例 の 適 用 に

関 す る 事 前 協 議 に

関 す る こ と 。  

   

 ○   

 

⑵  証 明 書 等 の 提 出

に 関 す る こ と 。  

 
 

 
 ○   

 

別表第２まちづくり部、まち保全室、建築営繕の表を削る。 

別表第２まちづくり部、まち保全室、地籍調査の表の次に次のように加える。 

  施設整備室 

建 築 指 導   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  建 築 確 認 業 務 及 び

開 発 行 為 等 に 関 す る

事 項  

     

⑴  建 築 基 準 法 （ 昭

和２ ５ 年 法 律 第

２ ０ １ 号 ） に 基 づ

く 建 築 確 認 処 分 及

び 建 築 統 計 に 関 す

る こ と 。  

  重 要   軽 易    

⑵  建 築 基 準 法 に 基

づ く 許 可 、 認 定 等

に 関 す る こ と 。  

  同 上   同 上    

⑶  建 築 基 準 法 に 基

づ く 指 定 確 認 検 査

機 関 の 報 告 及 び 事

務 処 理 に 関 す る こ

と 。  

  同 上   同 上  

 

⑷  建 築 基 準 法 に 基

づ く 相 談 、 指 導 及
認 可  同 上   同 上  
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び 道 路 位 置 指 定 、

定 期 報 告 、 建 築 協

定等 に 関 す る こ

と 。  

⑸  建 築 審 査 会 に 関

す る こ と 。  
  同 上   同 上  

 

⑹  住 宅 金 融 支 援 機

構 受 託 業 務 に 関 す

る こ と 。  

       ○   

 

⑺  建 築 物 の 耐 震 改

修 の 促 進 に 関 す る

法 律 （ 平 成 ７ 年 法

律 第 １ ２ ３ 号 ） に

関 す る こ と 。  

  重 要   軽 易  

 

⑻  租 税 特 別 措 置 法

に 基 づ く 優 良 宅 地

造 成 及 び 優 良 住 宅

新 築 認 定 に 関 す る

こ と 。  

  同 上   同 上  

 

⑼  高 齢 者 、 障 害 者

等 の 移 動 等 の 円 滑

化 の 促 進 に 関 す る

法 律 （ 平 成 １ ８ 年

法 律 第 ９ １ 号 ） に

関 す る こ と 。  

  同 上   同 上    

⑽  建 設 工 事 に 係 る

資 材 の 再 資 源 化 等

に 関 す る 法 律 （ 平

成１ ２ 年 法 律 第

１ ０ ４ 号 ） に 関 す

る こ と 。  

  同 上   同 上    

⑾  エ ネ ル ギ ー の 使

用 の 合 理 化 に 関 す

る 法 律 （ 昭 和 ５ ４

年 法 律 第 ４ ９ 号 ）

に 関 す る こ と 。  

  同 上   同 上    

⑿  被 災 建 築 物 応 急

危 険 度 判 定 に 関 す
  同 上   同 上    
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る こ と 。  

⒀  マ ン シ ョ ン の 建

替 え の 円 滑 化 等 に

関 す る 法 律 （ 平 成

１ ４ 年 法 律 第 ７ ８

号） に 関 す る こ

と 。  

  同 上   同 上    

⒁  長 期 優 良 住 宅 の

普 及 の 促 進 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ２ ０

年 法 律 第 ８ ７ 号 ）

に 関 す る こ と 。  

  同 上   同 上    

⒂  都 市 の 低 炭 素 化

の 促 進 に 関 す る 法

律 （ 平 成 ２ ４ 年 法

律 第 ８ ４ 号 ） に 関

す る こ と 。  

  同 上   同 上    

⒃  住 宅 リ フ ォ ー ム

に 関 す る こ と 。  
  同 上   同 上    

 

建 築 営 繕   

    項 目          決 定 区 分  
 備 考   

 副 市 長    部 長 等    室 長    課  長   

１  学 校 建 築 に 関 す る

事 項  

     

⑴  学 校 、 関 係 施 設

を 計 画 す る こ と 。  

 
 

 
 ○   

 

⑵  学 校 建 築 工 事 及

び 敷 地 造 成 工 事 の

設 計 、 施 工 及 び 監

督 に 関 す る こ と 。  

 

 

 

 ○   

 

２  施 設 建 築 に 関 す る

事 項  

     

⑴  市 有 施 設 工 事 及

び 敷 地 造 成 工 事 の

調 査 、 設 計 、 施 工

及 び 監 督 に 関 す る

こ と 。  

    ○   
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３  営 繕 に 関 す る 事 項       

⑴  市 有 施 設 の 維 持

修繕 に 関 す る こ

と 。  

      

 ○   

 

４  電 気 設 備 に 関 す る

事 項  

 
 

 
 

 

⑴  学 校 及 び 市 有 施

設 の 電 気 設 備 工 事

の 設 計 、 施 工 及 び

監督 に 関 す る こ

と 。  

      

 ○   

 

５  機 械 設 備 に 関 す る

事 項  

 
 

 
 

 

⑴  学 校 及 び 市 有 施

設 の 機 械 設 備 工 事

の 設 計 、 施 工 及 び

監督 に 関 す る こ

と 。  

      

 ○   

 

（甲府市財産価格審議会規程の一部改正） 

第２条 甲府市財産価格審議会規程（昭和３３年９月規程第８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第３条第４項中「まちづくり部まち保全室建築営繕課長」を「まちづくり部施

設整備室建築営繕課長」に改める。 

 （甲府市表彰審査委員会規程の一部改正） 

第３条 甲府市表彰審査委員会規程（昭和３７年９月規程第１０号）の一部を次の

ように改正する。  

  第２条第９号を次のように改める。 

⑼ 議会局長 

（甲府市文書取扱規程の一部改正） 

第４条 甲府市文書取扱規程（昭和３８年５月規程第４号）の一部を次のように改

正する。 

第３条中「１名」の次に「以上」を加える。 

（甲府市帳票規程の一部改正） 

第５条 甲府市帳票規程（昭和４２年８月規程第１０号）の一部を次のように改正
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する。 

第５条第２項及び第３項、第６条並びに第８条中「企画部長」を「総務部長」

に改める。 

別記様式中「総務部行政管理室事務効率課」を「総務部行政管理室業務管理

課」に改める。 

（甲府市事務手順書管理規程の一部改正） 

第６条 甲府市事務手順書管理規程（昭和４５年２月規程第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第６条を削り、第７条を第６条とする。 

  第１号様式中「企画部決定欄」を「総務部決定欄」に改める。 

 （甲府市庁舎防火管理規程の一部改正） 

第７条 甲府市庁舎防火管理規程（昭和４９年２月規程第１号）の一部を次のよう

に改正する。  

  第３条の２第１号中「総務部長」の次に「又は市長の指名した職員」を加え

る。 

  別表第１中「総務部長」を「総務部長又は市長の指名した職員」に、「公園緑

地課長」を「協働支援課長」に、「健康増進課長」を「地域保健課長」に改め、

「市役所南庁舎（旧自治研修センター）」の項を削り、「医務感染症課感染症係

長」を「生活衛生薬務課生活衛生薬務係長」に改める。 

  別表第２中「公園緑地課長」を「協働支援課長」に改め、「市役所南庁舎（旧

自治研修センター）」の項を削り、「医務感染症課感染症係長」を「生活衛生薬

務課生活衛生薬務係長」に改める。 

 （職員の人事記録に関する規程の一部改正） 

第８条 職員の人事記録に関する規程（平成６年３月規程第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第６条中「非常勤嘱託職員」を「地方公務員法第２２条の２第１項に規定する

会計年度任用職員」に改める。 

（甲府市地価公示に係る図書等の閲覧に関する規程の一部改正） 

第９条 甲府市地価公示に係る図書等の閲覧に関する規程（平成８年６月規程第５

号）の一部を次のように改正する。 
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  第２条中「まちづくり部まち整備室都市計画課」を「まちづくり部まち開発室

都市計画課」に改める。 

 （甲府市職員提案制度規程の一部改正） 

第１０条 甲府市職員提案制度規程（平成２５年１０月規程第３号）の一部を次の

ように改正する。 

  第６条中「総務部行政管理室事務効率課長（以下「事務効率課長」を「総務部

行政管理室業務管理課長（以下「業務管理課長」に改める。 

  第７条第１項、第９条、第１２条第２項及び第１３条第３項中「事務効率課

長」を「業務管理課長」に改める。 

別表第１中「総務部行政管理室事務効率課長」を「総務部行政管理室業務管理

課長」に改める。 

  附 則 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 
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甲府市規程第２号 

 甲府市私有車公務使用規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

   甲府市私有車公務使用規程の一部を改正する規程 

 甲府市私有車公務使用規程（昭和５３年１月規程第１号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条第１号中「臨時的任用又は条件附採用期間中」を「条件付採用期間中の者

又は同法第２２条の３第４項に規定する臨時的任用」に改める。 

附 則 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 
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甲府市規程第３号 

 甲府市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程を次のように定める。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

   甲府市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程 

 甲府市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程（平成１５年８月規程第

６号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号。以下「法」とい 

う。）その他別に定めるもののほか、本市の住民基本台帳ネットワークシステム

（以下「住基ネット」という。）を適正に運用するために必要な事項を定めるも

のとする。 

（用語の定義） 

第２条 この規程における用語の意義は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディ 

スクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術

的基準（平成１４年総務省告示第３３４号）の例による。 

（セキュリティ統括責任者及びセキュリティ副統括責任者） 

第３条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統 

括責任者及びセキュリティ副統括責任者を置く。 

２ セキュリティ統括責任者には副市長を、セキュリティ副統括責任者には総務部 

長及び市民部長をもって充てる。 

３ セキュリティ統括責任者は、住基ネットのセキュリティ対策に関する事務を統 

括する。 

４ セキュリティ副統括責任者は、セキュリティ統括責任者を補佐し、セキュリ 

ティ統括責任者に事故あるとき又はセキュリティ統括責任者が欠けたときは、セ

キュリティ統括責任者が定めるところによりその職務を代理する。 
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（システム管理者） 

第４条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置き、情報政策課 

長をもって充てる。 

（セキュリティ責任者） 

第５条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セ 

キュリティ責任者を置き、統合端末（住基ネットの業務を行うためにコミュニ

ケーションサーバに接続する端末機をいう。）を設置する部署の課長（以下「統

合端末設置課長」という。）をもって充てる。 

（セキュリティ会議） 

第６条 住基ネットのセキュリティに関する次に掲げる事項を審議するため、セ 

キュリティ会議を設置する。 

⑴ 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。 

⑵ 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。 

⑶ 緊急時における対応に関すること。 

⑷ 監査の実施に関すること。 

⑸ 教育・研修の実施に関すること。 

２ セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次の者をもって組織す 

る。 

⑴ セキュリティ副統括責任者 

⑵ システム管理者 

⑶ セキュリティ責任者 

⑷ その他セキュリティ統括責任者が指名する者 

３ セキュリティ会議の会議は、セキュリティ統括責任者が招集し、その議長とな 

る。 

４ 議長は、必要と認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、その意見を聴く 

ことができる。 

５ セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長 

に対し指示し、又は教育委員会その他の機関の長に対し必要な措置を要請するこ

とができる。 

６ セキュリティ会議の庶務は、情報政策課において処理する。 
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（入退室の管理） 

第７条 住基ネットのセキュリティを確保するため、セキュリティ区分に応じ、入 

室者について次の表のとおり管理する。 

セキュリティ

区分 

箇所 管理方法 

レベル２ 住基ネットのデータ、セ

キュリティ情報等の保管

室並びにコミュニケーシ

ョンサーバ及びネットワ

ーク機器の設置箇所 

入退室をする場合には、入退室を管

理する者（以下「入退室管理者」と

いう。）から事前に許可を受け、入

退室の都度貸与された入退室カード

を用いてするものとする。識別を行

うために、出入りする者は名札を着

用しなければならない。また、入退

室に関する記録を行う。 

レベル１ 統合端末の設置箇所 入退室管理者及び操作者は、当該事

務区画への当該者以外の者の出入り

を監視しなければならない。当該事

務区画へ出入りする者は名札を着用

しなければならない。また、住基

ネット担当者以外の訪問者の入退室

に関する記録を行う。 

２ 入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室並びにコ 

ミュニケーションサーバ及びネットワーク機器の設置箇所にあっては情報政策課

長とし、統合端末の設置箇所にあっては統合端末設置課長をもって充てる。 

３ 入退室管理者は、前２項に定めるもののほか、住基ネットのセキュリティを確 

保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。 

４ 入退室カードの管理は、情報政策課長が行う。 

５ 情報政策課長は、レベル２のセキュリティ区分に係る箇所については、出入管 

理装置により入退室を管理するとともに、入退室カードの管理簿を作成し、これ

を保存するものとする。 

- 330 -



（指示） 

第８条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、 

入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、及び必要な指示を行うものとす

る。 

（アクセス管理） 

第９条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。 

⑴ コミュニケーションサーバ 

⑵ 統合端末 

２ 前項のアクセス管理は、照合情報認証（手の静脈等の生体情報に不可逆演算処 

理を施し登録された情報と認証時に読み取られる生体情報とを照合することによ

り認証する方法をいう。）により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履

歴を記録することにより行うものとする。 

（アクセス管理責任者） 

第１０条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置き、情報 

政策課長をもって充てる。 

（照合ＩＤ、照合認証及び操作者ＩＤ） 

第１１条 アクセス管理責任者は、照合ＩＤ、照合情報及び操作者ＩＤに関し、次 

に掲げる事項について要領・手順書等に定め、必要に応じて見直しを行う。 

⑴ 照合ＩＤ及び操作者ＩＤの管理方法 

⑵ 照合情報の登録及び削除の管理方法 

⑶ 操作者ＩＤの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセ 

キュリティ責任者と協議すること。 

⑷ 照合ＩＤ及び操作者ＩＤの管理簿を作成すること。 

（操作者の責務） 

第１２条 操作者は、照合ＩＤ、照合情報及び操作者ＩＤの管理方法を遵守しなけ 

ればならない。 

（操作履歴の記録） 

第１３条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、当該年度の翌年度の４月１ 

日から起算して、７年前まで遡って解析できるよう、保管するものとする。 

（オペレーティングシステムの管理） 
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第１４条 アクセス管理責任者は、第９条のアクセス管理を実施するほか、住基 

ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリ

ティ対策を実施する。 

（情報資産の管理） 

第１５条 情報資産を管理するため、次の表の左欄に掲げる情報資産の区分に応 

じ、それぞれ同表右欄に掲げる管理責任者を置く。 

２ 管理責任者は、その管理に係る情報資産を適切に管理するために必要な措置を 

講じなければならない。 

（本人確認情報等情報資産の管理） 

第１６条 本人確認情報等情報資産の管理責任者は、本人確認情報を取り扱う者を 

指定するとともに、本人確認情報等情報資産の適切な管理のため、次に掲げる措

置を講じ、要領・手順書等に定め、必要に応じて見直しを行う。 

⑴ 本人確認情報の入力、削除及び訂正並びに検索等の画面出力、受渡し、交付

等を適正に実施するために必要な措置 

⑵ 本人確認情報処理事務等に関する記録媒体及び帳票等の出力、保管及び廃棄

を適正に実施するために必要な措置 

情報資産の区分 管理責任者 

本人確認情報（データ及び本人確認情報が記録された統

合端末に係る帳票）、通知カード（番号法第７条第１項

に規定する通知カードをいう。）、個人番号カード及び

住民基本台帳カード（行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関

係法律の整備等に関する法律（平成２５年法律第２８

号）第２０条第１項の規定によりなお従前の例によるこ

ととされた住民基本台帳カードをいう。）等（以下、本

人確認情報等情報資産という。） 

市民課長 

住基ネットの情報資産のうち、上記の本人確認情報等を

除いたデータ並びにソフトウェア、ハードウェア、ネッ

トワーク及び磁気ディスク等（以下、本人確認情報等以

外の情報資産という。） 

情報政策課長 
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⑶ その他本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置 

２ 本人確認情報等情報資産の管理責任者は、通知カード、個人番号カード及び住 

民基本台帳カード等を適切に管理するために必要な措置を講じ、要領・手順書等

に定め、必要に応じて見直しを行う。 

（本人確認情報等以外の情報資産の管理） 

第１７条 本人確認情報等以外の情報資産の管理責任者は、ソフトウェア、ハード 

ウェア、ネットワーク等の適切な管理のために必要な措置を講じ、要領・手順書

等に定め、必要に応じて見直しを行う。 

（緊急時対応計画） 

第１８条 セキュリティ統括責任者は、住基ネットを構成するハードウェア、ソフ 

トウェア及びネットワークの障害により住民サービスが停止する場合又は不正行

為により本人確認情報に脅威を及ぼすおそれがある場合に、被害を未然に防ぎ、

又は被害の拡大を防止し早急な復旧を図るため、緊急時対応計画を策定するもの

とする。 

２ 前項の計画には、緊急時の連絡体制及び対応手順を明示しなければならない。 

３ 第１項の計画は、必要に応じて見直しを行うものとする。 

（外部委託の承認等） 

第１９条 システム管理者及びセキュリティ責任者は、住基ネットに関する業務の 

全部又は一部を外部に委託しようとするときは、委託する業務の内容、理由及び

情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経

て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。 

２ システム管理者及びセキュリティ責任者は、住基ネットに関する業務の全部又 

は一部を外部に委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者

における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。 

（委託契約書への記載事項） 

第２０条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を記載 

しなければならない。 

⑴ 再委託の禁止又は制限に関する事項 

⑵ 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項 
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⑶ 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止

に関する事項 

⑷ 情報の秘密保持に関する事項 

⑸ 事故等の報告に関する事項 

（受託者の管理状況の調査） 

第２１条 システム管理者及びセキュリティ責任者は、必要に応じ受託者における 

当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。 

（その他） 

第２２条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 
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        告示  
 

                          甲府市告示第１１１号  

 

 次の差押にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した 

ところ返送されたので、調査を行ったがなお不明のため、地方税法（昭和２５年  

７月３１日法律第２２６号）第２０条の２規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  令和２年３月２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書謄本 福発第７１２５号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市福祉保健部長寿支援室介護保険課 
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甲府市告示第１１２号  

 

 甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱第３の

規定に基づき指定介護予防訪問介護相当サービス事業者として次の者を指定したの

で、同要綱第１０の規定により公示する。 

 

令和２年３月４日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７１７００９１７ 

２ 事業所の名称      サンクシアヘルパーステーション  

３ 事業所の所在地     甲斐市西八幡３８７８－２ 

４ 当該事業所の申請者      甲斐市大下条１１５７番地 

              株式会社 サンクシア 

代表取締役社長 中 込 雅 仁 

５ サービスの種類     介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防訪問介護相当サービス） 

６ 指定年月日          令和２年３月１日 
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甲府市告示第１１３号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項及び第１１５条の１

２第１項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予

防サービス事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の１１の規定及び第

１１５条の２０の規定により公示する。 

 

令和２年３月４日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９９０１００４２０ 

２ 事業所の名称      愛の家デイサービス甲府中央  

３ 事業所の所在地      甲府市中央２－７－１７ 

４ 当該事業所の申請者      埼玉県さいたま市大宮区大成町１－２１２－３ 

              メディカル・ケア・サービス株式会社  

          代表取締役 山 本 教 雄 

５ サービスの種類      認知症対応型通所介護 

             介護予防認知症対応型通所介護  

６ 指定年月日          令和２年３月１日 
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                          甲府市告示第１１４号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和２年３月４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市徳行五丁目１９４４番１、１９４４番３から１９４４番１５まで 

及び１９４９番７から１９４９番９まで 

以上１７筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路及び下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち整備室都市計画課  

  に備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市向町２９０番地３ 

   株式会社リ・スタイル 

   代表取締役 中 込 哲 太 郎 
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甲府市告示第１１５号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３６条第２項の規定に基づき次の犬、猫等の

収容を行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１７条の規定により

告示する。 

この犬、猫等の所有者は、令和２年３月１０日までに、引き取る旨の連絡を甲府

市健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬、猫等は

処分する。 

 

  令和２年３月４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 収容場所：甲府市下飯田１丁目地内 

２ 動物種：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別：オス 

５ 毛の色：シャム 

６ その他の特徴：成猫、中型、首輪なし 

  

 

 

 

 

【連絡先】甲府市健康支援センター 生活衛生薬務課 

     電話：０５５－２３７－２５５０  
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甲府市告示第１１６号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  令和２年３月６日 

 

                 甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市上今井町字西河原９５４番１の一部、９５４番１０、９７２番１から 

９７２番６まで及び９７３番１から９７３番５まで 

   以上１３筆及び道 

 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路及び下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち整備室都市計画課 

   に備え置いて縦覧に供する。）  

 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市相生一丁目１６番１６号 

   有限会社セントラルホームズ 

   代表取締役  雨 宮  孝 
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甲府市告示第１１７号   

 

 介護保険法第８２条第２項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者として次の者

の廃止届を受理したので、同法第８５条の規定により公示する。 

 

令和２年３月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９６０１９００１３ 

２ 事業所の名称       公益社団法人山梨県看護協会 

  指定貢川居宅介護支援事業所 

３ 事業所の所在地      甲府市貢川本町１２－１０ 

４ 当該事業所の申請者    公益社団法人山梨県看護協会 

会長 古 屋 玉 枝 

５ サービスの種類      居宅介護支援 

６ 廃止年月日        令和２年３月３１日 
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甲府市告示第１１８号   

 

 介護保険法第８２条第２項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者として次の者

の廃止届を受理したので、同法第８５条の規定により公示する。 

 

令和２年３月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０１００３２５ 

２ 事業所の名称       公益社団法人山梨県看護協会 

  指定荒川居宅介護支援事業所 

３ 事業所の所在地      甲府市荒川２－１０－２６ 

４ 当該事業所の申請者    公益社団法人山梨県看護協会 

会長 古 屋 玉 枝 

５ サービスの種類      居宅介護支援 

６ 廃止年月日        令和２年３月３１日 
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                          甲府市告示第１１９号 

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した 

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  令和２年３月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書 市民発第２６７９６号 

充当通知書 市民発第２６７９７号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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                          甲府市告示第１２０号 

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  令和２年３月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書 市民発第２６７７5 号 

             充当通知書 市民発第２６７７７号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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                          甲府市告示第１２１号 

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  令和２年３月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書 市民発第２６７６４号 

充当通知書 市民発第２６７６６号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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                          甲府市告示第１２２号  

 

次の介護保険被保険者証は、回収できないため、甲府市介護保険条例施行規則

（平成１２年３月規則第２１号）第１２条の規定により無効である旨を告示する。 

 

令和２年３月９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    介護保険被保険者証 

２ 被保険者番号及び住所並びに氏名     別紙のとおり 
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                          甲府市告示第１２３号 

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定によ

り農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。  

 なお、次のとおり閲覧に供する。  

 

  令和２年３月９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 農用地利用集積計画の閲覧場所  

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   甲府市産業部農林振興室農政課 

２ 農用地利用集積計画の閲覧期間  

   告示の日から２週間 
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甲府市告示第１２４号  

 

 次の国民健康保険料に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵

送したが返送されたので調査を行ったが、なお不明のため国民健康保険法（昭和

３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和２年３月９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名         平成３１年度甲府市国民健康保険料納入通知書 

              兼更正通知書 

２ 送達を受けるべき者   別紙のとおり 

３ 保管場所        甲府市市民部市民総室国民健康保険課  
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甲府市告示第１２５号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  令和２年３月１０日 

 

                 甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市上今井町字宮北２４７０番１、２４７０番４、２４７０番５、 

２４７１番４から２４７１番８まで、２４７３番１から２４７３番６まで、 

２５７３番１４、２５７３番２９及び２５７８番７ 

   以上１７筆及び道 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路及び下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち整備室都市計画課 

   に備え置いて縦覧に供する。）  

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市小瀬町８番地 

   株式会社とちの木 

   代表取締役  中 沢 健 次 
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甲府市告示第１２６号  

 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、令和２年３月市議会定例会において

議決を経た補正予算を、別紙のとおり公表する。 

 

令和２年３月１０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 令和元年度甲府市一般会計補正予算（第５号） 

２ 令和元年度甲府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

３ 令和元年度甲府市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号） 

４ 令和元年度甲府市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

５ 令和元年度甲府市病院事業会計補正予算（第１号）  

 

 

 

 

 

     令和２年３月１０日 原案可決 
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                          甲府市告示第１２７号  

 

 次の差押にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

ところ返送されたので、調査を行ったがなお不明のため、地方税法（昭和２５年 

７月３１日法律第２２６号）第２０条の２規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  令和２年３月１０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書謄本 福発第７２３２号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市福祉保健部長寿支援室介護保険課 
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甲府市告示第１２８号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により､次のとおり道

路の区域を変更する。その関係図面は､まちづくり部まち保全室道路河川課におい

て、この告示の日から令和２年３月２５日まで一般の縦覧に供する。 

 

  令和２年３月１２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 道路の種類  市道 

２ 路線番号   ２２００ 

３ 路線名    下曽根２２００号線 

４ 道路の区域 

旧新

の別 
区間 

幅員 

（メートル） 

延長 

（メートル） 

旧 
甲府市下曽根町字大正６９６番１地先から 

甲府市下曽根町字堰向１１８４番２地先まで 

２．６～ 

  ４．４ 
２１２．０ 

新 
甲府市下曽根町字大正６９６番１地先から 

甲府市下曽根町字堰向１１８４番２地先まで 

５．０～ 

  ６．２ 
２１２．０ 
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甲府市告示第１２９号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  令和２年３月１２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市桜井町字下十石２１７番１、２１７番７、２２２番１、２２４番１ 

及び２２４番３ 

   以上５筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   笛吹市八代町北１４９５番地６ 

   千 野 英 敏 
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甲府市告示第１３０号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び第５４条の２の規定

に基づき、次のとおり生活保護法等指定介護機関廃止届書を受理したので、同法第

５５条の３の規定により公示する。 

 

令和２年３月１２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名   生活保護法等指定介護機関廃止届書 

２ 事業所番号、事業所の名称、事業所の所在地、開設者、代表者、廃止年月日  

                              別紙のとおり 
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甲府市告示第１３１号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び第５４条の２の規定

に基づき、次のとおり生活保護法等指定介護機関変更届書を受理したので、同法第

５５条の３の規定により公示する。 

 

令和２年３月１２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名   生活保護法等指定介護機関変更届書 

２ 事業所番号、事業所の名称、事業所の所在地、開設者、代表者、管理者、変更

事項、変更年月日 

                               別紙のとおり 
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甲府市告示第１３２号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定に基づき、次のと

おり生活保護法等指定医療機関変更届書を受理したので、同法第５５条の３の規定

により公示する。 

 

令和２年３月１２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名   生活保護法等指定医療機関変更届書 

２ 医療機関番号、医療機関の名称、医療機関の所在地、開設者、代表者、管理者、

変更事項、変更年月日 

                               別紙のとおり 
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甲府市告示第１３３号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定に基づき、次のと

おり生活保護法等指定医療機関廃止届書を受理したので、同法第５５条の３の規定

により公示する。 

 

令和２年３月１２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名   生活保護法等指定医療機関廃止届書 

２ 医療機関番号、医療機関の名称、医療機関の所在地、開設者、代表者、廃止年 

月日 

                              別紙のとおり 
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甲府市告示第１３４号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び第８２条の２の規定に基

づき、指定医療機関として次の者を指定したので、同法第５５条の３の規定により

公示する。 

 

令和２年３月１２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名 称    保坂歯科医院 

２ 所 在 地    甲府市荒川１丁目８－１２ 

３ 開 設 者    保坂浩之 

４ 指定の期間    令和元年１２月１日から 

「指定更新のみなし」有のため期限なし  

５ 指 定 番 号    生歯甲 １-６ 
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甲府市告示第１３５号  

 

甲府市自転車等の放置の防止に関する条例（平成２５年９月条例第２４号）  

第１１条第２項、第３項及び第１２条第１項の規定により、自転車等放置禁止区域

の自転車を撤去し、保管したので、第１２条第２項及び甲府市自転車駐車場条例施

行規則（平成２５年９月規則第２８号）第７条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  令和２年３月１２日 

 

                 甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 撤去し、保管した自転車が駐車してあった場所 

     甲府駅南口駅前広場 

２ 撤去し、保管した自転車の型式等 

   別紙のとおり 

３ 保管した日 

     令和２年１月１４日（火） 

４ 返還の申出場所 

     市民部市民協働室消費生活課 

     交通安全係 電話番号 ０５５－２３７－５３０３ 

５ 保管場所 

     甲府市甲府駅南口第２自転車駐車場 

６ 返還時に持参する物 

     住所・氏名を確認できるもの・自転車等の鍵 

     撤去保管料（自転車１，０４０円・原動機付自転車２，０９０円） 
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甲府市告示第１３６号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項及び甲府市介護予防・

日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１号）第

３の規定に基づく指定地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合

事業指定事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の１１の規定及び甲府

市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年

福第１号）第１０の規定により公示する。 

 

令和２年３月１３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９９０１００８２６ 

２ 事業所の名称      甲州デイサービスセンターきぼう甲府南事業所  

３ 事業所の所在地      甲府市高畑１丁目２２－１４ 

４ 当該事業所の申請者      笛吹市石和町四日市場２０３１ 

              医療法人 銀門会 

          理事長 中 島 育 昌 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

              介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 指定年月日          令和２年４月１日 
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                          甲府市告示第１３７号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和２年３月１６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市中町字上ヶ待３２３番１ 

   以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   笛吹市石和町東高橋８２番地１ 

   ドリームレトアＡ１０２ 

   澤 海 賢 人 
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                          甲府市告示第１３８号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和２年３月１６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市小瀬町字整理地１３５５番４ 

   以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市大里町３５８０番地 

山宮マンション２０３ 

   葛 西 拓 人 
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                          甲府市告示第１３９号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和２年３月１６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市徳行五丁目１９５２番１及び１９５２番５から１９５２番１６まで 

以上１３筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路、ごみ集積所及び下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち整備室都市計画課  

  に備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市伊勢一丁目４番１６号 

   協同組合山梨不動産センター 

   代表理事 望 月  薫 
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甲府市告示第１４０号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  令和２年３月１６日 

 

                 甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市七沢町字横田１４１番１、１４１番６から１４１番１９まで、 

  １４３番５及び１４４番６ 

   以上１７筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路、水路、ごみ集積所及び下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち整備室都市計画課 

   に備え置いて縦覧に供する。）  

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   東京都台東区東上野四丁目２７番３号 

   東京セキスイハイム株式会社 

   代表取締役  𠮷 田 匡 秀 
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甲府市告示第１４１号 

 

 甲府市市税条例（昭和２５年甲府市条例第２９号）第１０条の２第１項の規定に

より、同条例第２９条の２第１項、第４項、第５項及び第８項に規定する個人の市

民税の申告に関する期限のうち、その期限が令和２年３月１６日のものについて

は、その期限を令和２年４月１６日まで延長する。 

 

  令和２年３月１６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

- 365 -



甲府市告示第１４２号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の  

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和２年３月１７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札に付する貸付物件等 

⑴ 貸付物件 

施設名称 所在地 貸付場所 貸付面積 
設置 

台数 
備考 

甲 府 市 中 道  

スポーツ広場 

甲府市下向山町

９４６番地 

体 育 館 

玄関西側 
２．００㎡ １台 

屋外 

設置 

⑵ 予定価格 

   公表しない。 

⑶ 貸付期間 

令和２年４月１日（水）から令和５年３月３１日（金）まで 

⑷ 用途 

   自動販売機設置場所 

２ 入札参加資格 

  次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り応募することができる。  

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定

する一般競争入札に参加させることができない者又は同条第２項各号に掲げ

る者のいずれにも該当しない法人又は個人であること。  

⑵ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号から第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は

法人であってその役員が暴力団員ではないこと。  

⑶  無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第  

１４７号）に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員ではないこと。 

⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）ではないこと。  

⑸ 法人にあっては山梨県内に本店・支店または営業所を有し、個人にあっては

山梨県内に事業所等設けて事業を営んでいること。  

⑹ 自動販売機の設置業務において、自らの管理・運営に３年以上の実績を有し、

かつ現時点においても行っている者であること。  

⑺ 国税及び本店・支店等が所在する市区町村の税を滞納していないこと。  
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３ 募集要項、仕様書の配付期間、配付場所、配付方法  

⑴ 配付期間 

   令和２年３月１７日（火）から令和２年３月２３日（月）まで 

   （この期間内の市の休日を除く。） 

   午前９時から午後５時まで 

⑵ 配付場所 

甲府市総務部契約管財室管財課（甲府市役所本庁舎５階）  

   甲府市丸の内一丁目１８番１号  

   電話番号０５５－２３７－５１９７ 

 ⑶ 配付方法 

直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホームページ（事

業者向け情報／入札・契約／入札情報（その他・公募型））から情報を入手する

場合は、この限りではない。 

４ 入札参加申込み 

  この入札に参加を希望する者は、募集要項に示す「一般競争入札参加申込書」

のほか提出書類を次の申込場所まで持参すること。 

 申込期間 

⑴ 令和２年３月１８日（水）から令和２年３月２３日（月）まで 

   （この期間内の市の休日を除く。） 

午前９時から午後５時まで 

⑵ 申込場所 

甲府市総務部契約管財室管財課（甲府市役所本庁舎５階）  

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

５ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日時 

   令和２年３月３０日（月）午後２時００分から 

⑵ 場所 

甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

   ただし、入札場所等については、変更する場合がある。  

６ 入札方法 

  落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか否かを問わず、契約希望金額の１１０

分の１００に相当する金額を入札書に記入すること。  

７ 入札の無効 

  この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申告書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

  なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  
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８ 落札者の決定 

  甲府市が定める予定価格以上で、最高の金額をもって有効な入札を行った者を

落札者とする。 

９ その他 

⑴ 入札保証金 

   免除 

⑵ 契約保証金 

設置事業者として決定した者は、契約締結に際して、契約保証金として契約

金額の１００分の１０の額を納入しなければならない。ただし、甲府市契約規

則（昭和５０年規則第６６号）第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の

間に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす

る契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契

約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除とする。 

⑶ 契約書作成の要否 

   要 

⑷ 説明会 

   行わない。 

⑸ その他 

詳細は、募集要項及び仕様書による。  
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                          甲府市告示第１４３号 

 

介護保険法第７８条の５第２項の規定による指定地域密着型サービス事業者及び

甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱第７第２

項の規定による介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者として次の者の廃止届

を受理したので、同法第７８条の１１及び同要綱第１０の規定により公示する。 

 

  令和２年３月１７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９９０８０００５２ 

２ 事業所の名称       甲州デイサービスセンターきぼう昭和事業所 

３ 事業所の所在地      中巨摩郡昭和町清水新居１６５５ 

４ 当該事業所の申請者    医療法人 銀門会 

              理事長 中 島 育 昌 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 廃止年月日        令和２年３月３１日 
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甲府市告示第１４４号 

 

 次の国民健康保険被保険者証は、回収できないため、甲府市国民健康保険条例施

行規則（昭和３５年１１月規則第５２号）第１３条の規定により無効である旨を告

示する。 

 

  令和２年３月１８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    国民健康保険被保険者証 

２ 世帯主住所、被保険者氏名及び記号番号    別紙のとおり 
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甲府市告示第１４５号 

 

特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音につい

て規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準（平成  

１２年甲府市告示第２０６号）の一部を次のように改正し、令和２年４月１日から

施行する。 

 

令和２年３月１８日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 別紙図面を次の図のように改める。 

 （ ｢ 次の図 ｣ は省略し、その図面は環境部環境総室環境保全課において公衆の縦

覧に供する。） 
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甲府市告示第１４６号 

 

振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び

特定工場等において発生する振動の規制基準（平成１２年甲府市告示第２０９号）

の一部を次のように改正し、令和２年４月１日から施行する。 

 

令和２年３月１８日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 別紙図面を次の図のように改める。 

 （｢次の図｣は省略し、その図面は環境部環境総室環境保全課において公衆の縦

覧に供する。） 
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甲府市告示第１４７号 

 

悪臭原因物質の規制地域及び規制基準（平成１６年甲府市告示第４０７号）の一

部を次のように改正し、令和２年４月１日から施行する。 

 

令和２年３月１８日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 別紙図面を次の図のように改める。  

 （｢次の図｣は省略し、その図面は環境部環境総室環境保全課において公衆の縦

覧に供する。） 
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甲府市告示第１４８号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  令和２年３月１８日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市国母五丁目１７０７番１、１７０７番４、１７０７番５、 

１７１０番１及び１７１０番２ 

   以上５筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  水路 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち整備室都市計画課 

   に備え置いて縦覧に供する。）  

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市丸の内三丁目１５番１１号 

   合同会社住輝 

   代表社員  森 澤 亮 治 
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甲府市告示第１４９号  

 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１６条第１項の規定に基づき、土地

価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供するため、同条第３項の規定に

より公示する。 

 

  令和２年３月１８日 

                     

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 縦 覧 期 間 令和２年４月１日から令和２年４月３０日まで 

                 （ただし、土・日曜日、祝日は除く。） 

２ 縦 覧 場 所 甲府市役所本庁舎３階 資産税課 
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甲府市告示第１５０号   

 

 介護保険法第７５条第２項の規定に基づく指定居宅サービス事業者として次の者

の廃止届を受理したので、同法第７８条の規定により公示する。 

 

  令和２年３月１９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０１００８６１ 

２ 事業所の名称       グレープハウス指定通所介護事業所 

３ 事業所の所在地      甲府市桜井町６１０ 

４ 当該事業所の申請者    社会福祉法人清翔会 

              理事長 今 井 清 貴 

５ サービスの種類      通所介護 

６ 廃止年月日        令和２年３月３１日 
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                          甲府市告示第１５１号 

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及び甲府市介護予

防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１

号）第７第２項の規定による指定地域密着型サービス事業者及び介護予防・日常生

活支援総合事業指定事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条の

１１及び同要綱第１０の規定により公示する。 

 

  令和２年３月１９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７０１０３８０８ 

２ 事業所の名称       デイサービス あんど遊 

３ 事業所の所在地      甲府市朝日５丁目４－１４ 

４ 当該事業所の申請者    株式会社山梨ケイティケイ 

              代表取締役 大 柴 良 美 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 廃止年月日        令和２年３月３１日 
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                          甲府市告示第１５２号 

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  令和２年３月１９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書 市民発第２７１４６号 

             充当通知書 市民発第２７１４７号 

２ 送達を受けるべき者  （省略）  

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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甲府市告示第１５３号  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により ､ 次のとおり 

道路の供用を開始する。その関係図面は ､ まちづくり部まち保全室道路河川課にお

いて、この告示の日から令和２年４月６日まで一般の縦覧に供する。 

 

  令和２年３月２３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

道路の

種類 

路 線 名 区   間 延 長  

( メートル )  

供用開始の  

年月日  

市 道 竪近習本通り線 甲府市中央二丁目  

６１４番１地先から 

甲府市中央二丁目  

６０５番１地先まで 

３８．６  令和２年  

３月２３日  
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                          甲府市告示第１５４号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。                      

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい 

つでも交付する。 

 

  令和２年３月２３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名・発送日    軽自動車税 過誤納金還付通知書 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室収納課 
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                          甲府市告示第１５５号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和２年３月２４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市向町字遠免３１８番１並びに字増田３２３番、３２４番、３３０番１  

  及び３３０番２ 

   以上５筆及び水 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   群馬県伊勢崎市田中島町１４０３番１４  

   株式会社ホンダ四輪販売関東中央 

   代表取締役 菅 野 浩 嗣 
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甲府市告示第１５６号  

 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、令和２年３月市議会定例会において

議決を経た予算を、別紙のとおり公表する。  

 

令和２年３月２４日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 令和２年度 甲府市一般会計予算 

２ 令和２年度 甲府市国民健康保険事業特別会計予算 

３ 令和２年度 甲府市交通災害共済事業特別会計予算 

４ 令和２年度 甲府市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

５ 令和２年度 甲府市介護保険事業特別会計予算 

６ 令和２年度 甲府市農業集落排水事業特別会計予算 

７ 令和２年度 甲府市後期高齢者医療事業特別会計予算 

８ 令和２年度 甲府市浄化槽事業特別会計予算 

９ 令和２年度 甲府市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 

10 令和２年度 甲府市地方卸売市場事業会計予算 

11 令和２年度 甲府市病院事業会計予算 

12 令和２年度 甲府市下水道事業会計予算 

13 令和２年度 甲府市水道事業会計予算 

14 令和２年度 甲府市簡易水道等事業会計予算 

 

 

 

 

 

令和２年３月２４日 原案可決 
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甲府市告示第１５７号  

 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、令和２年３月市議会定例会において

議決を経た補正予算を、別紙のとおり公表する。 

 

令和２年３月２４日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 令和元年度甲府市一般会計補正予算（第６号） 

 

 

 

 

 

     令和２年３月２４日 原案可決 
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甲府市告示第１５８号  

 

 甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱第３の

規定に基づき指定介護予防訪問介護相当サービス事業者として次の者を指定したの

で、同要綱第１０の規定により公示する。 

 

令和２年３月２５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号    １９７１８０１３９２ 

２ 事 業 所 の 名 称   ヘルパーステーションほほえみ 

３ 事 業 所 の 所 在 地   笛吹市石和町広瀬７８１ 

４ 当該事業所の申請者     甲府市若松町６－３５ 

              社会福祉法人やまなし勤労者福祉会 

理事長 平 田  理 

５ サ ー ビ ス の 種 類   介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防訪問介護相当サービス）  

６ 指 定 年 月 日      令和２年４月１日 
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                          甲府市告示第１５９号 

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  令和２年３月２５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書 市民発第２７１６９号 

             充当通知書 市民発第２７１７１号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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                          甲府市告示第１６０号 

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した  

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、 

いつでも交付する。 

 

  令和２年３月２５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書 市民発第２７２５５号 

             充当通知書 市民発第２７２５６号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室滞納整理課 
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                          甲府市告示第１６１号  

 

 次の介護保険料にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵

送したが返送されたので、調査を行ったがなお不明のため介護保険法（平成９年法

律第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により公示する。                   

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。                              

 

  令和２年３月２６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名       介護保険料 過誤納金還付通知書 

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所      甲府市市民部収納管理室収納課 
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甲府市告示第１６２号 

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項及び第１１５条の 

１２第１項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護

予防サービス事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の１１の規定及び

第１１５条の２０の規定により公示する。 

 

令和２年３月２７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９９０１００３０５ 

２ 事業所の名称      愛の家デイサービス甲府住吉 

３ 事業所の所在地      甲府市住吉本町１３９８－１ 

４ 当該事業所の申請者      埼玉県さいたま市大宮区大成町１－２１２－３ 

              メディカル・ケア・サービス株式会社  

          代表取締役 山 本 教 雄 

５ サービスの種類      認知症対応型通所介護 

             介護予防認知症対応型通所介護  

６ 指定年月日          令和２年４月１日 
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                          甲府市告示第１６３号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和２年３月２７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市向町字扇田３６４番１０及び３７０番３ 

   以上２筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市国玉町９７８番地１ 

ネクステージフルー２０３号 

   坂 口 修 裕 
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甲府市告示第１６４号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  令和２年３月３０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市上町字年代３８２番１ 

   以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   神奈川県大和市福田６８７番地 

   吉 川  章 
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甲府市告示第１６５号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  令和２年３月３０日 

 

                 甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市上町字天神１２８６番２及び１２８６番４から１２８６番８まで 

   以上６筆及び道 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路及び下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち整備室都市計画課 

   に備え置いて縦覧に供する。）  

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市小瀬町８番地 

   株式会社とちの木 

   代表取締役  中 沢 健 次 
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甲府市告示第１６６号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和２年４月２日までに、引き取る旨の連絡を甲府市

健康支援センターにすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和２年３月３０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市大里町地内 

２ 犬又は猫の別：犬 

３ 種類：雑種 

４ 性別：オス 

５ 毛の色：うす茶（ベージュ） 

６ その他の特徴：成犬、赤い革製の首輪（切れたワイヤー付き） 

 

 

 

 

 

【連絡先】甲府市健康支援センター 生活衛生薬務課 

     電話：０５５－２３７－２５５０  

 

 

- 392 -



                          甲府市告示第１６７号 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により､別紙のとお

り道路の区域を変更する。その関係図面は､まちづくり部まち保全室道路河川課に

おいて、この告示の日から令和２年４月１３日まで一般の縦覧に供する。 

 

  令和２年３月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                          甲府市告示第１６８号  

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により､別紙のとお

り道路の供用を開始する。その関係図面は､まちづくり部まち保全室道路河川課に

おいて、この告示の日から令和２年４月１３日まで一般の縦覧に供する。 

 

  令和２年３月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                         甲府市告示第１６９号  

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和２年３月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        過誤納金還付通知書 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市市民部収納管理室収納課  
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甲府市告示第１７０号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第５１条の１７第１項に規定する指定特定相談支援事業者から次のと

おり事業の廃止の届出があったので、同法第５１条の３０第２項第２号の規定によ

り公示する。 

 

令和２年３月３１日 

 

甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     社会福祉法人 甲府市社会福祉協議会 

２ 事業者の所在地  甲府市相生二丁目１７番１号 

３ 事業所名     甲府市社会福祉協議会指定特定相談支援事業所  

４ 事業所の所在地  甲府市宝二丁目８番１９号 

５ 事業の種類    指定計画相談支援 

６ 指定事業所番号  １９３０１０１２３１ 

７ 廃止年月日    令和２年３月３１日 
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甲府市告示第１７１号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第５１条の１７第１項に規定する指定特定相談支援事業者から次のと

おり事業の廃止の届出があったので、同法第５１条の３０第２項第２号の規定によ

り公示する。 

 

令和２年３月３１日 

 

甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     株式会社やさしい手甲府 

２ 事業者の所在地  甲府市上石田一丁目７番１４号 

３ 事業所名     やさしい手富士見事業所 

４ 事業所の所在地  甲府市塩部四丁目１番１３号 サンロードビル２階 

５ 事業の種類    指定計画相談支援 

６ 指定事業所番号  １９３０１０１４７０ 

７ 廃止年月日    令和２年３月３１日 
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甲府市告示第１７２号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として次の者

を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。 

 

令和２年３月３１日 

 

甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     公益財団法人住吉偕成会 

２ 事業者の所在地  甲府市住吉四丁目１０番３２号 

３ 事業所名     公益財団法人住吉偕成会 ハピアすみよし 

４ 事業所の所在地  甲府市住吉四丁目１１番５号 

５ 事業の種類    生活介護 

６ 主たる対象者   精神障害者 

７ 指定事業所番号  １９１０１００９７１ 

８ 指定年月日    令和２年４月１日 
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甲府市告示第１７３号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として次の者

を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。 

 

令和２年３月３１日 

 

甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     社会福祉法人 大国会 

２ 事業者の所在地  甲府市後屋町２０７番地 

３ 事業所名     ファミリーハウス大国 

４ 事業所の所在地  甲府市後屋町３３０番地１ 

５ 事業の種類    生活介護 

６ 主たる対象者   特定なし 

７ 指定事業所番号  １９１０１０２０４３ 

８ 指定年月日    令和２年４月１日 
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                          甲府市告示第１７４号  

 

次の介護保険被保険者証は、回収できないため、甲府市介護保険条例施行規則

（平成１２年３月規則第２１号）第１２条の規定により無効である旨を告示する。 

 

令和２年３月３１日 

 

甲府市長  樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    介護保険被保険者証 

２ 被保険者番号及び住所並びに氏名     別紙のとおり 
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                          甲府市告示第１７５号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和２年３月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市和田町字水口７３５番１から７３５番９まで 

   以上９筆及び白地（無地番） 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類 道路及び下水道 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち整備室都市計画課 

に備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市富竹一丁目９番１３号 

   株式会社クローバー 

   代表取締役 丸 山 奈 津 子 
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                          甲府市告示第１７６号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

                                      

  令和２年３月３１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

甲府市向町字下中道４６４番１及び４６４番５から４６４番９まで 

以上６筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類  道路及び下水道 

位 置 及 び 区 域  別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち整備室都市計画課 

   に備え置いて縦覧に供する。）  

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市城東二丁目１７番８号 

   株式会社大恵 

代表取締役 伊 藤 正 英 
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甲府市告示第１７７号  

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７０条第１項の規定に基づく指定居宅

サービス事業者及び甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に

関する要綱第３の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者として

次の者を指定したので、同法第７８条及び同要綱第１０の規定により公示する。 

 

令和２年３月３１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０５３４０ 

２ 事業所の名称      訪問介護 みんなの家 

３ 事業所の所在地      甲府市青沼２－２２－１４ 

４ 当該事業所の申請者      甲府市青沼２－２２－１４ 

              社会福祉法人 たくみ会 

              理事長 渡邉 隆 

５ サービスの種類      訪問介護 

              介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防訪問介護相当サービス） 

６ 指定年月日          令和２年４月１日 
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議会局 

  

甲府市議会図書室規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市議会議長 金 丸 三 郎 

 

 

甲府市議会規則第１号 

   甲府市議会図書室規則の一部を改正する規則 

 甲府市議会図書室規則（昭和２３年８月議会規則第１０号）の一部を次のように

改正する。 

第２条中「当分の間、甲府市議会事務局内」を「甲府市議会議事堂内」に改め

る。 

   附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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 甲府市議会事務局職員職名規程等の一部を改正する規程をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市議会議長 金 丸 三 郎 

 

 

甲府市議会規程第１号 

   甲府市議会事務局職員職名規程等の一部を改正する規程 

 （甲府市議会事務局職員職名規程の一部改正） 

第１条 甲府市議会事務局職員職名規程（昭和２８年４月議会規程第２号）の一部

を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

甲府市議会議会局職員職名規程  

第１条中「甲府市議会事務局設置条例（昭和２８年５月条例第２３号」を「甲

府市議会議会局設置条例（令和２年３月条例第１号」に改める。 

第２条中「事務局長」を「議会局長」に改める。  

 （甲府市議会事務局事務分掌規程の一部改正） 

第２条 甲府市議会事務局事務分掌規程（平成８年３月議会規程第１号）の一部を

次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

甲府市議会議会局事務分掌規程  

第１条中「甲府市議会事務局設置条例（昭和２８年５月条例第２３号」を

「甲府市議会議会局設置条例（令和２年３月条例第１号」に、「甲府市議会事

務局（以下「事務局」を「甲府市議会議会局（以下「議会局」に改める。 

第２条第１項中「事務局」を「議会局」に改め、同項の表中「議会事務総室」

を「議会総室」に、「議事調査課」を「議事課」に、「議事調査係」を「議事

係」に改める。 

第３条中「事務局長」を「議会局長」に改める。  
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第４条第１項中「事務局」を「議会局」に、「事務局長」を「議会局長」に改

め、同条第２項中「事務局長」を「議会局長」に、「事務局の」を「議会局の」

に改め、同条第３項中「事務局長」を「議会局長」に、「事務局内」を「議会局

内」に改め、同条第１０項を第１３項とし、同条第９項中「前８項」を「前１１

項」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第８項を同条第１１項とし、同条第

７項を同条第１０項とし、同条第６項中「事務局内」を「議会局内」に、「事務

局の」を「議会局の」に改め、同項を同条第９項とし、同条第５項の次に次の３

項を加える。 

６ 第１項に定めるもののほか、室に室内の専門的事務を担当する課長（以下

「担当課長」という。）を置く。  

７ 担当課長は、上司の命を受け、室内の特定事項についての企画及び立案に参

画し、調査、研究及び連絡調整を行う。  

８ 次の表の左欄に掲げる室に、同表中欄に掲げる担当課長を置き、その分掌す

る事務は、おおむね同表右欄に掲げるとおりとする。  

室 担当課長 分掌事務 

議会総室 政策調査担当課長 ⑴ 議会制度及び議会法務に関す

ること。 

⑵ 当局提出議案等及び議員提出

議案等に関すること。 

⑶ 議会の広報・広聴に関するこ

と。 

⑷ 市議会だよりの編集に関する

こと。 

⑸ 議会活動に必要な調査に関す

ること。 

  第５条の表中「事務局長」を「議会局長」に改め、「担当する課長」の次に

「及び担当課長」を加える。  

  第６条第２項中「事務局長」を「議会局長」に改める。  

  第７条第２項中「事務局内」を「議会局内」に、「事務局長」を「議会局長」

に改める。 

  第８条第２項中「事務局長」を「議会局長」に、「及び課長」を「、課長及び

担当課長（以下「課長等」という。）」に改める。  
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  第９条第２項の表中「事務局長」を「議会局長」に改め、「分掌する課長」の

次に「及び担当課長」を加える。  

  第１０条中「事務局長」を「議会局長」に改める。  

  別表第１を次のように改める。  

室 課 分掌事務 

議会総室 総務 ⑴ 局の人事、給与に関すること。 

⑵ 公印の管理に関すること。 

⑶ 文書の収受、発送に関すること。 

⑷ 物品の管理に関すること。 

⑸ 議長の秘書、交際及びほう賞に関するこ

と。 

⑹ 議場及び議会関係各室の管理並びに会議の

傍聴に関すること。 

⑺ 渉外事務に関すること。 

⑻ 議員経歴及び表彰に関すること。 

⑼ 議員共済年金関係事務に関すること。 

⑽ 議長会等の関係事務及び行事に関するこ

と。 

⑾ 他都市等の照会文書に関すること。 

⑿ 議会図書室に関すること。 

⒀ その他局内の庶務に関すること。 

議事 ⑴ 本会議、常任委員会、議会運営委員会、特

別委員会その他議会関係会議の議事及び記録

に関すること。 

⑵ 請願書及び陳情書の取扱に関すること。 

⑶ 意見書、決議等の取扱に関すること。 

⑷ 議決事項の処理、結果の報告及び諸証明に

関すること。 

⑸ 会議録の調製、印刷、配付、保管及び各種

記録の保管に関すること。 

⑹ 他都市からの視察に関すること。 

⑺ その他議事及び記録に関すること。 

  別表第２中「事務局長」を「議会局長」に改める。  

 （甲府市議会公印管守規程の一部改正） 

第３条 甲府市議会公印管守規程（平成２４年６月議会規程第１号）の一部を次の

ように改正する。 
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附則中「この規則」を「この規程」に改める。 

別表甲府市議会之印の項中「事務局長」を「議会局長」に改め、同表甲府市議

会事務局印の項中「甲府市議会事務局印」を「甲府市議会議会局印」に、「事務

局名」を「議会局名」に改め、同表甲府市議会事務局長之印の項中「甲府市議会

事務局長之印」を「甲府市議会議会局長之印」に、「事務局長名」を「議会局長

名」に改める。 

附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。  
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教育委員会          
 甲府市学校運営協議会規則をここに公布する。 

  令和２年３月１３日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

                 教育長 小 林  仁 

 

 

甲府市教育委員会規則第２号 

甲府市学校運営協議会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律

第１６２号）第４７条の５に規定する学校運営協議会（以下「協議会」とい

う。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（協議会の目的） 

第２条 協議会は、学校運営及び学校運営への必要な支援に関して協議する機関と

して、甲府市教育委員会（以下「教育委員会」という。）及び校長の権限と責任

の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、学校運営に対する支援・協

力を推進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、

学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。 

（設置） 

第３条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する甲府市立小

学校及び中学校（以下「小中学校」という。）ごとに協議会を設置することがで

きるものとする。 

２ 教育委員会は、協議会を設置するときは、当該協議会がその運営及び当該運営

への必要な支援に関して協議する小中学校（以下「対象学校」という。）を明示

し、当該対象学校に対して通知するものとする。 

３ 教育委員会は、協議会を設置しようとするときは、対象学校の校長、当該学校
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に在籍する児童又は生徒の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聞く

ものとする。 

（基本方針等の承認） 

第４条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針

を作成し、協議会の承認を得なければならない。 

⑴ 教育目標及び学校経営計画に関すること。 

⑵ 教育課程の編成に関すること。 

⑶ その他対象学校の校長が必要と認めること。 

２ 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本方針に基づき、学校運営

を行うものとする。 

３ 第１項の承認が得られない場合は、対象学校の校長は、協議会の委員の意見を

聴取し、暫定的な措置を定め、当該措置に基づき学校運営を行うものとする。こ

の場合において、当該措置は、協議会の承認が得られるまでの間、効力を有する

ものとする。 

（意見の申出） 

第５条 協議会は、対象学校の学校運営に関することについて、教育委員会又は対

象学校の校長に意見を述べることができる。 

２ 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらか

じめ、対象学校の校長の了承を得るものとする。 

（学校運営等に関する評価） 

第６条 協議会は、毎年度、対象学校の運営状況等について評価を行うものとす

る。 

（住民参画の促進等のための情報提供） 

第７条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が

促進されるよう努めるものとする。 

２ 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への

必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなけれ

ばならない。 

⑴ 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地

域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者等の理解を深める
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こと。 

⑵ 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。 

（委員） 

第８条 協議会の委員は各対象学校につき２０名以内とし、次の各号に掲げる者の

うちから、教育委員会が委嘱又は任命する。 

⑴ 対象学校の校区に居住する住民 

⑵ 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者 

⑶ 対象学校の運営に資する活動を行う者 

⑷ 対象学校の校長 

⑸ 対象学校の教職員 

⑹ 学識経験者 

⑺ 関係行政機関の職員 

⑻ 前各号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認める者 

２ 対象学校の校長は、委員を推薦することができる。 

（任期） 

第９条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する年度

の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

２ 委員の再任は、妨げない。 

 （委員の身分及び報酬） 

第１０条 委員は特別職の地方公務員としての身分を有する。 

２ 委員の報酬は無償とする。 

（会長、副会長及び専門員） 

第１１条 協議会に、会長、副会長及び専門員を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。ただし、対象学校の校長

及び教職員は、会長及び副会長になることができない。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

５ 専門員は、第８条第１項第６号に掲げる者とし、協議会の運営に伴い必要とな
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る専門的事項について、調査及び研究を行うものとする。 

（議事） 

第１２条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。ただし、第５条の規定による意見の申出は、出席委員の３分の２

以上で決するものとする。 

４ 協議会の議決事項について個人的に利害を有する委員は、当該議決事項に関し

て議決権を有しないものとする。 

５ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の教職員等の会議への出席を求

めることができる。 

（会議の公開）   

第１３条  協議会は、特別の事情がない限り公開とする。 

２  会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。  

３  傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。 

（委員の守秘義務等） 

第１４条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も同様とする。 

２ 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

⑴ 協議会又は対象学校の運営に著しい支障を来す言動をとること。 

⑵ 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用するこ

と。 

⑶ その他委員たるにふさわしくない行為をなすこと。 

（協議会の適正な運営を確保するために必要な措置） 

第１５条 教育委員会は、協議会の運営状況に関して的確に把握し、必要に応じて

指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校

の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議

会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。 

２ 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことできる

よう必要な情報提供に努めなければならない。 
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（委員の解任） 

第１６条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

当該委員を解任することができる。 

⑴ 委員から辞任の申出があったとき。 

⑵ 第１４条の規定に違反したとき。 

⑶ 心身の故障のために職務を遂行することができないとき。 

⑷ その他解任に相当する事由があると認められるとき。 

２ 教育委員会は、委員を解任しようとする場合において、当該委員から弁明の機

会を与えることを求められたときは、これを認めなければならない。 

（運営等） 

第１７条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則に反しない範囲において、

運営に関する事項を定めることができる。 

（協議会の庶務） 

第１８条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。 

（委任） 

第１９条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育

委員会が別に定める。 

附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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甲府市教育委員会安全衛生管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年３月３１日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

                 教育長 小 林  仁 

 

 

甲府市教育委員会規則第３号 

   甲府市教育委員会安全衛生管理規則の一部を改正する規則 

 甲府市教育委員会安全衛生管理規則（昭和５５年５月教委規則第４号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第２号中「臨時又は非常勤の」を「地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員又は同法第２２条の３

第４項に規定する臨時的に任用された」に改める。 

第１５条の見出しを「（会計年度任用職員又は臨時的任用職員の措置）」に改

め、同条中「臨時又は非常勤の」を「地方公務員法第２２条の２第１項に規定する

会計年度任用職員又は同法第２２条の３第４項に規定する臨時的に任用された」に

改める。 

附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 
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甲府市教育委員会臨時的任用教職員に関する規則をここに公布する。 

  令和２年３月３１日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

                 教育長  小 林  仁 

 

 

甲府市教育委員会規則第４号 

   甲府市教育委員会臨時的任用教職員に関する規則 

（目的） 

第１条 この規則は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の３第

４項、甲府市学校職員給与条例（昭和２８年１月条例第５号。以下「給与条例」

という。）第３９条の２及び甲府市学校職員の勤務時間等に関する条例（昭和 

４５年１２月条例第４１号。以下「勤務条例」という。）第１８条の２の規定に

基づき、甲府市教育委員会（以下「教育委員会」という。）において、臨時的に

任用する教職員（以下「職員」という。）に関し、必要な事項を定めることを目

的とする。 

（任用の原則） 

第２条 教育委員会は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各

号のいずれかに該当する場合は、必要な職員を臨時的に任用することができる。 

⑴ 災害その他重大な事故のため、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

第１７条第１項の規定により、職員を任命するまでの間その職員の職を欠員に

しておくことができない緊急の場合 

⑵ 臨時的任用を行う日から１年以内に廃止又は終了することが予想される臨時

の職に関する場合 

（選考の手続） 

第３条 職員を臨時的に必要とする場合は、学校長は臨時的任用申込書（第１号様

式）及び事業計画書を教育委員会に提出しなければならない。 

２ 前項の申請があった場合において、教育委員会は、内容を審査し、必要と認め 
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たときは適格者を選考し、任用するものとする。 

（任用の更新） 

第４条 任用の更新を必要とする場合は、学校長は、臨時的任用申込書及び事業計

画書を教育委員会に提出しなければならない。 

２ 前項の申込みがあった場合において、教育委員会は、内容を審査し、必要と認

めたときは前条第２項の例により、任用するものとする。 

（任用通知書） 

第５条 職員を任用又は任用を更新する場合には、通知書（第２号様式）を交付し

て行う。 

（任用又は更新の通知及び台帳） 

第６条 職員を任用し、又は任用を更新した場合、教育委員会は、その旨を学校長

に通知するとともに、当該職員の教職員台帳（第３号様式）を整備しなければな

らない。 

（退職） 

第７条 職員は、当該任用期間が満了したときは、退職するものとする。 

２ 学校長は、職員が退職するときは、その旨を教育委員会に通知しなければなら

ない。 

（給料等） 

第８条 職員には、所定の勤務時間による勤務に対し、その者の職務と責任に応じ

て、給料を支給する。 

２ 前項の給料の月額は、常時勤務を要する職を占める職員（以下「常勤職員」と

いう。）との権衡を考慮して、給与条例、甲府市職員給与条例（昭和２４年６月

条例第２１号）等の規定に基づき算定する。 

３ 職員には、常勤職員の例により、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、

時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、災害派遣手当、特殊勤務手当、期

末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当を支給する。 

４ 前３項に規定するほか、給料、手当の支給に必要な事項は別に定める。 

（勤務時間、休日、休暇等） 

第９条 職員の勤務時間、休日、休暇等に関しては、常勤職員の勤務時間に定めら 

れた規定を準用する。ただし、休暇については年次有給休暇、傷病休暇、生理休 
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暇、忌引、父母の祭日休暇、夏季休暇、特別休暇、選挙権等行使休暇、産前産後

休暇、男性職員の育児参加休暇、妊娠中又は出産後の職員の通院休暇、骨髄等提

供休暇、育児休暇、子の看護休暇、短期の介護休暇、ボランティア休暇、介護休

暇及び介護時間とし、その取扱いについては、別に定める。 

 （その他） 

第１０条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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第 1 号様式 ( 第 3 条関係 )  

 

    臨 時 的 任 用 申 込 書 

 

所 属          

勤 務 場

所  

  

 

勤 務 内

容  

  

 

勤 務 形

態  

  

 

理 由  
  

 

期 間      年   月   日から     年   月   日まで 

所 要 人

員  
      人  

給  

料  
日額・時給         円 

支 出 科

目  
 会計   款    項    目    節 予 算 有・無 

資 格 条

件  

年 齢 

  

 

 

性 別    

職 務 に 必 要

な資 格 、 条

件 

  

 

 

 

 

 上記のとおり事業計画書を添付し、申し込みいたします。  

 

      年   月   日 

 

 

             申込者 ( 所属長名 )   

 

  

  所  属（学校）決  定  欄 教 育 委 員 会 決 定 欄 
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第 2 号様式 ( 第 5 条関係 )  

 

    通 知 書 

 

 

 

 

                             様 

 

 

 

 甲府市教育委員会臨時的任用教職員として、次のとおり任用するので

通知します。 

 

 

 

1  任用期間     年   月   日から     年   月   日まで 

 

 

 

2  勤務時間 

 

 

 

3  勤務所属 

 

 

 

4  給   料 

 

 

 

 

 

 

 

      年   月   日 

 

 

 

                  甲府市教育委員会     印  
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第 3 号様式 ( 第 6 条関係 )  

                ( 表 )               (1 枚 目 )  
              臨 時 的 任 用 教 職 員 台 帳  

フ リ ガ ナ   
生年月日 
( 年 齢 )   年  月  日  

 ( 満   歳 )  

  

写 真  
(たて 4cm×よこ 3cm) 
 

6 か 月 以 内 に
撮 影 し た 上 半
身 、 脱 帽 、 正
面 向 き で は っ
き り と 本 人 と
確 認 で き る も
の に 限 る 。  

氏  名    

本  籍    性 別 

フ リ ガ ナ   
男
・
女 

現 住 所  
 〒   ―  

  現住所の
電 話 

(  )  ―  
現住所以外
の 電 話 

(  )  ―  

家 族 構 成 
    

  

続柄  氏 名  生 年 月 日  職  業  続柄  氏 名  生 年 月 日  職  業  

                

                

                

                

 

最 終 学 歴   

 学 校 名  学 部 ・ 学 科 ・ 専 攻 名 制 度    修 学 期 間  卒 ・ 見 込 み 等  

    
 年制 

  年  月  日 か ら 
  年  月  日 ま で 

卒 業 ・ 卒 業 見 込 み 
在 学 ( 学 年 ) ・ 中 退 

 

職 歴    

勤 務 先 ( 部 課 ま で 詳 し く ) 勤 務 の 内 容  採 用 区 分   在 職 期 間  退 職 理 由  

    
正 規 ・  
そ の 他  

  年  月  日 か ら 
  年  月  日 ま で 

  

    
正 規 ・  
そ の 他  

  年  月  日 か ら 
  年  月  日 ま で 

  

    
正 規 ・  
そ の 他  

  年  月  日 か ら 
  年  月  日 ま で 

  

    
正 規 ・  
そ の 他  

  年  月  日 か ら 
  年  月  日 ま で 

  

 

資 格 免 許   

  名 称  取 得 年 月 日    名 称  取 得 年 月 日  

   年  月  日     年  月  日  

   年  月  日     年  月  日  

   年  月  日     年  月  日  

 

基 礎 年 金 記 号 番 号      ―  取 得 日     年  月  日  

雇 用 保 険 記 号 番 号      ―      ―  取 得 日     年  月  日  

 

 上 記 の と お り 相 違 あ り ま せ ん 。  
 
        年   月   日  

 
                    氏 名           印      
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1  

部      室      課  任用期間 ．   ．   ～   ．   ． 

区 分    健 保 ・ 年 金 ・ 雇 用 ・ 労 災 基 本 給  ( 日 ・ 時 )           円  

職 務    職種   職番   退職日 ．   ．    

通 勤 手 当       円        円    

 

2  

部      室      課  任用期間 ．   ．   ～   ．   ． 

区 分    健 保 ・ 年 金 ・ 雇 用 ・ 労 災 基 本 給  ( 日 ・ 時 )           円  

職 務    職種   職番   退職日 ．   ．    

通 勤 手 当       円        円    

 

3  

部      室      課  任用期間 ．   ．   ～   ．   ． 

区 分    健 保 ・ 年 金 ・ 雇 用 ・ 労 災 基 本 給  ( 日 ・ 時 )           円  

職 務    職種   職番   退職日 ．   ．    

通 勤 手 当       円        円    

 

4  

部      室      課  任用期間 ．   ．   ～   ．   ． 

区 分    健 保 ・ 年 金 ・ 雇 用 ・ 労 災 基 本 給  ( 日 ・ 時 )           円  

職 務    職種   職番   退職日 ．   ．    

通 勤 手 当       円        円    

 

5  

部      室      課  任用期間 ．   ．   ～   ．   ． 

区 分    健 保 ・ 年 金 ・ 雇 用 ・ 労 災 基 本 給  ( 日 ・ 時 )           円  

職 務    職種   職番   退職日 ．   ．    

通 勤 手 当       円        円    

 

6  

部      室      課  任用期間 ．   ．   ～   ．   ． 

区 分    健 保 ・ 年 金 ・ 雇 用 ・ 労 災 基 本 給  ( 日 ・ 時 )           円  

職 務    職種   職番   退職日 ．   ．    

通 勤 手 当       円        円    

 

7  

部      室      課  任用期間 ．   ．   ～   ．   ． 

区 分    健 保 ・ 年 金 ・ 雇 用 ・ 労 災 基 本 給  ( 日 ・ 時 )           円  

職 務    職種   職番   退職日 ．   ．    

通 勤 手 当       円        円    

 

8  

部      室      課  任用期間 ．   ．   ～   ．   ． 

区 分    健 保 ・ 年 金 ・ 雇 用 ・ 労 災 基 本 給  ( 日 ・ 時 )           円  

職 務    職種   職番   退職日 ．   ．    

通 勤 手 当       円        円    

 

9  

部      室      課  任用期間 ．   ．   ～   ．   ． 

区 分    健 保 ・ 年 金 ・ 雇 用 ・ 労 災 基 本 給  ( 日 ・ 時 )           円  

職 務    職種   職番   退職日 ．   ．    

通 勤 手 当       円        円    

 

10  

部      室      課  任用期間 ．   ．   ～   ．   ． 

区 分    健 保 ・ 年 金 ・ 雇 用 ・ 労 災 基 本 給  ( 日 ・ 時 )           円  

職 務    職種   職番   退職日 ．   ．    

通 勤 手 当       円        円    

 

( 裏 )                 (1 枚 目 )  

※  総 務 課 記 入 欄         勤 務 記 録  
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                                 (2枚目 )  

 

        誓 約 書 

 

 私は、甲府市教育委員会の臨時的任用教職員として業務に従事するについて、

これは正式任用に際し、いかなる優先権も有さず、また、正式任用の前提ではな

いことを確認します。 

 また、勤務条件や注意事項等については説明を受け理解したうえ、地方自治法

等の法令を遵守し、誠意を持って、公正に公務に従事することを固く誓います。 

 

   年  月  日 

 

                      氏名          印     

 

 

 

        身 元 保 証 書 

 
       本 籍                        

       住 所                        

       氏 名           年  月  日生     
 

 上記の者が、甲府市教育委員会の臨時的任用教職員として在職中は、諸規定の

遵守はもとより、誠実に勤務させるとともに、本人の身分上に関しては、一切の

ことを保証人において引き受け、万一損害等を与えた場合は、保証人が連帯責任

をもって直ちに義務を果たし、また、本人退職後においても、在職中の不都合が

発見された場合には、同様にその責任を果たします。 

 

    年  月  日 

 
     本  籍 
               住  所 

     職  業 

               本 人 との 関 係 

     氏  名         印      

     生 年 月 日   年  月  日       
 

 

        本  籍              

               住  所 

     職  業                 

     本 人 との 関 係                  

     氏  名         印      

     生 年 月 日   年  月  日       
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甲府市教育委員会会計年度任用職員の勤務時間等に関する規則をここに公布す

る。 

  令和２年３月３１日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

                 教育長 小 林  仁 

 

 

甲府市教育委員会規則第５号 

   甲府市教育委員会会計年度任用職員の勤務時間等に関する規則 

 甲府市学校職員の勤務時間等に関する条例（昭和４５年１２月条例第４１号）第 

１８条の２第２項の規定に基づく甲府市教育委員会会計年度任用職員の勤務時間等 

については、甲府市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則（令和２年 

３月規則第５号）の規定の例による。 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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甲府市教育委員会事務局事案決定規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

  令和２年３月３１日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

                 教育長 小 林  仁 

 

 

甲府市教育委員会規程第１号 

   甲府市教育委員会事務局事案決定規程の一部を改正する規程 

 甲府市教育委員会事務局事案決定規程（昭和４８年４月教委規程第１号）の一部

を次のように改正する。 

 別表第２部長以下の個別決定事案、総務の表第４項第１号中「臨時職員」を「会

計年度任用職員及び臨時的任用職員」に改める。 

附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 
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甲府市教育委員会私有車公務使用規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

  令和２年３月３１日 

 

 

                 甲府市教育委員会 

                 教育長 小 林  仁 

 

 

甲府市教育委員会規程第２号 

   甲府市教育委員会私有車公務使用規程の一部を改正する規程 

 甲府市教育委員会私有車公務使用規程（昭和５３年４月教委規程第１号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条第１号中「（同法第２２条に規定する臨時的任用又は条件附採用期間中の

者を除く。）」を削る。  

附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

 

- 425 -



選挙管理委員会 
 

甲府市選挙管理委員会告示第２号  

 

地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村合併の特例に関する 

法律第４条第１項及び第５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の１／５０ 

の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び第 

８６条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規定

する選挙権を有する者の総数の１／３の数並びに市町村合併の特例に関する法律第

４条第１１項及び第５条第１５項の規定する選挙権を有する者の総数の１／６の数

は、次のとおりである。 

 

令和２年３月２日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 志 村 文 武 

 

１ １／５０の数        ３，１１４人 

２ １／３の数        ５１，８９４人 

３ １／６の数        ２５，９４７人 

４ 選挙人名簿登録者数   １５５，６８０人 
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                     甲府市選挙管理委員会告示第３号 

 

甲府市選挙管理委員会規程第２条の規定により委員長を次のとおり決定した。 

 

令和２年３月２３日 

 

甲府市選挙管理委員会 

                 委員長 志 村 文 武 

 

 

 【任期：令和２年３月２３日～令和６年３月２２日まで】 

委員長就任年月日 住 所 氏 名 

令和２年３月２３日 甲府市伊勢三丁目１５番１号 志 村 文 武 
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公平委員会  
  

甲府市管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年３月３０日 

 

 

                 甲府市公平委員会 

                 委員長 山 口 一 男 

 

 

甲府市公平委員会規則第１号 

   甲府市管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

 甲府市管理職員等の範囲を定める規則（昭和４１年９月公平委員会規則第１号） 

の一部を次のように改正する。 

別表中「議会事務局」を「議会局」に改め、同表市長部局の部本庁の項中「事務

効率係長」を「事務管理係長」に、「計画調整係長」を「主計係長、自治体連携係

長、公民連携係長」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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監査委員会  
 

甲府市監査委員規程第１号 

 甲府市監査委員処務規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和２年３月２７日 

 

 

                 甲府市監査委員 

                    輿 石 十 直 

                    小 林 憲次郎 

                    末 木 咲 子 

 

 

   甲府市監査委員処務規程の一部を改正する規程 

 甲府市監査委員処務規程（平成５年３月監査規程第１号）の一部を次のように改

正する。 

 第７条中「第２４３条の２第３項」を「第２４３条の２の２第３項」に改める。 

 第１２条第３号中「及び意見」を「、意見及び勧告等」に改める。 

附 則 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 
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甲府市監査委員告示第３号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９８条の４第１項の規定に基づき甲

府市監査基準を定めたので、同条第３項の規定により別紙のとおり公表する。 

 

令和２年３月３０日 

 

甲府市監査委員 

輿 石 十 直 

小 林 憲次郎 

末 木 咲 子 
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農業委員会 
 

                       甲府市農業委員会告示第３号 

 

 農業委員会等に関する法律第２７条第１項の規定に基づき甲府市農業委員会３月

定例総会を、令和２年３月３０日午後１時００分、甲府市南公民館において開催し、

付議すべき事項について協議するので、甲府市農業委員会総会会議規則第２条の規

定により公告する。 

 

  令和２年３月２４日 

 

甲府市農業委員会会長 西 名 武 洋 

 

付議すべき事項 

１ 農地法に基づく申請・届出等について 

２ 農地法第３条による農地の権利取得に係る下限面積の設定について  

 ３ 令和２年４月告示分農用地利用集積計画について 

 ４ 令和２年度甲府市農業委員会活動基本目標について  

 ５ 令和２年度甲府市農業委員会年間事業計画について  
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上下水道局  
 

甲府市上下水道局管理規程第２号  

甲府市上下水道局公印管守規程の一部を改正する規程を次のように定め

る。  

令和２年３月３０日  

 

 

             甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

             甲府市上下水道局業務部長  青木 俊也  

 

 

   甲府市上下水道局公印管守規程の一部を改正する規程 

甲府市上下水道局公印管守規程（昭和３９年１月管理規程第２４号）の

一部を次のように改正する。 

第７条第４項の次に次の 1 項を加える。 

５  文書管理システム（甲府市上下水道局文書取扱規程第２条第８号に

規定する文書管理システムをいう。以下この項において同じ。）によ

り処理する文書に係る前項に規定する原議書の所定の箇所への押印に

ついては、それぞれ必要な事項を文書管理システムに登録することに

より行うものとする。 

附  則 

この規程は、公布の日から施行する。 
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甲府市上下水道局管理規程第３号 

甲府市水道事業給水条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和２年３月３０日 

 

 

             甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

             甲府市上下水道局業務部長 青木 俊也 

 

 

   甲府市水道事業給水条例施行規程の一部を改正する規程 

甲府市水道事業給水条例施行規程（平成１０年２月管理規程第１号）の一部を次

のように改正する。 

第１条中「第３８条」を「第４１条」に改める。 

第８条の次に次の１条を加える。 

（構造及び材質の指定） 

第８条の２ 条例第８条第１項に規定する配水管への取付口から水道メーターまで

の間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、管理者が指定す

ることができる構造及び材質は、水道法施行令（昭和３２年政令第３３６号）第

６条に定めるもののほか、管理者が別に定めるものとし、その定める基準に適合

する材料を使用しなければならない。 

   附 則 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 
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甲府市上下水道局管理規程第４号 

甲府市上下水道局組織及び業務分掌規程及び甲府市上下水道局事案決定規程の

一部を改正する規程を次のように定める。 

令和２年３月３０日 

 

 

             甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

             甲府市上下水道局業務部長 青木 俊也 

 

 

   甲府市上下水道局組織及び業務分掌規程及び甲府市上下水道局事案決定規程 

   の一部を改正する規程 

 （甲府市上下水道局組織及び業務分掌規程の一部改正） 

第１条 甲府市上下水道局組織及び業務分掌規程（平成１７年３月管理規定第３号

）の一部を次のように改正する。 

  別表（第３条の表）業務部、業務総室、経営企画課の項第１３号を第１４号と

し、第４号から第１２号までを１号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の１号を加え

る。 

  ４ 上下水道事業推進会議に関すること。 

  別表（第３条の表）業務部、営業管理室、営業課の項を次のように改める。 

営業課 １ 使用水量の検針及び汚水量の認定に関すること。 

２ 水道料金及び下水道使用料（湧水含む。）の賦課及び更正に関す

ること。 

３ 口座振替に関すること。 

４ 指定代理納付に関すること。 

５ 水道の使用開始及び中止に関すること。 

６ 水道の使用に係る相談等の受付及び処理に関すること。 

７ 宅地内の漏水調査（使用者の修理負担箇所）に関すること。 

８ 私設消火栓の指導取締りに関すること。 
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９ 下水道使用料及び下水道事業受益者負担金の未収金の徴収、徴収

猶予、滞納処分（差押え）及び納付指導に関すること。 

１０ 前項以外の未収金の徴収及び給水の停止に関すること。 

１１ 滞納処分（差押物件の引揚げ及び公売等）及び交付要求に関す

ること。 

１２ 督促状の発布に関すること。 

１３ 過誤納金の還付・充当に関すること。 

１４ 諸証明に関すること。 

１５ 寒波対策に関すること。 

１６ 甲府市上下水道局サービスセンターの指導及び監督に関するこ

と。 

１７ 公共下水道使用料徴収事務の受託に関すること。 

１８ 飲用井戸の衛生指導に関すること。 

 （甲府市上下水道局事案決定規程の一部改正） 

第２条 甲府市上下水道局事案決定規程（昭和４８年８月管理規定第１６号）の一

部を次のように改正する。 

   別表第１（第４条の表）管理者の決定事案及び部長以下の共通決定事項、３財

務に関する事項、⑶支出負担行為に関する事項（科目別）の表第４号を削り、第

５号を第４号とし、第６号から第６４号までを１号ずつ繰り上げる。 

別表第２（第４条の表）業務部、業務総室、総務課の表第２項第１号を次の

ように改める。 

 ⑴ 臨時職員、非常勤嘱託職員及

び会計年度任用職員に係る雇

用及び解雇に関すること。 

  〇  

別表第２（第４条の表）業務部、業務総室、経営企画課の表第１項第７号を

第８号とし、第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号を第５号とし

、第３号の次に次の１号を加える。 

 ⑷ 上下水道事業推進会議に関

すること。 

〇    

  別表第２（第４条関係）業務部、営業管理室、営業課の表を次のように改め
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る。 

営業課  

項目 決定区分 備考 

部長 室長 課長  

１ 営業に関する事項     

⑴ 使用水量の検針及び汚水量

の認定に関すること。 

  ○  

⑵ 水道料金及び下水道使用料

（湧水含む。）の賦課及び更正

に関すること。 

  ○  

⑶ 納入通知書の発行に関する

こと。 

  ○  

⑷ 口座振替及び指定代理納付

に関すること。 

  ○  

⑸ 水道の使用開始及び中止に

関すること。 

  ○  

⑹ 宅地内の漏水調査（使用者の

修理負担箇所）に関すること。 

  ○  

⑺ 私設消火栓の指導取締りに

関すること。 

  ○  

⑻ 未収金の督促に関すること。   ○  

⑼ 徴収猶予に関すること。   ○  

⑽ 滞納処分に関すること。 公売  差押  

⑾ 交付要求に関すること。   ○  

⑿ 給水の停止に関すること。 ○    

⒀ 過誤納金等の還付及び充当

に関すること。 

  ○  

⒁ 諸証明に関すること。   ○  

⒂ 寒波対策に関すること。 重要 一般 軽易  
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⒃ 甲府市上下水道局サービス

センターの指導及び監督に関

すること。 

  ○  

⒄ 公共下水道使用料徴収事務

に関すること。 

  ○  

⒅ 飲用井戸の衛生指導に関す

ること。 

  ○  

２ その他     

⑴ その他営業課に関すること。 重要 一般 軽易  

   附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 
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甲府市上下水道局管理規程第５号 

甲府市上下水道局会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和２年３月３０日 

 

 

             甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

             甲府市上下水道局業務部長 青木 俊也 

 

 

   甲府市上下水道局会計規程の一部を改正する規程 

甲府市上下水道局会計規程（昭和４５年４月管理規程第４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表第１（第１３条の表）水道事業勘定科目表 費用勘定中「賃金」及び「臨時

職員及び人夫の賃金」を削り、同表整理勘定中「賃金」を削る。 

 別表第２（第１３条の表）下水道事業勘定科目表 費用勘定中「賃金」及び「臨

時職員及び人夫の賃金」を削る。 

 別表第３（第１３条の表）下水道事業予算科目表 収益的支出中「賃金」及び 

「臨時職員及び人夫の賃金」を削り、同表資本的支出中「賃金」を削る。 

別表第５（第４２条の表）中「商工組合中央金庫」を削る。 

別表第７（第２８条の表）支出負担行為整理区分表「賃金の項」を削る。 

   附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 
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甲府市上下水道局管理規程第６号 

甲府市上下水道企業職員給与規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和２年３月３０日 

 

 

             甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

             甲府市上下水道局業務部長 青木 俊也 

 

 

   甲府市上下水道企業職員給与規程の一部を改正する規程 

甲府市上下水道企業職員給与規程（昭和３３年１２月管理規程第１４号）の一部

を次のように改正する。 

第１１条第１項中「６，５００円」を「６，５００円（企業職給料表の適用を受

ける職員でその職務の級が８級であるものにあっては、３，５００円）」に改める。  

第１４条の３第１項中「１万２，０００円」を「１万６，０００円」に改め、同

条第２項中「掲げる額」を「定める額」に改め、同項第１号中「２万３，０００円

」を「２万７，０００円」に、「１万２，０００円」を「１万６，０００円」に改

め、同項第２号中「２万３，０００円」を「２万７，０００円」に、「１万６，０

００円」を「１万７，０００円」に改める。 

第１６条の６第１項第１号中「１００分の１１７．５以上１００分の１９５」を

「１００分の１１５以上１００分の１９０」に、「１００分１４１．５以上１００

分の２３５」を「１００分１３９以上１００分の２３０」に改め、同項第２号中「

１００分の１０６以上１００分の１１７．５」を「１００分の１０３．５以上１０

０分の１１５」に、「１００分の１２７以上１００分の１４１．５」を「１００分

の１２４．５以上１００分の１３９」に改め、同項第３号中「１００分の９４．５

」を「１００分の９２」に、「１００分の１１４．５」を「１００分の１１２」に

改め、  同項第４号中「１００分の９４．５」を「１００分の９２」に、「１００

分の１１４．５」を「１００分の１１２」に改める。 

 第３４条を次のように改める。 

 （臨時職員の給与） 
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第３４条 法第２２条の３第４項及び条例第１７条に定める臨時職員の給与は、甲 

府市臨時的任用職員に関する規則（昭和３６年６月規則第２０号）等の例による。  

第３５条を第３６条とし、第３４条の次に次の１条を加える。 

（会計年度任用職員の給与） 

第３５条 法第２２条の２第１項及び条例第１７条に定める会計年度任用職員の給 

与は、甲府市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年９月 

条例第１０号）並びに同規則等の例による。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

 （住居手当に関する経過措置） 

２ 施行日の前日において改正前の甲府市上下水道企業職員給与規程第１４条の３

の規定により支給されていた住居手当の月額が２，０００円を超える職員であって、

施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅（貸間を含む。）を借り受

け、家賃（使用料を含む。以下この項において同じ。）を支払っているもののうち、

次の各号のいずれかに該当するもの（規程で定める職員を除く。）に対しては、施

行日から令和３年３月３１日までの間、改正後の甲府市上下水道企業職員給与規程

（以下「改正後の規程」という。）第１４条の３の規定にかかわらず、当該住居手

当の月額に相当する額（当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、

当該相当する額を超えない範囲内で規程で定める額。第２号において「旧手当額」

という。）から２，０００円を控除した額の住居手当を支給する。 

⑴ 改正後の規程第１４条の３第１項に該当しないこととなる職員 

⑵ 旧手当額から改正後の規程第１４条の３第２項の規定により算出される住居

手当の月額に相当する額を減じた額が２，０００円を超えることとなる職員 

（勤勉手当の成績率の経過措置） 

３ 当分の間、改正後の規程第１６条の６の規定による勤勉手当の成績率について

は、同条の規定にかかわらず、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８

条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定

により採用された職員以外の職員にあっては、１００分の１９０（改正後の規程第

１５条の５に規定する特定幹部職員にあっては、１００分の２３０）の範囲内で、
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管理者が定めるものとする。 

（その他） 

４ 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定め

る。 
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甲府市上下水道局告示第２０号  

 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の再開届出があったので、甲府市上下

水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第

２号の規定により告示する。 

 

  令和２年３月１０日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 青 木 俊 也 

                  

指定番号   第３１７号 

指定業者名  星設備 

所在地    甲府市里吉１－３－１ 

代表者    星 茂樹 
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甲府市上下水道局告示第２１号  

 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の休止届出があったので、甲府市上下

水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第

２号の規定により告示する。 

 

  令和２年３月１０日 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 青 木 俊 也 

                  

指定番号   第４１５号 

指定業者名  ＦＩＮＥ ＬＩＮＥ 

所在地    甲府市国玉町９７６－２ コーポ大和Ｃ号室 

代表者    広瀬 康太 

 

 

 

- 443 -



                      甲府市上下水道局告示第２２号  

  

収納取扱金融機関である株式会社商工組合中央金庫との契約を解除したので地方 

公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２２条の２第３項の規定によ 

り、告示する。 

 

  令和２年３月１２日 

                

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 青 木 俊 也 

 

指定解除 

   収納取扱金融機関名   株式会社商工組合中央金庫 

   収納取扱解除年月日   令和２年４月１日 
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甲府市上下水道局告示第２３号  

 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止届出があったので、甲府市上下

水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第

２号の規定により告示する。 

 

  令和２年３月１８日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 青 木 俊 也 

                  

 

指定番号   第３９３号 

指定業者名  山梨品川燃料㈱ 

所在地    甲府市朝日１―１―１６ 

代表者    代表取締役 伊奈 毅弘 
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任免辞令 
（市長事務部局） 

市長直轄組織 危機管理室 室長 望月 雅樹 

総務部  部長 窪田 淳 

総務部 行政管理室職員課 係長 寺本 義雄 

総務部 行政管理室職員課 主任 小野 洋子 

市民部 市民総室総務課 主任 井上 和也 

市民部 市民総室総務課 主任 矢澤 あけみ 

市民部 市民総室市民課 課長 帶金 千春 

市民部 中道支所 課長 土橋 東明 

市民部 市民協働室消費生活課 係長 石原 邦夫 

福祉保健部 長寿支援室障がい福祉課 主幹 藤本 達朗 

子ども未来部 子ども未来総室子ども支援課 課長補佐 石川 甚正 

環境部 廃棄物対策室収集衛生課 統括主任 加賀美 幸雄 

環境部 廃棄物対策室廃棄物対策課 統括主任 橋爪 邦夫 

産業部 農林振興室農政課 課長 保坂 浩 

産業部 農林振興室就農支援課 技能員 三平 武史 

産業部 市場経営室 室長 伊藤 眞 

まちづくり部  部長 望月 伸 

まちづくり部 まち整備室区画整理課 主幹 島田 忠志 

会計室  室長 内藤 健実 

会計室  課長補佐 野呂瀬 稔 

市立甲府病院 診療支援部 技師長 藤巻 一美 

市立甲府病院 看護部 看護師長 保坂 弘美 

市立甲府病院事務局 病院事務総室医事課 課長補佐 安部 龍太 

（各通） 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする 

以 上     発 令 日  令和 ２年 ３月３１日 

 

環境部 室長 伏見 真幸 

甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合への派遣を解く 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする 

以 上     発 令 日  令和 ２年 ３月３１日 
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総務部 行政管理室職員課 係長 鈴木 信貴 

総務部 行政管理室職員課 技師 下出 圭吾 

市民部  部長 内藤 貴弘 

市民部 課税管理室市民税課 主事 小野 智紀 

市民部 課税管理室資産税課 主事 小野 航平 

福祉保健部 健康支援センター健康増進課 主任 若月 歩 

福祉保健部 健康支援センター健康増進課 技師 丸山 久美子 

福祉保健部 長寿支援室生活福祉課 主事 宮下 凌 

福祉保健部 長寿支援室障がい福祉課 課長補佐 澤田 恵子 

福祉保健部 長寿支援室障がい福祉課 技師 中村 円香 

子ども未来部 子ども未来総室子ども保育課 主事 小野 友希 

子ども未来部 子ども未来総室母子保健課 係長 中ノ瀬 景実 

まちづくり部 まち保全室道路河川課 技師 髙野 智 

会計室  係長 宮川 千織 

市立甲府病院 診療部 科長 柴 修吾 

市立甲府病院 診療部 医長 小宮山 ひとみ 

市立甲府病院 診療部 医長 西岡 宏 

市立甲府病院 看護部 副看護師長 松野 惠子 

市立甲府病院 看護部 副看護師長 新海 尚子 

市立甲府病院 看護部 主任 山口 奈央 

市立甲府病院 看護部 主任 加藤 臣歩 

市立甲府病院 看護部 主任 井上 美里 

市立甲府病院 看護部 技師 八巻 陽香 

市立甲府病院 総合相談センター 総合相談センター長 巾 芳昭 

市立甲府病院 医療安全管理部 医療安全管理部長 及川 奏 

市立甲府病院事務局 病院事務総室医事課 主任 三井 宏美 

（各通） 

退職を承認する 

以 上     発 令 日  令和２年 ３月３１日 

 

（教育委員会） 

教育部 教育総室甲府商業高等学校事務局 課長 西海 信介 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする 

以 上     発 令 日  令和２年 ３月３１日 

 

教育部 教育総室学校教育課 課長補佐 風間 俊宏 

教育部 教育総室学事課 作業主任 前村 裕子 

- 447 -



教育部 生涯学習室歴史文化財課 係長 金子 誠司 

退職を承認する 

以 上     発 令 日  令和２年 ３月３１日 

 

 

（監査委員事務局） 

監査委員事務局  室長 輿石 治夫 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする 

以 上     発 令 日  令和２年 ３月３１日 

 

（農業委員会事務局） 

農業委員会事務局  課長 青木 進 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする 

以 上     発 令 日  令和２年 ３月３１日 

 

農業委員会事務局  主任 丸山 由香 

退職を承認する 

以 上     発 令 日  令和２年 ３月３１日 

 

（上下水道局） 

業務部                 部長      青 木 俊 也 

業務部  業務総室    総務課    係長      太 田   隆 

業務部  営業管理室   給排水課   課長補佐    齊 藤 一 彦 

業務部  営業管理室   給排水課   係長      手 塚   賢 

工務部  水道管理室   水保全課   係長      斉 藤   浩 

工務部  水道管理室   水道課    主幹      竹 田   忠 

工務部  下水道管理室  下水道課   主幹      雨 宮 正 英 

工務部  下水道管理室  浄化センター 課長      山 本 公 彦 

（各通） 

甲府市職員の定年等に関する条例第２条の規定により定年退職とする 

以 上     発 令 日  令和２年 ３月３１日 
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